
Ｐ２新卒院生 教育実践研究最終報告会 
平成 29 年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）8：30 〜 12：00 
教育学部本館 4 階 404 室（中・⾼・特）、407 室（⼩） 

8：15 〜 受付（本館 4 階 エレベーター前） 
8：30 〜 はじめの挨拶  
8：35 〜 報告会   1 ⼈：20 分（発表 12 分、質疑応答 7 分、交代 1 分） 

10：55 〜  指導助⾔ 
11：15 〜  おわりの挨拶 
11：20 〜  移動等 
11：30 〜  協議会（407 室） 
12：00   閉会 

 
-------------------------- ＜ 班と発表時間 ＞  --------------------------- 

中・⾼・特（本館 404 室） 
発表者 ⾃⼰課題 時程

⾚⽊  佑紀 数学的コミュニケーションの充実をめざした授業づくり 8：35 〜 8：55 1

沖  義孝 数学的活動をコアにした数学的思考⼒を育む授業づくり 8：55 〜 9：15 5

尾﨑  昂 コミュニケーション能⼒を⾼める外国語授業づくり 9：15 〜 9：35 11

河合  美穂 知的障害特別⽀援学校⼩学部における主体的な取り組みを促す授業づくり 
―⽬的の意識化に着⽬して― 

9：35 〜 9：55 19

佐藤  洋 数学の概念や原理・法則を習得する授業デザイン 9：55 〜 10：15 27

末永  真晟 科学的思考⼒を育む授業デザイン ―実証性を重視した観察・実験をコアにして― 10：15 〜 10：35 35

⼭下  ⼤介 数学的活動を通して帰納・演繹的な思考⼒を育成する実践研究 
-構成的アプローチを中⼼にして-

10：35 〜 10：55 43

⼩（本館 407 室） 
発表者 ⾃⼰課題 時程

河野  ⾂紀 学級の⼈間関係を育てる授業づくり ―話し合い活動を軸にして― 8：35 〜 8：55 49

瀬﨑 紗也加 認め合い⽀え合う集団づくり 
〜学びに向かう⼒を育む学び合いの授業を通して〜 

8：55 〜 9：15 53

中塚  雄亮 ⾔語コミュニケーション能⼒を育む授業づくりの在り⽅ 9：15 〜 9：35 59

藤井  ゆき 国語科における「学びと評価の⼀体化」を⽬指した授業デザイン 9：35 〜 9：55 67

松下  豊 反省的思考によって深い理解を促す算数科授業 9：55 〜 10：15 75

森元  彩恵 論理的判断⼒を育む授業デザイン ―理解と表現の往還を通して― 10：15 〜 10：35 79

⼭⼝  沙織 「わかる学⼒」を育てる授業づくり ―問いの⽣成に着⽬した⼩学校理科の実践― 10：35 〜 10：55 87
 



Ｐ２現職院生 教育実践研究最終報告会 

平成 29 年 2 ⽉ 18 ⽇（⼟）13：00 〜 17：00 
教育学部本館 4 階 407 室 

 
12：45 〜 受付（教育学本館 4 階 407 室前） 
13：00 〜 はじめの挨拶  
13：05 〜 報告会   1 ⼈：20 分（発表 12 分、質疑応答 7 分、交代 1 分） 
16：10 〜  指導助⾔ 
16：20 〜  おわりの挨拶 

 休憩（5 分間） 
16：30 〜 協議会  
17：00   閉会 

  
 

-------------------------- ＜ 発表時間 ＞  ---------------------------    

発表者 現任校 ⾃⼰課題 時程  

井上   峰 ⼤和⼩学校 児童の課題⽣成を通して，主体的に学校改善していく教師集団育成の
研究 

13:05 〜 13:25 91

井上 典⼦ ⼭陽⼩学校 「気になる児童」へ早期に対応するためのチーム⽀援と養護教諭の役
割 ―⾒取りのチェックリストの活⽤を通して―

13:25 〜 13:45 99

岩尾 友恵 平井⼩学校 同僚性を育み，道徳の教科化を円滑に推進する校内体制の構築 
〜「考え，議論する」対話型授業とその意義の共有化を通して〜 

13:45 〜 14:05 107

太⽥ 泰⼦ 藤野⼩学校 学校統廃合を契機とした地域の養護教諭の協働体制つくり 14:05 〜 14:25 117

岡村 みちる ⽟野光南⾼等学校
専⾨性を⽣かして協働的に教育活動を展開できる学校組織づくり 

－「進化能⼒」を備えた「組織⼒」の向上をめざして－
14:25 〜 14:45 125

休憩（5 分間）

⽚⼭ 健治 ⽊之⼦中学校 考え，議論する問題解決型道徳授業による学校課題の改善 14:50 〜 15:10 133

⼩寺 展代 ⻄備⽀援学校 特別⽀援学校における組織としての教育⼒向上に関する研究 
〜キャリア教育の推進を軸として〜

15:10 〜 15:30 141

坂   孝博 新庄中学校 「社会に開かれた教育課程」の実現を⽬指したカリキュラム開発 
― 総合的な学習の時間を中⼼とした「ふるさと新庄学」の創造を通して ― 

15:30 〜 15:50 149

福永 陽⼦ 中島⼩学校 教師集団の学びを⽀える校内研修マネジメント 15:50 〜 16:10 159



数学的コミュニケーションの充実をめざした授業づくり 
学生番号 22427063  氏名 赤木 佑紀 

 

【概要】本研究の目的は，数学的な見方・考え方を深めるための，数学的コミュニケーションの

在り方を明らかにすることである。数学的コミュニケーションとは，「簡潔・明確・統合」の観

点をもとに，他者と考えを交流することでよりよい問題解決の方法や新しい考えの創造を目指す

ものである。実践における教師の働きかけとして，話し合いの新しい観点をもてる問い直しと，

考えを分化させ集団の中に対立構造をつくることによって，数学的コミュニケーションの充実を

図ることができた。また，その合意形成の中で，①学習経験を振り返る問い直しと②考えがどの

ように変容したかの問い直しによって，数学的な見方・考え方がより深まるという示唆を得た。 

キーワード：数学的コミュニケーション 「簡潔・明確・統合」 問い直し 対立構造 

 
１. はじめに 
(1)社会の変化に主体的に対応するために 

 先行きの見えない変動の時代においては，社会の変化自体をよりよい方向へ向かわせることが

できるような力が一人ひとりに求められている。その力とは，他者と協働しながらよりよい問題

解決の方法や新しい知識を創造していく力である。OECD(2003)が，キー・コンピテンシーの中核

に「思慮深さ」を位置づけ，社会の発展のために，個人が深く考え行動することを強調している

ように，授業の中では，個人の考えを深め，共有することで，他者や集団の考えも深めていくこ

とが重要であろう。 

(2)授業における問題の所在 

 中央教育審議会答申(2016)はアクティブ・ラーニングの視点として，対話的な学びを強調して

いる。しかし，実際の数学科の授業では，ペア学習やグループ学習を授業の中に位置づけるだけ

になっていないだろうか。つまり，教師が「みんなで話し合って考えてみよう。」と促すだけで，

どのように話し合いを深めていけばよいのかわからないまま形式的に話し合い活動が行われて

いることも少なくない。これでは，個人の考えやひいては集団の考えが深まる対話的な学びとは

言い難い現状にある。 

(3)研究の目的 

 (1).(2)をふまえて，本研究の目的は，学びの深まりの鍵になるとされている数学的な見方・

考え方を深めるために，授業で展開されるべき数学的コミュニケーションについて検討し，その

在り方を明らかにすることである。 

２. 数学的コミュニケーションの基本構想 
(1)数学的な見方・考え方の重要性とその育成 

 中央教育審議会答申(2016)は，「「見方・考え方」を働かせた学びを通じて，資質・能力が育ま

れ，それによって「見方・考え方」が更に豊かなものになる，という相互の関係にある。」と述

べ，数学科の授業においては，「事象を数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え，論理

的，統合的・発展的に考えること」という数学的な見方・考え方を深めることを強調している。

変動の社会を生きていくためには，知識の習得も大切ではあるが，よりよい問題解決の方法や新

しい知識を創造していくための見方・考え方を深めることを重視していくことが求められる。 
この数学的な考え方の育成のために中島(2015)は，数学の特性である抽象性・論理性・形式性

の基盤となる「簡潔・明確・統合」の観点によって考えを練り上げることで創造的な活動を行う

ことを指摘している。しかし，このような観点はひとりだと気付きにくい。中原(1995)が，自分

の考えを反省し，整合性，機能性，効率性などの検討を促進したり，新しい考えの発生，自分の

考えの変容，発展，再構成を促進したりするためには「構成的相互作用」として他者が必要であ

ると述べているように，同じ観点を共有したり，新たな観点に目を向けたりして考えを練り上げ

ていくために，他者とのコミュニケーションが重要な役割を果たすと考える。 
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(2)数学科で展開されるべき数学的コミュニケーション 

 個人や集団の数学的な見方・考え方を深めることを目的として，数学科の本質に迫るためには，

「簡潔・明確・統合」の観点でよりよい問題解決の方法や新しい知識を創造していくことが必要

である。その創造的な活動は，他者とのコミュニケーションが不可欠である。つまり，授業で展

開されるべき数学的コミュニケーションとは，「簡潔・明確・統合」の観点をもとに，他者と考

えを交流することでよりよい問題解決の方法や新しい考えの創造を目指すものと規定すること

ができる。他者と協働して，それぞれの単元における簡潔さ，明確さ，統合的な考えとは何かを

理解していく過程で数学的な見方・考え方が深まるのである。 
３．数学的コミュニケーション充実のための教師の働きかけ 
(1)【介入による充実】生徒が「簡潔・明確・統合」の観点をもつための問い直し 

 本稿では問題の所在として，話し合い活動の形骸化を指摘したが，国立教育政策研究所(2016)

は，深い理解に至るような対話の場には，参加者の間で答えを出したい問いが共有されていると

いう条件があると述べている。そこで，数学的コミュニケーションを充実させるためには「もっ

と簡単にできないか」や「本当に正しいか」や「他の場合でもうまくいくか，同じ考えとしてま

とめられないか」のような，生徒が「簡潔・明確・統合」の観点をもつための問い直しが有効で

あると考える。もちろんこのような観点が，生徒主体で出てくることが望ましいが，最初のうち

は教師が問い直すことで，それらの観点をもとに考えを練り上げる経験をさせておく必要がある。

それは，この経験が態度の形成につながると考えるからである。 

(2)【場の保証による充実】考えを分化させ，集団の中に対立構造をつくる 

数学的コミュニケーションの規定の中の，「考えの交流」とは，具体的に言うと，異論・反論

が挙げられる。この異論・反論によって，合意形成の手がかりとなる論点を焦点化することにつ

ながる。また，異論・反論が合意形成の過程で，既習事項をもとにした論理的な説明に発展する

ことで，考えの深まりと共有も期待できる。このような異論・反論を促し，合意形成を図る対話

的な学びを実現するためには，国立教育政策研究所(2016)が，深い理解に至るようなもうひとつ

の対話の場の条件として「互いの考えや，考えの違いが見えやすい」という条件を挙げているよ

うに，考えを分化させ，集団の中に対立構造をつくることが有効であろう。 

数学的コミュニケーションの充実した対話的な学びの実現を目指すために，上述の 2点を主な

指導の工夫として実践に取り組み，数学的コミュニケーションの在り方を検討する。 

４．授業実践 (中学校第 2学年 図形の調べ方 「証明の進め方」) 
(1)授業の概要 

本時の目標 点 Oが AB の中点であり，ℓ//ࣾ ならば，AP=BQ であることを 

三角形の合同を活用し，根拠を正しく示しながら，説明し伝 

え合うことで証明できる。 

授業の流れ 導

入 

右図の直線 nを作図したあと，等しくなりそうな辺・角・ 

かたちをすべて予想させることで，すぐに等しいとは言い 

切れない「AP=BQ を証明しよう。」とめあてを生成する。 

展

開 

仮定と既習事項から正しいといえることがらをもとに，今回使えそうな三

角形の合同条件の見通しを立て，証明(考え①)を完成させる。 

 

振

り

返

り 

・考え②(根拠があいまい)と考え③(条件過多)を提示し，比較することで

考え①との違いを共有する。 

・考え①と考え②，考え①と考え③の違いから，それぞれどちらの方が良

い考えか個人で考え，班で話し合わせる。 

・全体共有の場面において，班で話し合ったことを説明し伝え合うことで

証明の進め方における簡潔さ，明確さとは何かを理解する。 
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(2)指導の工夫 

①生徒が「簡潔・明確・統合」の観点をも

つための問い直し 

 グループ活動において，右図の〈理由〉

が埋まっていない班には「どちらが見や

すい証明か(簡潔の観点)」や，証明で用い

られていることがらについて「本当に正

しいか(明確の観点)」という問い直しを

する。そうすることで，話し合いの観点を

もてるようにして数学的な見方・考え方

を深める数学的コミュニケーションを促

す。 

②考えを分化させ，集団の中に対立構造

をつくる 

 自分たちがつくった証明以外にも考え

を 2つ提示し，「どちらの方が良い証明か」その理由も考えさせる活動を設定することで，考え

を分化させる。そして，全体共有の場面の，特に考え①と考え②の比較において，どちらを選ん

だか挙手させることで，集団の中に対立構造をつくる。そこで，異論・反論を促し，それぞれが

「簡潔」の観点か，「明確」の観点かどちらの基準で選んでいるかのような考えの違いを明らか

にする。これにより，論点を PO=QO の妥当性に焦点化し，合意形成に導くことで，証明の進め方

における明確さとは，「正しく根拠を示すこと」であると理解できるようにする。 

(3)実践の分析と成果 

①グループ活動での考えの変容 

 班①はプロトコル冒頭の C1 の発言からわかるよ

うに，「簡潔」の観点で比較・吟味している。そこ

で，考え①と考え②の違いである PO=QO の条件につ

いて，「PO=QO って自信をもっていえる？」と妥当性

を揺さぶる問い直しをすることで，PO=QO を支える

根拠を振り返らせた。そうすることで，班①は，C1

の「簡単とかそういうことじゃない。」のように「明

確」の観点をもち，証明において正しい根拠を示す

ことの必要性を理解し，数学的な見方・考え方を深めることができている。このことから，ワー

クシート等の埋まり具合によって，生徒たちの本時の理解度を把握し，新たな観点をもてる問い

直しをすることが，数学的コミュニケーションの充実にとって有効であるといえよう。 

②全体共有での異論・反論による数学的な見方・考え方の深化と共有 

 考え①派と考え②派が対立している状況をつくることで，

まず多数派の考え②派から，異論として C4「条件が少ない。

①は…(中略)，②は「Oは AB の中点」と「対頂角は等しい」

の 2つだけ。」と，「簡潔」の観点からのよさとして，証明に

用いられていることがらの根拠の少なさの主張を引き出す

ことができた。また，その考えに対して，考え①派は C1・2

の「点 O が PQ の中点になるとは言われていない」発言から

わかるように，考え②派の主張を支える PO=QO を批判的に捉

え，反論をしている。その反論が，さらに考え②派の C5 の

「でもさ，中点だから，辺の真ん中だから PQ の中点にもなる」という考えを引き出すことで，

論点を「PO=QO は AB の中点である点 O を直線が通ればいえるのか」という点に焦点化できた。
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つまり，クラスで「明確」の観点を共有することができたともいえよう。このように，考えを分

化させ，集団の中に対立構造をつくることで生まれる異論・反論によって，論点が明確になり，

合意形成へと導くことで，数学的な見方・考え方を深めるための本質に着目させることができた。 

(4) 実践の分析と課題 

理論研究の段階では，異論・反論を通した合意形成に導けば，

あとは生徒たちが説明し，伝え合う過程で「証明の進め方にお

ける明確さとは，根拠を正しく示すことである」とクラスに認

められると考えていたが，C5「どっちでもいいよ」の発言からも

わかるように，実際は不十分であった。「考え①の根拠はどう？」

と自分たちがつくった証明について振り返らせることで，多数

の生徒が考え①に意見を変えたが，あくまでも「3つともみんな

納得した根拠」という教師による価値づけによって考えを変容させただけである。これでは，数

学的コミュニケーションの前提である協働性を働かせたとは言い難い。 

【課題①】論理の精緻化の問題 

 C5 が納得できなかったのは，今回の証明で PO=QO を条件として使ってはいけない理由が合意

形成の場において語られなかったからである。これが語られるためには，既習事項である証明の

定義「すでに正しいと認められたことがらを根拠として，仮定から結論を導くこと」が重要であ

る。異論・反論が，合意形成の過程で「PO=QO は，△AOP≡△BOQ を示して初めて正しいと認めら

れるから，それらの三角形の合同を示すときには使えない」のような，既習事項を活用した説明

に発展するためには，辺の長さが等しいことを証明するために三角形の合同を示したという学習

経験を，生徒たちに想起させることが必要であろう。例えば，生徒たちが，PO=QO の根拠として

「点 Oは AB の中点だから，それを通る PQ の中点にもなる」という感覚的な説明に留まっている

段階で，「長さが等しいことを示すための，他の説明はないか？」というような，学習経験を振

り返らせる問い直しを行うことが考えられる。つまり，合意を図るためには，既習事項をもとに

した論理的な考え方が不可欠であり，そのためには今までの学習経験を振り返ることが重要であ

るといえるだろう。 

【課題②】考えが深まるプロセスの自覚化と共有 

 C6 のように，異論・反論による合意形成を通して，数学的な見方・考え方を深めるための新た

な観点に気付き，考えを変容させた生徒もいる。本実践では至らなかったが，考えがどのように

変容したか問い直し説明を促すことで，自己の考えを捉えなおし，修正を図ったプロセスを自覚

させ，深い理解につなげることができると考える。また，考えを変えることができていない生徒

に，考えを変容させた生徒の立場になって説明のし直しをさせることで，考えが深まるプロセス

を共有できる。このように，自己の考えが深まり，他者にもその深まりが共有されるような対話

的な学びによって，本時だと証明の進め方における明確さとは何かを理解する過程で，数学的な

見方・考え方を深めていくことができるだろう。 

 

５．数学的コミュニケーションの在り方のまとめと今後の展望 
 数学的コミュニケーションの在り方を以下の表にまとめる。 

 

 

 

 

 

本稿で明らかにした数学的コミュニケーションの在り方を，他の単元においても実践し，

省察を重ねることで研究を練り上げ，より深い対話的な学びを実現していくことが今後の課

題である。 
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数学的活動をコアにした数学的思考力を育む授業づくり 

 

学生番号 22427070 氏名 沖 義孝 

＜概要＞ 

 本研究の目的は，中学校数学科において，数学的思考力を育む授業づくりの在り方を明ら

かにすることである。数学的思考力を育む授業とは，生徒が数学的活動を通して実感的に理

解し，活用するプロセスを大切にした授業である。本研究では，数学的活動の工夫として，

先行研究である再発明や EIS 原理に着目し，外的な活動で得た気付きを基に，言語化・記号

化することを目指し，授業実践・省察を行った。 

  

キーワード：中学校数学 数学的思考力 数学的活動 EIS 原理 再発明  

 

１．問題の所在と研究の目的 

知識基盤社会である現代では，既存の知識をただ当てはめただけでは解決できない課題

に直面する場面がよく見られる。この変動の激しい社会をよりよく生きるために，国立教育

政策研究所(2013)は，21 世紀型能力の中核に「思考力」を掲げ，自分の考えを持ち，協働し

ながらより良い解や新しい知識を創りあげることを求めている。 

しかし教育現場においては，思考力の重要性が認識されつつも，知識・技能の習得に終始

している現状が見て取れる。全国学力・学習状況調査の数学 B問題の平均正答率は，直近 5

年間では 5割程度に留まっており，依然として「活用力」に問題があることがわかる。その

ために，これからの数学の授業では，数学的活動を通して，計算力を育むだけではなく，ど

のような式を組み立てるか，また，計算されたものをどのように活用するのかなどという数

学的に考える力（数学的思考力）を育んでいく必要がある。現行の学習指導要領(2008)では，

数学的活動は知識・技能の習得，数学的に考える力の育成，数学の楽しさを実感させるため

に重要な役割があることを示唆している。したがって，数学的思考力を育むために，数学的

活動の工夫が必要であると考える。 

 

２．先行研究 

（１）フロイデンタールの「再発明」 

フロイデンタール(1973)は，数学を「活動としての数学」と「既成としての数学」とに対

置させ，我々が教えるべきは「活動としての数学」であることを示唆している。また，授業

者は生徒に，数学を「再発明」させるための教材分析が必要であることを述べている。「活

動としての数学」とは，実際に観察・操作・実験等をして，この時の気付きを振り返ってい

くことで，概念を形成したり拡張したりする数学である。現代のような変化の激しい時代に

求められるのは，より良い解や新しい知識をつくり、次の問いを見つけていくために必要な

創造性である。すなわち，知識を創りあげるプロセスを大切にした指導をする必要がある。

わからない問題を，既知と結びつけることで新たなものを創り出すという経験を，数学とい

う教科を通じて経験させることが「再発明」であり，極めて重要である。授業者は生徒に試

行錯誤させ，自分から「気付いた！」と思わせるようなシチュエーションを構成しなければ

ならない。 
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（２）ブルーナーの「EIS 原理」 

数学的思考力は知識を創り出し，活用する過程で

育まれる力である。生徒の数学的思考を促すために

は，生徒がどのように数学の内容を認識するのかに

着目し，検討する必要がある。広岡(1969)によるとブ

ルーナーは，「子どもの認知様式は 3つの区分で，行

動的把握(E)→映像的把握(I)→記号的把握(S)の順

で発達していく(図 1)」と提唱した。これは Sに向か

って抽象度が高まることを意味している。しかし，単

に直線的であると考えるのではなく，図２のように，

常に E・I・Sを往還できる状態こそ，数学的活動が内面化されている姿である。すなわち，

目指すべき数学的活動が内面化されている姿とは，外的な数学的活動を振り返って言語化

し，記号化され，常に三者を往還（念頭操作）できる状態であると考える。しかし，EI と

Sの間には抽象度の急な高まりによる溝があることから，Iと Sの段階を明確に持ち，段階

を引き上げるための手立てや数学的活動を明らかにすることで，EI と S の溝を埋めていき

たい。 

EIS 原理を派生させて中原(1995)は，数学的な表現力を育む

ことを目的に，表現体系として図３を提唱した。思考と表現は

表裏一体であるため，表現力を高めることが思考力を高めるこ

とだと考えることもできる。しかし，数学的思考力を「原理・

法則を使って，知識を創り出し，その知識を活用する過程に育

まれる力」であると考える。したがって，子どもの認知に着目

した根本であるブルーナーの EIS 原理の方が研究主題と合致   

するため，EIS 原理を主とする。 

 

３．本研究の基本的な考え 

平成 20 年学習指導要領数学編では，数学的活動を「生徒が目的意識をもって主体的に取

り組む数学にかかわりのある様々な営み」と定義づけている。数学的活動は広く定義されて

いるが，明らかなことは，「目的意識をもって主体的に取り組む」とは，新たな性質や考え

方を見いだそうとしたり，具体的な課題を解決しようとしたりすることである。すなわち，

生徒が「もっと調べたい」「こう動かしたらもっとうまくいくかもしれない」という探究学

習を示唆している。また，数学的活動には，3つの重視すべき活動が示されている。 

①数学を創る活動…実際に操作・観察を通じて，数学の概念や法則を創り出す活動であり，

生徒が自律的に理解できることが目標であり，習得教育の目指すべき活動であると言えよ

う。 

②数学を活用する活動…新規の数理的事象と既有の知識・技能を関連付けて，問題を発展

的に解決する活動である。①の活動を習得教育の目指すべき活動としてみれば，②の活動は

思考力重視の授業の目指すべき活動であると言えよう。したがって，本研究は，この数学を

活用する活動に重きを置く。 

③説明し，伝え合う活動（振り返り）…学びを深めるためには，自分の考え方と友達の考

え方を比較し，それぞれの考えを批判的に見直すことで差異を明らかにし，分析的に捉え再

図３．中原の表現体系 
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考する必要がある。この数学的な考えの変容こそが数学的思考の深化であり，数学的な表現

力の育成を目的としていると言えよう。 

①②③の活動からわかることは，数学的活動とは外的な活動であるとは述べていない。む

しろ，内的な活動が深い学びを促すことを示唆している。また，①②③はそれぞれ独立した

数学的活動ではなく，関連性がある。しかし，1授業の中で，①②③のどの数学的活動をコ

アにするかで，育まれる数学的思考力も変わる。本研究で目指す数学的活動は，体験的・操

作的である外的な活動から内的な活動へと移り変わり，最後に活用する活動を取り入れ，全

生徒が言語化・記号化する中で，数学的思考力を育める活動である。そこで本研究では，数

学を活用する活動を取り入れるために，「わかる」と「使える」のギャップを埋める先行研

究として再発明と EIS 原理に着目し，「数学的思考力」を育む授業を実践・省察した。 

 

４．実践研究の構想・実践・省察  

事例１ 中学校第 1 学年 第 2 章「文字式」1 次 1時（文字式の導入） 

（１）事例１の授業構想 

本事例１の目的は，「きまりに着目して，関数的な見方を活用して，文字式 2 +4 で表し，

文字式を目的に応じて活用する能力を育むこと」である。その方法として，文字式 2 +4 を

創り出すプロセスとして，EIS を基礎にした数学的活動を行う。EIS の S である 2× ＋4と

いう抽象度の高い文字式を実感的に理解させるためには，具体から抽象への橋渡しの役割

をする I（映像的表象）を刺激し，「気付き」を感じ取らせる必要がある。 川寄(1997)が図

的認識を促す図の見方の指導をする際の視点として「部分と全体」，「変化と不変」「強調と

無視」の 3つを掲げていることから，本

実践では「変化と不変」に着目して授業

実践を行った。 

 

（２）事例１の授業実践 

①E→I（図・表を完成させ，見て考える） 

生徒が図に人数を○で書き込むことで，「机が 1台増えると人数が 2人増える」と

いうきまりに気付くことができた。その結果机が 8 台の時の人数を求めることがで

きた。また，きまりに気付いた時，比例と似ているという理由から「机の台数が大

きな値になったとき，表を埋めていくのは非合理的であるから，きまりに着目して

言葉の式で表そう」という，2つの数量の対応の様子を探究するという本質的な見通しを「め

あて」として生成することができた。「比例に似ている」という発言は，変数と定数に着目

する関数的な見方ができており，既知と関連付けて考えられた発言である。したがって統合

的に考えていることから数学的思考力が育まれていると考えられる。 

②I⇔S（図を基に式を立て，視覚的に説明する） 

「机の台数が 1台増えたら，人数が 2人増えるのを図から探そう」と活動を促し，机が 1

台・2台・3台の時の増えた机に対する人数を比較させることで，変数に着目することがで

きた。しかし変数に着目するだけでは，

「2×机の台数」までの式でしか表すこ

とができない班もいた。そのため再度，

図で「机が増えても，人数が変わらない

＜2班>          <6 班>   
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所に印をつけましょう」と視点を与えることで，「定数」に着目させることができ，生徒の

数学的な見方が広げることができた。 

（３）事例１の省察 

【成果】生徒が EIS の S である「人数＝2×机の台数＋4」を創り出すプロセスを大切にした

指導を行った。その結果，生徒は自分の考えをもつことができ，実感的に理解する姿が見え，数

学的思考力の向上が見受けられた。また Iと Sの溝は，Sの根拠に当たる Iを批判的に捉えるこ

とで，溝を埋めることができた。すなわち，Sでのつまずきを Sで考え続けるのではなく，抽象

度の低い I で再検討することが数学的な見方を広げ，より数学的思考力を深化させることがで

きたと考えられる。そのため，Iと Sの段階を明確にしておくことが，数学的思考力を育む指導

の架け橋となるであろう。 

【課題】課題は 2点ある。1つ目の課題は，全体の場で「かける数・かけられる数」に着目

して，2 班と 6 班の「机の台数×2」と「2×机の台数」という対立を基に，人数＝2×机の台数

＋4 と表せばよいという合意形成には至らなかった。原因は，生徒が「2 つの答えは同じ」と発

言した時，批判的に捉え直す有効な発問・活動ができなかったことである。再案として，人数を

求める式を生徒たちで構成させるために，再度人数を求めるための図を書き，図を見て考える活

動を取り入れたい。この活動こそ EIS の往還であった。 

2 つ目の課題は，「活用する活動」を適切に位置付けられなかったことである。最後に，

机が 50 台，100 台の時に座れる人数を求めさせたが，この活動は創りあげた文字式に入れ

るだけであり，本事例で獲得した考え方を活用したとは言い難い。この再案として，「変化

と不変」に着目して解けるような類題を用意すれば，より数学的思考力を育めたと考える。 

 

事例２ 中学校第 1 学年 第 7 章「空間図形」，1次 5 時（正多面体の生成条件） 

（１）事例２の授業構想 

本単元は，「今までと何が違うのか。また，何が同じなのか」という対比（帰納的な考

え）を引き起こし，数学的思考力を育むのに適した題材と考えられるため，3時での授業

を構想した。 
1 次 4 時 正多面体の定義の中の「どの頂点でも，集まる面の数は同じ」ということを，正三角形を使って四面

体，六面体，八面体，十面体を作成し，帰納的に考え仲間分けすることで，発見させた。 

1次 5時 本事例２：正多面体は 5種類しかないことを根拠を基に発見する。 
1次 6時 頂点の数，辺の数，面の数を基に帰納的に考えさせ，きまりを発見させる。（オイラーの多面体定理）

本事例２の目的は，「正多面体の生成条件を創り出し，条件を活用して，論理的思考力

を育むこと」である。その方法として，まず，実際に正多面体を作る外的な数学的活動を

取り入れる。「すべての頂点で，集まる面の数が同じ」という正多面体の定義を，実際に

正多面体を EIS の E に関わる操作的活動の中で実感させる。次に，EIS の I に当たる視覚

化で，1つの頂点に集まる面の数に着目させる。次に EIS の S に進み，「1つの頂点の周り

の角が 360°未満なら作れる」と言語化させ，Sを活用し，発展的に考えることで「正多

面体は 5種類しかない」ことを実感的に捉えさせる。 

（２）事例２の授業実践 

①実際に正三角形を用いて，正多面体を作る活動（E）25 分 

まず，1つの頂点の周りに集まる面の数を 3枚，4枚，5枚として正多面体を作っていく

中で，前時で学んだ「すべての頂点で，集まる面の数は同じ」という定義を実感させた。 

②正三角形が 6枚だと作れない理由を図を見て考える活動（EI→S）5分 
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次に，1つの頂点の周りに集まる面の数を 6枚で作ってみると，「できない」という発言

が出てきた。なぜ作れないのかを問うと，「折り曲げられないから」といった数学的な根

拠というよりは感覚的であるも

のの，実感したことを基に，説

明していた。 

次に，黒板に三角形を貼り，

視覚化することで，1人の生徒

が「１つの頂点の周りに隙間が

ないから作れない」という発言

をし，多くの生徒がうなずいて

いた。隙間がないというのは，

1つの頂点の周りに集まる角に

着目しているということであ

る。「折り曲げられない」とい

う発言からの変容を見ると，数学的な表現が出来ている。作る活動で得た直観と，見て考

える活動から得た「気付き」を根拠に，説明できていることから，数学的な見方ができて

おり，数学的思考力（帰納的に考える力）を育むことができたと考えられる。 

 

③②で得た考えを活用して，発展的に正方形，正五角形，正六角形だと正多面体が作れる

のかを検討していく活動（SI→S） 20 分 

次に，「１つの頂点の周りに隙間がないから作れない」という考えを活用して，発展的

な活動を行った。図を見て考える場面では，グループで面の形が正三角形以外でも「1つ

の頂点の周りに角があれば作れる」という根拠を基に，演繹的に考えることで，作れるか

作れないかの判断ができていた。実際に作らなくても，正方形や正五角形を敷き詰めた図

だけで判断できるということは，頂点に集まる角度に着目できている姿である。すなわ

ち，数学的な見方を深めており，数学的思考力（演繹的に考える力）も深化させたといえ

るだろう。 

 

（３）事例２の省察 

【成果】本事例は操作的活動を図で振り返り，生成条件を言語化し，生成条件を基に演繹

的に考えることができた。これは Eのイメージを頭に描き，言語化していることから，数学

的活動の内面化ができ，演繹的に考える力を育めたと考えられる。 

E と S は乖離しやすいが，I

が橋渡しの役割となり，生徒は

自分たちで正多面体の生成条

件を創りあげることができた。

これは，正多面体を作る活動

（E）から，正多面体は 5 種類

しかないと実感させる（S）ため

にはIが重要な役割を担ってい

ることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 
？ 
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【課題】課題は 2点ある。1 つ目の課題は，1 人の気付きを全体に広げることができなか

ったことである。②の活動の時，図を出して考えさせる場面で，1人の生徒の「１つの頂点

の周りに隙間がないから作れない」という発言をうのみにし，無批判的に流したことである。

その結果，③の活動で何名かの生徒は理解できず，目標を達成することができなかった。再

案として，図を出す前にグループで考えさせ，手立てとして図を用いるべきだった。グルー

プで「隙間がないと作れない」ことに気付かせてから，全体で確認し，正方形・正五角形・

正六角形と発展させることで，全生徒が数学的思考力を育めたと考える。 

 2 つ目の課題は，時間が足りず，正六面体・正十二面体を作れなかったため，私が作った

ものを提示したことである。③の活動で，作れるか作れないかを判断した後，実際に作って

確かめることが数学を創る活動であり，実感的に 5種類しかないことを理解できただろう。

再案として，前時に正多面体の作り方を行い，本時では正四面体と正八面体をやらず，正二

十面体から作らせるべきだった。 
 

５．2つの実践から得られた成果 

（１）数学的活動の有効性 

2 年間の実践研究を通して，生徒は外的な数学的活動の方が思考しやすいことがわかった。

さらに，「外的な活動から内的な活動へ」という数学的活動は，生徒が思考しやすいことか

ら，「数学的思考力」を育むための活動として有効だと考える。しかし，あくまでも外的な

活動は内的な活動を進めるための基盤である。この「外的な活動から内的な活動へ」という

のが「Teaching から Learning へ」の基盤となりえるのではないだろうか。数学的思考力を

育むためには，数学的活動の工夫が重要であることがわかった。また，「どんな活動をする

か」だけでなく，「どのように言語化・記号化させていくか」が重要となる。「生徒が数学的

知識を創る活動（再発明）」をすることで，言語・数・式などを用いて抽象的なレベルでも，

数学的に考える場を構成でき，「知識を活用する活動」を効果的に行うことができるとわか

った。 

（２）EIS 原理の有効性 

 アクティブラーニングと言われているからといって，外的な活動ばかりに目が行くと，操

作的活動や図に書いて可視化する活動に留まってしまい，バークレーの指摘した「活動あっ

て学びなし」という浅い学びになってしまう恐れがある。深い学びにするためには，EIS 原

理に当てはめて，E と S が乖離しないような授業を行うことが重要になる。すなわち，EIS

原理は教材研究の核にする必要がある。また，数学的思考力を育むことを念頭において EIS

原理を用いてきたが，その側面として，生徒が主体的に学びやすいことがわかった。 
 

６．今後の展望 

課題は 2 年間通しても生徒－生徒の批判的な再考ができなかったことである。生徒－教

員だと，生徒は批判的に再考するのではなく，無批判に受け止めてしまう。より数学的に考

えるためのシチュエーションを構成するためには生徒－生徒の対話的な学びが必要である。

今後も理論と実践の往還を図りながら，表層的な数学的活動だけでなく，内的な数学的活動

をもコアにした数学的思考力を育む授業づくりを検討していきたい。 

７．引用・参考文献 
広岡亮蔵(1969)『ブルーナー研究』 明治図書 / 中原忠男(1995)『構成的アプローチの研究』 聖文社 / 文部科学省
(2016)「次期学習指導要領に向けたこれまでの審議まとめ」 / 磯田正美(2015)『算数・数学教育における数学的活動に
よる学習過程の構成』共立出版 / 文部科学省(2008)『中学校学習指導要領解説数学編』 / Hans Freudenthal(1973), 
Mathematics As An Educational Task, D.Reidel Publishing Company (pp.44,114-120)  
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コミュニケーション能力を高める外国語授業づくり 
 

学生番号 22427071 氏名 尾崎 昂 

本研究は，コミュニケーション能力の向上に資する授業の在り方を検討することを目的として

いる。本稿では，まず，コミュニケーション能力を「外国語テクストから送り手の考えを的確

に読み取り交渉する力」と捉え，言語の違いを超えて筆者の意図を読み取るリーディングに焦

点を当てた。次に，「そこにいない英文の筆者」を想定し，筆者の論証過程を批判的に読む授業

実践を分析した。結果，論証に着目することで，学習者が，英語の言語的特性を踏まえて筆者

の主張や表現の意図を解釈することを促したことが分かった。また，英文の解釈をめぐって学

習者同士が対話を深めることでより妥当な英文の読みが可能となることが分かった。 

 

キーワード：言語教育，高等学校外国語科，コミュニケーション能力，対話 

1. 研究の目的 

 本研究の目的は，コミュニケーション能力を

高めるための高等学校外国語科の授業のあり

方を検討することである。 

 高等学校外国語科の目指すべきコミュニケ

ーション能力は，単なる情報交換に留まらず，

外国語を媒介に，発話者と聞き手相互の考えの

ズレを顕わにし，妥協点を紡ぎ出したり，歩み

寄る対話を行う力である。この能力論に基づく

と，授業は，母語と外国語の言語的差異を超え

て，凡ゆるテクストから筆者の暗示的な主張や

表現の意図などの暗示的な情報を的確に読み

取る力を育成すべきである。 

 しかし，現状では，会話の力など，表層的な

言語情報を扱う力ばかりが強調され，話題や相

手などの文脈に即した「的確な理解，適切な表

現」という外国語コミュニケーションの成立に

欠かせない暗示的な情報を扱う能力育成は不

十分である。この現状の背後には，言語はコミ

ュニケーションのツールであるという，言語を

静的な道具として捉える言語観・コミュニケー

ション観がある。 

 言語哲学の観点から検討すると，言語は単な

る記号，ツールに留まらず，私達の思考を規定

するものである。Wittgenstein(1995)は慣習（生

活形式）に基づいたことば同士の連関を「言語

ゲームSprachspiel」と呼び，ことばの意味が状

況などの文脈によって決定されることを指摘

している。また，Wittgenstein(1989)は，言語と

思考の関係について次のような思考実験を提

示している。「次のことを試してみるといい。

まず，〔今日は本当に素晴らしい天気だ〕とい

う文を言う。次に，この文の思考内容を考える

のだ。ただし文なしで，純粋に。」（s.112, 拙訳）

この思考実験は，「言語そのものが思考の乗り

物である」（s.107, 拙訳）という彼の指摘通り，

言語が思考を規定していることを示している。

私達は，言語を道具として自由に用いているの

ではなく，私達の属する共同体のルールに基づ

いた言語によってしか思考できないのである。 

 以上の言語論を踏まえると，外国語コミュニ

ケーションを，単純に考えや情報の交換と捉え

ることはできない。外国語コミュニケーション

の相手は，言語そのもの，背景文化といった共

通基盤がない「他者」であり，「お察し」のよ

うな互いの共通基盤に依拠した意思疎通は成

立し得ない。野家（1985）も「対話の目的とは，

〈自己異化〉と〈相互異化〉を通じて，既存の

「合理性」に裂け目を生じさせ，新たな〈差異〉

を生じさせること，あるいは多元的な合理性が

交錯する〈場〉を開くこと」（p.168）と述べ，

コミュニケーションの本質が，参加している者

同士が相互の認識のズレを埋めようとして行

う対話にあることを指摘している。 

 外国語コミュニケーションにおいては，相互

の思考言語が異なるという根本的なズレが存
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在する。例えば，英語と日本語の言語的差異に

ついて目を向けると，安藤（1986）は「スル言

語（英語）／ナル言語（日本語）」（p.256）と

いう用語で，日本語と英語の物事の捉え方の違

いを指摘している。例えば，日本語では「（私

達は）穴を開けることで硬貨を判別しやすくな

る」のように状態動詞「ナル」が多く使われ，

主語は省略されやすい。これは，〈全体の様子〉

をまとめた記述である。一方，英語では，The 

holes of coins enable us to tell the differences.のよ

うに，the holes of coinsという無生物主語が

enable「可能にする」という構文である。これ

は，全体の様子を記述するのではなく，〈個人

（個体）の行為〉という分析的な記述である。

この〈全体〉と〈個〉という表現レベルの違い

は，背景にある日本語の論理と欧米言語の論理

の違いの現れである。外国語教育は，このよう

な言語の比較を通して，自他の言語的特性を学

び，自らの思考をも客観視する精緻な思考を養

うことにあるのだ。この思考こそが「他者」と

のズレを埋める対話的なコミュニケーション

の基礎である。この思考力を育むためには，授

業の中で，筆者のテクストから明示的情報（文

字通りの意味）の理解だけでなく，筆者の立場

や意図などの暗示的情報を推論する読みを起

こし，言語の違いによる認識のズレを顕在化し

なければならない。 

 以上のことから，外国語を媒介にした対話的

なコミュニケーションを成立させる力は，言語

による考え方の違い超え，自他の主張を理解す

る思考力にあると言えよう。そして，高等学校

外国語科を含む言語教育は，言語の構造や機能

の学習を通して，「他者」とのコミュニケーシ

ョンを成立せしめる精緻な思考力を育成する

ことを目標としたい。 

 そこで，本研究では，高等学校外国語科の目

標とするコミュニケーション能力を「外国語テ

クストから送り手の考えを的確に読み取り交

渉する力」と捉え，テクストの明示的な情報か

ら筆者の主張や表現の意図を読み取る対話的

な授業のあり方を検討する。 

2. 目指される授業像 

 テクストの読解においては，テクストの論理

構成を吟味し，筆者の主張や表現の意図などの

暗示的な情報を推論する読みが行われなけれ

ばならない。論理に注目することで，テクスト

中の語彙や文法の機能や意味が理解され，筆者

の暗示的な情報にアクセスできるのである。 

 これまで，「外国語文章の正確な理解」を目

指し，文法解説と訳読が多く行われてきた。確

かに，訳読は外国語テクストを読解する姿の一

つであるが，訳読がテクストの暗示的情報への

推論を促す保証はなく，また「読み方」そのも

のを指導しているとも言えない。目指されるの

は，母語と外国語の言語的差異を超えてテクス

トの暗示的な情報までアクセスする深い読み

である。 

 例えば，田中・島田・紺渡（2011）や田中・

辻（2015）が示すように，テクスト内容につい

ての推論を促す推論発問を活用する実践もあ

る。推論発問とは，テクストには直接書かれて

いない暗示的な情報をテクストと学習者の背

景知識を基に推測させる発問である。確かに，

推論発問はテクストのより深い読みを促して

いるだろう。しかし，内容発問はテクストの内

容に依存しているため，あるテクストでの内容

発問は別のテクストでは適応できない。よって，

内容理解を目指した推論発問だけでは，凡ゆる

テクストに対応出来るコミュニケ−ション能力

は十分に育成できるとは言えない。 

 また，山岡（2013）は推論発問が内容理解を

促すことを認めつつ，テクストの論理構成に着

目させる形式発問の活用を提案している。これ

は，実践の中から紡ぎ出された理論の提案であ

る。テクストの論理構成に着目することは様々

なテクストに適用できる上に，テクストから筆

者の意図を的確に読み取るという本研究が目

指すコミュニケーション能力の育成に資する

と言える。 

 論理に目を向けることは，語彙や文法などの

言語材料の学習にも有効である。これまで，語

彙や文法の学習は単語カードによる暗記や教
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師による一方的な解説に頼る傾向があった。し

かし，ことばの意味は文脈依存的であり，語彙

や文法もテクストの文脈の中で意味や働きを

持つのである。論理に着目することで，言語材

料の文脈上の意味や働きを理解させることが

できるのである。 

 また，生徒同士がテクストの解釈をめぐって

議論する中で，生徒が自らの読みを振り返るこ

とも必要である。議論の中で生徒が自らの読み

を振り返ることは，無自覚なバイアスを曝け出

し，より妥当な読みを可能にする上に，母語と

外国語の違いを気づかせる機会となる。 

 以上のことから，外国語でのコミュニケーシ

ョン能力を育成する上では，テクストを筆者の

論証過程の妥当性を吟味する読みを展開し，生

徒同士が自らの読みの振り返りを行うことで，

言語的差異を超えた読みを行うことができる

と言える。 

 

3. 論証に着目した読みの実際 

 ここでは，2016年7月1日に行ったコミュニケ

ーション英語Ⅱ（3,4年生18人）の授業を取り

上げる。 

 教材（Lesson 2: Manga Overseas part 1, Comet 

Communication English II, Tokyo shoseki）は，日

本の漫画が世界へ広まっている様子を紹介し

ている文章であり，新出の文法として分詞構文

participle constructionが挙げられる。 

 一般的に，テクストを正確に理解させようと，

全文和訳や訳先渡しが行われがちである。しか

し，説明的文章の読みにおいては，論証という

筆者が読者に訴えかけるために構成した物語

に注目することが，文法や語彙などの文脈での

機能や意味を理解することを促し，テクストを

より的確に読むことができる。実践では，論証

の妥当性を吟味し，筆者の主張を批評すること

を目標とした。 

 筆者は，「一億冊以上のマンガが世界で売れ

ている。また，マンガは30カ国以上で翻訳され

ており，今やマンガという語はinternationalであ

る」という論拠から「マンガはglobalになって

いる」と結論付けている。単語に注目すると，

論拠internationalと結論globalで語が変えられて

いる。ここから「マンガは，国家間inter-nation

に広まり，地球globe規模になっている」とい

う主張が単語レベルで推察できよう。そこで，

internationalとglobalの違いに着目し，筆者が単

語を使い分けた意図を推察させることにした。 

 教師はまず，論証過程の吟味をさせるために

「論拠と結論の関係に納得する？」と問うた

（これは，パラグラフ同士の論理的関係性を問

う形式発問である）。すると，生徒は次のよう

に発言した。 

S1:漫画という言葉が広まっているだけで，漫画自

体が世界的になっているとは思えない。 

T: なるほど，納得側の意見は？ 

S2:大概の文化はその地域に留まるけど，30か国に

翻訳されるほど広まるのはすごい。 

T:では，一億冊や30カ国という数は多くないと思

う人は？ 

S1:シェイクスピアの例もあったけど，まだまだ世

界的な数ではないと思う。 

プロトコル①

 ここまでの発言で，生徒はまだ，globalと

internationalを同じ「世界的」という日本語の意

味で捉え，「論拠が「世界的」と言えるか？」

という観点から意見を述べている。そこで，教

師は，international（inter + nation + al =国の間）

／global（globe + al=地球全体）という語の成り

立ちの違いを紹介した。これにより，授業は，

筆者が論拠と結論でinternationalとglobalを使い

分ける意図を推論する段階へ移った。 

 次に，教師が「論拠（一億冊以上のマンガが

世界で売れている。また，マンガは30カ国以上

で翻訳されており，今やマンガという言葉は

internationalである）から，結論 ‘Manga has 

become global’と言える？」と問うと，下のやり

取りが行われた。 

S3：納得…だから賛成。広がっていく過程を本論

で話していて，結論で世界的になっているってい

うのは，これから広まっていくっていう…序章を
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言っているんだと思う。 

S2：自分が考えたのと違ったなぁ。（小声） 

T：S3さんは文全体を見てそう考えたんだね。じゃ

あ反対意見は？ 

S4：反対です。globalの「国際的」の範囲が30か国

で収まらないと思うから。 

T：なるほど。30カ国ではglobalとは言えないと。

じゃあ，1億冊もglobalではないってことかな？ 

S1：うーん，「売れている」より「売られている」

の方が正しい。 

S2：あー，書店に並んでます，みたいな。 

S4：売ってる側の意見が強い気がする。 

プロトコル②

 このやり取りの中でS3,4（網掛け部分）が賛

否を表明しており，その背景にはS3,4なりの

internationalとglobalを使い分けた筆者の意図に

ついての解釈が読み取れる。 

 S3の発言からは，「筆者は，マンガの

international（国家間）な広まりがglobal（地球

規模）になったと主張をするためにinternational

とglobalを使い分けている」という解釈が見て

取れる。 

 S4も「筆者が，internationalな広まりがglobal

に至ったことを強調している」と解釈した上で

「筆者が提示した論拠はinternational規模に留

まり，globalだと結論づけるには弱い」と論拠

の弱さを指摘している。 

 また，プロトコル後半のS1,2,4のやり取りか

らは，筆者の「一億冊売られている」という論

拠の書き方に〈マンガの広まりを評価する筆者

の恣意性〉を見出していることが伺える。この

反応からも，生徒が筆者の単語の使い分けや文

の書きぶりの意図を解釈しようとしているこ

とが読み取れる。 

 しかし，プロトコルからは賛成／反対の相互

の意見交換は見られず，解釈が述べられるに留

まっている。また，下に挙げる生徒が提出した

意見にも，対立を止揚した解釈や，結論を

‘Manga can become global’「地球規模になる可能

性がある」のように論理的に妥当なものに書き

換える提案も見られない。 

S1: I disagree with the text. Because manga is sold in 

specific countries. 

S2: I agree with the text. Because if manga is translated 

in more than 30 countries many people can read it. 

S3: I agree with this text. Because I think the whole 

sentence tells manga will spread the world in the future. 

S4: I object to this text. Because manga isn’t because but 

international. 

S5: I think that manga is global. Because grammar of the 

sentence is perfect form but it’s because whole of the 

sentence is going to tell ‘manga is spreading.’ 

S6: I favour this text. Because this text tells that manga 

will spread all over the world. 

生徒の提出したノートより

 この実践では，形式発問によって，語の使い

分け（表現性）と筆者の主張の関係の妥当性を

吟味する読みが促されていたことが示されて

いる。この時，生徒の中に起こっていたのは，

「筆者がinternationalとglobalを使い分ける意図

は何か」という自己内対話である。自己内対話

とはテクストと背景知識を基に「そこにいない

筆者（筆者像）」を想定し，その主張や表現の

意図を忖度することである。本実践においては，

internationalとglobalという一見似た意味の単語

の使い分けに着目したことで，生徒は，この二

語を使い分ける筆者との語意についての認識

のズレを発見し，このズレを架橋する解釈を行

うことができたのである。外国語コミュニケー

ションでは，相互に共通の背景が期待できない

ため，筆者の意図を推論する上では，本実践で

示した語の使われ方に着目することで，認識の

ズレを顕在化することができるのである。 

 以上のことから，論証を吟味する読みは，生

徒の中に，筆者像を想定した自己内対話を引き

起こし，外国語テクストの深い読解を可能にし

たと言えよう。 

 

4. 対話の必要性 

 一方で，3.の実践は，生徒の解釈を述べるに

留まり，互いの解釈を吟味する議論は起こらな

かった。そのため，生徒は自らの解釈の妥当性

14



を吟味するための振り返りは行われなかった。

柳瀬（1990）は，コミュニケーション能力を育

成する上では，学習者が自らの理解を発話とい

う形で表出し，その妥当性を吟味する必要性が

ある，と対話の必要性を指摘している。本実践

では，結果的に，筆者の主張に対して賛成と反

対で意見は分かれたが，この背景には生徒同士

の筆者像のズレがある。本授業に足りなかった

のは，このズレを埋め，対立の妥協点や全く別

の観点を見出そうとする対話である。教師は，

対立する意見が出た際にこれらを止揚するた

めの議論を起こす必要があった。 

 教師による生徒の談話への介入の意味につ

いて，Cazden（2001）は「個と集団の関係性こ

そ生徒の学びの要であり（中略）教師の反応が

生徒の言葉に意味を付与する」（拙訳，p.60）

と述べ，説明を求めたり，対立意見を交流させ

る談話の整理が自分の考え方を振り返らせる

契機となることを示している。本実践では，

S3,4の解釈（網掛け部）に対して「この意見へ

は賛成？」や「S3はS4の意見に対してどう反論

する？」といった対立意見の交換を促したり，

S2「自分が考えたのと違ったなぁ」に対して「ど

う違うのか説明をお願いします」など詳細な説

明を求める教師の介入ができた。 

 

5. 対話を取り入れた読みの実際 

 ここでは，2016年12月16日に行ったコミュニ

ケーション英語Ⅱ（3.と同じクラス）の授業を

取り上げる。 

 教材（Lesson 5: Why is it that shape?  Comet 

Communication English II, Tokyo shoseki）は，モ

ノの形（穴あきの硬貨，観覧車のゴンドラ，＋

と−のネジ）とその形の理由について述べた説

明文で，関係代名詞whatが新出の文法である。 

 筆者は，日本の硬化に穴があるのは，〈見分

けやすさ〉と〈金属の節約〉を実現するためで

ある，という主張を展開している。しかし，〈見

分けやすさ〉と〈金属の節約〉が別々に説明さ

れているため「見分けやすく《かつ》金属の節

約になる」という穴を開ける一石二鳥の長所が

うまく伝えられていない。 

 そこで，本時では，論証に着目し筆者の主張

を読み取った後，筆者の主張に沿った補筆を行

わせることとした。また，前項の反省を踏まえ，

生徒同士で筆者の主張について議論させるこ

とで，自らの読みの振り返りを促し，より妥当

な読みを吟味させることとした。 

 まず，教師は，「見分けるためだったら穴以

外にも形はあるのでは？」と筆者の主張の妥当

性を問うた。すると，生徒からは，色colour，

大きさsize，厚みthickness，刻刻engraveといっ

た形状があり得るという指摘が挙がった。この

発言から，生徒は，筆者の書き振りでは穴以外

にも〈見分けやすさ〉を実現する形を認めてし

まうことに気づいたと言えよう。そこで，教師

は，筆者の表現は妥当かどうかを問うた。 

T：この英文は「穴の良さを伝えられている？」 

S1：見分けるとか，節約とか具体的なことは書いて

あるんですけど，穴が重要なんだっていう強調に欠

ける。 

S2：他の要素にしない，っていう理由がない。 

T：なるほど。（S3に向けて）今の意見はどういうこ

とかわかった？ 

S3：他にも見分ける要素があるのに，どうして穴と

いう形状が選ばれたのかについて説明がない。 

プロトコル③

 生徒の発言に目を向けると，S1は，「筆者は

穴のメリットを主張したい」ということを踏ま

え，具体例を説明してもなお主張が効果的に強

調されていないという表現性の問題を指摘し

ている。S2,3も，「見分ける要素は穴以外にも

ある中で，穴を重要視する理由の説明が不足し

ている」という表現性の問題を指摘している。 

 この発言から，論証に着目する読みによって，

生徒が筆者の主張を踏まえて，「主張（硬貨の

穴は優れた形状だ）を十分に強調できていない」

という表現性の問題を指摘していることが見

て取れる。 

 次に教師は，プリントを配布し，「それじゃ

あ，筆者の言い足りないことばを補ってあげて」

と筆者の主張が十分に強調されるような補筆
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を指示した。下は，生徒が描いた補筆（日本語）

である。 

S1: 「よって，資源も節約でき，見分けることがで

きて，一石二鳥になるのだ」 

S2: 「穴を開けることによって資源は節約でき見分

けることもできて良い」 

S3: 「その穴によって違いを見分けられることは，

合理的だ」 

S4: 「よって，穴をつくることで，金属の節約と他

との判別を可能にした」 

提出したプリントより

 S1,2,4は硬貨の穴が〈他の硬貨との判別がつ

きやすい〉と〈金属の節約が可能〉という二つ

のメリットを同時にもたらすという表現を提

案している。S3は「合理的」というメリットを

示すことばを書いているものの，S1,2,4が指摘

するような一石二鳥の良さを述べているわけ

ではない。 

 この反応から，生徒が，筆者の主張を補強す

る表現を吟味し，「穴が二つの利点を同時にも

たらす」という筆者の暗示的な主張を読み取っ

たことが示されている。しかし，まだ生徒は自

らの読みを振り返る段階に立ってはいない。 

 そこで，教師は，生徒の反応を転写したプリ

ントを配布し，「良いと思う補筆はどれ？また，

そう思う理由は？」と問い，生徒が互いの補筆

を吟味し合う対話を促した。すると，生徒から

は，「〈一石二鳥〉という言葉は，二つのメリッ

トを同時に説明しており，穴の良さを強調でき

ている」という発言があった。ここで，教師は

生徒の発言をまとめ，「二つのメリットが一言

で説明できること」という補筆の方向性を示し，

英語での補筆を指示した。結果，生徒は以下の

ような補筆を書いた。 

S1: We can save metal and tell the difference by the 

hole. 

S2: Killing two birds with one stone. We can save metal 

and tell the difference by the hole. 

S3: We can save metal and tell the difference by the 

holes. We can get two profits by opening hole. 

S4: In short, they can save resources and they can tell. 

The hole can get two profits. 

再度提出したプリントより

 S1,2,4は「穴は〈一石二鳥〉である」や「穴

によって二つのメリットを同時に得られる」と

いう趣旨の補筆をしていることから，的確に筆

者の主張を読み取り，補筆を（文法上の間違い

はあるものの）していることが分かる。 

 ここで，S3に注目すると，一文目では接続詞

andを用いて「穴によって，〈他の硬貨と判別で

き〉また〈金属の節約が可能〉」と述べ，二文

目では「穴を開けることで二つの利益を得られ

る」と述べている。これらの記述は，前段階で

は述べられていなかった「穴の〈一石二鳥〉性」

であり，S3が，対話の中で，自らの読みを振り

返り，「筆者は穴が〈一石二鳥〉であると主張

している」というより深いテクスト理解に至っ

たことを示していると言えよう。 

 本実践で，教師は，筆者の主張をより的確に

理解させるために，より妥当な表現を巡る対話

を起こした。この対話は，生徒同士の解釈のズ

レを顕在化させ，自らの読みを振り返る機会と

なった。しかし，単に様々な意見を紹介しただ

けでは対話は起こりえなかった。本実践では，

「良いと思う補筆とその理由」を問うたことが

ズレを埋めようとする対話を起こしたのであ

る。Mercer(2002)は「理由を問うことで生徒に

自らの思考の振り返りを促す」（p.7, 拙訳）と

述べているが，本実践では「〈一石二鳥〉とい

う言葉は，二つのメリットを同時に説明してお

り，穴の良さを強調できている」という説明を

させることで，生徒が自らの読みを振り返る機

会だけでなく，S3がより深い読み方に出会う機

会を与えたのである。また，この時，S3は対話

を通して，他の生徒が指摘した「穴は〈一石二

鳥〉である」という解釈に納得し，「穴によっ

て違いを見分けられることは，合理的だ」とい

う解釈から「穴によって，違いを見分けられる

（その上，金属の節約もできる）から合理的だ」

というより深い解釈を採用したのである。これ

は，S3が自他の解釈を客観的に評価し，より論

理的に妥当な解釈を選んだということを示し

ている。Mercer & Howe(2012)は「対話とは，参

加者の意見が傾聴され，取り上げられ，価値あ
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る意見を皆で共同的に検討し考えを深める会

話の形式である」（p.14,拙訳）と述べ，学習者

が互いの意見を評価する対話の重要性を指摘

しているが，本実践におけるS3の解釈の深化の

背後には，自他の意見への客観的評価があった

ことが示唆される。 

 以上のことから，論証に注目し筆者の主張を

解釈し，「なぜその解釈に至ったのか」を説明

し合う対話を行うことで，学習者が互いの解釈

を評価し合い，より妥当な読みを解釈に至るこ

とができたと言えよう。 

 

6. 対話の課題 

 しかし，本実践では，生徒が互いに英語で書

いた補筆を検討し合うという議論は行われて

いない。実際，生徒の提出した補筆の中には文

法的な誤りが散見されており，誤りの程度によ

っては筆者の主張から逸脱した英文になる可

能性もある。結果的に，教師が英文の添削を行

ったことは，「筆者の主張に沿った適切な表現」

を生徒が吟味し評価し合う機会を奪っており，

教師による一方的な文法解説と本質的には変

わらない。生徒同士が互いの英文を検討する対

話を起こし「使われている英語の文法や語彙が

筆者の主張を支持する上で適切かどうか」を吟

味させることで，英語の言語的特性の学習と同

時に，筆者のさらに細かい表現性に着目させる

ことができるだろう。本実践であれば，生徒が

書いた英文をテクストに当てはめ，主語や語法

が一致するかどうかを検討するという議論が

できた。日本語と英語の言語的特性を踏まえて，

筆者の書き振りを検討することで，テクストの

理解がより深めることができたのだ。 

 

7. 成果と課題 

 本稿では，言語哲学の観点から高等学校外国

語科で目指されるコミュニケーション能力を

「外国語テクストから送り手の考えを的確に

読み取り交渉する力」と捉え，論証に着目した

読みの実践の検討を行った。結果，論証に着目

する読みは，生徒が，筆者の暗示的な主張や表

現性の問題を読み取ることを促したことが分

かった。外国語コミュニケーションにおいては

相手との共通の言語的背景がない（同じ言語ゲ

ームを共有しない）ため，外国語テクストの読

みは書いてある文字情報の直訳に偏りがちで，

暗示的な情報を読み飛ばしがちだった。しかし，

論理構成，すなわち語と語，文と文，節と節の

関係に目を向けることで，生徒は，テクストの

暗示的な情報にも目を向けることができたの

である。また，論証に目を向ける読みは，様々

なテクストに適用でき生徒が凡ゆるテクスト

を読み解く力を育成する上で有効と言えよう。

実践では，論証に着目した読みを通して，筆者

の論理的飛躍や表現性の問題を指摘し補筆す

る生徒の姿を見ることができた。これは，外国

語科が目指す「送り手の考えを的確に読み取り

交渉する力」の現れと言えよう。 

 また，互いの解釈を検討し合う対話が，より

深い読みを促したことも分かった。互いの解釈

を比較検討し「なぜその解釈至ったのか」を説

明し合う対話が，「論理的に妥当かどうか」と

いう観点から自他の読みを評価する機会を与

えたのである。 

 しかし，本実践では，互いの作成した英文の

妥当性を検討する対話に至らなかったところ

に課題がある。外国語教育の本義は，言語の比

較を通して言語の仕組みを学び，精緻な思考を

養うことであるが，実践では，「日本語からそ

のまま英訳した補筆」に留まっており，生徒が，

英語の文法，語法，文体について考察する機会

を得られなかった。実践では，テクストに補筆

した英文を当てはめさせるなど，英語としての

妥当性を問わせ，言語の仕組みの学習と，より

深いテクスト読解ができた可能性がある。 

 

8. 終わりに 

 以上，高等学校外国語科のコミュニケーショ

ン能力（外国語テクストから送り手の考えを的

確に読み取り交渉する力）の育成に資する授業

の検討を行ってきた結果，筆者の論証過程を吟

味する読みと，読みの妥当性を検討する対話の
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必要性が明らかになった。 

 外国語教育は，1970年代以降コミュニケーシ

ョン能力という目標論を掲げてきたが，その多

くは，言語の特性やコミュニケーションの本質

的な姿の一部を捉えたものであった。我が国お

いても1977年の平泉・渡部論争のような英語教

育の目標を実用か教養のどちらと置くべきか

という論争が長らく行われきた。しかし，哲学

的観点から言語やコミュニケーションのあり

方を検討すれば，実用（実際に言語を使う力）

も教養（精緻な思考力）も欠かせない力であり，

認識のズレを埋める対話的なコミュニケーシ

ョン能力を目指す上では，二者の対立は止揚さ

れるのだ。授業において，「そこにいない筆者」

を「他者」として措定し，テクストの論証を吟

味する読解を，「他者」とのコミュニケーショ

ンと位置付けることで，外国語と母語の特性を

踏まえた外国語学習が可能となる。この学びこ

そ，言語教育が目指す「他者」とのコミュニケ

ーションを可能にする精緻な思考であり，外国

語コミュニケーション能力の本質なのである。

これは，コミュニケーションを手段としたコミ

ュニケーション能力育成の授業論と言えよう。

柳 瀬 （ 1990 ） も 「 teaching language for 

communication（コミュニケーションを目指し

た言語教育）に加えてlearning to communicate 

through communication（コミュニケーションを

通したコミュニケーションの学習）というテー

ゼをも提唱したい」と述べ，手段としてのコミ

ュニケーションが言語教育において行われる

必要性を指摘している。本稿は，まさに，コミ

ュニケーション能力を育成するために「論証に

着目した読み」と「生徒同士の対話」というコ

ミュニケーションを授業の中で行うことを提

案するものである。しかし，手段としてのコミ

ュニケーションの全てを生徒に任せてしまう

ことはできない。教師が，生徒同士の議論を起

こし，「理由や詳細の説明」を求める介入を行

う必要があるのである。教師による談話への介

入が，生徒の振り返りをもたらす上で重要であ

ることは，Mercer(2002)も「子どもが探究的な

対話の形式を内化する（略）」（p.18,拙訳）と指

摘している。教師が対話を「より妥当な解釈を

求める」方向へ整理することで，子ども達が，

教師の問い方や論理的な説明を交わす議論の

ルールを自己内対話に適用するのである。この

授業論における教師の役割は，論証に着目させ

る発問や談話の整理を通して，生徒の中に「そ

こにいない筆者像」，すなわち「他者」を現出

させることにあるのだ。 
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概要 

本研究は，知的障害特別支援学校小学部の集団で行なう授業において，児童が主体的に学習

に取り組む授業づくりの在り方について検討することを目的とする。児童の主体的な取り組

みを評価するために，ビデオ分析によって児童の思考過程を捉え，「課題解決過程」と照ら

し合わせて分析を行なった。さらに，児童評価を根拠として指導評価を行い，主体的な取り

組みを促すための支援について検討した。その結果，主体的な取り組みを促す支援として，

「全児童が理解し，興味を持つことができる活動テーマの設定」「個々の実態を踏まえた支

援」「実態に即した個別目標の設定」が重要であることが示唆された。 

キーワード：知的障害特別支援学校 主体的な学習の過程 課題解決過程  
 
 

Ⅰ 問題の所在と目的 

 次期学習指導要領の改訂に当たり，2016 年 12 月 21 日に中央教育審議会より答申が出さ

れた。その中に，児童生徒が学びの見通しを持って粘り強く取り組み，学習活動を振り返っ

て次につなげるという，主体的な学習の過程の実現を目指した授業づくりが挙げられている。

児童生徒が何を目的とし，目的達成に向けてどのように思考を深めているか，粘り強く取り

組んでいるかといった，学習への「取り組み方」が重視されていると言える。 

よりよい授業づくりについて，岡山県総合教育センター(2011)は「学習評価を通じて，学

習指導の在り方を見直すことや個に応じた指導の充実を図ること」が重要であると示してい

る。しかし，前述の答申において，主体的な取り組みについての学習評価は表面的な形式の

評価に陥りやすいと指摘されており，指導の改善に難しさが生じていると推測される。特に

特別支援学校では，児童生徒の言葉だけでなく行動から意思を汲み取って評価する必要があ

るため，主体的な取り組みについての評価は困難な作業と言える。児童生徒の主体的な学習

の過程の実現に向かう姿を確実に評価する方法を検討し，学習評価を指導改善に生かしてい

く必要があると考えられる。 

本研究では，知的障害特別支援学校の集団の授業において，児童が主体的に学習に取り組

む授業づくりの在り方について検討することを目的とする。 

 

Ⅱ 方法 

１．課題解決過程 

 主体的な学習の過程における児童生徒の具体的な行動について考えるために，岡山大学教

育学部附属養護学校（1992）の示す「課題解決過程」の考え方を参考にした。岡山大学教育

学部附属養護学校は「行動は一定の流れに沿って行われており，行動を起こすことで新しい

状況を生み，新たな行動の流れを引き起こす」と示している。図１は，課題解決の場面にお

ける基本的な行動の流れである課題解決過程を示したものである。学習場面における児童生

徒の行動が，図１に示す課題解決過程に即したものであったかを確かめることで，児童生徒 
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図１ 課題解決過程 

の主体的な取り組みに関する評価をすることができると考えた。 

図１の目的意識と課題意識については，指導の方策を考えやすくするために，目的意識を

まとまった大きな意識の流れとし，この目的を達成する際に課題となる事柄を解決しようと

する意識の流れを課題意識として区別している(岡山大学教育学部附属養護学校，1992)。な

お，目的意識と課題意識が未分化な場合には，目的意識として扱うこととする。 

２．授業分析 

 まず，授業場面を録画し，行動分析表を作成する。これは，対象児の全ての行動と周囲の

状況を時間の流れに沿って書き起こし，文脈から総合的に判断して，授業場面における対象

児の思考の流れを捉えようとするものである。次に，課題意識表を作成する。これは，行動

分析表で推測された児童の思考を，図１と照合して目的意識ごとにまとめることで，授業場

面における対象児の課題解決過程を捉えようとするものである。さらに，授業分析で得られ

た情報を根拠として，対象児の主体的に学習に取り組む態度を評価する。その際，評価基準

である個別目標の達成状況についても確認する。最後に，指導の評価を行う。 

３．対象の授業・児童 

 知的障害特別支援学校小学部の中学年の児童６名を対象として実施した生活単元学習の

２つの授業を対象とする。授業１は第１次第１時，授業２は第１次第２時の授業を分析対象

とした。授業１は，「全員で電車に乗りたい」という目的意識を持ち，教師の用意した先頭

車両だけでは全員で乗ることができないと気付き，解決に向けて自分なりの方法を考え，行

動に移していく学習活動を設定した。教師の想定した解決方法としては，材料置き場にある

段ボールを取って来て組み立て，３つの車体を作ること，車体が離れないように繋ぐことで

あった。さらに，車体が出来上がった後に，電車を装飾する活動を行った。授業２は，祭に

向けた準備として，児童から「服が必要だ」という意見が出たため，真っ白のはっぴに装飾

する活動を設定した。さらに，完成したはっぴを着てステージで発表会をした。 

２つの授業における分析の対象を A 児，B 児の２名とした。課題理解に関して，A 児は言

葉による指示をある程度理解でき，B児は具体的な物を見たり扱ったりしながら理解するこ

とができる。人との関わりに関しては，A児は教師に自分から援助を求めることができ，友

達の様子にも関心を示すが，一方的な働きかけになる場合が多い。B児も教師に自分から相

談することはできるが，友達に自分から働きかけることは比較的少ない。その他，A児は注

意の持続，B児は課題への注視に課題があり，配慮が必要と考えられる。 

 

Ⅲ 結果 
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表１ 授業１の概要 

１．「授業１」の結果 

授業１の概要を表１に示す。ここでは，主に B児について，適宜他児と比較しながら結果

を示し，B児の主体的な学習への取り組みについて検討する。 

 表２は，B 児の目的意識の流れをまとめたものである。他児の提案により生じた目的意識

○F 布を持とうに基づく行動は，布をテープで留める理由が分かっていなかったため，布を持

つ目的が意識されておらず，目的意識○C 皆で電車に乗ろうを達成するために必要な課題とし

て意識されていなかった。一方，課題意識○C 2【電車をテープで修理しよう】は，車体はほと

んど繋がっており，剥がれたテープを張り直すと車体が繋がり電車が完成することが想像で

き，目的意識○C を達成するために必要な課題として意識されていたと考えられる。物的な状

況が変化した結果，課題理解がなされた場面と言える。 

B 児が目的意識○C 皆で電車に乗ろうを持った時，同時に A 児も同じ目的意識を発生させて

いた。A児は即時に課題意識【車体を用意しよう】を持ち，行動を起こした。一方，B児は即

時に目的意識○C に関する課題理解ができず，無関係の目的意識○B が発生した。その間に，A児

らによって課題がほとんど解決されてしまった。 

電車を装飾する場面では，B 児は電車の完成形が想像できず，目的意識○G 車輪を取り付け

ように基づいて行動したと推測された。なお，他児は目的意識実在する電車に似せるために

模様を作ろうに基づいて行動しており，活動テーマの共有は見られなかった。 

図２は，授業１における目的達成，課題解決の状況を，図３は課題解決の方法，図４は目

的意識に影響を及ぼしたと推測される要因を示したものである。図２より，B 児は，全て目

的達成，課題解決していることが分かる。図３より，B児は，A児と比べ，自分で別の方法を

考えて行動する傾向が強く，A 児は教師に相談・依頼をすることで解決を目指す傾向が強い

ことが分かる。図４より，A児，B児ともに，教師による全体の課題提示が目的意識に影響を

及ぼしている場合の最も多いことが分かる。次に多いのは，B 児の場合，教師による個別の

課題提示，人以外の物的要因であり，A 児の場合，人以外の物的要因や他児の間接的な言動

であることが分かる。  

表１に示された B児の個別目標の達成状況をみると，目標「教師の問い掛けをきっかけに

自分がしたいことを考える」については，表２に示したように，明確な目的意識○C ○G を持つ

ことができており，達成されたと評価することができる。目標「自分から材料を組み合わせ

たり，繋いだりして取り組むことができる」に関しては，目的意識○F は受動的であったが，

課題意識○C は自発的であり，完成の見通しが立ち，課題意識が芽生えるとすぐに自分から行

動を起こしていると評価することができる。目標「自分から教師に援助を求める」に関して

は，図３に示したように達成されたと評価することができる。目標「近くで友達の様子を見

たりしながら材料を使って電車を作る」に関しては，表２，図３に示したように，目的意識

○C ○G に関して，友達のやり方を取り入れて課題を解決する場面は見られず，目標未達成と評 

本 時 の 全

体目標 
・２組の電車を作りたいと思い，主体的に活動に取り組むことができる。 
・教師や友達と関わったり課題場面で解決の仕方を考えたりして活動に取り組むことができる。 

個 別 目 標

（B 児） 
・教師の問い掛けをきっかけに自分がしたいことを考え，自分から材料を組み合わせたり，繋いだりして取り組むことができる。 
・自分から教師に援助を求めたり，近くで友達の様子を見たりしながら材料を使って電車を作ることができる。 

環境設定 

            

全体への課題提示場面 作る活動場面 
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表２ 授業１の課題意識表（B児） 
個別目標達成に関わる目的意識○C ○G  個別目標と無関係な目的意識○A ○B ○D ○E ○F  目的意識に影響を及ぼ

したと推測される事象 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○C 皆で電車に乗ろう 

・「皆で乗れないよ」と教師に言う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○C1 【車体に乗ろう】 

○全員で車体に乗る（歩くと車体同士が離れる）。 
 
 
 
 
 
・他児が電車に乗っていないことに気付き，「皆電車に乗って

みよう」と声を掛ける。 

○C2 【電車をテープで修理しよう】 

・教師につながっていない箇所を伝え，「テープ」と言う。 
・テープを貼る。 
・教師につながっていない箇所を伝え，「テープ」と言う。 
・（A 児が代わりに「貼る」と言う。）提案を断る。 
○テープを貼る。 

○C3 【皆で電車に乗ろう】 

○皆で電車に乗って歩く。 

○G 車輪を取り付けよう 

・車輪の軸を穴に通す。 
・（車輪が固定されない）テープで貼る。 
○テープを切って長さを調節する。 
・（教師が「車輪を取り付けよう」と言う。）提案を断る。 
・クリップを外す。 
○車輪の軸を穴に差し込む。 

○A 何の音か当てよう 

・挙手して「パラリンピックの音」と言う。 
○正解を知る。 

○B 電車に一人で乗ろう 

・電車に乗ろうとする（狭くて入れない）。 
・他児に声を掛ける。 
○空いている時に電車に乗る。 
 
 
 

○B 電車に一人で乗ろう 

○電車に乗る。 

○D 列車を取りに行こう 

・階段下に行く。 
○段ボールを運ぶ。 

○E 教師に電車の組み立て方を教えよう 

・間違った電車の組み立て方をしている教師に「違う」と言う

（教師に伝わらない）。 
・正しい組み立て方をして教師に見せる（教師に伝わらない）。 
○教師に「こうだよ」と声を掛けて注意を引く（教師に伝わる）。 
 
 

○F 布を持とう 

・（A 児「布を持って」）布を持つ（途中で手を離す）。 
○（A 児「布を持って」）布を持つ。 
・（A 児「布を持って」）布を持つ。 
○（A 児「布を持って」）布を持つ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教師が電車の音を流し，

何の音か尋ねる。 
 
 
教師が電車の先頭車両

を見せ，全員乗るよう促

す。 
 
 
全員で乗ろうとしたが

乗れなかった。 
 
電車を見る。 
 
「階段下に列車がある

みたい」と声を掛ける。

 
教師が間違った組み立

て方をしている。 
 
 
 
 
教師が「皆で乗ってみよ

う」と声を掛ける。 
 
A 児が提案する。 
 
 
 
 
１名の他児が乗車する。

 
電車の全体像が見えて

くる。 
教師が「繋がってないと

ころがある？」と尋ね

る。 
目の前のテープが剥が

れている。 
教師が「切符を拝見しま

す」と言う。 
教師が装飾の材料を提

示し，使いたい材料の選

択を促す。 
 
 
 
 

※□は目的意識，【 】は課題意識，「・」で示した行動は課題解決に至らなかった行動，「○」で示した行動は課題解決に至った行動，赤

字は，目的の未達成を受けて起こした課題解決行動を表す。 
 

 

図 2 目的達成，課題解決の状況「授業１」 

 

 
図 3 課題解決の方法「授業１」 

回 

回 
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図 4 目的意識に影響を及ぼしたと推測される事象「授業１」 

価される。 

個別目標以外の視点から B児の主体的な取り組みをみると，図３で示したように，課題

未解決の場合，自分で他の方法を考えて行動していることが分かる。目的達成状況を捉

え，適宜その状況に対応しながら目的達成に向けて粘り強く努力していることが分かる。 

２．「授業２」の結果 

授業２の概要を表３に示す。ここでは，主に B児について，適宜他児と比較しながら結果

を示し，B児の主体的な学習への取り組みについて検討する。 

表３ 授業２の概要 

表４は，B児の目的意識の流れをまとめたものである。目的意識○A 服に絵を描こうを持ち，

描きたい内容を変化させながら授業後半まで持続させており，課題意識○A 6 において目的達

成を自覚していると推測される。その間，教師の働き掛けにより目的意識○B ○C ○D ○E が生じて

おり，目的意識○D については課題解決の途中で目的意識○A に変化している。なお，A 児は祭

の服を作ろうという目的意識を持っており，A 児，B 児は材料・用具を使って服を装飾する

という活動テーマを共有したと推測された。また，B 児は目的意識○I の目的達成行動として

自分から絵の説明をし，教師や他児から拍手や感想をもらっていた。 

図５は，授業２における目的達成，課題解決の状況を，図６は課題解決の方法，図７は目

的意識に影響を及ぼしたと推測される要因を示したものである。図５より，B 児は目的達成

行動が多く，課題解決行動が少ないことが分かる。図６より，B 児は，友達のやり方を取り

入れて解決をしようとする姿が見られたことが分かる。A児，B児ともに教師に相談・依頼を

することで解決を目指すことが多かった。図７より，B 児は，教師の課題提示によって目的

意識が影響を受けていること，A 児は，人以外の物的要因や教師の他児への働きかけを間接

的に見聞きすることが目的意識に大きく影響していたことが分かる。A 児の場合，それらの

影響で活動への集中が阻害される場面も見られた。 

表３に示した B児の個別目標の達成状況を見ると，目標「材料や友達の様子を手がかり

にしてはっぴを飾ることを理解する」については，表４に示したように，白い服に絵を描

くという課題理解に留まっていることから，未達成と評価できる。目標「（祭に向けて）自

分がしたいことを考えながら活動に取り組む」については，祭に無関係の内容を考えて取

り組んでおり，達成と評価するのは難しい。目標「教師に援助を求めたり，近くの友達の

様子を見たりして，自分が着たいはっぴを考えて活動に取り組む」については，図６でそ

の姿を確認でき，達成と評価することができる。 

本時の全

体目標 
・お神輿を担ぐ時に着るはっぴを装飾する活動に見通しを持ち，意欲的に活動に取り組むことができる。 
・教師や友達が活動する様子を見たり，教師や友達に自分から働き掛けたりして，課題解決しながら活動に取り組むことができる。  

個別目標

（B 児） 
・材料や友達の様子を手掛かりにしてはっぴを飾ることを理解し，自分がしたいことを考えながら活動に取り組むことができる。 
・教師に援助を求めたり，近くの友達の様子を見たりして，自分が着たいはっぴを考えて活動に取り組むことができる。 

環境設定 
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表４ 授業２の課題意識表（B児） 
個別目標達成に関わる目的意識○A  個別目標と無関係な目的意識○B ○C ○D ○E ○F ○G ○H ○I  課題意識に影響を及ぼ

したと推測されるもの 

○A 服に絵（虫刺されとオリンピック）を描こう 

○A1 【はっぴを貰おう】 

○良い姿勢で待つ（教師ははっぴを渡す）。 

○A2 【自分の席に座ろう】 

・自分の顔写真のある机を探す（見つからない）。 
○教師に自分の机がないことを伝える（教えてもらう）。 

○A3 【ペンで絵を描こう（虫刺され）】 

・絵を描くために腕まくりをする。 
・ペンを貰うために他児をまねて教師に要求する（教師にペン

のある場所を教えてもらう）。 
・自分の席にペンを持ち帰る。 
○ペンではっぴに絵を描く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○A4 【ペンで絵を描こう（好きな先生）】 

・受け取って席に戻って使おうとする。 
 
 
 
 
○ペンではっぴに絵を描く。 

○A5 【ペンで絵を描こう（地震）】 

・ペンではっぴに絵を描く。 
 
 
○ペンではっぴに絵を描く。 

○A6 【ペンで絵を描こう（記号）】 

○ペンではっぴに絵を描く。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○B シールを貼ろう 

○シールを貼る。 

○C 他児のはっぴを見に行こう 

○他児の傍に行って見る。 

○D ハンコを使おう 

・用具置き場でインクを探す（見つからない）。 
・教師にハンコを知っているか尋ねる（教師はハンコを持って

いる人に貸してと頼もうと提案する）。 
・他児に貸してと頼む（他児は貸さない）。 
・教師と赤いインクを持つ人を探す。 
 
 
 

○E 赤いインクを持つ人を探そう 

○「もらう」と言って他児からインクを受け取り持ち帰る（す

ぐに使おうとしない）。 
 
 
 

○D ハンコを使おう 

○３度ハンコを押す。 
 
 
 

○F 片付けよう 

○用具を片付ける。 

○G はっぴを着よう 

○はっぴを着る。 

○H 鏡で姿を見よう 

○鏡に映す。 

○I 発表しよう 

○ステージに乗ってはっぴを見せ，自分から描いた絵について

説明する（他児が拍手をしたり，教師が感想を言ったりする）。 

教師がはっぴを見せる。

教師が「良い姿勢の人か

らはっぴを渡す」と言

う。 
教師が「自分の席あるか

な」と言う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教師がシールを貼るこ

とを提案する。 
教師が他児のはっぴを

見ようと提案する。 
 
教師が他児のようにハ

ンコを押すことを提案

する。 
 
 
 
他児が赤いインクでな

く赤ペンを手渡す。 
 
教師が「インクもらわな

くて大丈夫」と尋ねる。

 
 
 
 
 
教師がハンコを使うよ

う提案する。 
 
 
教師が「他に何か描

く？」と尋ねる。 
教師が「終わった人は片

付けよう」と言う。 
教師がはっぴを着るこ

とを提案する。 
 
教師が鏡で見ようと提

案する。 
教師が発表を提案する。

※□は目的意識，【 】は課題意識，「・」で示した行動は課題解決に至らなかった行動，「○」で示した行動は課題解決に至った行動，赤

字は，目的の未達成を受けて起こした課題解決行動を表す。 

 

 

図５ 目的達成，課題解決の状況「授業 2」 

 

 
図６ 課題解決の方法「授業 2」 

回 

回 
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図７ 目的意識に影響を及ぼしたと推測される事象「授業２」 

B 児の個別目標以外の視点から主体的な取り組みをみると，表４，図７で示したよう

に，B児は環境に左右されることなく，自分の目的を意識し続けることができ，目的達成

に向けて集中して取り組んでいることが分かる。 

 

Ⅳ 考察 

１．「授業１」に関する指導の評価と授業改善に向けた検討 

電車を装飾する場面では，個々に目的意識の発生を促し(表２)，各児童が活動に参加でき

たことは評価できる。一方で，活動テーマが共有されず，児童は他児の活動を見ても意味が

分からず，各々の目的達成後も互いの成果の認め合いが難しかった可能性がある。本授業の

中で，実際に 1つの車体に全員で乗れない体験をさせた場面では，全員で乗れる電車を作る

という目的を共有し，新たな車体を用意するという課題が想起できていた。素材を見せるに

留まらず，児童に共有して欲しいテーマが伝わるような課題提示が必要であると言える。 

また，目的意識に影響を及ぼした要因の分析から，A 児，B 児の個別支援としてモデルと

なる友達の様子が見やすい環境設定や場の構造化が有効であることが示唆された（図４）。 

さらに，新たな車体を用意する場面では，課題理解の実態差から集団活動の流れに乗れな

い児童が見られた。課題理解の仕方によってグループを想定し，あらかじめ材料の置き場を

複数用意しておく支援を取り入れるなど，授業構成の工夫の必要性が示唆された。 

２．「授業２」に関する指導の評価と授業改善に向けた検討 

授業１で得られた示唆を踏まえ，授業２を設計し，実施した。全員が，服を作って着て楽

しんだ経験があることから，全員が材料・用具を用いると真っ白の服に変化を与えられると

いう見通しを持つことができると想定し，活動テーマの設定をした。また，同じ材料（真っ

白の服）や共通の用具（ペンやハンコ）を与えることで，他児と活動を共有していることを

意識化させ，他児と自分の服の変化を見て比較することで新たな課題意識が生じると考え，

材料や用具を設定した。実際の授業では，材料・用具を使って服を装飾するという活動テー

マの共有を促すことができ，B 児が自分から他児の方法を取り入れて課題解決したり，A 児

が自分から他児の使っている用具を見てまねたりする姿が見られた。また，B 児は目的達成

を自覚するだけでなく，目的達成を他児と共有することもできた。このように，全員が活動

テーマを共有することにより，各児童が自分の目的達成に向けて行動するだけでなく，お互

いに影響を及ぼし合いながら課題を解決したり，他児から評価されたりする場面が生じたと

考えられる。一方で，A 児が他児の影響で活動への集中が阻害されるといった負の影響も見

られたことから，個別目標に即して児童相互の影響を統制することも必要と考えられる。 

B 児は服に祭とは無関係な絵を描いていたため，絵を描く以外の活動（祭のシールを貼る，

ハンコで模様を付ける）に注目させる支援を行なうことで，祭に関する目的意識を持たせよ

うとした。しかし，絵を描く以外の活動を始めても途中でそれを止めて絵を描く活動に戻っ

ており，祭の具体的なイメージが持てず，教師の支援の意味が分からなかったと考えられる。

その結果，教師が期待した目的意識と，実際に児童が持った目的意識で齟齬が見られた。認

回 
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知や経験等の実態に即した個別目標の設定が重要であると考えられる。 

また，A 児，B 児の個別支援として，児童の関係性を考慮した座席の位置の工夫や，活動

ごとに空間を分ける工夫，材料の置き方の工夫を行った。その結果，A児が物的・人的環境

を手掛かりに目的意識を発生させる姿（図７）や，B児が自分から必要な物を探し出す姿や

他児から課題解決方法を学ぶ姿（図６）が見られた。さらに，課題理解の仕方や行動特性に

よってグループを想定し，共通の材料や用具を使用するグループと，自分専用の材料や用具

を使用するグループを設定した。その結果，集団活動の流れに乗れない児童は見られなかっ

た。授業 1の評価に基づいた支援の有効性が示唆される。 

３．主体的な取り組みを促すための支援 

 本研究を通して，主体的な取り組みを促す支援として以下の３点が重要であると考える。 

１点目は，全児童が理解し，興味を持つことができる活動テーマの設定である。授業２よ

り，認知発達や興味関心，経験等の違いにより目的意識の持ち方の違いがあったとしても，

全員に活動テーマの理解を促し，児童相互の影響が生じることで，他児の存在が課題解決過

程（図１）の「課題の理解」や「課題解決の方法の理解」，「目的達成」の自覚に関する個別

の支援として機能する可能性が示唆された。２つの授業において共有できた活動テーマの特

徴として，結果への見通しが持ちやすいこと，児童にとって好ましい経験のある話題である

ことが挙げられる。授業１の「全員で乗れる電車を作る」場面では，全員が「車体を増やす

と全員が電車に乗れる」という見通しを持つことができたと考えられる。また，過去に段ボ

ール製のバスに入って動かした経験があることから，「皆で乗り物を動かしたい」という思

いを共有しやすかったと考えられる。 

２点目は，個々の実態を踏まえた支援の工夫である。目的意識の発生を促した要因は個々

で異なっており（図４，図７），効果的な課題提示の具体的方法は個々の児童によって異な

っていた。各児童の実態や児童相互の関係性に関する情報収集をして分析し，それを課題提

示や授業展開の工夫といった支援の考案に活かすことも有効であると考える。 

 ３点目は，実態に即した個別目標の設定である。授業２において，B児に期待した目的意

識と実際に持てた目的意識とで齟齬が生じ，B児にとって課題理解が難しい状況での活動を

強いる結果となった。各児童の実態と教科・領域の目標から個別目標を設定し，集団で同じ

活動をしている場面においても，常に個別目標を踏まえた支援を行なう必要がある。授業後

は，児童の目的意識の流れを確かめ，事前の想定との齟齬がなかったか振り返り，教科・領

域における個別目標の適切さの検討を行い，授業改善を行うことの重要性が再確認された。 

 

Ⅴ おわりに 

本研究では，ビデオ分析によって児童の思考過程を捉え，図１に示した「課題解決過程」

と照らし合わせて分析し，児童の主体的な取り組みに関する評価をした。さらに，児童評価

に基づいて指導評価を行うことで，指導改善に向けた示唆を得ることができた。「課題解決

過程」の視点は，「主体的な取り組み」を目指す授業づくりを評価するために有効であり，

今後特別支援教育に求められる授業づくりに対して示唆を与えるものであると言えよう。 
 

主な文献 

岡山県総合教育センター(2011)学習評価ガイドブック（小学校編）． 

岡山大学教育学部附属養護学校(1992)研究紀要第 10 号． 

小池敏英・北島善夫(2001)知的障害の心理学.北大路書房.   他 

26



学級の人間関係を育てる授業づくり 

―話し合い活動を軸にして― 
 

学生番号 22427074  氏名 河野 臣紀 

概要 

 本研究は，1年時の研究を振り返り再構成する内容になっている。まず，今日における子

どもたちの人間関係に由来する問題への解決のために人間関係形成力を高める必要がある

と考えた。そのためには子どもたちが自分の考えを一方的に相手に押しつけたり，無批判に

受け入れるのではなく，お互いの意見や考えを話し合うことが必要であると考えた。そこで，

リップマン(2014)の理論を参考に探求の共同体として学級を位置づけた。また，山元(2007)

らの理論をもとに話し合い活動の方略を定め，低学年における話し合い活動の姿を構想した。

それらをもとに授業実践を行い，教師の役割や人間関係を育てるために必要な要素を明らか

にしていった。 

キーワード：探求の共同体 人間関係づくり 小学校低学年 話し合い活動 

 

Ⅰ 研究目的 

 近年では，いじめに代表されるように子どもたちの人間関係に由来する問題が深刻化して

いる。少子化，核家族化，情報化，遊びの内容の変化などの社会生活の変化は子どもの人間

関係の希薄さを助長し，人間関係が十分に育まれていないと考えられる。 

このような現状の中で，国立教育政策研究所(2013)が示す 21 世紀型学力である実践力の

1つに「人間関係形成力」が挙げられている。これからの社会において子どもたちが様々な

他者と人間関係を育て，協力して物事を進めることは必須の能力となっていると言えるだろ

う。 

そこで，筆者は学級の人間関係を育てる授業を行う必要があると考えた。人間関係を育て

るためには他者の話をただ無批判に受け入れるのではなく，相手の意見や考えを聞いたうえ

で，自分の考えをつくりあげたり，集団の中で協働できることが必要であると考えた。そこ

で筆者は授業において，話し合い活動を軸に置くで，人間関係を育てる授業づくりができる

と考えた。 

 集団においてはじめて共同で生活を始める低学年段階においてこそ，人間関係を育ててい

く素地を養う必要がある。そこで本研究においては，小学校低学年において実践し，その考

察を行う。 

 

Ⅱ 探求の共同体 

 学級とは単なる同年齢の子どもたちを集めた場ではない。そこで子どもたちは 1 日の大

半を共に過ごし，知識だけでなく集団生活様式等を学んでいく。リップマン(2014)は学級を

探求の共同体として位置づけている。探求の共同体とは「生徒たちが敬意を持ちつつ互いに

意見を聞き，互いの意見を生かしながら，理由が見当たらない意見に質問し合うことで理由

を見いだし，それまでの話から推論して補い合い，互いの前提を明らかにするということ」

である。つまり，共同体としての結びつきは，同じ問いに対してそれぞれの児童が意見を出

し合い，練り上げていくときに強くなっていくのである。また，リップマン(2014)は共同体

の始まりとして「問うこと」の重要性を述べている。共同体として結びつくためには，共通

の問いを自覚することが必要である。 

 

Ⅲ 話し合い活動の方略 

国立教育政策研究所(2013)は「子どもが答えたい「問い」を共通に持つことによって 育
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成が期待される思考力と，それに対応す

る学習活動例（案）」は右図のように示し

ている。ここで話し合いにおいては④

「自分や他者の異なる考えと比較し，関

連づける」ことが話し合いにおける学習

活動の中で育成される思考力であると

している。つまり，話し合う活動を行う

ためには，何を話し合っているのか児童

全員が認識するとともに，何と自分の意見を比べているのか，自分の意見が話し合いのなか

でどこに関連しているか意識することが必要であると考える。 
 山元(2007)は，小学校 2年生の発達特性を踏まえた上で「累積的コミュニケーション」と

して，低学年の児童の様子を表している。「累積的コミュニケーション」とは「発話する各々 

の主体が他と自を区別する自立性を備えて意見を交わすのではなく，むしろ各自が相手の 

発言に対して累加的に発言を積み上げていく展開を見せる話し合い。」と山元(2007)は述べ

ている。これは，個人で一つの本時のめあてに対する考えを深めていくのではなく，学級全

体で考えを深めていくことであると考える。 

さらに，山元(2007)は「累積的コミュニケーションにも「拡散型」と「連鎖型」がある。

小学 2年生の拡散型累積コミュニケーションは，相手の意見に影響を受けて，自分の意見が

生まれるものの，そこには発展があまり見られず，繰り返しによる相手の意見の取り込み，

言い換え，相手発言のどこかが鍵となって触発されてはいるのだろうが，表面的には全く関

係のない別のアイデアの表出が見られる。」と説明している。子どもたちは各々が意見を述

べている段階から，前の意見を踏まえて述べることや，同じような言い換えをして述べるこ

とが，意見のつながりを意識して話し合うことができると考える。 

以上を基に話し合い活動の方略として以下の 3 点に着目して 2 つの授業実践を分析して

いく。 

① 児童が話し合う内容を学級全体で共有できること。 

② 児童がこれまでの話し合いにおける発言のつなぎを意識できるようにすること。 

③ 児童は自分の意見を他者の意見と比べられるような手がかりを教師が与えること，もし 

くは比べられるように促すこと。 

 

Ⅳ 授業実践 

授業実践① 小学校第 2 学年 国語科「大すきなもの,教えたい」(全 4時) 
 本授業実践は全 4 時の中の第 2 時の授業実践である。大好きなものを伝えるためには大

好きなもの(こと)だけでなく，そのわけが必要であることを児童が実感することで，理由づ

けて説明できるようになることを目標とした。 

授業実践①の省察 

<①児童が話し合う内容を学級全体で共有できること> 

 本実践においては導

入部においてはプロト

コルのようにすすめた。

導入において筆者が好

きなものを説明せずに

終わらせると児童はそ

れだけでは説明になら

ないことに気づくこと

ができていた。このことから学級全体で「問い」を持つためには教師の示す例と児童が考え

授業実践①におけるプロトコル 

ボートの写真を提示 

T：先生の大好きなものはボートです。これで発表を終わります。

C：えっ 

T：なんで今えっていったの？ 

C：僕が発表しますって言ってない。 

C：なんで好きなのかいってない。 
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る説明するために必要なことの差異を自覚させることが有効であることが分かった。 

<②児童がこれまでの話し合いにおける発言のつなぎを意識できるようにすること> 

 本実践においては好きなものとわけを発表させたが，それぞれが好きなものとわけをいう

だけにとどまり，ただの意見を言い合うだけになった。それは，児童同士のつながりのない

分断された授業になったのではないだろうか。 

<③児童は自分の意見を他者の意見と比べられるような手がかりを教師が与えること，もし      

くは比べられるように促すこと> 

 今回の実践で「お互いの良かった点を話し合ってみましょう」と発問しペアで話し合わせ

たが，よかったという言葉が漠然としすぎて，児童が何をもってよかったとするのか分かり

にくいものであったと考える。ただお互いの意見を比べるのではなくて，何を基準として比

べるのかという比較の視点を与えることが必要であったと考える。そうすることで，自分と

相手の違いがわかり，より自分の考えを増やすことができたのではないかと考える。 

授業実践①全体の省察 

 本実践において話し合い活動はペアで行わせるものであると考えていたが，ペアでの話し

合い活動はお互いの意見を言い合うだけにとどまった。また，お互いの意見を言い合うと授

業に関係のない話をする児童も多く，筆者の介入が必要な場面が見られた。そこで，筆者は

話し合い活動とはペアやグループなどの形態ではなく，学級全体での授業自体を話し合い活

動として位置付ける必要があるのではないかと考えた。 

 
授業実践② 小学校第 2 学年 道徳科「ぴょんたくんのゴール」(文渓堂) 
本授業実践は最後までやりぬこうとする意欲を高めることをねらいとして行った。本資料

は再現構成法を用いて実践を行い，資料を場面ごとに区切って提示し，それぞれの場面の状

況下での主人公の思いや行為の在り方を話し合ったり，今後の展開を予想して，臨場感を持

たせながら展開し，中心価値に迫った。場面ごとの提示の段階で，中心発問に向かうための

状況把握や基本発問，補助発問を織り込みながら展開し，資料の語り聞かせ後に，中心価値

に迫りやすくすることができると考えた。 

 授業実践②の省察 

<①児童が話し合う内容を学級全体で共有できること> 

導入部において，児童の実生活から諦めそうになった経験を想起させることができたが，

そこから「あきらめないようにするためにはどうしたらいいか考える」というめあては教師

の誘導が強いものになってしまった。経験を想起させた後の児童が経験のどこに問題を見つ

けるかを支援する発問が必要であったと考える。 

<②児童がこれまでの話し合いにおける発言のつなぎを意識できるようにすること> 

 プロトコルか

らわかるように

①に対する C1

の応答に対して

②のように学級

に投げ返し C2

のように深める

ことができたが

③でまた①と同

じ発問を投げ返していた。これでは，学級全体で深めていた考えをまた振り出しに戻してい

た。ここでは C2 の意見からさらに深められるような問いかけを③ですべきであったと考え

た。 

<③児童は自分の意見を他者の意見と比べられるような手がかりを教師が与えること，もし 

授業実践⓶プロトコル 

T:なんでぴょんた君はまた走り出したのだろうか？…⓵ 

C1:こりんちゃんみたいにがんばってみよう。 

T:なんでこりんちゃんみたいにがんばろうと思ったんだろう？…

② 

C2:負けたけど最後まで頑張ろうとしてたから 

T:他には。なんでぴょんた君は走り出したんだろう。…③ 

C3:最後だけど，最後だけどゴールまで走りたいから 
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くは比べられるように促すこと> 

本時では「Ａさんは嫌だなーって思ったっていってくれたけど，なんで嫌だなーて思った

んだろう」というように，誰の意見かを明示して意見を比べられるように促した。そこで他

の児童は「私は…」というように自分の立場を明示した形で考えを述べることができていた。

比較の対象を明示することで自分の考えと他者の考えを分けて話すことができたと考えた。 

授業実践①全体の省察 

 本実践において，プロトコルからもわかるように筆者は「どうしてそう思ったのか」「な

ぜそのように考えたのか」というような自分の意見に対する根拠を明確にするような発問を

多く多用していた。児童が自分の意見を持てるということは話し合い活動に参加するための

準備ができたということであると考える。本実践においては，中心発問「なぜぴょんた君は

もう一度走り出したのか」…①と授業終盤において「頑張ったぴょんたくんに手紙を書く」

…②という発問で 2 回記述を行った。以下に示すのはその 2 回における児童の意見である。 

 ①の発問における児童の記載 ②の発問における児童の記載 

児童 C1 こりんちゃんの背中をみてたらがん

ばっているのがわかったから自分も

頑張らないといけないと思ったから

走り出した。 

途中で止まったけど走り出したのはえ

らいね。 

児童 C2 1 位にならないけど最後まで走りた

いな。 

ちょっとあきらめたけどすぐにあきら

めずに走ったね。あきらめないのがい

いんだよ。 

児童 C3 ころくんたちに抜かされたら走るの

はやめようと思ったけど，最後になり

たくないからまた走りはじめた。 

最後になっても走り続けてえらいね。

でも勝つのがいいんじゃないんだよ

ね。大切なのはあきらめずに最後まで

走りきることだよ。 

中心発問部での記述では，C2 は 1 位になることにこだわることと最後まで走るほうが大

切という葛藤，C3 の児童は最後になりたくないという理由であったが，終末部の記述にお

いて両者ともあきらめずに最後まで走り切ることに価値を置いたのがわかる。これは話し合

いによって自分の意見を変容させたのではないかと考えた。しかし，C1 はこりんちゃんの

頑張りに気づいていたものの，あきらめないことが大切ということまで自覚させることがで

きなかった。それは筆者が基準とした児童の意見に対しての支援ができなかったからである

と考えた。基準となる意見の児童も考えられる発問を用意する必要があったと考えた。 

 

Ⅴ 成果と課題 
 話し合い活動を軸におくことで，他者の考えをもとに自分の考えを高めることができて

いた児童の姿が現れた。それは，児童らが人間関係を育てていく素地を養うことにつながっ

たのではないかと考える。 

 2 年間においては，1つの授業の中で話し合い活動により人間関係を育てること目標とし，

実践を行った。教師が児童同士をつなぐ役割を仲介すること，比較の基準を明示することで

児童が自分の意見を話しやすくなり，話し合い活動を通じて他者の考えと自分の考えをもと

に新しい考えをつくりあげていく姿を見ることができたが，教師としての発問は足らない部

分が多くあった。児童の意見を取り上げる際，基準となる児童はどのように自分の考えを高

めていくのか，また，年間を通じて授業で培った人間関係がどのように作用してくるのかを

今後現場での実践を基に考察していきたい。 
参考文献 

マシュー･リップマン著,河野哲也他監訳『探求の共同体-考えるための教室-』玉川大学出版部,2014 年 

山元悦子「コミュニケーション能力を育てる国語教室カリキュラムの開発-小学 2年生の発達特性をふまえて-」 
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数学の概念や原理・法則を習得する授業デザイン 

 
学生番号 22427077  氏名 佐藤 洋 

 
概要 

 本研究の目的は,数学の概念や原理・法則（新しい知識）を子どもが主体的に考え，

創り出していく授業デザインを検討するものである。こうした授業では，新しい知識

の創り方，創り出すために必要な既習の知識を論理立てて使っていくような知識の使

い方を学び，生きて働く知識として習得することが目指されなければならない。 

本稿では，中原（1995）の構成的アプローチを基にし，「意識化，操作化，媒介化，

反省化，協定化」と区分した手法を基にした授業構成の検証を試みた。子ども一人ひ

とりが主体的に知識を創り出し習得していく授業デザインの在り方を，改めて考え直

すことが重要であり，有効な授業デザインであることを述べる。 

キーワード：中学校数学 概念や原理・法則 構成的アプローチ 生きて働く知識 
 
 

１．知識の位置付け（あるべき姿） 

 

変動が激しい知識基盤社会では，自分が

持っている固定された知識では解決できな

い状況が考えられる。そのため，ただ単に知

っている固定された知識は，変化する社会

では，必ず役立つものとは限らない。そのた

め，自らの既有知識を新しい情報と結びつ

け， 新しい知識を創り出すという学びは，

教育的には非常に価値がある。 

コルトハーヘン（2010）によると，ロジャ

ーズ（1947）は，「知識を創造し続けること

が重要である（p.57）」と知識を創造するこ

との重要性を指摘し，同時に，「学び方を学

び，適応し続ける方法を学び，安定した知識

などない知り，知識を求め続けることだけ

が安定性の基盤となりうる（p.57）」と主張

する。安定（固定）された知識ではなく，子

ども自身が，変化に対し，主体的に対応して

いく力を身に着けることは，子ども自身が

問題を解決していくための最適解（新しい

知識）を創りあげ，変化の激しい社会を生き

抜くことになる。 

 

２．問題の所在 

「考える」ことが重要視された学校現場

では，話し合い活動が多く行われるように

なった。しかし，その学習の中で，教師・生

徒の知識注入が起こり，知識形成が十分で

ない場面がみられる。 

 

（１） 教師の知識注入 

例えば，ሺܽ  ܾሻଶ ൌ ܽଶ  2ܾܽ  ܾଶが成り

立つ理由を，話し合う場面を取り挙げる。 

「（ܽ  ܾ）を１辺として見ると，どんな

図形になるか？」という教師の問いかけで，

生徒の大半は，「正方形」と気付くだろう。 

「正方形の考えを使って，理由を話し合

ってみよう」と指示をしても，正方形という

図形を使っていくという教師誘導の知識注

入がすでに生徒に行われてしまっている。 
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（２）子ども同士の知識注入 

上記のような，教師が提示した「正方

形」という見方を理解ができる人は，それ

に沿って問題解決に向かうことができるだ

ろう。               一         

一方で，理解ができなかった人は，班活

動などで，教師の知識注入を受けて理解し

た生徒から知識を受容する形となり，生徒

から生徒へと教師が誘導とした知識注入が

行われる。子どもたちは，教師の求める正

解にたどり着いただけであると言える。 

 

 

 

変化する社会では，固定された知識が必

ず役立つとは限らない。つまり，現状の授業

では，子ども一人ひとりが，自分なりに新し

い知識を創り出す力が育まれず，子どもが

自分なりに変化に対応する最適解を創る力

は育まれない。 

このことから，現状の授業で習得される

固定的な知識では不十分である。 

習得すべき真の数学的知識とは何か，改

めて考え直すことが重要であるだろう。 

 

 

３．本研究の目的 

 

コルトハーヘン（2010）によると，フロ 

イデンタール（1978）は，「数学とは子ども 

たちに転移されるべき「すでに作られた教 

科」ではなく，「これから作られるべき教科」 

（p.29）」であると指摘している。 

例えば，円周角と中心角の関係を考える

という未知の問題に対して，作図・実測を

通して，「円周角は中心角の半分である」

という子どもなりの予想が生まれる。そし

て，既習の知識を用いて，証明することで

論理的・形式的に一般化し，円周角の定理

として創っていく活動などが考えられる。 

また，フロイデンタール（1991）は，数学

教授の際に，教師から一方的に数学的知識

（数学の概念や原理・法則）を教えることを

問題視している。活動の中で，子ども自身が

数学的知識を発明し直し（再発明），新しい

知識として創り出す学びの重要性を示唆し

ている。 

これからの数学教育では，固定された知

識を習得するのではなく，知識の使い方・創

り方を学び，生きて働く知識（図１）として

習得する授業デザインの在り方を考えるこ

とが重要であると言える。 

 

【図１】生きて働く知識（再発明） 

 
 

 そこで,本研究の目的は,数学の概念や原

理・法則（新しい知識）を，子どもが主体的

に創り出していく授業デザインを検討する

ものとする。 

 このような授業では，既習事項を活用し，

未知なるものを明らかにし，課題を解決し

ていくためには，単元と単元のつながりを

より強く意識することが求められる。 

 また，数学教育実践における習得におけ

るカリキュラム・マネジメントの提案性に

もなる。 
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４．研究の基本的な考え 

 

中学校学習指導要領解説数学編（2008）で

は，「生徒が目的意識をもって主体的に取り

組む数学にかかわりのある様々な営み

（p.15）」と定義している。また，「目的意識

をもって主体的に取り組むとは，新たな性

質や考え方を見いだそうとしたり，具体的

な課題を解決しようとすること（p.15）」と

している。そして，数学的活動は以下の３つ

の柱から成立している。 

１． 既習の数学を基にして数や図形の性質

などを見いだし発展させる活動 

２．日常生活や社会で数学を利用する活動 

３．数学的な表現を用いて根拠を明らかに 

し筋道立てて説明し合う活動である。 

 

特に，本研究は，既習を基に新しい数学の

知識を創り出す活動である１つ目の柱をコ

アとする。 

 

５．知識を構成するための授業の基本

構成の検討 

数学的活動は，基本的には問題解決の形

で行なければならない。問題解決的学習に

おける過程として，ポリア(1954)は，「①問

題を理解する，②計画を立てる，③計画を実

行する，④振り返る（pp.9‐20）」（表１）と

４区分した学習過程を提唱している。 

【表１ ポリア（1954）の問題解決の過程】 

① 問題を理解する。 

正しいといえる方法を見つけるという問

題だと知る。（未知は何か，条件は何か）

② 計画を立てる。 

今まで習った何が使えるか考える。 

③ 計画を実行する 

計画を実行して，結果を導く。 

④ ふり返る。 

結果としてなぜ正しいと示せるのか①，

②，③を検討し，根拠を明確にする。 

この手法を基に，平成 28 年６月に「根号

をふくむ式の計算」において，「√ܽ ൈ √ܾ ൌ

√ܽ ൈ ܾ」はなぜ成り立つのかを示す授業を

実践し，このプロセスにおける②→③に進

む段階の課題が明らかになる。 

実際のプロトコルを以下に記し，述べる。 

 

【プロトコル】計画を立てる段階 

T ：√2 ൈ √5 ൌ √2 ൈ 5が等式だと 

確かめる方法は何かありそう？ 

S２：両辺を２乗すればいいと思います。

        ： 

T ：一般的に成り立つと示すにはどうす

ればいいかな？ 

S２が，「両辺を 2 乗する」という視点に

立てたのかを考察していく。 

平方根の定義（概念）は，ݔଶ ൌ ܽと成り立

つときのݔの値のことである。√2 ൈ √5は，

２つの数を掛けたものを， ݔ ൌ √2 ൈ √5と

１つのものとして見ることで，「２乗する」

という形になる。√2 ൈ 5も同様である。 

 

２乗するという発言をした S２は，自身の

中にある平方根の概念に立ち返れたという

成果があった。 

一方で，生徒が，√ܽ ൈ √ܾ ൌ √ܽ ൈ ܾになる

だろうという視点に立たせることはできず，

教師誘導となり，課題として残った。これは，

√2 ൈ √5 ൌ √2 ൈ 5を示したことだけにとど

まり，√4 ൈ √9 ൌ √4 ൈ 9などの他の事例も

示し，一般的にも√ܽ ൈ √ܾ ൌ √ܽ ൈ ܾが成り

立つという数学の知識を生成することが不

十分だったからである。 

ポリア（1954）のプロセスを踏んで，知識

を形成することは大切である。しかし，この

プロセスを単に形式的に踏めば問題可決に
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向かうわけではないことがこの学習過程の

課題であった。特に②→③に進む段階に課

題がある。このような段階に進むための準

備段階として，中原（1995）は構成的アプロ

ーチにおける１つの過程である「媒介化」を

位置付けている。 

構成的アプローチ（中原，1995）とは，子

どもが主体的に数学的知識（数学の概念や

原理・法則）を構成していくような授業を目

指すことを意図しているものである。 

以下では，数学的知識の構成過程の基本

的な段階から示す。 

まず，自分自身で構成したもの（知識を創

る）を，まとめで個人から全体共有するとい

う協定をしていく。基本的には，操作（作図・

実測）などを通して，自分なりに，「このよ

うな知識が創られるだろう」と予想し，既習

の知識を論理立てるように使うことで， 

構成→協定 

の流れとなる。その構成は，基本的には，操

作的活動を反省することによってなされる

ものであるので， 

操作 → 反省 → 協定 

という流れとなる。 

また，操作的活動は無目的になされるも

のではなく，その授業において構成しよう

とする知識の発生源に対して，ある種の問

題を解決しようとなされるものである。 

したがって，操作的活動によって，数学

的知識の構成や，それに関わる問題への意

識化がなされることになる。 

数学的知識の構成過程は，理論的には， 

意識化→操作化→反省化→協定化 

という段階が設定される。 

しかし，この過程は必ずしも形式的に一

方向に進むわけではない。例えば，「三角形

の内角の和は 180°である。」という知識を

創り出す活動を考える。実際に，１つの三角

形を作図・実測すると，180°になることが

わかる操作化の段階と，記号を用いて，どん

な三角形の場合でも成り立つと示す反省化

の段階では，具体から一般という飛躍があ

る。このため，中原（1995）は，構成過程に

おいて，操作化と反省化との間に飛躍があ

ることを主張している。 

そこで，一方向に形式的に進む構成過程

ではなく，操作化から反省化などにある飛

躍に対して，反省化に近づくためのアプロ

ーチの提案として，中原（1995）は，反省化

に進まない場合，教師の介入（媒介）によっ

て，意識化や操作化の段階に生徒自身が立

ち返り，何が問題（未知）なのか，何が条件

としてあるのか，どんな見通しを持てばい

いのか子ども自身が見直し，整理して反省

化に進むようにする段階を「媒介化」と位置

付けている。 

中原（1995）は，これらの課題を改善する

ために，操作化と反省化との適切に媒介す

る段階である「媒介化」を設定し，授業構成

を図３のように示した。 

 

【図３】数学的知識の構成過程モデル 

 

 

 

 

 

 

６．授業実践研究の構想 
 

平成２９年１月に行った「円周角と中心

角」の第１・２校時の授業の場面を取りあげ，

検討する。これまでに円の中心角などの円

の性質を学んでいる。 

本単元では，新しい円の性質として円周

角と中心角の関係（円周角の定理）について

学ぶものである。 

 

第１校時は，円の図に円周角と中心角の

作図・実測を通して，「同じ弧に対する円周

角の大きさはすべて等しいこと」や「円周角

は中心角の大きさの半分である」という予

想させることができる。また，作図・実測で

得た予想はあくまで具体的な事例を基に帰
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納的に考えた直観的なものである。 

一般的な知識として成り立つことを示す

方法として証明の必要性を持たせていく。 

 

第２校時は，証明の構想を考え，なぜ成り

立つのか根拠を明確にし，証明をすること

で生徒の予想したものが「円周角の定理」と

なることを学ばせていく原理を創り出す学

習である。 

 

授業の目標は，作図・実測を通して，円周

角と中心角の関係を予想し，なぜ成り立つ

のか根拠を明確にして証明することで「円

周角の定理」として位置付けることである。   

そこで，表２のように中原（1995）の構成

的アプローチを基に枠組みした授業を組み

立て，実践した。 

【表 2】実践の構成的アプローチの枠組み 

意識化 

本時の学習は，何を学ぶのか，

何を示したいのか見通しを立

て，構成しようとする数学的知

識と出会い，意識する段階。 

ここでは，既習の円の性質を復

習し，本時では未知の円の性質

を意識する。 

操作化 

操作（作図・実測など）を通し

て，自分なりの予想を立てるな

ど，知識の原型をつくる段階。

ここでは，作図・実測を通して，

円周角は中心角の半分になる

という関係を予想することで

ある。 

媒介化 

操作化（具体）から反省化（一

般）に進むために，必要に応じ

て，なぜそうだと言えるのか成

り立つ根拠を子どもが見出す

など反省化に近づける段階。 

ここでは，証明の構想を考える

ために，「なぜ，二等辺三角形に

なるのか」と問いかけ，既習の

「三角形の外角の性質（根拠）

を子どもが見出す。 

反省化 

操作化や媒介化の活動を振り

返り，自身で創り出した予想を

一般的な数学的知識を構成す

る段階。ここでは，証明の構想

を立て，証明をする。 

協定化 

証明(構成)で成り立った知識

を，まとめで個から全体に共有

し，協定する段階。ここでは，

問題を解くことで，円周角の定

理という知識として協定する。

 

７．授業の題材と教材分析 

 

 

 

 

 

 

 

 本時の題材は，円周角と中心角の関係を

予想し，それを証明することで，一般的に成

り立つ「円周角の定理」として学んでいくも

のである。 

上図は，生徒がワークシートに，作図・実

測した円周角と中心角である。 

図１・図２のように，弧の長さが違う２つ

の円に，いくつかの円周角を作図・実測する

ことで，「同じ弧に対する円周角の大きさは

等しい」ことが予想できる。  

また，既習である中心角を導入し，円周角

と中心角の大きさの間にある関係について，

作図・実測を通して，「１つの弧に対する円

周角の大きさは，その弧に対する中心角の

大きさの半分だ」という関係があるという

予想を立てることが目的である。 

円周角と中心角の大きさの間にある関係

を証明することで，２つの予想が成り立つ

ことがわかり，円周角の定理としてまとめ

ていく教材である。 
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８．授業の実際と省察 

（１）第１校時 

意識化円の性質の復習として，円にはどん

な特徴があるか問いかけ，半径がすべて等

しいなどの生徒の発言があった。本時から

新しい円の性質を学ぶことを伝え，円の性

質において意識を向けさせた。 

 

操作化円周角の定義を学び，与えられた２

つの弧に対して，いくつかの円周角を作図・

実測をし，弧と円周角においてどんな性質

があるかを予想させた。その時の様子を以

下に記す。 

○「同じ弧に対する円周角の大きさは等し

い」と予想する場面（第１校時） 

【プロトコル】 

T ：弧の長さが小さくなると円周角の大

きさはどうなっている？ 

S１：円周角も小さくなっている。 

S２：弧の長さが変わると，円周角の大き

さも変わっている。 

T ：実は，変わっていないものもありま

す。何でしょう？ 

S３：円周角。 

T ：え？でも弧の長さが変わると，円周

角の大きさは変わっているよ？ 

S３：弧の長さは違うけど，その弧に対す

る円周角の大きさは同じです。 

T ：今，S３が発言したことわかった？

確認したいのでS４さん教えて下さ

い。 

S４：同じ弧の長さにおける円周角の大き

さは全部同じだから，変わらないと

思います。 

T ：では，ワークシートの「円周角につ

いて何が言えるでしょうか？」の空

欄に各自で書いてみましょう。 

【生徒のワークシート】 

 

 

 

 

 

実際の生徒の発言やワークシートを見て

いくと，「同じ（１つの）弧に対する円周角

の大きさは等しい」ことを予想している。 

S４の発言には「全部同じ」という作図・

実測から得た具体例の円周角の大きさは，

すべて同じであるという事実から，帰納的

に推論することで，直観的に予想している

ことがわかる。これは，意識→操作化に進ん

だと言える。このことから，子ども自身が知

識の原型（概念）となる予想を創り，帰納的

に知識の原型を創り出す（原理）を習得する

ことに成功した。 

 

操作化既習である中心角を復習し，円周角

と中心角を作図・実測させ，円周角と中心角

にはどんな関係があるのか発問し，生徒に

予想させた。その時の様子を以下に記す。 

○「円周角と中心角の大きさの間にある 

関係」を予想する場面 

T ：円周角と中心角にはどんな関係があ

りそうですか？ 

S１：円周角は中心角の半分である。 

（他の生徒も多様な表現をした。） 

【生徒のワークシート】 

 

 

 

 

 

 

生徒の発言やワークシートから円周角と

中心角の大きさの間にある関係を予想して

いることがわかる。意識化→操作化の段階

に進み，子どもたちなりに，「円周角の定理」

の知識の原型（概念）を創り出し，帰納的に

推論する創り方（原理・法則）を習得するこ

とができた。 

媒介化予想した（円周角）＝１／２（中心

角）の関係を確かめる方法を考える場面で

ある。教師から「どんな場合でも成り立つの

か」と問いかけた。意味がよくわからないと

いう生徒の発言があったので，次のように

教師から問いかけた。 
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T ：いくつか円周角を作図しましたが，

円周角ってこれだけですか？ 

S６：違う。 

T ：どのくらいありますか？ 

S７：たくさんというか無限につくれる？

T ：どんな場合でも成り立つのかな？ 

S８：全部，実測すればいける？ 

S９：いや，無理やろ。無数にあるし。 

T ：じゃあ，全部成り立つって言える方

法って何だろう？ 

S１０：文字を使う？ 

S５が，S４を批判的に見ていることから，

実測では一般的に成り立つことができない

ことを主張していることがわかる。また，S

６は，文字には一般性があり，成り立つこと

を示すための道具であることに気付いてい

る。しかし，証明という専門用語は生徒から

発言されなかったが，一般性という意味で

は証明という方法に行き着いているのであ

り，媒介化を通して，操作化→反省化と進ん

だと言えるだろう。このことから，一般的に

成り立つことを示すためには証明が必要で

あることが意識され，円周角の定理を創り

出す手法（原理）を子どもたちなりに創りあ

げることに成功した。 

 

（２）第２校時 

反省化第１校時で予想した（円周角）＝１

／２（中心角）を示す方法は証明であること

を知った。第２校時からは証明の構想を考

え，班で話し合いをする 

場面になる。 

まず証明の代表図は右 

図の３つに分かれること 

を学ばせ，教師から１つ 

代表図を決め，証明の構 

想を班活動で考えさせた。 

 しかし，全体的に進んでいない様子があ

った。一度，媒介化の段階を踏んだ。 

 

媒介化「△OPA はどんな図形になるか」と問

いかけ，二等辺三角形という予想が生まれ

た。その後，三角形の外角の性質を復習し，

なぜかを問うと，班で∠AOB＝∠OPA＋∠OAP

という等式が成り立つことが出始めた。し

かし，成り立った根拠を基に（円周角）＝１

／２（中心角）証明の結論にまではつながら

ず，補助として全体的な証明を解説し，教師

誘導の形になった。 

 

反省化 

１つ目の証明図の仕方を基に， 

右図のような２つ目の 

証明図を提示し，その 

証明の構想を考えさせ 

た。しかし，全体的に 

作業が進んでいない様 

子だった。そこで，次 

の問いかけを行い，媒介化の段階を踏んだ。

それに対して以下のような様子と班のホワ

イトボードの記述がみられた。 

 

媒介化 

T ：この証明図でなんか二等辺三角形っ

ぽいところある？ 

S ：・・・。（発問がよくわからない。）

T ：ちなみに二等辺三角形を見つけた班

っている？（何人かが挙手した。） 

T ：どういうふうに分けたらいいかな？

S１１さん，お願いします。 

---S１１が黒板の図に補助線を引く--- 

T ：なぜ，二等辺三角形になるのか話し

合ってください。 

  

教師の問いかけに対して，２つ目の証明

図から二等辺三角形になるところがあると

いう考えを持つ班がいくつかあった。しか

し，全体的に共有されていなかったので，S

１０さんに，補助線 PO を引いてもらうと，

挙手していない他の班の人が反応を示した。

これは反省化の段階でつまずいていた状況

から媒介化を踏んだことで，再び反省化の

段階に入ったと言えるだろう。 
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反省化媒介化の段階を踏んだ後，演繹的に

考え，９つの班ごとに以下のような証明を

言語化している場合と非言語化した場合の

２つの活動の結果が得られた。 

 

【ホワイトボード】言語化（４つの班） 

 

言語化している班を見ると，媒介化を踏

むことで，既習事項である円の半径はすべ

て等しいことから，二等辺三角形であるこ

とを示し，三角形の外角の性質を用いて証

明を演繹的に示していることがわかる。つ

まり，予想が正しいと証明したことで，新し

い概念や原理・法則として知識を構成した

と言えるだろう。 

【A３プリント】非言語化（５つの班） 

 

 

 

 

 

 

  

 一方で，図の A３プリントに○や×などの

記号を用いて,二等辺三角形であることを

示し，三角形の外角の性質を用いているこ

とがわかる。しかし，証明の結論である「円

周角は中心角の半分である」のところまで

論理をつなげたとは断言できない。 

言語化が難しかった原因は，１つ目の証

明図における証明方法が教師誘導になった

ことが考えられる。その場面で，生徒が言語

化・記号化した証明の仕方の例を把握して

いれば証明の構想はつかめていただろう。

言語化できなかったということはその例を

理解する段階でつまずいていると言える。  

１つ目の証明の段階で，結論として示し

たいものは何かを再確認するべきであった。 

９．研究の成果と今後の課題と展望 

 

成果 

授業デザインとして，問題解決過程では，

子ども自身が，一般的な証明の構想を創り

出すことが課題であった。そこで，「媒介化」

の在り方を検討することにした。 

その結果，操作化→反省化に進む場面で，

証明の構想を立てる際に，「媒介化」を踏む

ことで，「操作化」の段階で，子ども自身で

創りあげた予想が，証明すべき内容である

と気付いたことや，既習事項を使って，そこ

から成り立つ内容を記号化・言語化する活

動となった。つまり，「媒介化」とは，子ど

も自身がわかっていることを明らかにし，

わからないことを明確化し，それらを子ど

もに言語化・記号化させ，創り出させる重要

性があり，確かな数学の概念や原理・法則を

習得することにつながるのである。 

 

今後の課題と展望 

「媒介化」は，一歩間違えると教師誘導に

陥りやすい。そのため，教師自身が，子ども

たちに「何を学ばせるのか」，「何を気付かせ

たいのか」を明確にして授業に臨むことが

求められる。そのためには，各単元で何を学

ぶのか，それを学ぶためにはどんな既習事

項が使われるのかという系統性を意識した

教材分析が重要となる。これからの数学教

育では，断片的に知識を与えていくカリキ

ュラムではなく，学習の積み重ねを意識し

たカリキュラム・マネジメントが重要とな

っていくのである。 
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科学的思考力を育む授業デザイン 
―実証性を重視した観察・実験をコアにして― 

 

学生番号 22427078  氏名 末永 真晟 

 
【概要】 本研究の目的は，科学的思考力を育む高等学校「化学」の授業デザインの在り方

を検討することである。科学的思考力とは，問題解決学習において，生徒が推論を深めなが

ら仮説を実証する過程で育まれる思考力である。特に，仮説を深めるための「アブダクショ

ン」と，仮説の妥当性を吟味する「演繹的推論」を生徒から引き出すことを重視し，授業実

践を行った。その結果，授業デザインの要素として（1）観察の視点を深める仮説設定，（2）

仮説の妥当性を吟味する振り返りの場を組織することが生徒の科学的思考力を育み，ひい

ては汎用的な問題解決能力や自律的に学ぶ生徒が育つことが示唆された。 

キーワード：科学的思考力 高等学校「化学」 問題解決学習 実証性 推論 

 
1 研究の目的と課題  

1.1 科学的思考力を育む意味  

本研究の目的は，科学的思考力を育む高

等学校「化学」の授業デザインの在り方を検

討することである。 

OECD は，「科学的リテラシー」を「現象を

科学的に説明する」，「科学的探究を評価し

て計画する」，「現象を科学的に解釈する」と

いう 3 つのコンピテンシーとして位置づけ，

こうしたコンピテンシーの育成が理科教育

の中心課題であるとしている。1)この 3つの

コンピテンシーは，科学的な探究場面にお

ける，問題解決の能力として位置づけるこ

とができよう。 

OECD は，これら 3つのコンピテンシーが，

3 つの知識によって支えられているとして

いる。1つ目は，自然界に関する概念や，理

論に関する「内容に関する知識」である。2

つ目は，実験における条件制御の方法など

に関する「手続きに関する知識」である。例

えば，測定誤差を減らすために，同じ条件で

何度か測定を行い，平均値をデータとして

使用することなどが，こうした知識と関わ

る。3つ目は，問題解決のために，探究の過

程で仮説を設定することや，実験・観察を行

うこと，考察場面で議論することの意義の

理解に関わる「認識に関する知識」である。

各コンピテンシーを発揮する上で，これら

の知識は相互補完的に活用される必要があ

る。例えば，科学的現象を説明するために

は，理論や情報を想起して活用するだけで

なく，説明の根拠となる理論や情報及びそ

うした情報を得た科学的な探究の方法の妥

当性を批判的に吟味する必要があるからだ。

つまり，科学的リテラシーは，知識を活用す

ることで初めて発揮されるのだ。そして，こ

うしたコンピテンシーを発揮する上で中核

となる思考力こそ，科学的思考力である。 

学習指導要領では，高等学校「化学」の授

業において，「原子，分子，イオン」などの

微視的な粒子をもとに，物質とその変化を

とらえる見方や考え方を育むことが求めら

れている。また，物質とその変化に関する基

本的な原理・法則を他の科目とも関連させ

て，自然界の事物・現象を分析的，総合的に

考察する能力まで高めなければならないと

されている。2) 
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例えば，高等学校「生物」分野においては，

たんぱく質や DNA など，生物の身体を構成

する組織の分子構造を学ぶ上で，化学の知

識は欠かせない。知識を体系的に積み上げ

ていくことで，自然事象に対する生徒の見

方や考え方は，より自然科学の原理に迫っ

ていく。こうした見方や考え方の深まりこ

そ，高等学校「化学」で育むべき力であり，

これは市民としても必要な力である。例え

ば，食品添加物,日常生活で使用する薬品，

原子力など，様々な形で化学は我々の生活

と関わる。 

しかし,そうした身の回りの物質の安全

性が十分に検討されないまま,使用されて

いる例が多く存在するように思われる。そ

うした物質の是非を批判的に見直す際には, 

原理や安全性の検査方法から検討していく

ことが必要となろう。こうした観点からも,

理科教育において，より自然科学の原理に

迫る分野へと学習を深めていくことは必要

なことである。庄司（1978）も, 科学的思

考のうち，自然科学の原理に迫る思考を「原

理的思考」として位置づけ,原理や法則など

の抽象的な概念を具体化するために体系化

された知識が必要である 3)ことを指摘して

いる。 

1.2 高等学校の理科教育の現状 

PISA 調査においては,「知識の活用」の面

で課題があることが示唆されている。藤村

（2012）は,PISA2006 調査の理科の問題分析

から,日本の生徒（高校一年生）は,多様な解

釈が可能な問題や,様々な知識を関連付け

て考えることが必要な問題に関しての苦手

意識が高いと述べている。さらにこうした

原因には,解法を覚えて早く正確に問題を

解くことが目的とされた「暗記・再生」型の

学習観に根差した授業があると推測してい

る。4) 

そこで,PISA2015 調査における「論述問題」

5)の日本の正答率と無答率を分析すると,無

答率が高い問題は,無答率が低い問題と比

べて,必ずしも正答率が低いわけではない

ことが分かった。また,公開されている問題

例を分析すると,問題文中に解答の根拠と

なるデータが示されている場合は無答率が

低いが,根拠となるデータが示されておら

ず,多様な解釈が必要とされる問題に関し

ては無答率が高いことが示唆される。こう

したことを踏まえると,藤村（2012）が指摘

したように,日本の高校生は既有の知識を

一問一答式に当てはめることや,与えられ

たデータの読み取りには特化しているもの

の,見方や考え方を変えながら自然事象が

生じる根拠を掘り下げて考えることに苦手

意識がある生徒が多いことが示唆される。

こうした課題があるのは，高等学校の理科

の授業において，問題解決学習が定着して

いないからだと想定できる。 

1.3 問題解決学習の現状分析 

科学的思考力は，問題解決学習において

育成される思考力である。角屋（2013）6)や

村山（2013）7)は，小学校の理科学習におい

て，問題解決学習の過程を「[①自然事象へ

の働きかけ，②問題の把握，③予想・仮説の

設定，④検証計画の立案, ⑤観察・実験，⑥

結果の整理，⑦考察，⑧結論の導出]などの

ステップに分けて科学的な概念形成を行う

べきである。(P.14)」と述べている。こうし

た科学的な概念形成の過程で思考を深めて

いくことで，科学的思考力は育まれる。角屋

（2013）と村山（2013）も，問題解決学習の

過程で，仮説が実験や考察を通じて証明さ
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れていく論証のプロセスが論理的思考力を

育むと述べている。 

つまり，理科における問題解決学習の本

質とは，生徒の仮説をより妥当なものへと

深めることで，新たな科学的な概念の形成

を図ることである。このような問題解決学

習を行うにあたり，高等学校「化学」の授業

において障壁になっているものは，「仮説の

設定」であると考える。PISA2015 調査にお

いて，生徒を対象に実施された質問紙調査

でも，授業中に「先生が手順や考え方の手本

を見せる」という回答が OECD 平均以上であ

るのに対し，「実験の手順を生徒自身で考え

る」や，「生徒は，アイデアを調査で確かめ

られるよう求められる」などの質問項目は

OECD 平均を 5～10％程度下回っており，探

究活動が生徒主体で行われていない現状が

うかがえる。 

高等学校「化学」の授業では，生徒は「原

子，分子，イオン」などの直接観察できない

科学的な概念を用いて，自然事象が生じる

プロセスをとらえなければならない。「仮説

の設定」を行うに当たり，科学的な概念をも

とに仮説を立てることは，生徒にとって困

難なことである。 

中野（1958）は，理科における問題解決学

習において，「問題解決学習の本質的な困難

点は，豊富な知識がなければ問題がすらす

らと解き得ないという点にある。(P.24)」8)

と述べている。高等学校の化学では，仮説の

設定や考察の実施など，自然事象が生じる

プロセスを生徒が解釈しようとする場面に

おいて，前提となる科学的な概念が必要と

なることが困難さの原因となり，実験や観

察の位置づけが，生徒に知識を定着させる

ことだけに終始した授業も多く存在すると

考えられる。 

以上のことから，高等学校「化学」の授業

の課題は以下の 2点である。 

 ① 生徒の思考を深める観察・実験の実 

   施 

 ② 新たな科学的な概念の一般化につな 

がる思考の深まり 

こうした課題を踏まえ，本研究では科学

的思考力を育む高等学校「化学」の授業デザ

インを検討する。 

2 科学的思考力の内実 

2.1 推論 

角屋（2014）は，理科における問題解決学

習の過程で，「類推的思考」，「帰納的推論」，

「演繹的推論」の 3 つの科学的思考が育つ

と述べている。類推的思考とは，追及する事

象と似た事象を既有の経験から探し，適用

させようとする思考である。帰納的推論と

は，多くの事実を集め，それらの共通性から

一般的な法則を形成する推論である。演繹

的推論とは，法則を事象に適用し，その動き

や働きを予測する推論形式である。9) 

こうした推論に加え，米盛（2007）は「ア

ブダクション」という，観察した事象に対す

る説明仮説を形成する推論が，科学的な発

見において重要な役割を果たすと指摘して

いる。例えば，「陸地のずっと内側で魚の化

石が見つかるのはなぜか」という問いに対

して，「魚の化石が見つかった一帯が海であ

った」あるいは，「この魚の化石らしきもの

は，太陽光線の異変によって生じたもので

はないか」など，様々な説明仮説を立て，そ

の中から最もらしい仮説を採択することが

アブダクションである。10)これは，見方や考

え方を変えながら自然事象をとらえている

姿であり，科学的思考の深化にとって重要
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図 1 実験

な役割を果たす。 

2.2 「実証性」，「再現性」，「客観性」 

 小学校学習指導要領 11)によると，「科学的」

であるとは，「実証性」，「再現性」，「客観性」

を満たすことであると述べられており，「仮

説の設定」に関しては「実証性」についての

説明でふれられている。「実証性」とは，考

えられた仮説が観察，実験などによって検

討することができるという条件である。高

等学校「化学」では，「原子，分子，イオン」

などの直接観察できない概念をもとに実験

結果の解釈を行うことが求められる。した

がって，実験結果を実際に観察したことか

ら解釈するだけではなく，微視的な見方で

思考を深めていかなければならない。アブ

ダクションとは，観察した事象を多面的な

見方で解釈する推論の形式であると見るこ

とができ，仮説を深めていくためには重要

な推論である。 

以上のことから分かるように，高等学校

「化学」では，実証の過程において，生徒の

科学的な見方や考え方は育まれる。そして，

「実証性」や「再現性」が保障されることで，

生徒は実験結果や，その解釈が妥当である

ことを認識でき，「客観性」が保障される。

つまり，問題解決学習において，科学的思考

力を育成するには，「実証性」を中心として，

「再現性」，「客観性」を満たすことが不可欠

である。 

そして，科学的思考力の内実とは，「類推

的思考」，「演繹的推論」，「帰納的推論」，「ア

ブダクション」などの推論をもとに，新たな

科学的な概念を構成していくことである。

問題解決学習の過程で，こうした推論を働

かせ，科学的な見方や考え方を深めていく

ことが，科学的思考力を育むことになると

期待される。 

3 科学的思考力を育む授業の具体 

3.2.1 授業実践①の基本的な授業デザイ

ン 

 ここでは，平成 28 年 6 月に実践した，高

等学校，化学基礎の「気体の温度と熱運動の

関係」の授業を取り上げ，科学的思考力を育

む授業の在り方を検討する。本時の学習内

容は，空気の体積が温度によって変化する

のは，空気を構成する粒子（窒素分子や酸素

分子など）の熱運動の激しさが変化するた

めであることを学ぶことである。実験では

図 1 のように透明ラップをかぶせた試験管

を湯と氷水に入れ，透明ラップに生じた変

化を観察，記録させた。また，実験結果が生

じた理由を考察させた。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 アブダクションによる科学的な見

方の深まり 

生徒の考察を分析すると，透明ラップが

膨らんだ理由は，空気が温まると「上昇する

ため」と，「膨張するため」の大きく二つに

分かれた。そこで，この二つの考察が出てき

たことを提示し，どちらの要因によって透

明ラップが膨らんだのか，検証実験を行う

こととした。 

 

 

 

 

図 2 2 つの考察の提示
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検証実験では，試験管を逆向きにし，試験

管の底に熱した雑巾をかぶせた時に透明ラ

ップが膨らむかどうかを検証した。検証実

験を行う前，授業者が「もし，ラップが膨ら

んだらどっちの仮説が正しいということに

なる？」と発問したところ，ほとんどの生徒

は「2番」と答えた。こうしたことから，生

徒は直接観察した事象から，直接観察でき

ない空気の体積変化を明確に捉えているこ

とが分かる。2つの仮説が提示されたことに

より，生徒はアブダクションによって多面

的な視点から実験結果を観察でき，実験結

果をより詳細に分析することができたのだ

と見ることができる。 

3.2.3 授業実践②の基本的な授業デザイ

ン 

 次に，平成 28 年 12 月 19 日に行った高等

学校，化学基礎の「イオン結晶の性質」の授

業実践をもとに，科学的思考力を育む授業

デザインの在り方を検討する。ここでは，学

習指導要領上の「イオン結合でできた物質

の性質を理解させる」という目標に基づい

て授業の構想を行った。直接観察できない

イオンが物質の性質とどのように関連して

いるのかを理解できるようになることが，

本時の学習内容である。したがって，本時の

授業目標は，「イオンの動きと電気伝導性の

関係を説明できる」こととし，授業実践を行

った。既習事項として，生徒は「純水には電

流が流れない」ことと，「塩化ナトリウムを

水に溶かすと，ナトリウムイオンと塩化物

イオンに分かれ，それぞれのイオンが各電

極に電気を運ぶ役割をするため，水溶液中

に電流が流れるようになる」ことを学んで

いる。 

本時では，酢酸ナトリウムというイオン

結晶を使用し，「融解させた状態（加熱によ

り液体にした状態）」と，「固体の状態」で電

流が流れるかを実験で調べ，イオンの動き

とどのような関係性があるかを考察できる

よう，授業計画を行った。考察の際，電流が

流れるようになるために，イオンが電極間

を移動できることが必要であることを想起

できるよう，導入では演示実験によって酢

酸ナトリウム水溶液が電流を流すことを生

徒に観察させ，水溶液中のイオンの動きを

考えさせた。その後，「融解した酢酸ナトリ

ウム」と，「固体の酢酸ナトリウム」が電流

を流すか予想し，実験と考察を行った。 

3.2.4 類推による科学的な見方の生成 

以下のプロトコル分析は，実験の考察場

面で生徒が話し合いを行う様子である。 

 

 

 

 

 

 S1 は，実際の実験結果とは違う結果にな

ると予想をしていた。しかし，実験の考察の

場面では，導入で行った演示実験とその考

察からの類推によって，イオンの動きを考

察していることが分かる。クラス内のほか

の生徒も，イオンが動き回っているのは融

解した酢酸ナトリウムであることを示す選

択肢を選んでいた。これを見ても，実験結果

をより科学的に観察する視点を持つことで，

生徒は思考を深めることが示唆される。 

3.2.5 アブダクションによる多面的な視

点からの考察の深まり 

以下のプロトコル分析は，個々の生徒が

考察した内容を発表する場面での授業者と

S1「どっち？(選択肢の)上？下？」 
S2「上じゃろ。」 
S1「よな。上よな。」 
S2「明らかに，さっき(授業の導入)の実

験結果から明らかじゃが。」 
S1「通したんじゃけんな。」 

43



生徒のやり取りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 陰イオンと陽イオン自体が生まれていな

いという考察は，事実としては誤りである。

しかし，S3 は類推をもとにして考察を行っ

ていた S1 や S2 よりも，イオンについて，

多面的な見方で思考を深めていると言えよ

う。こうしたことからも，探究の過程で「類

推」を「アブダクション」へと深めていくこ

とは価値がある。 

そして，「類推」を「アブダクション」へ

と深めることは，生徒たちが実験や観察を

行いながら思考を深めていくために必要で

あるという示唆を与えてくれている。実験

の際には，生徒が「何を調べなければならな

いのか」や，「何を観察しなければならない

のか」を明確に持っていることが，考察を深

めていくためには重要である。とりわけ，高

等学校「化学」では，実験結果から微視的な

概念との関連性を見いだす必要があり，よ

り微視的な見方で観察をしていくことが重

要である。授業実践①でも示したとおり，生

徒はアブダクションによって多面的な視点

で観察を行うことで，直接観察可能なもの

から直接観察できないものを捉えていった。

類推がアブダクションへと変容する過程は，

自然事象を一面的な視点から多面的な視点

で観察する思考の変容であり，科学的思考

の深化であることに他ならない。 

3.2.7 演繹的思考による科学的概念の一

般化 

以下のプロトコル分析は，S3 の発言を受

けて，既習事項から考察の妥当性を吟味す

る場面での授業者と生徒とのやり取りであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イオンという直接観察できない概念に基

づいて実験結果を解釈することは，高等学

校「化学」における醍醐味である。そして，

イオンが直接観察できないからこそ，仮説

の妥当性を吟味する必要がある。仮説の妥

当性を吟味する際，重要となるのは演繹的

推論である。ここで行う演繹的推論とは，既

に一般化された既習事項と照らし合わせた

T「S3 君，何でこういう風に書いたの？

（プリントを提示）」 
S3「動いてないから，がっちり固まって

いる状態っていう。」 

T「なるほど。固体は動いていなくって，

イオンががっちり固まっている状態

なんだね。」 

S3「陰イオンと陽イオン自体生まれてな

いんですかね。水で溶解してないの

で。」 

図 3 S3 のワークシート（抜粋）

T「固体のときのイオンの状態って，

No.33 のプリント（過去のプリント）の

どのへんに書いてる？」 
S2「③」 
T「（プリント提示）これ，何結晶って言

うんだっけ？」 
S4「イオン結晶」 
T「うん。固体の酢酸ナトリウムって，

イオン結晶なんですよね？というこ

とはこれ，イオンが動ける状態か

な？」 

S1「動けないですね。」 

S2「動けない。」 

S3 が行った

考察 
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ときに，仮説が矛盾なく成り立つかどうか

を吟味することである。プロトコル分析を

見て分かるように，生徒は既習事項をもと

に実験結果を振り返っても，仮説が実験結

果を矛盾なく説明できることに気付いてい

る。また，こうした姿は，生徒がイオンと実

験結果との関連を見いだすことができた姿

であると見ることができる。 

4 科学的思考力を育む授業デザイン

の要素 

 授業実践の省察から，高等学校「化学」の

授業においては，問題解決学習の過程で生

徒が推論を深めながら探究を進めていく必

要があることが明らかになった。生徒が科

学的思考力を深めていくのに重要であるの

は，仮説の設定場面と，実験の考察場面であ

る。これら 2 つの場面を抽出し，科学的思

考力を育むために必要なことを考察する。 

（1）観察の視点を深める仮説設定 

 実験での生徒の気づきを豊かにし，科学

的な見方を深められるかどうかは，実験・観

察時の視点によって左右される。授業実践

②では，導入で行った演示実験が手がかり

となり，実験結果とイオンの動きの関連を

類推的に思考した生徒が多かった。そして，

さらに視点を豊かにするのはアブダクショ

ンである。庄司（1978）も，予想を立てるこ

とが，実験から生徒の気づきを引き出すこ

とにつながり，個々の主観的な考えを客観

化していくためには，自分の予想と実験結

果との比較が必要であると指摘している。 

また，こうした仮説の深まりは，生徒が問

いを深めている姿でもある。フィンク（2011）

は，学習の質を高めるために，「意義ある学

習経験」の必要性を指摘している。そして，

学習が終わっても主題について自律的に学

ぶ生徒や生涯に渡って学び続ける生徒を育

てるために，意義ある学習経験の要素とし

て「学び方を学ぶ」ことを位置づけている。

12) 

生徒が問いを見出だすことや，問いを深

めることは，主体的に探究を深めている姿

であり，これはまさに学び方を学んでいる

ことに他ならない。また，問いを深めること

は，問題解決能力の育成という観点からも，

重要なことであると言えよう。なぜなら，真

に育成すべき問題解決能力とは，単に既存

の知識や情報を当てはめて問題を解決しよ

うとすることではなく，見方や考え方を変

えながら試行錯誤の末に最適の方法を発見

していくことであるからだ。つまり，アブダ

クションは，導き出した結論の正否に関わ

らず，生じた問題に対して生徒が主体的に

関わるという点で重要な推論である。理科

とは探究が中心となる教科である。だから

こそ，主体的に探究を深めていく生徒を育

成するために，問題解決学習の過程でこう

した問いの深まりを作る必要があるのだ。 

（2）仮説の妥当性を吟味する振り返り 

理科における問題解決学習に関しては，

角屋（2013）や村山（2013）が述べるように，

「①自然事象への働きかけ，②問題の把握，

③予想・仮説の設定，④検証計画の立案, ⑤

観察・実験，⑥結果の整理，⑦考察，⑧結論

の導出」といったステップに沿って直線的

に行われてきた。 

しかしながら，生徒の考察が一般化され

るためには，直接観察したことから実験結

果を解釈するだけに留まるのでなく，「原子，

分子，イオン」など，直接観察することはで

きない概念をもとに，実験結果を振り返る

ことが必要である。つまり，高等学校「化学」
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の授業において，問題解決学習は直線的に

行うよりも，むしろ仮説の設定と検証との

往還により，科学的な概念の一般化へと向

かうのである。問題解決の過程で積み上げ

てきた推論を客観的に振り返る推論が，「演

繹的推論」であると言える。以上のことを図

示すると，問題解決学習は，図 4 のような

過程で進んでいくこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田山（2011）も，「類推的思考，帰納的

推論，アブダクションなどの非演繹的推論

で得られた結論はあくまで「仮説」であり，

これらの推論とは別の検証を行う必要性が

ある。(P.97)」13)と述べている。生徒が行っ

た考察の妥当性を教師が価値付けるのでは

なく，生徒が主体的に科学的な概念を構成

していくためには，非演繹的推論によって

導かれた仮説の妥当性を演繹的に吟味する

必要があると言えよう。 

 

 

 

5 研究の成果と課題 

本研究では，問題解決学習の過程での推

論の深まりが科学的思考力を育み，ひいて

は汎用的な問題解決能力や自律的に学ぶ生

徒が育つことが示唆された。しかし，生徒が

主体的に探究を深めていくためには，「問い

の持たせ方」，「対話の質」などの観点からも

さらに授業分析ができる。また，「カリキュ

ラムの設計」という観点から授業デザイン

を見直すことも可能であるため，今後も理

論と実践を往還しながら授業実践研究を追

求していく。 
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認め合い支え合う集団づくり 

～学びに向かう力を育む学び合いの授業を通して～ 
 

学生番号 22427079  氏名 瀬﨑 紗也加 
 

概要 

現代は先行きの見えない変化の激しい時代であり，新しい考えを創造する力が必要だ。

そのため協同的な学びが求められている。様々な児童の実態から認め合い支え合う集団

づくりの必要性を感じ，この自己課題を設定した。特に「学びに向かう力」に着目し，

実践仮説を 4つ設定し授業実践によって検証を行った。すると，認め合い支え合う集団

づくりのために重要となるポイントが 2 点明らかとなった。1 点目は，「学びに向かう

力」が引き出されるプロセスを理解すること。2点目は，授業を行う際の教師の教育観

の転換である。新しい時代を児童が生き生きと自己を発揮して生きていけるよう，「学

びに向かう力」を含めた「資質・能力」の育成を大切にして，教育活動全体で集団づく

りを行っていきたい。 
 

キーワード：認め合い支え合う集団づくり 学びに向かう力 学びあい 協同学習 
 
 

Ⅰ はじめに 

現代は先行きの見えない変化の激しい時代であり，専門家も答えを持たないほど複雑で世

界規模の問題による影響を一人一人が受ける時代である。そのため，誰かが答えを出してく

れるのを待ったり，誰かが見つけた答えと言われるものを記憶したりするのではなく，一人

一人が考えや知恵を持ち寄り，主体的に答えを出す力や，多様性を活かして協同的に問題を

解き新しい考えを創造できる力がより一層求められている。このような社会的背景から，認

め合い支え合う集団を育成し，協同的学びを充実させることが必要だと考えた。 

また，筆者はこれまで実習や非常勤勤務などにおいて，「どうせ無理だ」と諦めたり自信

を失ったりしている児童，「自分さえできればよいのだ」と考えて学びが個に閉じている児

童，集中力が続かず学びに参加すること自体が難しい児童など授業の中で困っている多くの

児童と出会ってきた。そして，このように困っている児童もそうでない児童も共に生き生き

と学びに参加できるような授業ができる教師になりたいと考えた。さらに，学部生時代には

教育心理学を専攻し，ピア・サポートについて研究していたこともあり，様々な児童の実態

を目にして，更に児童同士の関係づくりを重視したい，児童が自分の可能性を信じて安心で

きる居場所づくりをしたいという想いが強くなった。そこで，研究テーマを「認め合い支え

合う集団づくり」と設定し，実践研究に取り組んだ。 

 

Ⅱ 目的 

集団づくりは学校教育全体を通して取り組むものであるが，本研究では学校における教育

活動の大半の時間を占める授業に焦点を当て，「授業における認め合い支え合う集団づくり」

について研究する。その際，「学びに向かう力」に着目する。文部科学省「新学習指導要領

（案）」（2017）は，新しい時代に育成すべき資質・能力として「知識・技能」「思考力・判
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断力・表現力」に加えて，「学びを人生や社会に生かそうとする『学びに向かう力･人間性等』」

を示した。「学びに向かう力・人間性等」とは，主体的に学習に取り組む態度，自己の感情

や行動を統制する能力，「メタ認知」力，多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協

同する力，リーダーシップやチームワーク，感性，優しさや思いやりなどの非認知的＝態度

的な力のことである。 

 このような次期学習指導要領の提起を踏まえると，授業における集団づくりの目的・目標

もまた「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力・人間性等」という観点

から見直す必要があると考える。特に，これまでに無かった「学びに向かう力」をどう位置

づけるかが課題である。今まで目にしてきた児童の実態から，育成すべき「学びに向かう力」

として「認め合う力」「支え合う力」の 2点が特に必要なのではないかと考えた。 

そこで本研究では，「認め合う力」と「支え合う力」を育む，授業における集団づくりの

あり方を明らかにすることを目的とする。これまでの実習経験の省察や文献研究から実践仮

説を設定し，その有効性の検証を行う。これを通して，認め合い支え合う集団づくりを行う

ためのポイントを整理し，更に実践に求められる教師のあり方を検討したい。 

 

Ⅲ 認め合い支え合う集団づくりのための実践仮説 

 認め合い支え合う集団づくりのための実践仮説を以下の通り設定した。 

 

Ⅳ 実践と仮説の検証 

仮説 1：認め合うために一人一人の違いを肯定的に捉えることが大切ではないか。 

実践１：第４学年国語科「のはらうた」～野原の住人のプロフィールを作ろう～ 

工夫①：読みの違いが必然的に出てくる学習課題の設定 

学習課題：のはらうたの詩を読んで，野原の住人のプロフィールをつくろう。 

のはらうたは個性豊かな野原の住人が登場する詩集であるため，野原の住人の人物像を詩から多様に

感じ取ることができる題材である。複数の登場人物の中から気に入った人物について，それぞれの読み

取りをプロフィールとして示す学習課題は多様な人物像を引き出すことができると考えた。 

工夫②：一人ひとりの違った読みを同じ形式に表現するワークシートの開発 

 多様に感じ取った人物像を児童が表現できるように，プロフィール形式のワークシートを開発した。

このワークシートを相互に読み合うことによって，同じ詩を読んだにもかかわらず違うプロフィールが

描かれたことに気付くことができ，児童は一人一人の感じ方・捉え方が異なることに気づくと考えた。

工夫③：相互に説明・質問をする学習活動の設定 

 プロフィールを作成して一人一人の感じ方・捉え方の違いに気づくと，なぜ「違う」のかを知りたく

なり，互いに質問し合うことができる。相互に質問・説明をすることで詩の読みが広がり，人物像の解

釈が深まっていく。こうした学習活動で一人ひとりの違いを味わうことができると考えた。 

仮説 1：認め合うために一人一人の違いを肯定的に捉えることが大切ではないか。 

仮説 2：支え合うためにアドバイスしあう学習活動を行うことが有効ではないか。 

仮説 3：認め合い支え合う関わり方のスキルを獲得させたらいいのではないか。 

仮説 4：認め合い支え合う集団として共有できるものを増やしていったらいいのではないか。

48



成果①：プロフィールで違いが浮き彫りになり，他者認識が広がった。 

 プロフィールという形式に表現することで，野原の住人の人物像の捉え方が一人一人違うということ

に気がつき，「違うこと」が質問をする意欲へとつながった。つまり，プロフィールという形式に自分の

考えを表現する課題は，「違い」を肯定的にとらえることにつながるものであった。これは実際に他者に

質問という形で関わろうとする態度にあらわれた。 

成果②：ありのままを受け止める学習活動となり，正解を求める「息苦しさ」を克服した。 

 考えが違って当たり前という前提に立ったプロフィールの作成という学習活動は，正解を求めなけれ

ばならないという「息苦しさ」を克服する学習活動となった。教師が正解を求めるのではなく，一人一

人の考えの違いを契機にして協同学習が深まるよう設定した。このことで，表現することが苦手な児童

や自信を失っていた児童も自信をもって学習に取り組むことができた。それぞれの違いを受け止め合っ

て，学習に活かすこの授業は認め合い支え合う集団につながる実践となった。 

成果③：国語科における文学的な文章の解釈（認知的能力）の育成ができた。 

表現技法の効果を共有したことにより，互いの読みの違いが生まれた理由をわかり合うことができた。

また，表現技法に着目して読んだことで，最初の読みと表現技法を学んだ後の読みとの間で読みの変容

が起きた児童がみられた。表現技法の効果の共有により，学習指導要領にある「ウ 文学的な文章の解

釈に関する指導事項」を育むことにつながった。 

＜振り返りシートの記述＞ 

「表現技法を使って読むと読み方が変わることが分かった。」 

「表現技法を使って読むと最初の自分の意見と今日の授業後の自分の意見が変わりました。」 

仮説 2：支え合うためにアドバイスしあう学習活動を行うことが有効ではないか。 

実践 2-1：第 2 学年書写「カタカナの総復習」はらいに気をつけて書こう。 

工夫 

本来一人で行うことが多い書写の「書く」

学習活動をペアで役割分担をして進めた。（一

人が書き，もう一人がアドバイスをするペア

学習） 

成果①：アドバイスを聞きながら丁寧に書

くという「書写」の技能を育成することが

できた。 

アドバイスを聞きながら丁寧に書くことができ，一人で書いていたときよりも文字が整った児童がみ

られた。（技能面＝認知面での成果） 

成果②：ペアのために頑張ろうという学びに向かう力を引き出した。 

「友達のために役に立ちたいという思い」や「友達に上手になってほしいという思い」がちゃんと相

手にアドバイスをしようという態度へとつながった。逆に友達が一生懸命教えてくれるから頑張ろうと

思う態度も育む実践となった。（学びに向かう力＝非認知面での成果） 

課題 

・隣の児童に書いている過程を見られることを負担に感じ，学びに向かうことが妨げられてしまった児

童がいた。アドバイスし合う学習活動が児童にとってどのような価値があるのかを教師だけが理解し

ているのではなく児童と共有することを丁寧に行う必要があった。 
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実践 2-2：第 2 学年書写「画の間に気をつけて書こう」 

実践 2－1の課題を踏まえ，価値共有をした上で同じ学習方法の実践を行った。 

成果：価値の共有によりペアで互いに学びに向かうことができた児童が増えた。 

・価値を共有したうえでのペア活動は，児童の取り組みの姿勢に大きな違いがあった。優しい言葉づか

いになり，最後まで寄り添い続けることができるようになった。 

・振り返りシートの記述から，児童がペアでこの活動を行うことの良さを実感していることが分かる。

   

仮説 3：認め合い支え合う関わり方のスキルを獲得させたらいいのではないか。 

実践 3：第 2 学年国語科「あったらいいな，こんなもの」 

本時は児童が気持ちの良い聴き方（聴き方のスキル）について考え，その良さを理解し，実感するこ

とを目指した授業である。単元の中に，スキルの良さを実感する授業として本時を位置づけた。最終的

に「あったらいいな，こんなもの」と思う道具について発表する際にスキルを活かすという実践である。

工夫①：悪い聴き方の例を示して悪い点を指摘する学習活動 

悪い聴き方の例として，「最後まで話を聞かず話を遮る」「目を見て聞いていない」「体を向けて聞いて

いない」の 3 つを示した。同じ 2 年生のたけしくんとゆうこちゃんを登場させることで，児童が自分自

身の経験文脈と重ね合わせ悪い点を指摘したくなると考えた。 

工夫②：モデル活動で悪い聴き方をされた際の嫌な気持ちを実感させる。 

 実際に教師がたけしくん役，児童にゆうこちゃん役で悪い聴き方例の場面を実践する。これにより，

実際に悪い聴き方をされたらとてもいやな気持になるということを実感的に理解できると考えた。 

工夫③：実際にペア学習で聴き方のスキルを活用する場面を作る。 

たけしくんとゆうこちゃんの話で終わるのではなく，実際に自分が考えた「あったらいいな，こんな

もの」と思う道具について説明するペアの人の発表を「聴く」実践の場を設定した。 

成果①：聴き方のスキルの良さを実感することができた。 

①～③の工夫により，児童は相手が気持ち良く話すための聴き方の良さを実感することができた。こ

のスキルを習慣化させるための一つのきっかけとしてこの授業は効果的であったと考えている。 

成果②：実践後の書写の授業における指導に活かせる共有物となった。 

この実践で「聴き方のスキル」を学び共有したことで，後の書写において友達が発表している際の聴

き方の指導に活かすことができた。 

このようなスキルが習慣化されるまでには時間がかかる。そのため，まずはきっかけとしてその良さ

を実感できる場面をつくり出し，日常的にスキル習得を目指した指導を継続していくことが大切である。
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仮説 4：認め合い支え合う集団として共有できるものを増やしていったらいいのではないか。 

実践 4：第 2 学年 姿勢を整えるための歌「♪書写の合言葉」を毎回みんなで歌う。 

みんなで正しい姿勢を共有するために「♪書写の合言葉」という曲を作った。「書く」活動の前に必ず

姿勢を整えるために歌うという授業スタイルを 4月から継続した。 

成果①：歌を取り入れたことで書写を好きだと感じる児童が増えた。 

書写に歌を取り入れることで書写を「好き」だと思う児童が増えた。書写に関するアンケートで書写

が「とてもすき」「すき」と答えた理由として「歌を歌えるから。」「歌で姿勢を整えるのが楽しいから。」

「歌を歌いながら始めるのが楽しいから。」「歌が大好きだから，書写で歌えて嬉しいから。」という記述

がみられた。この中には 1年生の時の書写を「とてもきらい」だと感じている児童が含まれていた。 

成果②：孤独で作業的な「書く」学習からの脱却に成功した。 

「書写」は一人で行うことが求められがちであり，書くことが苦手な児童にとっては「うまく書けな

い」「いつも直しばかりしなければならない」と自信を失いやすい。そこにクラスみんなで姿勢を整える

場面として歌を導入したことで，書写の時間内に「みんなで」という集団意識や「一緒に」という安心

感を作ることができた。 

成果③：歌が「書く」活動への集中スイッチの役割を果たすようになった。 

歌が「書く」活動への集中スイッチの役割を果たし，字も整いやすくなった。実際に書写の授業に関

するアンケートにおいて歌がある書写について尋ねた結果，「歌を歌うと，急に字を書きたくなります。」

や「すっきりした気持ちで書写を始められるからとても好きです。」「歌で姿勢がきれいになったら字が

きれいに書けるから好きです。」という記述があった。また，実際の児童の様子を見ても，歌を歌った後

は教室に「集中して書こうという落ち着いた雰囲気」が生まれるようになった。 

成果④：「深呼吸をして呼吸を整える」という歌詞がこの歌の効果を高めた。 

歌を共有すれば何の歌でもよいということではない。教科書の指導書には桃太郎の歌に合わせて姿勢

を整える実践が紹介されている。しかし，桃太郎の歌に合わせると最後に「おー！」と言いたくなり，

落ち着いた気持ちで書くことができない。そこで，歌そのものの工夫として，「深呼吸をして呼吸を整え

る」という歌詞を入れた。これが効果的であった。「深呼吸をして呼吸を整える」ことが，成果③の集中

スイッチとなり，児童が文字を書く前の「すっきりした気持ち」を引き出したと考えられる。 

 

Ⅴ 考察 

 本研究は，認め合い支え合う集団づくりについて「学びに向かう力」に着目して，4つ

の実践仮説の有効性を検証した。それぞれの実践により得られた成果を整理すると，授業に

おいて認め合い支え合う集団づくりのために重要な点は以下の 2 点であることが分かった。 

まず 1 点目は，「学びに向かう力」が引き出されるプロセスを理解し，そのプロセスにそ

くした指導を行うことである。 

「♪書写の合言葉」 

書写の合言葉 できると文字がきれいになる 

書写の合言葉 歌って確認だ 

足はペタ 背中はピン 

おなかと背中にグーひとつ 

※さあ始めよう持ち方は OK？（後に，「パーを重ねてパッ姿勢は OK！」に発展する） 

深呼吸をして  

さあ 1 2 3 
呼吸を整えて集中力を高める 
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本研究によって，「学びに向かう力」は「①私は私でいいんだ（自己肯定感）」から「②相

手は相手でいいんだ（他者受容感）」へと発展することで認め合う力となり，さらに「③相

手の力になりたい（相互支持欲）」「一緒に頑張りたい（協同的努力欲）」が引き出されるこ

とで支え合う力へと発展していくことが明らかとなった。まず，①の段階で教師が一人ひと

りの違いを受け止め「①私は私でいいんだ」という自己肯定感を育むことが重要だ。そして

②の段階は，児童同士が違いを肯定的に受容する段階である。実践 1は児童同士が違いを受

け止め合うことで学びを深めたが，これは②の段階に相当するものであった。③の段階を引

き出すのが，様々な学びあいの学習活動である。アドバイスをし合う活動では，「相手の力

になりたい」という相互支持欲を引き出し，歌で姿勢を整える活動は「一緒に頑張りたい」

という協同的努力欲を引き出した。 

2 点目は，認め合い支え合う集団づくりの実践を行うためには，教師自身が教育観を捉え

直す必要があることである。学習観については「学習とはできるだけ多くの知識を習得する

ことだ」という考え方から「主体的に知識を創造していくものだ」という考え方へ，授業観

については「授業とは教師が児童に教え込むもの」ではなく「児童と児童をつなぐもの」へ，

児童観については「学力が高い－低い児童，できる－できない」から「一人一人違って当た

り前・間違えて当たり前」という考え方へと大きく転換する必要がある。1点目で述べたよ

うに，教師の教育観は特に「学びに向かう力」が引き出される第 1 段階に大きく影響する。  

まず，教師自身が自己の教育観を見直さなければならないのである。 

 

Ⅵ おわりに 

変化が激しく予想のつかない時代の中で，児童が生き生きと自己を発揮して生きていけ

るよう，「学びに向かう力」を含めた資質・能力の育成を大切にしていきたい。4 月から

は，授業だけではなく，特別活動や道徳を含めて教育活動全体を通して学級集団づくりを

していきたい。 

 2 年間の教職大学院での学びは非常に充実したものであった。学部を卒業した時点では

教師になることに対して不安が大きかったが，その不安を期待に変えることができた。こ

の研究を通して学んだことを今後も教育実践に活かして「一人一人を大切にできる」教師

になれるよう，これから一層学校現場で精進していきたい。 
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言語コミュニケーション能力を育む授業づくりの在り方 
学生番号 22427080  氏名 中塚 雄亮 

 

【概要】 本稿の目的は，言語コミュニケーション能力を育む授業づくりの在り方を検討

することである。目指す授業において営まれるべきコミュニケーションは，他者との協働

の中で，自己の認識を深化・拡充していけるものである。そのために，級友や教師，教材

などの他者とどのように出会い，関わらせていくべきかを明らかにした。またそうした「他

者」の在り方を明らかにするとともに，どのようにした学び合いを促進する「他者」が立

ち上がるのか，またどのように「他者」と関わる力を培っていけばよいのかを検討した。  

キーワード： 国語科，授業論，読みの授業，言語コミュニケーション能力，他者

Ⅰ 国語科の授業のあるべき姿 

 本稿の目的は，言語コミュニケーション

能力を育む授業づくりの在り方を検討する

ことである。 

 現状の授業のコミュニケーション活動に

おいて，話し合うこと自体が目的化し，言葉

のやり取りに終始することも少なくはない

だろう。しかし，このようなコミュニケーシ

ョン活動では，言葉を伝えることを重視す

るあまり，話しながら考えたり，自分の考え

と比べながら聞いたりすることがなかなか

難しい。対話とは思考を働かせるためにあ

ると言えるが，そうした思考を介在した対

話ができない現状がある。 

例えば森田（2010）は，コミュニケーショ

ンについて，以下のように述べている。 

言葉による認識機能と伝達（通じ合い＝

コミュニケーション）機能とを，二者択一

という方法ではなく，統合，構造化しなく

てはならないであろう。（p．6） 

 森田（2010）は，現状のコミュニケーショ

ン活動が伝達に傾倒しているという問題を

抱えていることを指摘しているとともに，

本来的なコミュニケーション活動の在り方

について示唆している。本来的なコミュニ

ケーション活動とは，対話の中で，言葉をや

り取りするとともに，他者の言葉を解釈す

る中で，その根源である他者の認識を自己

が獲得していくものである。田近（2009）は

認識について以下のように説明している。 

他者の認識を獲得していくということは，

他者が物事をどのように見て，どのように

考えるのかというものの見方・考え方を獲

得するということである。他者の認識に触

れることで，自らの認識に足りない部分を

補ったり，良い部分を補強したりし，よりよ

い認識を育んでいくことができると言える。 

 国語科，とりわけ読むことの授業におい

ては，この認識こそが読みの根源であり，読

みを形成するプロセスである。教室には級

友や教師といった他者が存在し，それぞれ

が多様な認識を行う。また，森田（2011）が，

「教材を絶対的な存在としてあるがまま受

容するというのではなく，論理的な観点か

ら吟味・評価して，よりよいもの（納得でき

るもの）に修正していくという工夫があっ

てもよい（p．12）」と指摘するように，教材

の書き手であっても，一つの認識を持った

他者として，その認識を獲得したり，働きか

けたりできるのである。このように多様な

他者との出会いの中で，ことばを用いて，認

識を深化・拡充すること及び，他者の認識を

認識とは，もの・ことを関係的にとらえ

（認知し），思考・創造の働きによって一つ

の思想（認識内容）を構成する行為（内言

による活動）である。（p．7） 
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自分のものとしていく力が国語科で育むべ

き力である。 

 さらに国語科の授業は，教材をより深く

読むことを目的とするとともに，どのよう

に読んだかを学んでいくことが重要である。

それはつまり，級友や教師，教材から見える

書き手との望ましい言語コミュニケーショ

ン活動を営む力であり，そうした力として，

言語コミュニケーション能力がある。教室

で読むという経験を通して，適切に他者と

出会い，関わる力を育むことが，国語科教育

のあるべき授業の姿である。 
 
Ⅱ 言語コミュニケーション活動を

推進する「他者」の存在 

 授業の中で子どもたちは，級友・教師・教

材といった他者と出会う。子どもたちは他

者からの言葉に認識を揺さぶられ，自己の

認識を深化・拡充させていくことができる。

ここに他者と協働して学ぶ意義があろう。 

 しかしながら，他者は無条件に子どもた

ちに学びをもたらすわけではないことは自

明である。本稿では，以後，子どもたちに意

義ある学びをもたらす存在として，「他者」

と表記し，他者と区別する。 

 佐藤（1999）は，子どもたちが無条件に学

び合うわけではない原因について以下のよ

うに述べている。 

他者が意味していること，規則として持

っていることと自分のそれとが同じであ

る，つまり共有しているということを初め

から前提にすることは，あくまで希望でし

かない（p．115） 

 佐藤（1999）の指摘からも明らかなよう

に，子どもたちは，自分と他者は，同じ立場

であるということを当然のことの様に捉え，

対話へと臨む現実がある。そのため，子ども

たちは，それぞれが自分の立場から認識し，

相手に伝えたり，聞いたりすることしかで

きないのである。逆に言えば，子どもたち

が，級友や教師の他者らしさ（以下「他者

性」）に気付くことで，互いの立場の違いに

着目できるようになると言えよう。高橋

（2016）は「他者性」について以下のように

述べている。 

 課題を意識し，その課題を解決するため

に他者と関わる中で，他者の意見との相違

点が明確になる。その時，「わからないこと」

や「知らないこと」などの「他者性」を獲

得する。その「他者性」を解釈して，自己

の中に取り入れることができた時，子ども

たちは言語を獲得することができるのであ

る。（pp．22－23） 

高橋（2016）は，他者の「言語」を獲得し

ていくことで，自身の言語を拡充していく

ことを述べている。ここでの「言語」とは語

彙のことではなく，外言や内言のことであ

ろう。田島（2013）は，外言を「社会的交流

において使用された言語」，内言を「子ども

自身の意識を媒介とする思考」と説明して

いる。高橋（2016）は，田島（2013）をもと

にして，こうした他者の表現や思考の異質

性を「他者性」と呼び，他者との関わりの中

で，それらを獲得し，よりよい表現を模索し

たり，深く考えたりすることができる可能

性を示唆していると言える。 

しかしながら，こうした表現や思考とい

った異質性の根源には，他者の認識があろ

う。どのような見方から事象を捉え，どのよ

うな考え方により思考や表現を展開してい

くのかにずれがあるからこそ，表現や思考

に「他者性」が表れると考える。このように

考えると，「他者」との間にある「他者性」

は表現や思考の根源にある認識にあると考

えられる。また，そうした「他者」との関わ

りのなかで「他者性」を獲得するということ
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は，「他者」の認識を自分のものとすること

で拡充するとともに，「他者」との違いから，

自分の認識の在り様を理解し，深化させる

ことであるとも言える。本研究では，「他者」

との間の認識の差異を「他者性」とし，自己

の認識の深化・拡充に資するものであると

定義する。 

M・バフチン（1996）は，「他者」との出会

い方について以下のように述べている。 

 話者は自分の言葉を，それを規定してい

る視野と共に，理解者の異なる視野の中に

定位しようと努め，この視野の中の諸要素

と対話的関係に入る。話者は異なる他者の

視野に入りこみ，自己の言表を他者の領域

で，その聞き手の統覚的な背景の上に構成

するのである。（p．49） 

 M・バフチン（1996）は，他者との対話の

際は，「異なる他者の視野に入りこみ」と述

べる。これは，他者の言葉を手掛かりに，

「他者」がどのように認識を持つのか，どう

すれば自分の言葉はより伝わりやすいかを

模索できる可能性を言及している。またこ

のことは，自己は他者の言葉を聞くときに

も，その認識を思い描き，何を伝えようとし

ているのかを判断することが大切であるこ

とを指摘している。このことから，子どもた

ちが「他者」を意識する際，他者の認識に意

識を向けることが分かる。つまり，子どもた

ちは認識という「他者性」に意識を向けると

き，初めて「他者」を意識するのであり，他

者の言葉はその手掛かりになると言える。

このことからも，他者の「言語」ではなく，

その根源である認識が「他者性」であるとい

う定義は，妥当性が高いと言える。 

図１：自己・他者・「他者」の関係 

「他者」との出会いをこのように考える

と，級友や教師のように教室に実在する「他

者」だけでなく，教材から見え隠れする書き

手とも，言葉を介して出会うことができる。

これは，実際に自己と対峙するわけではな

く，あくまで自己が想定することで出会う

他者であるため，想定の「他者」と呼ぶこと

とする。 

このように子どもたちの出会う他者は

様々であるが，子どもたちの認識を揺さぶ

ったり，新しい認識を提供したりというよ

うな「他者」には，なりえていない実態があ

る。それは，他者との間で対話している際

に，他者がどのようなものの見方・考え方を

持っているのかを思い描きながら対話して

いないためであろう。他者が「他者」になる

ためには，そうした認識に意識を向け，その

姿を思い描くことが必要であると言える。 

 
Ⅲ 授業実践から見えてくる「他者」

との出会い 

 次に，平成２９年度 1月に勝央町立勝間

田小学校の第２学年において梅澤千波教諭

行われた国語科の授業実践を検討する。本

小学校は，「自ら学び，共に伸びる児童の

育成～子どもの意欲を引き出し，友達との

関わり合いの中で思考が深まる授業づくり

～」という研究主題を掲げ，共に学び合う

子どもたちの姿をあるべき姿として，実践

研究をされている。授業者である梅澤教諭

も，子どもたちの疑問を全体へ問い直し，

課題を明確にしながら，子どもたちの話し

合いを推進していた。観察させていただい

た授業は，「ニャーゴ」（『新編 あたらし

い国語二下』，東京書籍，平成 25 年度 4月

検定済）という文学的文章教材である。こ

の物語は，３匹のねずみとねこの物語であ
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る。ねこはねずみを食べようと近づいてく

るのだが，３匹のねずみは，ねこが自分た

ちを食べようとしていることを知らぬま

ま，ねこと接する。通常とは異なる反応

に，ねこは驚きつつ，ねずみ達の優しさ

に，心打たれ，ねずみを食べぬまま帰って

いくという内容である。本来捕食関係であ

る両者の関係が，物語が展開するにしたが

い，変化していくところに，子どもたちは

面白さを感じながら読みを進めていく。 

 本実践では，ねずみ達とねこが共に桃狩

りに行った後の場面を取り上げている。ね

こがこれまで，ねずみを驚かせるという意

図で鳴いていた「ニャーゴ」という鳴き声

が，ねずみ達に桃をもらう場面では，小さ

な声に変わっているという場面を中心に読

みを進めていた。さらにこの場面の挿絵に

は，瞳にうっすらと涙が浮かべるねこの姿

が描かれている。以下のプロトコルは，こ

の場面でのねこの気持ちを考えるための話

し合いである。 

T：たま（ねこ）の所に書き込んだ人は紹介

して。 

C１：ありがとうと書きました。 

C２：親切だから，（ねずみを）食べないで，

桃を食べよう。 

C４：作戦失敗しちゃった。 

C：うーん。 

T：うーんとうんうんの人がいるけど，意見

言って。ニャーゴが作戦失敗（という意味）

だから，ありがとうではない。でも他の人

が言っているのは。 

C：やさしい。 

T：やさしいから，ありがとう。どっちなん

だろう，どっか証拠はないかな？ 

C：ある！ うーん。 

T：話し合いタイムをとりましょうか？今

（考えが）二つ出て困っているんです。あ

りがとうっていう気持ちと，がっかりだっ

て気持ちなんだけど，どっちだろう？お隣

さんと相談どうぞ。 

（１分間の相談後） 

T：はい，それではどんなお話になりました

か。 

C５：ねこは涙も出てるし，三匹が持ってい

る桃もぜーんぶねこにあげて。 

T：ねずみがだよね。ねずみが桃をぜーんぶ

あげたから。 

C５：今はねずみを食べる気はしていない。

T：では，反対意見の C４くん 

C４：４場面では（？） 

５場面では，ねずみが食べられるように（桃

をあまり食べないように）しているから。

T：みなさんどう？ 

C：今は違う。 

T:前は（食べようという気持ちが）あった

じゃんって言ってるよ 

C６：涙を流しているし，もらった桃も持

って帰っているし，今はありがとうだか

ら，もう食べたいとは思っていない。

 多くの子どもたちは，ねずみ達がねこの

家族の為に，桃を全てあげたという事実か

ら，ねこがねずみを優しいと思っていると

判断していた。しかし，C４の発話によ

り，子どもたちは考えを対立させている。

C４は，ねことねずみが出会う場面まで遡

って読み，当初からねこがねずみを食べる

ために行動していたことを根拠に，「作戦

失敗」という読みを行っている。これは，

ねずみは，ねこのことを知らないという関

係性を理解し，対峙しているねずみ達が，

これまでのねずみとは違う親切な対応をし

たため，食べることができなくなったとい

う読みをしている可能性もあり，重要な発

話であると考える。 

子どもたちの考えの対立を見取った授業

者は，「ありがとう」と「がっかり」とい

う，相反する気持ちを二つ取り上げて，子

どもたちの直面している課題を明確にした

のち，教材を読み直させている。この後の

子どもたちの発話からも分かるように，子
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どもたちは，自身の考えを場面や描写され

ている事実を根拠に説明している。これ

は，教師が課題を整理したことによって，

自分とは違う立場の人の考え方が共有され

ていると見て取れる。解釈の対象となって

いる「ねこがねずみを食べずに立ち去る場

面」を共有し，その根拠となる場面の違い

に目を向けることで，なぜ，友達は「がっ

かり」だと読むのだろうか，またはその逆

を推測し，理由を示しながら批判したり，

自分の説明を補強したりして，相手を納得

させようとしているのである。  

 このように，子どもたちは課題とそれに

対する立場を共有することで，互いの読み

の共通部分と異なる部分を把握し，考えを

練り合わせていった。これは，「他者」の

認識と自己の認識から，教材を読み直した

ことにより，子どもたちの認識が深化・拡

充し，よりよい読みへ向かったと言える。 

この実践から，子どもたちはただ言葉を

交わし合うだけで学び合うのではないこと

が分かる。橋爪（1985）は，ヴィトゲンシ

ュタインの考えをふまえ，以下のように述

べている。 

われわれは一方で，様々な私的体験をし

ており，体験の生じる場としての内面をも

っている。また一方で，私的体験を表出す

る，形式化された振る舞い（言語ゲーム）

を持っている。（p．34） 

読むことの授業において，この「私的体

験」とは，文章になんらかの感情を抱くと

いうことであり，「形式化された振る舞い

（言語ゲーム）」とは，子どもたちが読む

という振る舞いにおける暗黙のルールであ

ると解釈できる。橋爪（1985）によると，

ヴィトゲンシュタインは，「言語ゲーム」

が，「私的体験」の根本であると述べてい

る。読みにおける暗黙のルールとは，言葉

は前後の文脈から意味を持つこと，書かれ

ていることは事実として扱うこと等であ

る。例えば，文章の一部分から意味を見出

している子と，前後の文脈から，一部分に

意味を見出している子とでは，相互に前提

とするルールが異なるため，互いの読みは

理解することができない。 

つまり，「言語ゲーム」というルールで

あり前提があり，そこに従い読むからこ

そ，子どもたちは互いの読みを理解するこ

とができるとともに，自他の読みの相違，

また，どこから違いが生まれているのかを

明らかにすることができるのである。 

 梅澤教諭の実践及び，この「言語ゲー

ム」の考え方から，子どもたちは，互いに

共有しているものがあるからこそ，学び合

えるのであり，違いが分かると言える。本

来的なコミュニケーション活動を推進する

ためには，ただ違いを取り上げればいいの

ではない。「他者」の言葉に含まれる同質

性に目を向け，そこから見える「他者性」

という異質性を把握し，自己の認識を揺さ

ぶる必要があると言える。 

 
Ⅳ 言語コミュニケーションの諸相 

 国語科の授業の現状から，以下のような

教材との関わり方が見られるだろう。 

図２：直接的な関わり方 

 自己と教材が直接関わることで，子ども

たちは自分の読みを形成することができ

る。この関わり方自体は，何ら問題もな

い。ただ，こうして形成された読みを，言

い合うことに終始すること授業は，現状の

課題として述べている。そこで，前章で取
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り上げた実践を省察すると，教材と直接的

な関わりに終始しないコミュニケーション

の姿が見えてくる。 

図３：他者を介した教材との関わり 

授業実践「ニャーゴ」において，授業者

は，子どもたちの読みをやり取りさせる中

で，立場の違う読みを提示させ，課題を明

確化させた後，教材を読み直させていた。

このことで，子どもたちは「他者」の認識

を念頭に置きながら読み，自己と「他者」

の認識をせめぎ合わせ，読みを深めること

ができた。これは，言語コミュニケーショ

ンを推進した読みの授業として位置づける

ことができよう。 

 もちろん，こうした言語コミュニケーシ

ョン活動は，発問や板書等により，教師が

媒介となり，推進される。しかし，子ども

たちの学びは，教室の外にも広がってい

る。そのように考えた時，子どもたち自身

で，「他者」との関わり方を工夫し，自ら

課題を見付けていく力が求められる。子ど

もたちが教室の外でも学び続けるための能

力として，言語コミュニケーション能力を

位置づけていくべきであると言えよう。 

言語コミュニケーション能力を育むため

には，子どもたちが言語コミュニケーショ

ンをどのように推進していったかを振り返

ることが重要である。宮本（2015）は，「教室

における他者とは，読みを語るための「装置」

である」と位置付けた後，松友（2014），森（2014）

の論を概観し，以下のように述べている。 

読みの交流活動を組織する意味は，「他

者」との出会いを演出することであり，

「他者」と出会うこと自体が，学習者自身

が自らの読みを洗練させていくための，ま

た自らの方略使用の実態をモニタリング

し，より高度化させていくための「手段」

として位置づけられることになるのであ

る。（p．359） 

 宮本（2015）の述べる「自らの方略使用

の実態」とは，まさに教材との関わり方の

ことである。このことは，子どもたちが

「他者」との出会いにより，コミュニケー

ションを推進するだけでなく，そのプロセ

スの質を高めることができることを示唆し

ていると解釈できる。 

 自身のコミュニケーションを振り返るこ

とで，子どもたちは，コミュニケーション

の方略とも呼べるべきものを獲得すること

ができる可能性がある。それは読みの授業

においては，教材との関わり方であり，読

みの方略とも呼べよう。コミュニケーショ

ンの場を一つの社会として考えた時，コミ

ュニケーションの振り返りを以下のように

図示することができる。 

図４：学びを振り返るコミュニケーション 

実在の「他者」および想定の「他者」とコ

ミュニケーションを図る自己を自己 A とす

るならば，対話を振り返る自己 B は，自己

A よりも未来の時間軸に存在する自己であ

る。自己 B は過去の対話場面に身を置く自

己 A を振り返ることで，社会的つながりの

中で「他者性」を分析的に見ることができ

る。そうした中で，自己 Aと自己 Bのずれ，

つまり級友や教師，教材などの「他者」との
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コミュニケーションで何を学んだのかを自

覚的に振り返ることとなる。これは，コミュ

ニケーションの「場」を振り返ることと言い

換えることもできる。反省的に振り返ると

は，こうした「他者」との相互作用を考慮し，

過去の自己を「他者」としたコミュニケーシ

ョンであり，それは自身の変化を見取るこ

となのである。   

 

Ⅴ 言語コミュニケーション能力を

培うために 

 ここでは，平成 27 年 9 月に行った国語科

の授業実践を取り上げ，振り返りによる言

語コミュニケーション能力の高まりを説明

する。本教材は「大造じいさんとガン」（『国

語五 銀河』，光村図書，平成２６年３月５

日文部科学省検定済）という文学的文章教

材である。本教材は，残雪と名付けられた特

別な雁と，猟師である大造じいさんの生き

生きとした交流を描いている作品である。

大造じいさんはいつか残雪を仕留めてやろ

うとあらゆる策を講じる。しかし，その策が

何度も破られるうちに，大造じいさんの中

で，残雪を忌々しいと思う気持ちが，畏敬の

念へと変化していく。こうした物語展開の

中で，子どもたちは語り手である大造じい

さんの目線に入り込み，大造じいさんと残

雪の関係を長年のライバルかのように捉え，

読みを進めていく。本実践では，「大造じい

さんと残雪は本当にライバルなのだろうか」

という問いから，子どもたちの読みを揺さ

ぶった。 

その後，子どもたちは，両者の行動を整理

していく中で，大造じいさんは残雪を捕ら

えようとしていたことに対し，残雪はただ

仲間を守るために行動していたにすぎない

ことに気付き，両者の関係はライバルでは

ないと読み直した。しかし，ここで読みを終

えないために，教師は「なんで（大造じいさ

んと残雪は）ライバルだと思えるの？」と問

うた。子どもたちは，自分たちが「両者はラ

イバル関係である」と読まされていた原因

を，情景描写や，残雪を示す表現の変化（「い

まいましい」から「英雄」）から見出した。

これは，作者の書きぶりから作者の意図に

迫り，教材を読む姿であると解釈できる。 

この後，本実践の中で，どのように読ん

だか，どのような読みとなったかをまとめ

させ，授業を振り返らせた。この結果，授

業のまとめとして，子どもたちは以下のよ

うなワークシートを提出している。 

ワークシート①② 

子どもたちは，大造じいさんと残雪の

関係を読み直すだけでなく，なぜそう読

み直すことができたのかという方略にも

注目して，授業での学びをまとめてい

る。ワークシート①②に見られる「語り

手から考えないと」「目線が変わると」

という言葉がその証左である。これは，

作者の書きぶりに着目し，教材を読み直

させた結果である。 

本実践においては，振り返りを促す手立

てとして，板書の構造が有効であった。初

めに物語の語り手を位置づけて，その後，

大造じいさんと残雪を“語るもの”と“語

られるもの”を対比し，板書を構成するこ

とで，子どもたちに，残雪は語られる存在

59



であることに気付かせた。こうした対比

が，両者の関係の捉え直しを促した。 

本実践での板書の構造 

さらに子どもたちは，板書から授業を振

り返ることで，過去の自分（自己 A）に作

者がどのような影響を与えているかを捉え

ている。両者の関係をライバルであるとし

た自己 Aは，語り手を意識して読むという

方略を持っておらず，この点が現在振り返

っている自己（自己 B）との「他者性」で

ある。つまり，振り返りにより，自己 Aの

もつ「他者性」に意識を向けることで，本

時の学びを自覚し，方略を獲得できると言

える。ここから，板書はただ授業での発言

を記録するものでも，教師が教えたいこと

を明示するためのものでもないことが分か

る。板書は，子どもたちの思考の過程を可

視化し，本時の学びを位置づける役割があ

ると言えよう。 

何を学んだかをまとめることで授業を終

えるのではなく，どう学んだのかを振り返

ることで，子どもは授業においてなされた

言語コミュニケーションを捉えることがで

きる。「他者」との関わりを振り返らせ，

その方略を獲得していく授業こそ，言語コ

ミュニケーション能力を育む授業である。 

 
Ⅵ 終わりに 

 これまで，教師は，読みの授業の中で，

教室の中で一つのよりよい読みをまとめ上

げようとしてきた。しかしながら，一つの

読みに収斂することよりも，そこまでの過

程であるコミュニケーションが，子どもた

ちの認識を揺さぶり，読むことの授業にお

ける重要性を明らかにした。本稿で省察し

た授業において，子どもたちはよりよい読

みとは何かを追求する中で，自らの読みを

より深いものにしていた。これこそが国語

科でなされるべき授業の在り方である。さ

らにそこから，教室で行われてきた，読む

という行為及び，その「場」を振り返るこ

とで，方略の獲得を目指す姿も見せた。 

 本稿では，こうした子どもの学び方その

ものが，学力として培われるべき言語コミ

ュニケーション能力であると位置づけた。

こうした学力観のもと，授業を構成するに

あたり，どのようにして「他者」を立ち上

がらせるか，またどのように学びを振り返

らせるかを検討していかなくはならない。

そうした手立てとして，教師の発問や問い

直し，板書の構造化などが考えられよう。

目指すべき子どもの姿を授業の中でどう立

ち上がらせるかという指導論をより具体的

に構想していくことが今後の課題である。 
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国語科における「学びと評価の一体化」を目指した授業デザイン 
学生番号 22427082  氏名 藤井 ゆき         

〈概要〉本研究の目的は，国語科における「学びと評価の一体化」を目指した授業デザインについて検討

することである。授業では，学習者が読みの過程を反省的に捉え直すことによって，自己や集団の読みを

深めていく必要がある。学習者一人ひとりを評価する主体として位置付けた学びの場を教師が組織するこ

とによって，読みの相互評価を通して，自らの読みの過程を反省的に捉え直し，集団でより妥当な読みを

構築しようとする学習者の姿を見出すことができた。こうした場を組織するために，教師は，学習者の学

びの成果と課題を評価し，適切な介入をしたり，自身の指導改善を行ったりする必要がある。また，相互

評価の場において，教師は問い直しや振り返りを促す問いを行うことによって，学習者に読みをより精緻

に言語化することを求めることができた。教師とは，常に問い続けることによって，評価の対象を顕在化

させる存在であると結論付けることができる。 

キーワード…学びと評価の一体化，読みの相互評価，見取りと介入，自己評価 
 
Ⅰ.「学びと評価の一体化」を目指す意味 

ⅰ）国語科で育成すべき力とその方法 

 本研究の目的は，「学びと評価の一体化」

を目指した授業デザインを検討することで

ある。「学びと評価の一体化」とは，学習者

を評価する主体として位置づけることで読

みの過程を反省的に捉え直させ，学習者の

論理的思考力を育むことを目的としている。 
論理的思考力とは，言語を使って論理的

に思考する力である。言語は人々の思考を

支えており，他者とのやりとりの基盤であ

る。言語に関する力を育成する中核である

国語科において，とりわけ論理に着目した

指導を行うことが求められている。そして，

論理的思考力を育成するためには，必然的

に，言語を使って他者と考えを伝えあう言

語活動の充実が求められることになる。 
宮本(2012)は，教育評価には「評価する主

体」と「評価される主体」が存在するとした

上で，常に教師が学習者を評価するという

「固定的な関係性」にあった従来の教育評

価について次のように指摘し，学習者に学

びを評価させることの必要性について言及

している。 
 
 
 
 
 

 
 
また，宮本(2015)は，「教室で読む」とい

うことについて，学習者の存在と教師の役

割をもとに次のように言及している。 
 
 
 
 
 
 

 
 これらのことから，目指すべき言語活動

は，互いの考えを評価しあうことで，妥当性

の高い論理で構成された考えを構築してい

くような活動である。「読むこと」の授業に

おいては，一人ひとりの異なる解釈を学習

者同士が語り合うことによって，その背景

にある読みの過程が論理的に妥当かどうか

を互いに評価し合う学習活動が求められる

のである。このような相互評価の場におい

て，学習者は，根拠や理由を示しながら自分

の読みを筋道立てて語ったり，他者の読み

を本文に照らし合わせて価値づけ，妥当性

を判断したりすることになる。読みを語り

合うことを通して，学習者は，自己の読みの

過程を反省的に捉え直すことになる。また，

他者と解釈を磨き合うことで，より論理的

な読みを構築していくことになるのである。 
学習者を評価者として位置づけた相互評

価の場を組織することにより，学習者自身

が論理に着目して学ぶことになり，論理的

思考力が育まれるといえよう。 
ⅱ)現状と課題 

 国語科の「読むこと」の学習では，文章の

教師と学習者の関係が「固定的な関係性」に陥る限

り，学習の結果は，学習者一人ひとりの問題として

焦点化されたままであり，教育評価が本来的に持っ

ている機能としての指導の改善の方向性を探る営み

は問題化されないままとなる。(中略)評価にかかわ

るさまざまな主体を論じることは，「固定的な関係

性」の編み直しを図ることであり，学習者一人ひと

りを評価の主体に位置づける試みに他ならない。

(pp.124～125) 

このことは，教室における「他者」が，単に読みを

披瀝させ，説明させるための「装置」であるだけで

なく，読みが形成された根拠をも説明させ，その妥

当性を判断するための「評価者」として位置づくこ

とも意味している。(中略)しかしながら，単に教室

の中に「他者」がいるからといって，協働的な学び

が成立するわけではない。教師としては，学びの「手

段」としての「他者」との出会いをいかに演出する

のかが指導の内実として問われることになる。

(pp.359～360)
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読み取りに終始する授業が未だに少なくな

いという現状がある。文章の読み取りに終

始する授業とは，書かれてあることをただ

確認していくだけに留まる授業のことであ

る。たとえば，説明的文章を読むことの学習

であれば，筆者が書いたことを正確に読み

とらせることが目的とされるような授業を

あげることができる。 
このような授業において，学習者は，教師

が規定した内容を読み取ることに終始し，

結果的に教師によって評価される立場に立

たされている。教師の読みをいかに読み取

れるかが評価されることになるが，読み手

が書いてあることを経験や知識に照らしあ

わせながら意味づけていくことによって，

批評したり評価したりする本質的な読みが

求められているわけではない。教師の定め

た「正答」を読み取っていく時，学習者が根

拠や理由を明確にして，自分なりに考えを

表現することはまずありえず，自己の読み

の過程が構成される過程に目を向けること

がない。つまり，こうした学習において，学

習者の中で問い直しや振り返りがなされる

ことはなく，「自分の読みを具体的に言語化

して述べることによってより論理的な読み

を構築していく」ことは起こりえないため，

読みの深まりは期待できない。 
以上のことから明らかなように，現場で

は，未だ教師主導の読解主義ともいえる授

業から抜け出せていないというのが現状な

のである。しかし，自ら課題を発見・探求・

解決していく主体的な学習者を育てようと

するならば，教師は，教える存在ではなく，

教材を使って学習者と共に学ぶ存在である

べきである。本稿では，学習者を互いの読み

を評価する評価者として位置付けることに

よって，筆者(作者)の考えを批評するような

「生産的な読み手」の育成を目指していく。 
 
Ⅱ.評価を取り入れた学びの場における学

習者 

ⅰ)読みの深まり 

 宮本(2016)は，相互評価を取り入れた学

びの場における学習者の存在と読みの深ま

りについて次のように指摘している。 

読みの深まりとは，解釈の背景にある読

みの過程の妥当性を高めていく中で形成さ

れるものである。一人一人の異なる解釈を

学習者同士が語り合うことにより，その背

景にある読みの過程が明らかになる。語り

合いを通じて発見された共通性や異質性，

あるいは読みの妥当性をもとに，学習者は

自他の読みを比較し，本文に即して他者の

読みを価値付けて妥当性を判断する。この

妥当性とは，解釈を語り合うことで明らか

になる読みの過程において用いられた読み

の方略の妥当性である。そして，互いの読み

を評価しあう中で，学習者は読みの方略を

吟味し，読みの過程をより論理的に妥当な

ものへとつくり変えることで，より妥当な

解釈を構築するのである。 
ⅱ) 読みを語り合うことによって，よりよい

読みの追究を行っていく学習者の姿 

ここでは，読みを語り合うことによって，

よりよい読みの追究を行っていく学習者の

姿について詳しく述べていくこととする。 

まず，他者に読みを語る時，理解してもら

うためには根拠を挙げて説明する必要があ

る。根拠を挙げて説明しようとする時，学習

者は自己の読みの過程を振り返ることにな

る。つまり，読みを語ることで，学習者には

主体的に読まざるを得ないという，読むこ

との必然性が生まれ，学習者は自己の読み

を振り返り，評価することになるのである。 

 次に，他者の読みをきく時，学習者は本文

に即して他者の読みを価値付け，妥当性を

評価する。これによって，学習者は他者の読

みの過程を振り返ることになる。そして，自

他の解釈を比較することによって，自己の

読みの過程を振り返ることになるのである。 

つまり，読みを語り合う場において，学習

者は常に語り合いを通して明らかになる共

読みを語り合い，相互評価が行われる教室において
は，他者としての学習者の存在は，読みの『批評家』
として存在することになるし，読みの批評の中で，
正誤に留まらない，妥当性や納得を観点として批評
が行われることが想像できよう。すなわち，理由や
根拠を明確にしたよりよい読みの追求が行われる
ことになる。(発表資料 p.2) 
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通性や異質性，読みの妥当性をもとに自己

の読みの過程を振り返っていくことになる

のだといえよう。 

ⅲ)「きくこと」による学び  

 森美智代(2001)は，「聞くこと」による「学

び」について，「結果として獲得するもので

はなく，行為の過程で生成されるものであ

ると捉えている。」と述べた上で，「他者」と

「対面」して「聞く」ことの重要性を次のよ

うに指摘している。 

この指摘は，「自己」とは生活経験や既有

知識を異にする，級友という「他者」が提示

した読みと出会うことによって，学習者自

身の認識が深化・拡充することを示唆して

いるといえよう。 

読みは生活経験や既有知識に支えられて

いる。そして，まったく同一の生活経験や既

有知識をもつ人はまずいない。つまり，生活

経験や既有知識を異にする「他者」が提示す

る読みとは，本来，学習者にとって理解でき

ないはずのものなのである。もちろん，共感

できるという意味で「わかる」ことはあるだ

ろう。しかし，結果としての読みがわかるか

らといって，その読みに至る過程が「同じ」

で「わかる」とは限らない。読みが「理解で

きない」「納得できない」場合は，尚更，読

みの過程を理解することは困難である。読

みに共感できる場合も，そうでない場合も，

読みの過程を言語化することで「他者」との

差異に気づかせ，学習者の認識を揺さぶる

ことで，学習者の認識を深化・拡充していく

ことが求められる。 

このことから，読みを構築する過程を「き

き」あうことで，学習者の中に「自己」と「他

者」の比較を喚起していく必要があると言

えよう。これは，相手の読みの過程「相手が

どうしてそう考えたのか」を考えることで

あると同時に，「自分がどうしてそう考えた

のか」を考えることでもある。自己の読みの

過程を反省的に捉え直す行為が読みを深め

るということについては上述したとおりで

ある。このことからも，自己の読みの過程を

振り返る行為として，「きく」ことがもたら

す学びは大きいと言える。 

ⅳ)読みを深めることを志向する授業におい

て目指されるべき「きく」姿の在り方 

ではここで，そもそも「きく」とはどのよ

うな状態のことを指すのか，読みを深めて

いくために求められる「きく」姿のあり方を

明らかにしたい。森(2001)が「聞く」と表現

している一方で，穐田(2008)は，「きくこと」

について，ILA(1995)の次の定義に照らし合

わせながら「聞く」「聴く」「訊く」の 3 つ

の概念を定義している。 

 穐田は，これを「聴く(listen)」の定義と

して使用し，それと比較して「聞く(hear)」

は「単に音の刺激を受けること」，「訊く

(ask/inquire)」は「質問する」という意味

に加え，「聴いている際に『なぜそう言える

のか』『本当に言いたいことは何なのか』な

どと，自己に問いかけながら聴くこと」であ

ると定義している。この定義を踏まえて，高

橋(2016)は，「『聴く』ことを行うだけでは，

他者の意見を受け入れるだけの受動的な学

びになってしまっている」と述べ，主体的・

協働的な学びの基礎として「訊く」力を育成

する必要性を指摘している。読みを集団で

深めることを目指す授業においては，主体

的･協働的に読んでいく姿勢が求められる。

したがって，読みを深めることを志向する

授業においても，「訊く」力の育成を目指す

べきである。 

これは，学びが「行為の過程で生成される

もの」であるという森(2001)の言及にも同

様の指摘を見出すことができる。「他者」と

「対面」して「きく」ことによって生成され

それまでには思いも寄らなかった概念や感覚に「対

面」することによって，これまでの「私」が揺さぶ

られ，崩されて，初めて「学び」は成立しうると考

えるのである。(中略)私の考える「学び」は，理解

できない，認識不可能な相手を，認識不可能なまま

に受け入れてしまうことによって，これまで認識可

能であった物事が揺さぶられてしまうことからはじ

まる。これまでの「私」を「超えて」いくことなので

ある。(p.67) 

「きくこととは，音声言語，及び非言語情報を受信

し，それに意味づけをし，反応するプロセス」(原文

英語，訳は穐田による) 
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る学びとは，すなわち，相互評価が行われる

授業における学びであるといえよう。評価

者としての学習者は，まさに級友の提示し

た読みに対して自分なりに意味づけしなが

ら「聴」いたり，あるいは，なぜそのような

読みになるのか疑問をもって「訊」いたりし

ながら「他者」と「対面」するのである。理

解し得ないはずの「他者」の読みを評価しよ

うとする行為は，学習者に「他者」の読みの

過程を振り返らせることになり，この評価

の過程で，学習者は必然的に自己の読みの

過程を振り返ることにもなるのである。目

指されるべき「きく」姿とは，「他者」の読

みを評価するために自分なりに意味づけて

聴いたり，その意味付けを基に訊いたりす

るような姿である。続いて，具体的に「きき」

あう場としての授業について検討していく。 
 

Ⅲ.学習者を評価者として位置づけた授業

における評価を支える要素 

学習者を評価者とした授業において，学

びを深める評価を実現するために，以下に

示す要素を授業に位置づけることとした。 

ⅰ)評価しあうための問い＝読みの観点 

 学習者が読みを互いに評価しあうためには，

同じ問いに対する読みを提示させることが求

められる。同じ問いに対する読みを提示させ

るからこそ，比較できるのである。 

ここで言う問いとは，学習指導要領の指導

事項と教材とを照らし合わせ，学ばせるべき

読み方を方向付けるために設定するものであ

る。相互評価を取り入れた授業では，この設

定した読み方を読みの観点として学習者に読

みを提示・相互評価させることで，読みを深

めることになる。 

ⅱ)書く活動を取り入れる意味＝読みの顕在

化 

 読みを語り合うこと，そしてききあうこ

とが学習者に読みの過程を振り返らせるこ

とになるということを明らかにしてきた。 

しかし，単に話し言葉で考えを提示しあ

うだけでは，読みの過程を振り返っていく

ことは難しい。そこで，評価の材料となるの

が読みを書く活動である。読みを書くこと

で，個人の中にあった読みが顕在化する。こ

れによって，学習者は，本人でさえ自覚して

いなかった読みの過程を振り返ることがで

き，読みの共有が可能になるのである。読み

の顕在化により，学習者は，他者の読みの過

程を評価したり，自己の読みの過程を自覚

し，振り返ったりすることができる。すなわ

ち，書く活動を取り入れることの意味は，学

習者が自己の読みを位置づけ，読みを語り

だす契機をつくることで，学習者自身によ

る読みの過程の捉え直しを促すものである

と位置づけることができる。 

ⅲ)論証の質を観点とした評価による読みの

深さの可視化 

 第Ⅱ章で述べたように，読みの過程がよ

り論理的であるほど読みは深まっている。

このことから，論証の質を観点として読み

を評価することで，読みの深まりを可視化

できるといえる。 

 指導と学びの変容という観点から，論証

の質を観点とした評価を行った授業の具体

について分析する。取り上げる授業は，平成

28 年 12 月 12 日に岡山市立 K 小学校 1 年 4

組(42 名)を対象に行った授業である。教材

は「ずうっと，ずっと，大すきだよ」(一年

国語「ともだち」，光村図書，平成 26 年 3 月

5日文科省検定済)という文学的文章である。 

 本教材は，一番身近で育った愛犬「エルフ」

の死を通して，動物は人間より先に死を迎

えることや死というものはどうすることも

できないことに気付いた「ぼく」が，自分よ

り先に死んでしまう動物に対する自分の愛

情の伝え方を考え，決定付けていく物語で

ある。物語は「ぼく」が「エルフ」との思い

出を回想する形をとって，様々な叙述から，

「ぼく」が「エルフ」のことを親友のように

大切に思っていることや，ずっと一緒にい

られると思っていた「エルフ」が少しずつ自

分より早く老いて弱っていくことに気づい

た「ぼく」の姿を読み取ることができる。 

 前時では「なぜ，「ぼく」はエルフに「ず

うっと大すきだよ」と言うのだろう」につい

ての個人の読みを書かせる活動を行った。
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本実践では，書かれた読みを河野(2013)の

「論証の質のカテゴリー(表１)」に照らし

合わせて分類・評価し，レベル 2～4の読み

に不足している情報を相互評価によって集

団で付け加えていくことで，レベル 5 の読

みの構築を目指していた。 

 

 

 

 

 

ある学習者 A の書いた読み「いっしょに

くらしたりしたいから『ずうっと大すきだ

よ』という」には，一緒に暮らしたりしたい

「のに」，暮らせなくなるから「ずうっと大

すきだよ」と言うのだ，という認識を見取る

ことができる。ここから，この学習者は，迫

り来る「エルフ」の死を避けることはできな

いという事実を読み取っているだけでなく，

登場人物を俯瞰して，迫る「エルフ」との別

れに気づいた「ぼく」の姿を読み取り，「ず

うっと大すきだよ」と「エルフ」に伝えてい

る「ぼく」の行動を意味づけていることがわ

かる。「ぼく」や「エルフ」に同化して読む

学習者が多い中，Aの読みは登場人物が置か

れた状況を俯瞰した上で解釈しているとい

う点でより論理的に妥当な読みとして位置

づけることができる。 

 しかし，Aの書いた読み自体は，「エルフ」

がもうすぐ死ぬという事実をそのまま理由

付けにしており，論証の質としてはレベル 2

である。他の学習者に，「Aはどのように読

んだか。また，その読みの過程は妥当である

か」と Aの読みを評価させることによって，

論証の質が高い読みを構築していくことが

求められる。論証の質を高めていくために

読みの過程をより詳しく言語化することが，

読みの過程を論理的に妥当なものへとつく

りかえていくということである。 

例えば，「エルフ」に死が迫っていること

は，恐らくこの作品の読み手には暗黙のう

ちに共有される「自明のこと」であろう。し

かし，鶴田(2014)の「自分の考えを丁寧に言 

語化するときに必要になってくるのが，論

理的思考力・表現力である」という指摘や，

宇佐美(2003)の「『論理的に考える』とは『具

体的に考える』ことである」という指摘から

も明らかなように，登場人物の行動に意味

づけ，読み深めていくためには，いかに自明

のものだったとしても，詳しく言語化する

ことが読みの過程を論理的に妥当なものに

つくりかえるために必要である。教師が学

習者に読みの過程を精緻に言語化すること

を求めることで，学習者は必然的に論理的

に読みを深めていくことになるのである。 

 このことは，裏を返せば，論証の質を観点

として評価することによって，「何が読めて

いて，何が読めていないか」が明らかになる

と言えよう。これによって，教師は学習者の

学びの成果と課題を見取ることになるため，

次時の学習活動に具体的に生かしたり，自

身の指導改善に生かすことができるように

なる。一方，学習者自身にとっても，特に「何

が読めていないか」が明らかになることは，

何を明らかにするために読むのかという，

読むことの目的を見出させることになると

言えよう。加えて，学習者にとって，読みの

目的が教師から提示されたものでないと言

うことは，主体的な学びという点で非常に

大きな意味をもつ。更に，読みの目的が「級

友の読みを詳しく言語化していく」ことに

なった場合，それは結果として協働的な学

びの場を組織することにもなるのである。 

 以上のことから，論証を観点とした読み

の評価は，相互評価の場において読みの深

さを可視化するためだけのものではなく，

学びの質を保証するためのものとしても有

効なものとして位置づけることができる。 
 

Ⅳ.教育評価 

ⅰ)評価の目的 

 教育評価については，点数化された成績

や評定として捉えられることが少なくない。

これについて，宮本(2012)は次のような指

摘によって，教育評価における絶対評価の

必要性について言及している。 
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本来，教育評価の目的は，学習者の学びを

学習指導要領に定められた指導事項と照ら

し合わせることで実態を捉え，指導の改善

に生かすことにある。このような学習者一

人一人の学びの実態把握は，絶対評価とし

て行われる。 
文部科学省(2010)の「児童生徒の学習評価

の在り方について（報告）」では，教育評価

について次のように示されている。 

 

 

 

 

 

  
 
 
ここからわかるように，教育評価とは，単

に評定を行うためのものでも，学習者の学

習状況の実態把握に留まるものでもない。

学習者一人一人の学びの成果や問題点を洗

い出すことで，学習活動に具体的に生かす

と同時に，学習者に学習内容を確実に定着

させることを目指して，よりよい指導方法

を探究していく営みであると位置づけるこ

とができる。 
ⅱ)学びの場における評価の意味 

教育評価論として，これまで様々な研究

者によって「指導と評価の一体化」と「学び

と評価の一体化」に関する研究が行われて

きた。ここでは，育成すべき学習者の姿から，

学びの場で行われるべき教育評価を明らか

にしていく。 
 相互評価を取り入れた授業では，学習者

は，読みを語り合うことによって，読みの過

程を捉え直し，よりよい読みの追究を行っ

ていくことになる。読みの深まりとは，読み

の過程で用いられた方略の妥当性を吟味し，

読みの過程をより論理的なものへと改変し

ていく中で形成されるものである。 
このような学習において学習者に求められ

るのは，授業で学びえた読み方や論理的な

考え方を能動的に「積み重ね」，「活用」して

いく力である。特定の教材にのみ働く読み

の力では，よりよい読みの追究を行うこと

はできない。教材を超えて真に「読む」力を

育むためには，学習者自身によって獲得し

た「読み方」が評価され，学習者の中に位置

づかなければならない。「自己の読み方を評

価し，価値づけていく」学習者の姿について，

相互評価を取り入れた授業の具体を示しな

がら述べていくこととする。 
 
ⅲ)読み方を自己評価し，価値付ける学習者 

 ここでは，平成 28 年 11 月 21 日に岡山市

立 K 小学校第三学年で参観させていただい

た授業を取り上げて検討する。教材は「モチ

モチの木」(三年国語「あおぞら」，光村図書，

平成 26 年 3 月 5 日文科省検定済)という文

学的文章教材である。 

 本教材は，臆病な「豆太」が「じさま」の

ために，厳しい寒さの晩に必死に勇気をふ

りしぼって医者を呼びにいき，勇気ある子

どもにしか見ることができない「灯がとも

ったモチモチの木」を見ることができたと

いう物語である。小見出しによって五つの

場面に区切られており，語り手によって，

「豆太」に温かな愛情を注ぐ「じさま」の優

しさと，「モチモチの木」に対して昼間は強

気な態度をとるのに，夜になると怖がる「豆

太」の臆病さが語られている。 

 授業では，「じさま」の優しさと「豆太」

の臆病さを読みの観点として，学習者は①

文中の表現に着目したり，文章をつないだ

りして書きこみを行い，②学級全体で根拠

や理由を述べながら，優しさや臆病さがわ

かる本文を意味づけていった。ここで注目

したいのは，全体で読み深める段階から振

り返りにかけての次のプロトコルである。 

 

 

 

○ 学習指導に係る PDCA サイクルの中で，学習評価
を通じ，授業の改善や学校の教育活動全体の改善
を図ることが重要であり，以下の 3 つの考え方を
中心に学習評価を改善。 

【1】きめの細かな指導の充実や児童生徒一人一人の
学習の定着を図ることのできる「目標に準拠し
た評価」による「観点別学習状況の評価」や「評
定」を着実に実施。（学習評価の在り方の大枠は
維持し，深化を図る。） 

【2】学習評価においても学習指導要領等の改正の趣
旨を反映。 

【3】学校等の創意工夫を生かす現場主義を重視した
学習評価の促進。 

これは，客観性や信頼性を志向して導入された
相対評価のもたらした弊害として考えること
もできる。相対評価は，ある特定の集団内の相
対的な位置により個人を判断するものであり，
目標への達成の水準を示すものではないから
である。(p.119) 

C1:一行目の「臆病」と最後のとこでもう一度「こん
なにも臆病」から，豆太の臆病さがわかる。 

T:ここつなげて読んだ人いる？①(数名挙手) 
C2:何度も「臆病」って言ってるから人一倍臆病って

ことだと思う。 
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このプロトコルからは，学習者が評価者

として位置づけられることによって，読み

を深め，読み方を自己評価して価値付けて

いく学びの場の成立を見出すことができる。

学習者の学びの内実と，学びの場を組織し

た教師の存在について明らかにしていく。 
C1，C2，C3 はそれぞれ 1 行目と最終行

目に着目して豆太の「臆病さ」を読み取って

いる。C1 は意味づけることなく書かれてあ

ることを挙げているのに対して，C2 は繰り

返される表現に着目して「人一倍」臆病であ

ると意味づけた自己の読みを提示すると共

に，C1 の読みに足りない「理由付け」を補

っている。ここから，C1 の読みを「理由付

けが足りない」と評価している C2 の姿を

読み取ることができよう。また，C3 は文章

の表現に着目することで，登場人物と視点

を異にし，「豆太」と「じさま」を俯瞰する

「語り手」の存在を見出している。書かれて

あることをただ述べた C1 の読みに，意味

づけや着眼点を異にする C2・C3 の発言が

積み重なることにより，結果として学習者

たちは「豆太」の臆病さを伝えようとする

「語り手」の存在に気づき，登場人物を俯瞰

する「語り手」の立場に立って読もうとする

ことになったのである。これまで学習者の

もっていた読みの視点は作者/登場人物の

二つだったが，今回の授業で「語り」につい

て学ぶことで，学習者は新たな読みの視点

を獲得したのである。これは，相互評価によ

って理解を深めていく学習者の姿であると

位置づけることができる。 
 そして，こうした相互評価の場を組織す

るために，教師は下線部①のように読みの

語り合いを促したり，下線部③や④のよう

に「誰が」言っているのかを問うことで，学

習者が，学ぶべき読み方(本実践では「語り

手」の存在に着目した読み)を獲得するため

の課題を生成している。これは，C3 の発言

②から，「登場人物を俯瞰する語り手の視点

に気づいている」という成果と，それが「C3
にとって感覚的な気づきに過ぎない」とい

う課題を見取ったことによるものである。 
また，振り返りの段階では，学習者は学び

の過程を評価し，「どのように読んだ結果，

何がわかったか」を反省的に捉え直すこと

になった。これによって，学習者は獲得した

読み方を振り返ることになり，「語り手」の

視点という新たな読み方を自覚的に学び取

ることになったのである。 
ⅳ）「語り手」の存在を学ぶ意味 

国語科において「語り手」の存在を学ぶ意

味は，語り手の意図に寄り添い，読む自己を

自覚し，作者の認識に気づくことである。山

元(2014)は，「読むこと」について次のよう

に言及し，書き手の意図や認識を評価しな

がら読むことの必要性を指摘している。 

これを踏まえると，国語科の目標にある

「国語を適切に表現し正確に理解する能力

を育成」のうち「正確に理解する」とは，書

かれてあることを書かれてある通りに読み

取ることではなく，書かれてあることを意

味づけ，批評・評価することによって，書き

C3:最後の文は「どうして豆太だけがこんなにも臆病
なんだろうか―。」と書いてあるから「どうして～
なんだろう」って人に言われるほど臆病②。 

T:人に言われるほどって言ってくれたけど，誰が言
ってるの。③ 

C:じさま。 
C:豆太が自分で思ってる。 
T:豆太自身がそう思っているの。じゃあ他のとこみ

たいにかぎ括弧ついてるんじゃないの。 
C:ついてない。 
T:ついてない文をなんて言うんだったっけ。 
C:地の文。 
T:地の文ってそれって誰が言ってるの？④ 

C4:じさまと豆太のことをよく知ってる人。⑤ 
C5:作者。 
C:作者じゃなくて，ナレーターみたいな⑥。 
T:うんうん，ナレーター。こういうのを，「語り」っ
て言います。(中略) 

T:今日したこと，すべて，何からわかった？(「会話
文」「行動描写」等，読みの方略がかかれたカード
を示す)会話文あった？ 

C:ない！行動描写はあった。あと地の文。語り。 
T:さっき言った「語り」ね。これも新しいカードに

加えようか。では，今日のまとめはどうする？ 
C6:行動描写や語りから，豆太の臆病さや，じさまの

優しさが見つかった。 

筆者(作者)の工夫に関心を持たず，目の前の文章
の内容にだけ目を向けていた場合に，あるいは書か
れたことの「真偽」だけを問題としながら文章を理
解しようとした場合に，読者は筆者(作者)の言葉や
考えに単純に同調してしまうことが少なくありま
せん。あるいは，筆者(作者)の生み出した文章から
じかに情報を取り出すことにばかり精を出して，自
分にしかつくり出せない意味をつくり出すことな
く読み終えてしまうかもしれません。(p.66) 
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手の認識を理解することであるといえる。 
文学的文章を読むことは，虚構の世界を

読み取ることである。虚構の世界には登場

人物と，それを語る語り手が存在し，語り手

によって読者が読み取る登場人物像は操作

されている。語り手が何を，どのように語っ

ているかを読み取ることによって，自分が

どのように読まされていたのかを自覚する

時，学習者の読みの質は作者の意図や認識

を読み取ることへと変容していくのである。

これは，説明的文章で言えば，論理構成を読

み取ることが筆者の意図や認識を捉えるこ

とになるということについても，同様の読

みの質の変容を指摘することができる。こ

のように，語り手の存在を明らかにするこ

とは，読みの質を高めることになる。書き手

の認識を読み取り，批評・評価していくよう

な本質的な読みを行う学習者を育成するこ

とになるのである。 
ⅴ）評価者としての学習者 

相互評価によって学習者は読みを振り返

り，よりよい読みを追究することになる。こ

うした学びの過程における教師の評価と介

入は相互評価の場を形成し，学びの質を支

えるものである。しかし，学習者に授業で獲

得した力を自覚させるためには，学びの過

程を充実させるだけでなく，学びの過程を

学習者自身に認識させることが求められる。 
以上のことから明らかになるのは，相互

評価をするから学習者が評価者として位置

づくのではなく，読みの過程の妥当性を相

互評価することによって，自己の読み方を

評価することになるから学習者が評価者と

して位置づくのだということである。宮本

(2012)は，「学びの履歴」という表現を用い

て，学習者が「教材がもつ構造と自分自身が

獲得してきた方略とを結びつけ」る学習の

蓄積の重要性を指摘している。目指すべき

「学びと評価の一体化」とは，学習者が学び

をメタ認知して積み重ねていくことを目的

としている。 
 
Ⅴ.学習者を評価者として位置づけた授業

デザイン 

評価者として位置づけられた学習者は，

評価の対象として①教材 ②読みの過程 ③

自己の学び の 3 つを評価することになる。 

これら 3 点への評価を授業毎にポートフ

ォリオとしてまとめていくことによって，

学習者の中に学びが蓄積されていくことに

なり，よりよい読み方を選び取る読み手を

育成することになる。 

評価の場を組織し，読みを深めるための

適切な介入を行うために，教師は学習者の

学びの成果と課題を評価しなければならな

い。適切な介入とは，読みの共通性や異質性

に着目させることで，自他の解釈の比較を

促し，読みの過程の問い直しや振り返りを

させる評価言である。また，読みをより精緻

に言語化することを求めることで，評価の

対象を顕在化させる評価言でもある。とり

わけ，精緻な言語化を求める評価言は，学習

者自身に論理的なものの見方や考え方を育

む上で欠かすことのできない要素である。 
 

Ⅵ.「学びと評価の一体化」とは 
「学びと評価の一体化」とは，教師による

評価を廃することではなく，学習者に学び

えた力を評価させることである。 
学習者が学び自体を評価することによっ

て，学習者は，新たな課題を発見するととも

に，自覚的に学びを積み重ねていくことに

なる。このように，常に深まっていく学びの

連続性を授業の中で組織することが教師の

役割であり，このような学びを組織するこ

とこそが求められるのである。 
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反省的思考によって深い理解を促す算数科授業 

 
学生番号 22427083  氏名 松下 豊 

 

概要 

 本研究は，子どもたちの深い理解を促す算数科授業の在り方を検討することを目的とし

ている。算数において，知識・理解の深化には自らの見方・考え方をふり返る反省的思考

が大きく影響することから，教師からの「問い直し」によって子どもたちの反省的思考を

生起させ，自らの見方・考え方を捉え直しながら理解を深める授業を実践・省察した。そ

の結果，子どもたちが数学的な見方・考え方を捉え直し,既習知識と未習知識を関連づけ

ながら深く理解していく姿が見られた。このことから「問い直し」が反省的思考を活性化

させ，深い理解を促すことに有効であることが分かった。 

 

キーワード：算数科 授業論 深い理解 反省的思考 問い直し 

 

Ⅰ はじめに 

変化の激しい現代においては，単に知識を覚えていることより，自ら調べたことを使って考え，

情報や知識をまとめて新しい考えを生み出す力，正解の定まっていない課題に答えを自ら作り出

していく力が重要となる。しかし，平成 28 年度全国学力・学習状況調査では，算数科の平均正

答率は依然として「知識」に関する A 問題に比べて，「活用」に関する B 問題が低い。これは，

子どもたちの理解が「知っている・できる」という浅い理解に留まっており，「わかる」「使える」

という深い理解を得ることができていない現状があることを示唆している。深い理解は知識伝達

型授業では到達できない。また，考え方の説明をもとめる授業であったとしても，妥当性を深く

吟味することなく，全員が「いいです。」などと同意してしまっては不十分である。このような

現状を打破し，深い理解を促すためには，子どもたちの浅い見方・考え方を問い直し，再度捉え

直させていく必要がある。本研究では，自らの活動や思考をふり返る思考である「反省的思考」

に着目し，「問い直し」によって反省的思考を活性化させることで深い理解を促す算数科授業づ

くりについて検討していく。 

 

Ⅱ 深い理解に関わる「問い」と「反省的思考」 
（1）深い理解と「問い」の関連性 

 藤村（2012）によると，「深い理解」とは「知識の関連づけという探究活動を通じて形成され

る概念的理解（わかる学力）」であるという。特に算数は学習内容の系統性が高く，新しい内容

を学習したり問題解決をしたりする際，既習の知識が用いられることが多い。それ故に，一つひ

とつの学習内容を個別で覚えたり，単に手続き的に理解したりするだけでなく，既知と未知を結

び付けながら藤村の述べる概念的理解を図っていく必要がある。しかし，ただ漠然と学びに向か

うだけでは深い理解を得ることはできない。田島（2015）は，学習者が「分かったつもり」から

「分かる」へと移行するため

には「なぜ？」「どうして？」

という学習者が対象に対して

抱く情動が重要であるとして

いる。つまり，子どもたちの学

びは「なぜ？」「どうして？」

という「問い」によって個人の

内的文脈から解釈できるもの
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とならなければならないのである。よって本研究における深い理解を次のように定義することと

した。 

（２）問うことによる反省的思考の生起 

反省的思考は深い理解を得るために不可欠である。算数の授業において，反省的思考によって

見出した自分の考えを振り返ることは，算数の知識・理解を深化させること，数学的な見方・考

え方を発展させることに大きく影響するからである。算数科の授業では，子どもたちは自らの考

え方を他者に説明することで反省的思考を働かせると考えられる。自分自身の言葉で着想や思考

を表すことにより，自分の考えを再認識することができるからである。しかし，ただ各々の考え

を発表するだけの説明活動では，反省的思考を働かせ深く理解する場として不十分であろう。そ

こに子どもたちに個人的な文脈からの解釈を促す「問い」が関わる必要がある。堀江・羽野（1997）

は，デューイの反省的思考を特徴づける推論とは「問題提起する（questioning）」ことであると

述べている。問題提起つまり，「問うこと」は反省的思考を働かせることである。問題解決の中

である一定の結論に至ったときそこに安定するのではなく，再度自らの見方・考え方を問い捉え

直していくことが，対象についての意味理解を深めていくことに繋がるのである。 

（３）算数科における「問い直し」の重要性 

一般的に子どもたちは自分自身に問いかけ，ふり返って深く思考することが苦手である。よっ

て個人での反省的思考は熟考することが不十分になりやすく，理解や思考の深化・発展が浅くな

りがちである。そこで反省的思考を促す他者の存在が必要となる。他者との関わりの中での反省

的思考では，自己と異なる見方・考え方をもった他者との出会いや，改めて見方・考え方の根拠

を問われることによって自らを省みる契機となり，修正・強化していくことで理解及び思考を深

化・発展させていくことができると考えられる。杉山（2012）は，「生徒があることに答えたと

き，教師は反問し，きり返し，そして，おのずから問うべき問いを問う役を担わなければならな

い。」と教師からの問い直しによって子どもたちの考えを深めさせることの重要性を述べている。

また，黒﨑（2009）も「送り手と受け手が相互に「考えの根拠を問う」「他の知識・技能との関

連を問う」「数理的処理のよさを問う」などの問い直しによって同化と調節を繰り返しながらよ

りよい数理を探究し，思考力，判断力，表現力を深化・発展させる。」と授業コミュニケーショ

ンにおける他者からの問い直しの重要性とその視点を述べている。子どもたちの中には，直観的

な思考や，作業的な処理によって答えを導き出し満足する者がいる。しかし，算数の授業では他

者からの問い直しによって反省的思考を生起させ，数学的な見方・考え方の根拠や妥当性を吟味

していくことで理解を深めていくことが重要なのである。本実践では，教師からの「問い直し」

によって子どもたちに，自らの見方・考え方を捉え直させ，反省的に思考しながら理解を深める

授業実践について述べていく。 

 

Ⅲ 授業実践（第 4学年：「小数×整数」） 

（１）本教材について 

 本時のねらいは，（小数）×（整数）の計算の仕方について考え，その計算の仕方を説明でき

ることである。しばしば子どもたちは，「0.2×4は 2×4をして 8，0.をつけて答えは 0.8」と機

械的な計算処理によって答えを求めることがある。それでは根拠が不十分であるし，（小数）×

（整数）の意味理解として浅い。本時での深い理解を図るためには「0.1 を単位とした考え方」

（数の相対的な見方）に高めていく必要がある。0.2 を 0.1 の 2 個分と考えることで，既習であ

る 2×4 の計算に帰着することができる。この考え方は 20×4，200×4 の計算の 10，100 を単位

として計算する考え方とも同様であるし，（小数）＋（小数）の学習での「0.1 が（〇＋〇）こ」

とも関連する。このように「0.1 を単位とした考え方」の意味理解を深めることで，考え方が統

「絶えざる問いによって学習者の内的文脈の視点から解釈され，知識と知識が関連づけ

られることで知識構造が精緻化・再構造化された状態（概念的理解）」 
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合的に拡張されていく。つまり，既習知識と本時の知識が関連づけられ，知識構造が精緻化・再

構造化していく概念的理解がなされていくのである。 

（２）授業展開 

（３）理解を深める問い直し 

a.考え方の根拠を問う 

導入では一般的に，既習である 2×4 から類推し，かけられる数が小数の場合でも立式できる

ことを確認した後「0.2×4の計算の仕方を考えよう」という課題が設定される。しかし，子ども

たちは未習である 0.2×4 についても直観的に 0.8 と答えることが予想されるし，その考え方で

よいと思っている場合がある。そこで「なぜ 0.8 になるのか」と根拠を問うことで，あえて機械

的な計算処理の考え方を引き出し，「0.2×4は 2×4をして 8，0.をつけて答えは 0.8」という考

え方の根拠を問い直す。そして，その根拠や妥当性の不十分さを共通認識させることで，「0.2×

4＝0.8 になるわけを考えて説明しよう」という課題をつかませ，「0.1 を単位とした考え方」の

理解を深めていくきっかけとなるようにする。 

b.結果の妥当性を問う 

 「0.1 を単位とした考え方」を用いて 0.3×4，0.5×8 の計算の仕方を考える活動を設定し，

理解を確実なものに出来るようにした。0.3×4 では，答えを 0.12 と誤ることが多い。0.1 を単

位とした考え方が理解できていない場合，「3×4で 12，0．をつけて 0.12」と機械的に処理して

しまうからである。そこで，「0.3×4＝0.12？1.2？」と問うようにする。これにより浅い考え方

に留まっている者，すでに一応の理解はできている者のどちらも再度「0.1 を単位とした考え方」

に立ち戻らせ，どちらが正しい答えか根拠を明確にして説明させることで小数についての既習知

識と関連づけながら理解を深めることができるようにする。 

 

Ⅳ 結果の考察 

a.考え方の根拠を問うた場面 

 学習活動①の中で教師からの「どうして 0.8

って考えたの？」という問い直しに対して C1，

C2 は機械的な計算処理の説明を行った。また，

ほとんどの子どもたちがこの考え方に同意す

る様子であった。これに対して C3 はその説明

では理由にならないと指摘している。C3は 0.2

×4 の式が出た際に「0.2＋0.2＋0.2＋0.2」と

累加の考え方をしていたためである。しかし，ほとんどの者が機械的な計算処理について疑問を

もっていないことからも彼らの考え方を崩す必要がある。そこで「なら 20×4は二四が 8で 0を

つけて 08 か」と浅い考え方を揺さ振る問い直しを行った。C4 は当初，C1,C2 と同様に機械的な

計算処理の考え方を述べていた。反応から読み取れるように，教師からの問い直しの結果，自己

の考え方を捉え直し，その根拠の不十分さに気づいたと考えられる。また，機械的な計算処理を
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していた他の子どもたちも同様に，（小数）×（整数）の意味理解を深めるための課題をつかみ，

浅い考え方に安定していた状態から，深く理解しようとする状態へと変容した様子が見られた。 

b.結果の妥当性を問うた場面 

 学習活動④では，「0.3×4＝0.12」として

いる者もいた。「0.1 が何こ」の考え方の内

化が不十分であるからと考えられる。そこ

でその誤答を取り上げ，なぜ 0.12 ではない

のかと問い直した。教師からの問い直しに

対して C2は，0.1 が 1を 10 こに分けた 1つ

分であるという既習をもとに説明した。ま

た C3 は C2 の説明を用いて，0.1 の 12 こ分

が 1.2 になることを説明した。C2，C3 は数

の相対的な見方が身についており「0.1 を単

位とした考え方」を理解している。問い直しによって再度反省的に捉え直し既習知識と関連づけ

て説明することで，概念的理解を深めていったと考えられる。C5は 0.12 と誤った考え方をして

いた者である。自らの誤答を修正するだけであれば，0.3×4 の計算の仕方の説明が出た段階で

修正することも可能だったであろう。しかし，教師からの問い直しが自らの考えの妥当性を省み

る契機となり，他者からの既習を関連づけた説明を受けて納得していった。それにより，単に記

述を直したのではなく，0.1 を単位とした考え方へと反省的に修正したと考えられる。また，「0.1

が 10 こで１」という既習知識とも関連づけながら概念的理解を深めていったものと考えられる。 

 

Ⅴ 課題と今後の展望 
 機械的な計算処理をよしとしていた子どもたちが問い直しによって反省的に捉え直し，「0.1

を単位とした考え方」を既習知識と関連づけながら深めることで考え方が統合的に拡張されて

いったことから，本研究で目指す深い理解に近づくことができたと考える。また，「問い直し」

が問い直された個人の反省的思考を促すだけでなく，集団の反省的思考をも活性化させ，子ど

も同士が見方・考え方を共有させながら深く理解していくことに有効であると考えられる。教

師は子どもたちが浅い考え方に安定してしまう瞬間を見取り，その根拠や妥当性を問い直すこ

とで捉え直させ，深い理解へと導くことが重要であると言えよう。黒﨑（2016）は，Stockero 

＆ Van Zoest（2013）の提唱する，「授業中の出来事によって，児童が数学的な考え方を拡張・

変容させるために教師が指導の修正を行う場面（Pivotal Teaching Moment:PTM）」を援用し，

算数における PTM の事例（①数理が未発達な自覚の瞬間②内面化が必要な瞬間③構造を分析

し，理解を深める瞬間）を示している。これはそのまま問い直しが必要な場面と捉えることが

できる。教師がこのような瞬間・分岐点を逃すことなく問い直すことで，子どもたちは反省的

思考を働かせ理解を深めていくことができるだろう。算数科における PTM を指標とすること

で，深い理解を促す問い直しのポイントをより明確に設定することができると考える。また，

本研究では教師からの問い直しに終始している。教師が問い続ける存在であることは確かに重

要であるが，最終的には子どもたちが相互に問い直しの役を担い自ら理解を深めていけること

を目指す必要がある。子どもたち自身が問い続ける学習者となり，反省的思考を働かせて理解

を深めていける学びの在り方について今後も追究していきたい。 
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論理的判断力を育む授業デザイン 

―理解と表現の往還を通して― 

 
学生番号 22427084  氏名 森元 彩恵 

 
概要 

 本研究の目的は，論理的判断力を育む授業デザインのあり方を明らかにすることで

ある。論理的判断力とは，自らの思考を振り返り，ものごとをより適切に伝える力の

ことである。この力を育成するための授業デザインとして，国語科の授業において判

断を問うことを始点とし，問いの内容と順序性を検討してきた。その結果，教材の特

性，学習者の発達段階を踏まえ，適切な言葉で発問していくことの重要性が明らかに

なった。 

 

キーワード：論理的思考力・表現力，判断を問う問い，論証，読みの方略，物語，視点 
 

Ⅰ 判断に焦点を当てる理由 

ⅰ．「思考力・判断力・表現力」重視の内実 

文部科学省（2010）1は，思考力，判断力，

表現力を育むために，「基礎的・基本的な知

識及び技能の活用を図る学習活動」や「言語

活動」の重要性を指摘してきた。これは，平

成 20 年中央教育審議会答申において「教科

では，基礎的・基本的な知識・技能を習得し

つつ，観察・実験をし，その結果をもとにレ

ポートを作成する，文章や資料を読んだ上

で，知識や経験に照らして自分の考えをま

とめて論述するといったそれぞれの教科の

知識・技能を活用する学習活動を行い，それ

を総合的な学習の時間における教科等を横

断した課題解決的な学習や探究活動へと発

展させることが必要である。」2 と提言され

たことに対応しており，論理的思考力・表現

力を育成することの重要性が読み取れる。 

言語は，習得，活用，探究の全ての活動の

基盤であり，論理的思考力・判断力の育成の

ために，実際に言語を活用する言語活動の

場が重視されたのである。内田伸子（2015）
3 は，「自分も納得し相手も説得できるかど

うかは，第一に，他者に説明するときにどれ

だけ頭を使って推論を働かせ，合理的な判

断を行うことができるか，第二に，妥当な証

拠や論拠をあげて論理的な表現を算出でき

るかどうかが成否の鍵を握っている」と述

べ，ただ分かったことや感じたことを話し

合うのではなく，発話の意図を推論し，提示

するのにふさわしい根拠を判断することが，

理解することであり，説明することである

と指摘している。推論とは，テクストの発信

者の意図を適切に汲み取ろうとする思考の

ことであり，論証とは，根拠を明確にするこ

とで，推論の正しさを証明することである。 

論理的に思考し，表現することができる

かどうかは，妥当な推論の過程を踏み，考え

を伝えるために適切な根拠を判断すること

ができるかどうかにかかっているのである。 

本研究では，「言語に関する能力を育成す

る中核的な教科」（学習指導要領解説 総則

編より）である国語科に焦点を当て，論理的

判断力を育む授業デザインを検討していく。 

 

ⅱ．国語科で育成すべき力 

国語科で育成すべき力の基本は，「国語を

適切に表現し，正確に理解する能力」（文部
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科学省,2010）4 であり，そのことを通して

「伝え合う力」を高めることが目指されて

いる。「伝え合う」姿とは，相手や場の状況

を理解し，適切な表現を用いて意思疎通を

図ることである。人は，相手の発した言葉を

理解しようとすることでしか，その場の状

況についての理解を深めることができない。

したがって，「伝え合う」ためには，理解と

表現を往還する必要がある。 

人の理解は，言葉で表現された辞書的な

意味合いだけで行われるのではない。話し

方や言葉のニュアンス，身振りなど，「文を

超えたレベルの言語事象」を，テキストから

読み取る必要があるのである。これは，国語

科の教科目標にある「思考力」や「想像力」

に近いものである。 

国語科では，思考や想像は，「言語を手掛

かり」として行われることが目指されてい

る。言語を手掛かりとするとは，言葉の使い

かたや文のつながりといったレベルで，発

話者や書き手の意図を推論することである。 

国語科で育成すべき力の基本は「伝え合

う力」であるが，そのためには，テクストを

捉え，推論する力としての思考力・想像力・

言語感覚といったものが重要なのである。

言語の働きに意識的になることで，言語理

解が深まり，言語表現は適切なものになっ

ていく。その結果，言語に対する認識が高ま

り，「国語に対する関心を深め国語を尊重す

る態度を育てる」ことにもなるであろう。 

伝え合う力を高めるためには，無意識に

行っている推論の過程を捉えなおし，判断

までの過程を論理的に形成しなおす力とし

ての論理的判断力が必要になる。だからこ

そ，学習者が判断を行う場として，理解と表

現を往還する場面に焦点を当てるのである。 

 

ⅲ．読みの授業のあり方と理想の読者像 

読みの授業の目的は，よりよい読者を育

成することにある。「よりよい読者」とは，

自ら読みの「方略」を選択し，解釈を変容・

深化させていくことのできる読者である。 

山元隆春（1994）5は，読みの方略を「各々

の読者が自らの読みの目標を果たすために

意識的に選びとる行動のこと」としている。

「方略」は，「方法」とは異なり，学習者自

身が，自己の読みの目的を自覚し，その上で

理解内容と照らし合わせて課題を見出し，

読み直すまでの一連の思考であり，その結

果行う行動のことである。 

自己の読みの目標を自覚することが，理

解を深めていくことになる，という点で，読

みの方略の習得を想定した授業デザインが

考えられるのである。本稿では，説明文であ

れば「筆者の主張を読み取る」や「事例の順

序性について理由を考える」などといった，

「何をどのように読むか」という読みの観

点のことを「読みの方略」と呼ぶ。 

そこで，「自己の読みの目標を自覚」させ

るためには，自己と異なる見方・考え方をも

つ，他者が欠かせない。 

従来から，読みの指導では，学習者がテク

ストを読んで行う反応行為に着目し，学習

者にその要因を書かれてある「事実」に求め

させるという形で，読みを説明させ，妥当な

読み方を指導してきた。 

しかし，同時に，学習者の自由な読みを尊

重する余り，誤読が受け入れられたり，深い

読みが適切に評価されなかったりするとい

う状況が起こってきたことも事実である。 

この要因は，学習者自身が読みを反省的

に捉えなおすための「振り返りの場」がない

ことにある。授業では，読んだ結果だけを提

示させるのではなく，誰々はどう読んだの

か，自分との違いは何か，のように，一人一

人の学習者が，自分と特定の他者，もしくは

学級で培った読みの関係の中で，自分の読

み方を捉えなおし，新たな事実を捉えてい

く場が必要である。そうして，見えてきた読

みは，多くの学習者にとって納得できる読

74



みとなるだろう。 

河野順子（2012）6が説明的文章の読みに

おいて「学習者の内部に『なるほど，わかっ

た』という瞬間が訪れたり，『なぜ，そうな

るのだ』『どうしてだ』という葛藤（感情的

経験）が引き起こされたりすることによっ

て，始めて論理を捉える技能が育成されて

いく」と指摘している。 

「どこから何が分かるか」ではなく，「な

ぜそこからそのようなことが分かるのか」

というように，判断を問うことを出発点と

し，読みの過程を提示しあうことが，学習者

の読み方を変容させていくために必要であ

ろう。そうして，解釈とテクストのつながり

の妥当性を議論していくことを通して，テ

クストから読み取れる事実を明らかにして

いくことのできるような学びの過程をデザ

インすることが求められていると言える。 

本研究では，論理的判断力を育む授業デ

ザインの要素として，学習者に読みを具体

的に提示させ，学習者自身がその過程を論

理的に構築していくための判断を問う発問

の内容と順序性について，検討していく。 

 

Ⅱ 理解と表現を往還する場を組織

するために 

ⅰ．根拠の妥当性の評価 

人の判断は様々である。言語論理教育を

提唱する井上尚美（2014）7は，判断の種類

について①情報の中身がホントかウソかの

真偽性，②考えの筋道が正しいか正しくな

いかの妥当性，③情報はどの程度確かであ

るか，また現実と照らし合わせて適当であ

るかという適合性を挙げている。 

論理的判断力を育むうえでは，論証指導

によってこれらの判断を行う力を育むべき

であろう。ある主張に対して，その根拠とな

る客観的データと両者の結びつきを説明す

る議論の分析モデルを提唱した Toulmin,S.

のモデルのうち，①は主張の妥当性，②は根

拠となる客観的データの客観性，③は論拠

の妥当性を表しているといえる。 

論証は，主張の真偽性を問うために行わ

れる。主張の真偽性は根拠の妥当性で判断

され，根拠の妥当性は論拠の適切性で判断

できる。したがって，その評価規準となるの

は論拠であり，論拠の適切性を検証するこ

とによって，根拠と主張の関連性を評価し

ていくことができる。 

鶴田清司（2015）8は，読みの理由として，

客観的なデータとしての根拠と，個人の考

えの道筋を表す理由づけとを区別すること

が，学習を対話的・協働的なものにするため

に有効であるとして，「根拠・理由・主張の

3点セット」を言語活動の場で活用すること

を提唱している。 

論証によって読みを共有していくとは，

解釈の前提にあるものの見方・考え方を共

有していくということであり，そのために

事実としての根拠と理由づけの異同を明ら

かにしなければいけないのである。 

しかし，学習者にとって，根拠と理由づけ

を区別して述べることは容易ではない。「本

文にそのまま書いてあるから。」という理由

も，「なぜそう思ったのか」という問いに対

しては一つの答えになるからである。学習

者にとって，筆者や作者の書くものはほと

んど絶対であり，それを享受しているとい

う構えのもとに読む傾向は強い。 

 授業では，まず判断を問い，根拠としての

事実との適合性を言語化させることで，そ
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の根拠の妥当性を評価していくことが，テ

クスト理解をもたらし，より妥当な根拠を

挙げて説明する力につながっていくはずで

ある。 

 

ⅱ．読みの構えの水準 

 学習者の論理的判断力を育成していくた

めには，学習者が選択する読みの方略の深

度を評価し，新たな方略を習得できるよう

にすることが必要になる。そのために，学習

者が何を読み取ろうとしているのかという

読みに向かう姿勢を「読みの構え」とし，読

みの構えの定着を図る。 

読みの構えには，水準がある。それは，解

釈を行うために，どれだけ推論を重ねる必

要があるかによって判断できる。なぜなら，

読みにおいては，テクストを通してしか想

像できない書き手に対して，その書きぶり

を評価しながら読むという行為が，最もテ

クストにはたらきかけて読むという行為だ

からである。 

山元（1995）9は，物語の読みでテキスト

との対話を行うためには，「テクストの書き

手の存在を意識して，見えざる書き手との

対話を進めながら読む」読みとしての〈ポイ

ント駆動〉の読みを行うことの必要性を指

摘した上で，ランガーの提唱した４つの読

みの姿勢のうちで，最も高次な読み方は，

「像の外に出て，経験を客観化する」ことで

あると述べている。 

「像」とは，「理

解」しているもの

や「疑問」「予測」

なども含んだも

のである。つま

り，自分がテクストに働きかけ，テクストか

ら働きかけられた読みの事実を捉えなおし，

自分の読み方やテクストの特性を評価する

ということである。 

 本研究においても，テクストを評価して

いく立場に立つ読者の姿を目指し，児童・生

徒の発達段階を考慮した読みの構えの水準

を定めていく。 

 

 

ⅲ．物語における視点と読みの構えの評価  

 難波博孝（1995）10は，物語的文章テクス

トの理解について，井島氏の物語分析の枠

組を援用し，物語が「物語世界」「表現世界」

「現実世界」という世界を持つと想定した

とき，それぞれの世界で言語解釈はどのよ

うに行われるのかについて，その様相を示

している。 

この物語の世界構造を読みの授業に活用

したとき，現実世界は授業の場として位置

づけられる。したがって，読みを振り返る場

としての理解と表現を往還する場を組織す

るとは，物語世界と表現世界をどう対象化

していくのかということなのである。 

したがって，読者としての学習者を一つ

高次の視点に立たせると想定することで，

物語世界を対象化すると同時に，語りの構

造に書き手のどのような意図が読み取れる

かという表現世界を捉え直していくことが

できる。 

そこで，授業デザインのあり方として，ま

ず，学習者に，読んだ結果としての判断を問

い，その判断の正しさを検証するために，根

拠と理由づけを分けて説明させる。次に，読

みの方略を提示し，それを使わせることに

よって議論を深めていく。これは，読みの方

略を「教える」こととは異なる。例えば，一

76



つ高次の構えにあたる方略を提示すること

によって，物語世界を相対的に捉えて，人物

の関係性や人物像を判断するという学習者

が現れたとき，その学級の読みの構えが引

き上がるはずだからである。 

 

Ⅲ 論理的判断力を育む授業デザ

イン 

ⅰ．人物像を問うことの意味  

小学二年生の授業（平成 28 年 12 月 5 日

実施）を取り上げ，教材の特性と発問のあり

方について検討する。「わたしはおねえさん」

（『国語 二下 赤とんぼ』,光村図書,平成 26

年 3 月 5 日文部科学省検定済）は，年下の

子にとって，やさしく立派でありたいと思

ってがんばる小学二年生の「すみれちゃん」

と，お姉ちゃんの真似をするのが好きな妹

のかりんちゃんが登場する文学的文章教材

である。物語の始めと終わりで，すみれちゃ

んのおねえさんらしさは明らかに変容する。

これは，物語の後半ですみれちゃんがおね

えさんらしくあろうと「がんばらない」から

である。にもかかわらず妹の行為を許し，妹

を認めることのできたすみれちゃんの姿に，

読者はおねえさんらしさを感じる。 

すみれちゃんと同じ年齢の学習者たちに

とって，すみれちゃんのがんばろうとする

気持ちや葛藤する気持ちは想像しやすいも

のだろう。だからこそ，すみれちゃんの成長

を言語化することは難しい。それを言語化

させることで，それぞれの学習者のおねえ

さん観が明らかになっていった。 

授業では，「すみれちゃんは『おねえさん』

だけど『おねえさんらしい』ですか」と判断

を問い，各々の学習者におねえさんらしい・

らしくないといえる「わけ」を，本文を打っ

たワークシートに書きこませた。 

 

 

 

C1 は，絵を「けさなかった」という事実

を根拠とし，「妹がいっしょうけんめいかい

た」ことを理由に挙げている。妹のかりんち

ゃんが「いっしょうけんめいかいた」ことは

C1 による解釈である。ここで，なぜそれが

分かるかを指導者は問うべきであった。そ

うすることで，かりんちゃんはすみれちゃ

んの真似をしたがっていたという，すみれ

ちゃんがかりんちゃんを許したことを裏付

ける根拠が明らかになった。また C1 は，「い

っしょうけんめい」かいたものを消すのは

「おねえさんらしくない」ことを当たり前

とする現実世界の他者に対して話している。

C2 もまた，同じように理由づけているが，

新たなテクストを補った。しかし，「次のペ

ージを開いた」ことが「おねえさんらしい」

理由まで答えさせておらず，C1 との違いが

明らかになっていない。 

しかし，C3 は， C1・C2・C3 の発言を受

けて，物語世界を捉えている。C4 は，すみ

れちゃんの行動を意味づけている。「おねえ

さんらしい」か「おねえさんらしくない」か

と，登場人物の人物像を判断させる問いに

C1：妹がいっしょうけんめいかいた絵を

けしたらおねえさんらしくないけど、い

っしょうけんめいかいた絵をけさなか

ったから、やさしい。 

C2：すみれちゃんはかりんちゃんがいっ

しょうけんめいかいた絵をけさずに次

のページを開いたのがおねえさんらし

いです。 

C3：ふつうの人はけすかもしれないけ

ど、すみれちゃんは次のページにいった

からやさしい。 

T：すみれちゃんは次のページにいって

何をしようと思ったんだろうね。 

C4：次のページにいって勉強をしようと

しました。 
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よって，確かに学習者は自己の読みの像を

相対化し，解釈していた。 

しかし，そのよさが，学習者自身に明確に

なっていない。読みを詳しく表出させ，振り

返りをさせる場面を作る必要があったこと

が課題である。 

 

ⅱ．論拠と根拠の区別によって明らかにな

る読みの異同 

読みをペアで比較させ，判断の根拠とし

て線を引いたところが同じものを問うた。 

 C6b は，「かわいく見えてきた」すみれち

ゃんの心情を推論し，「コスモスにしか見え

ない」と意味づけている。 

授業の始めには，すみれちゃんがかりん

ちゃんの絵を「けさなかった」ことを「おね

えさんらしい」と意味づけていた学習者た

ちであった。しかし，「次のページをひらい

た」ことや「かわいく見えてきた」理由を説

明することとなった。他者との関わりを通

して，自らの読みの像を明確にしていった

学習者の姿が読み取れる。 

  

 ⅲ．語りの構造と読みの授業 

小学四年生の授業（平成 28 年 6 月 27 日

実施）を取り上げ，教材の特性と発問のあり

方について検討する。 

「一つの花」（『国語 四上 かがやき』,光

村図書,平成 26 年 3 月 5 日文部科学省検定

済）は，戦争の激しい時代に，体が丈夫でな

いお父さんと，お母さんと，まだ幼い，娘の

ゆみ子が登場する文学的文章教材である。

時代は「まだ戦争のはげしかったころ」から

「十年の年月」がすぎるまでである。戦時中

の物語は，両親がゆみ子に何かをしてあげ

る三つの場面で構成されている。 

まず「お母さんが食べものを『一つだけ』

と言いながらゆみ子にあげる場面」，次に

「お父さんがゆみ子を『一つだけ』と言いな

がらあやす場面」，最後に「お父さんがゆみ

子に一輪の花を『一つだけ』と言いながらあ

げる場面」である。語りの構造は，第一・第

二場面であえてゆみ子の表情を語らず，第

三場面ではゆみ子が喜ぶ表情を語ることで

ある。第一場面では，ゆみ子はお母さんに食

べものをもらう。また，第二場面では，父親

は決して食べものを与えない。「一つだけ」

も続いていない。ただ，第三場面では，お母

さんはゆみ子におにぎりを与え，満足する

が，ゆみ子は再び「一つだけ」と泣き始める。

そうして，お父さんが食糧難の中でプラッ

トホームのすみに咲いている一輪のコスモ

スの花を与えたとき，ゆみ子は喜び，一つだ

けを言わなくなる。このことから，語りの構

造の意図は，「一つだけ」を「かまってほし

い」などといったコミュニケーションの手

段として読者に捉えさせることである。 

読者は，この語り手の語りの影響を受け，

お父さんの行為の背景にある判断よりも，

T：隣の人とお話してごらん。 

同じところある？ C5・C6 ペア。 

C5：「コスモスになんかちっとも見えない

ぐちゃぐちゃの絵がかわいく見えてきま

した。」のところがおなじでした。 

T：なぜこれがおねえさんらしいの？ 

C5：コスモスになんかちっとも見えない

ぐちゃぐちゃの絵がかわいく見えてきた

から。 

T：C6 さんはなぜおねえさんらしいと思

ったの？ 

C6a：かわいくて泣きそうなかんじだか

ら。 

T：ぐちゃぐちゃの絵がかわいく見えてく

るっておかしくない？ 

C6b： コスモスの絵っていってるけど、

ぐちゃぐちゃの絵だから、コスモスに見

えないけど、それがコスモスって言うか

ら、ぐちゃぐちゃの絵がコスモスにしか

見えないから、おもしろい。 
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食べものをあげるというお母さんの具体的

な行動の意味を捉える。つまり，ゆみ子にと

って「一つだけ」は「おなかがすいた」とい

う意味の言葉なのだと判断する。これが，読

者の想定する物語の世界である。 

しかし，場面ごとの語りの構造を比較し

て捉えると，語り手の意図が浮かび上がっ

てくる。そこで，大人の行動を受けて反応す

るゆみ子の姿を，場面ごとに捉えて比較し，

ゆみ子の行動の理由を推論した。このこと

が語り手の意識を解明していくことになる。 

本時では，「ゆみ子がお父さんに一輪のコ

スモスの花を渡されてとても喜んだ」のは

なぜかを考えていった。C1 は，「何か気付

くことはありますか。」と，読みを捉え直さ

せるための教師の言葉に対して，「お母さん

やお父さんはゆみ子のことが心配で，『一つ

だけちょうだい』としか言わなくて，戦争の

ときも，（ゆみ子は）『一つだけちょうだい』

とお父さんのためのおにぎりを全部食べて

しまって。でも，お母さんが怒らなかった理

由は，お父さんに泣いている姿を見せたく

なかったから。」と，お母さんの立場に立っ

て，物語の様子を捉えていた。また，C1 は

ゆみ子を「わがまま」な人物と判断している。

これは，語り手が，戦時中の生活を「そのこ

ろは，おまんじゅうだの，キャラメルだの，

チョコレートだの，そんな物はどこへ行っ

てもありませんでした。」「毎日，てきの飛行

機が飛んできて，ばくだんを落としていき

ました。」と，語り出していることに起因す

る。読者は，物語の冒頭で，きびしい状況に

おいても食べものをねだる「わがまま」なゆ

み子像を描くのである。これは，語りの世界

と現実世界を区別できていない読みである。 

そこで，「ゆみ子にとっての『一つだけ』

の意味」を問うことで，物語世界を明確にし，

表現世界を相対化していくことを考えた。

授業後，「ゆみ子にとって『一つだけ』は，

はっきり覚えた最初の言葉で，『一つだけち

ょうだい』といえばなんでももらえると思

っていて，いつも言っている。」という学習

者の発言からは，物語世界と現実世界を区

別しきれていないことが読み取れる。 

これは，「一つだけ」の意味を明確にし，

共有することができなかったことによる。 

C1 は，ゆみ子の「一つだけ」は食べもの

以外のものを要求する意味があることを読

み取っている。しかし，Ta の「他の人」「し

てくれる」という表現が「誰が」「何をした」

かを分析する観点を曖昧にしている。C2 は，

大人がゆみ子に対して行った行動だけを取

り出し，「誰が」という点が明確になってい

ない。したがって，第三場面のお父さんの行

動の特異性が明らかにならなかったのであ

る。 

当初，語り手の言葉に引きずられ，冒頭以

外の場面で「一つだけ」と読んだときにも

「一つだけちょうだい」と補って「おなかが

へった」のだと判断していた学習者たちで

あったが，場面ごとの語りの構造を捉えな

おし，比較することによって，「食べものが

ほしい」以外の意味があると読み取ってい

る。しかし，こうした子どもたちの読みを見

取り，語りの構造へ意識を向けさせるため

の焦点化した問いを行う必要があった。 

 

Ⅳ 研究の成果とこれからの展望 

T：ゆみ子はどんなときにさ、一つだけっ

て言っとった？ 

そんなときに、他の人は何をしてくれる？

C1：ゆみ子が「一つだけちょうだい」と言

うときは、おなかをすかせたり何かをほし

いとき。 

Ta：そんなときに、他の人は何をしてくれ

る？ 

C2：えっと、食べ物をあげたり、自分のも

のから一つだけあげたり、何かきれいなも

のを、コスモスとかをゆみ子にあげる。 
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ⅰ．研究の成果 

 論理的判断力を育む授業デザインのあり

方として，語りの構造に着目して判断を問

う問いのあり方が明らかになった。 

 それは，まず，読者の視点を変えることで，

物語世界，表現世界を相対化するための問

いづくりである。次に，読みの過程を捉えな

おす場を組織するための問い直しである。

表現世界を想定できたとき，作者像が現れ，

その意図を推論することを目的とした読み

を行うことができる。 

その教材の語りの構造を捉え，判断を提

示させるために何をどのような順番で問う

べきかを想定しなければいけない。 

また，学習者の発達段階を加味した問い

方を決定することの重要性が明らかになっ

た。議論を活発にするためには，適切なタイ

ミングで論拠の不足を指摘したり，問い返

したりすることが必要であった。同時に，学

習者が判断を詳しく表出できるような手立

ても必要である。 

テキストに線を引くよう指示をするので

も，理由を「説明しよう」とするのと，「考

えよう」では，後者のほうがより豊かな読み

が提示されたであろう。発達段階と教材の

特性に合わせた発問づくりが求められてい

ると言える。 

ⅱ．展望 

読みの場を物語世界・表現世界・現実世界

の 3 つの枠組みで捉えたとき，物語世界を

正確に理解することが正しい読み取りだと

していては，学習者に読みの過程を捉えな

おさせる場は組織されない。なぜなら，物語

世界は，読んで理解していることと，現実世

界との区別が明確になったときに，初めて

成り立つものだからである。 

協働して読みを振り返る場が，論理的判

断力を育む上で重要である。物語の世界を

豊かに想像するとは，現実世界の中に物語

世界をどのように位置づけるかということ

なのである。読みの方略の習得を図るため

には，理解と表現を往還することが重要に

なる。また，授業の最後に読みを振り返るよ

うな時間を設けることで，読みの方略の習

得を図ることが欠かせない。 

 教材の特性を踏まえた問いのあり方を考

え，その上で学習者の理解と表現を往還す

るための手立てを打っていくことを想定し

ていかなければならない。 
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 「わかる学力」を育てる授業づくり 
―問いの生成に着目した小学校理科の実践― 

学生番号 22427085  氏名 山口 沙織 
 

【概要】本研究の目的は，児童の知識構造の再構成をともなう「わかる学力」を獲得さ

せるための「価値ある問い」を追究することである。そのために本論では，児童が学習

内容と最初に出会う場面に着目し，「学習内容と既有の知識構造との「異常」からなる

こと」，「知識や概念の核に向かう対話を生み出すための視点形成につながるもの」とい

う２つの条件を満たした「問い」を児童・教材・他者との対話により生成させ，それを

「価値ある問い」として探究の出発点に位置付ける授業実践の実践モデルを示した。 
 

キーワード：わかる学力 活用力 問い 対話 
 

１．問題の所在と本研究の目的 

（１）活用可能な知識習得における現状と課題 

 知識基盤社会に向かうとされている今日においては，より多くの知識を蓄積していくこと

だけでなく，学習者自身が知識の価値や意味を理解しながら，活用する力の獲得につながる

知識構造を築いていくことが求められる。しかし，自らの指導を含めた日々の授業場面を振

り返った時，活用力を育むことを目指しながらも，空欄補充により断片的な知識のみを習得

させたり，学習した解き方がそのまま当てはまるような定型的な問題を繰り返し解かせたり

することによって，学んだことを再生する力の育成にとどまっているケースも少なくない。 

 2007 年の TIMSS 調査の小学校理科の結果について，藤村（2012）は，「学校で直接学習する

手続き的知識・スキルや事実的知識に関する日本の小学生の水準は高い一方で，概念理解や

因果的説明を要する問題の正答率は国際レベルかそれ以下で，課題を残している」と分析し

ているが，この結果には，上記のような指導の傾向も関与していると考えられる。また，藤

村はこの分析の中で，再生する力を「できる学力」，活用する力を「わかる学力」として明確

に区分し，「わかる学力」を高めていくプロセスには，「概念的理解の進化により，さまざま

な場面に利用可能な柔軟性をもつ認知的枠組みが形成される」という状況が必要であると述

べている。上記の視点から授業を捉え直すと，「わかる学力」の育成につながる指導を行うつ

もりが，「できる学力」を高めるような指導となっているケースが少なからずあるといえる。 
 

（２）「わかる学力」を育成するための要素－知識構造の再構成を促す「問い」の必要性－ 

藤村は，「わかる学力」を育成する仕組みを作るためには，「既有の知識構造の精緻化や再

構成化」が必要であると述べている。また，理科教育の立場から森本（1994）は，知識の枠

組みが構成される状況について，児童が「教師の論理である問いかけに即応して，自らの問

いを構成し，その活動に取り組む」とき，彼らの中に情報に意味を与える枠組みが構成され

始めると述べている。 

このことから，児童の学びの入り口には，彼らの既有の知識構造を新たな知識構造へ再構

成していくような「問い」の存在が必要であることがわかる。そこで本研究では，活用する

力の獲得につながる知識構造を形成するための「問い」に焦点をあて，その「問い」の生成

の構造を図式化した上で，授業を基に実践的な生成のプロセスを提示することとする。 

 

２．「わかる学力」を育成する「問い」の生成モデル 

（１）「わかる学力」を育む「問い」とは 
住田（1995）は，「これまでの知的構造のあてはめではエラーになってしまう」状況にお

いては，「理解の文脈に対して，問題の〈異常〉を解決することを目指した一連の〈問い〉

を発し，それに答えることによって，その〈異常〉を「説明」し，それ以降はもう〈異常〉

と認識されないように，自身の知識構造にそれを組み込む一連の手続き」が行われると述べ
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図１ 「価値ある問い」生成の構造 

ている。ここで述べられている「異常」とは，新奇な経験，言い換えれば，既有の知識構造

から供給される推論や予想に反する状況である。これを，授業に即して言うと，学びの入り

口の「問い」は，既有の知識構造では解決できない「異常」に出会った際に発せられるもの

であり，児童がその「問い」に答えていくことで，新たに獲得した知識の意味を他の知識と

関連付け「異常」に対応できるような知識構造を作りだすようなものでなければならない。 

以上のことを踏まえて，「わかる学力」を育むための「問い」が成り立つ要件として，本

論では「①新規の学習内容と児童の既有の知識構造との対話から生成された「異常」からな

ること」，「②知識や概念の核に向かう対話を生み出すための視点形成につながるもの」の 2

点を設定し，それが含まれた「問い」を「わかる学力を育むことにつながる価値ある問い」

（以下，「価値ある問い」と記す。）として論を進めることにする。 

 
（２）「価値ある問い」の生成と対話における他者の役割 
「価値ある問い」により導かれる学びでは，新規の学習内容と既有の知識構造との対話が

成立する。そこでは，学習者は学習内容と自己との対話を通して，既有の知識構造では解決

できない不十分さや曖昧さの存在を自覚し，知識構造の再構築に向かう。しかし，自己と学

習内容との最初の対話の段階では，何が原因で「異常」が生じているのかということに気づ

く児童は少ない。そのため，学習内容に対するそれぞれの考えを他者と比較することで，曖

昧な箇所はどこにあるのかなど，「異常」が生じる原因を自らの知識構造に立ち返りながら自

覚する必要がある。この自覚を促すためには，他者との対話が特に重要になる。大塚（1985）

は，児童が直面した事象を通して疑問，驚き，矛盾，感動をもった段階では，児童自身が学

びの意味を見出した「問題」とはみなされず，それらを抱いたまま「子供たち相互がかかわ

り合うなかで自分の関係的位置の自覚ができた段階」において真の「問題」となると述べて

いるが，このように，他者との対話は，学級集団における個と個のかかわり合いの中で，自

分と他者の考えの異同を捉えて，自分の考えの不十分さを自覚させる役割を果たし，様々な

形で自覚される「異常」を児童にとっての真の「問題」へと変換させていくのである。 
これまでの考察から「価値ある問い」の

生成の構造をモデル化すると，図１のよ

うになる。まず，児童(図中 A児，B児，C

児)は，自己・学習内容・他者という三つ

のものとの対話を通して，自らの知識構

造の曖昧さによる「異常」を生成する。そ

の後，それぞれの知識構造からなる曖昧

さの部分を他者と比較することで，その

「異常」が生じている原因を自らの知識

構造にそって「問題」化していく(関係位

置の自覚)。この過程を経て，児童は学習

内容に対する「価値ある問い」を生成する

という仕組みである。次章では，この「価

値ある問い」を生成する対話モデルを用

いた授業実践について論述する。 
 

３．授業実践 － 小学校 3 年 理科「磁石につけよう」－ 
 本時で習得させたい知識構造の要素は，「磁石に引きつけられる物とそうでない物を区別

する視点」である。これまでの理論を踏まえると，単に「磁石に引きつけられる物は鉄であ

る」という出来上がった知識を正しい結果として与えるのではなく，児童が持っている既有

の知識と学習内容との対話を生み出すことが求められる。そのためには，教師はあらかじめ

学習内容に対する児童の既有の知識を想定しておく必要がある。（以下，枠内参照。） 
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図２価値ある問い生成の手立てと児童の反応 

図３ 手立て②における教師－児童プロトコル 

想定される 

既有の知識

の状況 

・身のまわりの磁石の利用（生活経験） 

（例）筆箱，ランドセル，マグネット，方位磁針等 

・磁石に引きつけられる物とそうでない物とがある（生活経験） 

・電気を通す物（金属）と通さない物とがある（既習事項） 

 区別の視点が曖昧 

 科学的根拠は不十分

 
この状況から最も簡単な形で示される問いは，教師による「どのような物が磁石に引きつ

けられるのだろうか。」というものである。しかし，これでは「わかる学力」を育成する問い

としては不十分である。なぜなら，そこには先に挙げた「価値ある問い」の２つの要件を組

み込むための児童自身によるプロセスが含まれていないからである。実際の授業では，次の

ような２つのプロセスを経ることで，「価値ある問い」の生成をめざした。 
 
（１）価値ある問いへの第一のプロセス－「異常」の自覚 

授業においては，「価値ある問い」の生成に向けて，児

童の「異常」を自覚させるために以下の２つの手立てを

取り入れることとした。（図２参照）「手立て①：紙，クリ

ップ，一円玉という材質の異なる具体物を提示し，磁石

に引きつけられるかどうかの予想を立てさせること」，

「手立て②：その予想の根拠を問うこと」。実際の場面で

は，手立て①において，すべての児童が自分の考えを基

に予想をたてることができていた。このことから，どの

児童も，既有の知識として磁石に引きつけられるかどう

かを区別する何らかの根拠をもっていたことがわかる。 

しかし，この段階では，児童同士の予想の交流は「一円

玉は引きつけられる，いや引きつけられない」といった 

ように，結果だけのやりとりに終始しており，自分自身の区別についての判断を成り立たせ

ている根拠(区別する視点)に目を向けることができていない。さらに，このときの，T「人に

よって分けている物が違うってことは，そこがあやふやってこと？」C「いや，分かっている

よ（あやふやでない）」というやりとりからも，区別する物が他の児童と異なっているという

事実が生じていても，自分の区別についての判断を支える「視点」が揺るがなければ，「異常」

を生成することは難しいことが明らかになった。したがって，「価値ある問い」を生成するに

は，手立て①に引き続き，手立て②に該当する第二のプロセスが必要となる。 
 

（２）価値ある問いの生成に向けた第二のプロセス－関係位置の自覚を促す視点形成 

次に，手立て②の段階として，区別する視点に着目させることで，手立て①で揺るがなか

った「視点」へのアプローチを試みた。これが，「価値ある問い」の生成構造図（図２）の中

の「関係的位置の自覚」の箇所に該当する。この時の教師－児童のプロトコルは次のような

ものであった。(図３) 

 
このプロトコルからは，それぞれの児童の中で「区別の視点」が構築されつつある様子が

T ：分け方の理由を教えて。 
C1：鉄や銅とかのちょっと重めの金属は磁石につきそうなんだけど，でも同じ金属でも軽めのアルミニウム

とかはつきそうにないし，紙は金属でないからつきそうになかった。 
T ：C1 さんの考えは磁石につくのは金属で，さらにその中でも重めの金属がつくということ？  
C1：10 円玉も金属で銅だけど，それは重いけど，1 円玉はアルミニウムで，金属なのに軽いからつかない。

T ：金属っていう素材だけじゃなくて，重さにも着目したんだ。 C2 さん，あなたは？ 
C2：まず，紙は素材が木なのでつかない。1 円玉はアルミニウムなので，C1 さんと同じ考えで，軽いのでつ

かないと思う。クリップは少しだけ重みがあるのでつくと思います。 
T ：C2 さんも物の素材とか重さで見ているってこと？ C3 さんは？ 
C3：クリップの素材は鉄でできていて，1 円玉や紙は違うから，鉄が磁石につくと思います。 
T ：重さではなくて，鉄っていう素材が関係しそう？ 
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表１ 手立て②，及び，実験による児童の考えの変化

見えてくる。ここでは，C1 の発言の内容を基に，教師が「素材」や「重さ」という言葉を用

いて全体に返すことで，全員が自分の根拠を他者と比較することができるような共通の視点

の形成を促している。それを受けて，続く C2，C3 は，「素材」や「重み」という言葉を用い

て考えを述べているが，これは関係的位置の自覚，即ち自分自身の考えの相対化を行うため

の視点が取り込まれたことを意味する。児童は，手立て①でみられた他者の判断との異同が，

紙やクリップ等の物それ自体の異同ではなく，その物の材質など「視点」の異同によるもの

であることを理解したのである。 
表１は，手立て②の前後による児童の区別の視点の変化の状況を表したものであるが，こ

れによると，当初は視点として「鉄」や「金属」などの「素材」のみに着目していた児童が

多かったが，手立て②の後では，「素材」に加えて「重さ」の視点を新しく獲得した児童がか

なり増えたことがわかる。最終的には，「重さ」の視点は排除されるものであるが，ここで重

要なことは，児童が手立て②において，自分自身の考えと他者の考えを比較し，自分自身に

不足していると認識した要素を他者の考えから取り入れたという事実であり，このことは，

「価値ある問い」の生成に必要な対話を生み出すための視点形成が行われたことを意味する。 

 

 
（３）「価値ある問い」への到達 

以上，手立て①，②により，児童の生活経験と既習事項に基づく曖昧さを含む知識は，学

習内容との間に生じる「異常の生成」と「関係的位置の自覚」の２つを経由して，「どんな材

質の物や重さの物が磁石に引きつけられるのだろうか」という問いへと変容した。この問い

こそが学習内容に対する「価値ある問い」であるといえる。そして，この「問い」を出発点

として探究していくことで，児童の既有の知識構造からなる曖昧な事象の捉え方が，実験結

果，及び考察からなる科学的な視点や根拠へと変わっていくのである。 

しかし，ここで生成された「価値ある問い」と同じ文言を授業のはじめにそのまま示した

り，他のクラスで行う同じ授業に当てはめたりしたとしても，「価値ある問い」とはならない。

なぜならば，「価値ある問い」とは，あらかじめ存在するものではなく，児童・学習内容・他

者との対話の中で「異常の生成」，「関係的位置の自覚」という二つのプロセスを経て，初め

て作られるものであるからである。もちろん，目の前の児童の既有の知識構造や学習内容に

よって，どのように対話をデザインすべきかという検討を加えていくことが必要であること

は言うまでもない。 

なお，「価値ある問い」として生成された問いは授業における「めあて」の設定と密接に関

連付けられるものである。その際，生成された問いをそのまま「めあて」とするのではなく，

関係的位置の自覚によって明らかとなった「視点」と「その解決へのアプローチ」を含めた

ものを「めあて」とすることで，「めあて」自体が，本時の目標に至るための「道しるべ」と

してより適切に機能すると考える。 
 
４．課題と今後の実践に向けた展望 
本実践により，自己・学習内容・他者との対話によって，「異常の生成」，及び「関係的位

置の自覚」を経た「価値ある問い」の生成による授業モデルを示すことができた。今回の実

践研究では導入部に焦点を当てたが，探究過程での児童の対話的な学びが授業の成否に大き

く影響することは明らかである。今後も「価値ある問い」の追究を続けるとともに，導入部

で生成した「問い」が探究過程を通してどのように知識構造の再構成をもたらすのかなどに

ついて「対話」と「関係的位置の自覚」の関係に着目しながらさらに考察を深めていきたい。 

区別の視点 手立て②前 手立て②後 実験後 

鉄・・・・・・・・・・・・・・・・素材 1５人 ９人 ３１人 

金属（鉄・アルミニウム・銅）・・・素材 １２人 ８人 ０人 

鉄・銅・・・・・・・・・・・素材・重さ ３人 １３人 ０人 

その他，無記述 ２人 ２人 １人 
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数学的活動を通して帰納・演繹的な思考力を育成する実践研究 
‐構成的アプローチを中心にして‐ 

学生番号 22427086  氏名 山下 大介 

 
本研究は，帰納・演繹的な思考力を育成することを目的としたものである。子どもによ

る数学的知識の構成を可能とする場を設定することが教師の重要な役割であると考え，構

成的アプローチを中心にして実践研究を行った。その結果，直観的(類推)・帰納的に洞察

したことを，内面化，一般化した上で，それに基づいて演繹的に処理することで，創造的

な問題解決を遂行する生徒の姿が見られるようになった。 

 

キーワード 数学科 授業論 帰納・演繹 構成的アプローチ 創造的な問題解決 

 
 

１．研究の目的 
 
21 世紀の社会は，知識基盤社会であり，新しい知識・情報・技術が活動の基盤として飛躍

的に重要性を増していく。とりわけ最近では，その知識・情報・技術をめぐる変化の早さが

加速度的となり，学校で学んだ知識や技能を定型的に適用できる問題は少ない。変化の激し

い時代に求められるのは，正しいとされる既存の知識を複製することではなく，既存の知識

だけでは解決できない問題に直面したときに，問題解決に必要な新しい知識を自ら創造して

いく力である。 

ところが，文部科学省が以下に指摘しているように，教育課程実施状況調査や国際調査に

よると「基礎的な計算技能の定着については低下傾向は見られなかったが，計算の意味を理

解すること」や「事柄や場面を数学的に解釈すること，数学的な見方や考え方を生かして問

題を解決すること」に課題が見られた。この問題の要因として，教師主体の知識伝達型授業

が挙げられる。いわゆる，教え込みの授業では生徒の数学的な考え方は育たない。 

数学教育の目的について，中島(1981) は「数学にふさわしい創造的な活動を体験させ，

それを通して創造的に考察し処理する能力や態度をのばすようにすることが，しだいに重要

な意味をもってくる」と述べ，言い換えれば，「算数・数学にふさわしい創造的な問題解決

を遂行することを目指している。」と述べている。問題解決の過程では，帰納・演繹・類推

などの推論が行われ，全体として筋道の通ったものになっていなければならない。しかしな

がら，創造的な活動では，証明などにみられる厳密な説明だけを求めるわけではなく，「か

りにこう考えてみよう」というような発想や，そうしたことにもとづいた試行錯誤があって

然るべきである。このことに関して中島は「『創造的』な活動では，何かしら新しいことを

引き出すことにねらいがあるわけであるから，『論理的』といっても，それを演繹的な推論

だけに限定することは，もちろん無理なわけである。」と述べている。 

 つまり，重要なポイントでは，直観的(類推)・帰納的に洞察したことを，内面化・一般化

した上で，それに基づいて演繹的に処理するような推論の仕方が創造的な活動の本質に触れ

ることになるわけである。 

これらのことから，「帰納・演繹的な思考力」を育成することを本研究の目的として設定

した。 
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２．構成的アプローチを中心に 
 
先述したように，帰納・演繹的な思考力は「数学にふさわしい創造的な活動」を通して培

われるものである。創造的な活動であるからには，子どもが主体となって，試行錯誤を繰り

返しながら能動的に数学的知識を構成していかなければならない。その際に，教師の役割と

して重要なのは，子どもによる数学的知識の構成を可能とする場を設定することと言える。

ここに，筆者が構成的アプローチを中心にして研究を進めた１つの理由がある。構成的アプ

ローチとは中原(1995)の提唱する問題解決型の授業モデルであり，『数学的知識は，子ども

たち一人ひとりによって心的に構成され，その構成されたものがある集団において洗練され，

協定されていくとする認識論』に基礎をおくものである。 

 

 構成的アプローチでは，授業過程は次の 4つの段階に分けられる。 

 

 

 

 

 

第 1 段階意識化は，構成しようとする数学的知識の発生源との出会い，そこから問題を意

識化し，その解決へ向けての見通しを立てる段階である。 

第 2段階操作化は問題に関する見通しに基づいて，その解決をめざして操作的活動を行い，

構成しようとする知識の原型をつくりだす段階である。 

媒介化は，操作化と反省化の間に大きなギャップがある場合に設定される段階である。両者

のギャップを埋めるために，問題と関連しているけれども新たなる内容をもつ問題に取り組

んだり，操作化の段階に類似した活動を行ったり，反省化の段階に近く，当該知識の本質的

部分の一端を抽象したりする。 

第 3段階反省化は，操作化や媒介化の段階における活動を振り返って数学的抽象，数学的一

般化を行い，数学的知識を構成する段階である。ここでは，反省的思考が重要な働きをする。 

第 4段階協定化は，構成した知識を整理し，整合性，適合性などを検討し，そして生存可能

な知識を協定する。 

 

・本研究における構成的アプローチの位置づけ 

本研究において帰納・演繹的な思考力を育成するという観点からみると，特にポイントと

なるのは反省化と協定化の段階である。反省化では構成的アプローチの中核的な方法原理

に位置付けられる「反省的思考」が重要な働きをする。中原は構成的アプローチにおいて「操

作的活動を反省して，その本質を抽象し，一般化する思考」を反省的思考といい，「反省的

思考は，直観的思考と相補的関係にある」と特徴づけている。また，協定化では「構成した

知識の根拠や理由づけを考え，協議することにもなるので，思考に関してはいわゆる論理的

思考も主要な働きをする」と述べている。つまり，それまでは直観的思考によって捉えられ

ていたものを，反省化の段階で反省的思考によってその本質を抽象し，内面化や一般化した

あと，協定化の段階で論理的思考によって理論づけるのである。これはまさに，「直観的(類
推)・帰納的に洞察したことを，内面化，一般化した上で，それに基づいて演繹的に処理する

ような推論の仕方」と一致するものであり，構成的アプローチによる授業が創造的な活動の

本質に触れることを示している。 
  

(第 1段階) (第 2段階) (第 3段階) (第 4段階) 

意識化 操作化 反省化 協定化 (媒介化)
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３．教育実践研究 
2 つの実践事例をもとに考察を進める。 

実践事例Ⅰ・・・中学校第 1学年 領域「数と式」 『文字式の計算』 

実践事例Ⅱ・・・中学校第 1学年 領域「図形」  『基本の作図』 

 

〇実践事例Ⅰについて 

 

(1)授業の構想 

本時は，画用紙の枚数にともなって個数が変化するマグネットについて，画用紙がｘ枚の

ときマグネットの個数はどのような式で表せるかということを考え，伝え合うのが主な学習

活動である。単元としては文字式の計算の導入部分にあたり，「同類項は簡単にまとめるこ

とができる」ことを学習する場面である。形式的な計算技能の習得に指導の重点が置かれ，

式の多様性や意味についての学習はおろそかになりがちな単元であると言える。マグネット

の個数を表す式を考えさせたり，自分が考えた式を他者に説明したり，他者の意見を聞いて

自分の中で反省したりする活動を通して，生徒の帰納・演繹的な思考力を育成しようという

のが本時のねらいである。 

 

意識化 画用紙の枚数を文字で置くことでマグネットの個数を式で表せることに気付く 

操作化 マグネットの個数を表す式を考える 

媒介化 画用紙とマグネットを図に表す 

反省化 自分が立てた式の説明を考える 

協定化 自分が考えた式を説明したり，他者が考えた式の意味を考えたりする 

 

(2)実践とその考察 

・帰納的な推論をする生徒の姿 
右の写真は生徒のワークシートである。図を用いて，

画用紙が 1 枚増えるごとに，マグネットの数が 3 個ずつ

増えることと，x 枚目の画用紙には 3 個セットに加えマ

グネットが 1 個余ることに気づき，それを式として 3x
＋1 と表している。また，その思考を言語化できている

姿は，演繹的に処理できている姿でもある。 
 
 
・演繹的な推論をする生徒の姿 

S1「ほかにもあります。4x－x+1」 

T「－xはどこから出てきたん？」 

S1「－xは・・・えっと。(答えに困る)」 

S2「俺わかる。4つ４つあるけど，重なっとるから・・・わからん。」 

T「じゃあ他，誰か言いたいことわかるって人おる？」 

S3「はい。重なっているところを考えずに 1枚に 4つって考えて，それが x枚って計算

して，でもそれだと連結の，重なっている部分のところが違うから，個数が，だか

ら－xの個数+1」 

S1「え，ようわからん」 
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S1 は他の考え方として 4x－x＋1 を立式したが，－x がどういう考えで導かれたか問うと

答えに困っていた。そこで，S2 が助け舟を出したのだが，S2 も頭の中ではイメージができ

ているものの，うまくそれを言語化できないといった様子だった。実はこの S2 は机間巡視

の段階では 4x－x＋1 という式は立式していなかった。つまり，不完全ではあるものの，協

定化において S1 の発表を通して，S2 が新たな見方を創造した場面であるといえる。   

2 回目の S2 の説明は，図や具体的な数値を用いて行われた。図を使うことにより説明が

視覚化され，具体的な数値を使うことにより一般化されたものが簡単化された。1回目の自

身の説明を反省的に捉えなおしたり，S3 の説明を参考にしたりすることで，S2 が問題を十

分に演繹的に処理できるようになったと考えられる。 

 これらの考察から，自分が考えた式を他者に説明したり，他者の意見を聞いて自分の中で

反省したりする活動を通して，生徒の演繹的な思考力が育成されたと考える。 

 
(3)課題 

 授業を通して，操作化における操作的活動の意義を再認識する必要があると感じた。本時

でいう操作的活動というのは，実際に画用紙とマグネットを操作することや，図を活用して

考えることを指す。指導案の検討段階では，論理的な説明は難しいが，立式自体は念頭操作

でも十分可能であり，そこまでの手立てとして教師側から操作的活動を設定するのは過度な

スモールステップになると考えていた。実際，説明欄は空欄であるが，立式は出来ていると

いう生徒は多かった。しかしながら，操作的活動というのは課題の解決を目指してだけ行わ

れるのではなく，反省的思考の対象にもなるものである。本時において具体的に述べると，

立式のための操作的活動と捉えていたが，たとえ立式が出来ている生徒であっても式の説明

をするために，操作的活動を通してもう一度立式の段階に立ち返るという過程を用意する必

要があった。帰納・演繹的な思考という観点からは，反省化における反省的思考が重要なポ

イントとなるが，その思考の対象となるのは操作化における操作的活動である。操作的活動

をうまく取り入れることで，自分が考えた式に説明を付け加えられる生徒を増やすことがで

きると考える。 
  

 

〇実践事例Ⅱについて 

 

(1)授業の構想 

「基本の作図」では垂直二等分線や角の二等分線，垂線など，基本的な図形の作図方法を

知り，具体的な場面で活用することになる。しかしながら，作図の手順を教え込むことに終

始し，作図の方法やその根拠を自分で考えることはおろそかになりがちな単元であると言え

る。そこで本実践では，反省化において「作図した直線が，なぜ垂直二等分線になると言え

るのか。」と問うことで反省的思考を促し，また，協定化において，その説明を求めること

で生徒の演繹的な思考力を育成しようとした。 

S2「4x は一枚に使うマグネットの個数のことなんじゃけど，この場合だったら，3 枚だ

として 4×3＝12。12 だけど，それだったら違う答えになってしまうから，紙の右の

部分が交わってて，そこの部分が一個多いんよってことになるから，1 つ 2 つ 3 つ

分と引くけど，でも最後の部分は他の紙と交わってないから，この一つ分は足さん

といけんから，この場合だったら 4×3－3＋1で 10。」 

S1「わかった！」 
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意識化 条件に合う場所を見つけるために垂直二等分線の作図が必要なことを押さえる 

操作化 実際にコンパスと定規を使い，垂直二等分線の作図を試みる 

媒介化 ひし形の性質を確認し，それを作図のヒント・根拠とする 

反省化 垂直二等分線になっていると言える理由を考える 

協定化 垂直二等分線になっていることを説明し，作図の手順を文章でまとめる 

 

 

(2)実践とその考察 

操作化の段階で多くの生徒は垂直二等分線の作図

ができていた。しかし，「なぜ，この直線が垂直二等分

線になっていると言えるのか。」と問うと，ほとんどの

生徒が説明に困っており，論理的に説明できる生徒は

いなかった。このことから，作図ができている生徒で

あっても，それは塾等で作図手順を先行して学習して

いたか，「とりあえず線分の端にコンパスの針を刺し

て，二つ円を描いてみよう。」という直観的な発想から

作図に至ったものであると考えられる。この時点では，演繹的に処理できていないと言える。 

そこで，作図は出来るが説明はできないというギャップを埋めるためにひし形の対角線に

着目させるようにした。すると生徒は「ひし形の一つの対角線は，もう一方の対角線の垂直

二等分線になる」ということに気付き，自身の作図にひし形を見出そうとした。 

生徒は作図の中にひし形となる四角形をすぐに見つけて，だから垂直二等分線と言えると

結論づけようとした。そこで次は「なぜこの四角形がひし形と言えるのか。」ということを

問うと，はじめは返答に困っていたが，コンパスの幅を変えてないということから 4つの辺

がすべて同じ長さ，つまりひし形の定義を満たすことを説明していた。 

この一連の流れを踏まえて，まとめとして再度，「なぜ，この直線が垂直二等分線になっ

ていると言えるのか。」ということを，作図の手順と照らし合わせながら説明することを求

めた。その結果，生徒は作図方法とその手順で作図ができるという根拠を説明することがで

きた。 

 

 

 

 

 

T「どこにひし形あるん？」 

S1「２つの円の交点と，A と B を結んでできるとこ。」 

T「確かに四角形があるけど，なんでひし形ってわかるん？」 

S1「4 つの辺が等しいから。」 

T「え，なんで長さが等しいってわかるん？見た目で言ってない？」 

S2「そうそうそう。そこがわからんのんよ。」 
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この姿から，演繹的な思考力が育成されたと結論づける。また，次時以降では「角の二等

分線」や「垂線」の作図を学習していったのだが，生徒はひし形の性質を根拠とすることを

自ら予想し作図していった。その作図に対する説明も同様である。それは，本時で学習した

垂直二等分線の作図を既知のものとして活用する姿であり，この姿からも生徒の演繹的な思

考力が育成されたことがわかる。 

 

(3)課題 

 構成的アプローチをもとに授業を進めていったが，媒介化の在り方について今後の検討課

題が残った。「作図は出来るが説明はできない。」この生徒の姿は，操作化と反省化にギャッ

プがあることを示している。そのため，そのギャップを埋めるべく媒介化として教師が「ひ

し形の対角線」を提示し，ひし形の性質を想起させた。本来は，既習事項であるひし形の性

質を活用すれば作図の説明が可能となることに，生徒自ら気付いてもらうことが理想である

が，そこにギャップの存在を認める場合，何らかの形で教師が介入することは避けられない

のではないだろうか。教師がどういった方法でどのくらい介入するかということは，生徒の

実態や学習する単元によってもさまざまであろう。構成的アプローチにおける媒介化の在り

方については今後の検討課題である。 

  

 

4. 研究の成果と今後の課題 
2 つの実践事例を通して，構成的アプローチを中心にして帰納・演繹的な思考力を育むこ

とは有意義であるという示唆を得た。また，２つの実践事例は領域が異なるものであり，領

域を超えて有効であることを示している。 

課題としては，構成的アプローチは生徒自らが数学的知識を構成するところにねらいがあ

り，帰納的・演繹的な推論を必要とするので，そういった観点からは程度の高いものであり，

学力差への対応が必要と考えられることである。この課題の解決に向けて，フィードバック

の視点を取り入れて研究を進めることを考えている。構成的アプローチの 5 つの段階を一

方向のものとして捉えるのではなく，必要に応じて前の段階に戻ることでより理解を深める

効果を期待する。また，媒介化の在り方を含めた生徒どうしの相互作用の観点からも検討の

余地があると本実践を通して感じた。これらの課題を中心に，帰納・演繹的な思考力を育成

する授業を今後も模索していきたい。 

 

主な引用・参考文献 
中島健三『算数・数学教育と数学的な考え方』1982 年 東洋館出版社 

中原忠男『算数・数学教育における構成的アプローチの研究』1995 年 聖文新社 

 

手順①：線分の両端を中心にして半径の等しい 2 つの円を描く。 

⇒線分の両端と 2 つの円の交点をそれぞれ頂点とする 4 つの辺の長さが等しい

四角形，つまりひし形をつくる。 

 

手順②：2 つの円の交点を通る直線をひく。 

⇒ひし形の対角線をひく。 

(ひし形の対角線はもう一方の対角線を垂直に二等分するという性質を使う。) 
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児童の課題生成を通して，
主体的に学校改善していく教師集団育成の研究

学生番号 22427064 氏名 井 上 峰

概要

， 。 ，学校改善を行うためには 児童の真の課題を見つける必要がある そのためには

全職員が色々な視点で児童の実態を見直し，めざす児童像をより具体化していくこ

とが必要であると考えた。また，学校改善が主体的かつ継続的に行われることの必

要性も感じた。そこで佐古（2011）の教育課題の生成と共有を支援する学校組織開

発プログラムの「課題生成」の知見を援用した学校改善の取組について考察した。

その結果，現任校の児童の実態把握と今までの教育活動を振り返ることから始め

て職員が必要感を持って取組を行うと，主体的に学校改善していく教師集団へ向か

うことが分かった。

キーワード： 課題生成 めざす児童像 良循環サイクル 主体的な学校改善

Ⅰ．研究の目的
現任校の学校教育目標は「自ら学び 心豊かに たくましく生きる 大和っ子の育成」で

ある そして 自主・協力・誠実 を合い言葉に 自ら学び 自ら考え行動する子 仲。 「 」 ，「 ， 」「

良く，思いやりのある子 「まじめに，最後までがんばる子」をめざす児童像として掲げ」

ている。吉備高原の自然に恵まれた，全校児童６２名の小規模小学校である。児童は素

直で，言われたことは一生懸命取り組み，同学年だけでなく異学年とも仲良く助け合う

姿がよく見られる。おとなしい性格の児童が多く，自分から進んで行動できるようにな

ることが課題であると考える教員が少なくなかった。

現任校は平成２５年度～２６年度と学力向上の研究指定を受けて，算数科を中心に取

組を行ってきた。ＮＲＴ学力検査の経年分析の結果，学力低位の児童層が多く，まずは

基礎基本の徹底が最優先課題であった。学力検査の分析だけでなく教育センターの先生

方からも，活用する力を育成するには，引き出しに知識を詰めておくことが必要である

と指導された。児童が主体的に学習する授業の必要性も感じていたが，まずは知識を詰

めること（習得型の授業）から取組を行った。習得型の授業を展開することで，児童の

基礎学力は徐々に向上してきた。

本研究を始めた平成２７年度 「学校の課題は何か」の問いかけに対して，複数の教員，

から「児童の主体性の育成」という反応が見られた。各担任は学級の児童の実態をよく

捉えていたが，学校全体の児童の実態の捉えと児童の主体性の捉え方は個々に異なって

。 ， ， ，いた また 教員は協力的で 提案に対して協調して取組をしようとする姿勢が見られ

本研究を始めるに当たっては 「具体的にどうしたらよいか 「次はどうするの」といっ， 」

。 ， ，た受動的な声も少なくなかった このことから 教員自身が主体的に活動するためには

担当者や提案者が中心で物事が進展していくだけでなく，誰もが対等な立場で主体的，

継続的に学校改善していく組織へ向かう必要性を強く感じた。

現任校の児童の実態と，教師の児童の捉えから，児童の課題は「基礎的・基本的な知

識・技能の習得をして，授業中だけでなく教育活動全体で主体的に活動している児童集

団の育成」ではないかと考えられた。そして，その課題解決に向けて 「全校児童の実態，

を共有し合い，めざす児童像に向けて日々の教育活動を改善しながら取組を主体的にす

る教員集団」をめざしていくとよいのではないかと考えた。そこで佐古（2011）の教育

課題の生成と共有を支援する学校組織開発プログラムの「課題生成」の知見を援用して

良循環サイクルを成立させ，主体的に学校改善していく教師集団を育成することを研究

の目的とした。
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Ⅱ．研究の枠組み
（１）課題生成のよさを生かした取組

「課題生成」の知見を援用するよさは，与えられた課題に，やらされ感をもって新た

な取組をするのに比べ，自分たちの教育活動を振り返り，自分たちで生成した課題（ 課「

題生成」で生成された課題）に取り組むことは，必要感に応じて主体的に教育改善され

るという違いが考えられることである。佐古（2011）によると課題生成とは「児童の現

状の認識から 『なんとかしたい 『伸ばしたい』という教師の教育期待が形成される。， 』

つまり，児童の実態に対して 『子どもがこうなってほしい 『こんなことができるよう， 』，

』 『 』 （ ）。 ，になってほしい 等の児童に対する 課題 を形成する 問題→課題への転換 さらに
）それに対応させて 教員側の課題 取組課題＝指導方法の改善方策など を形成する， （ ） 」１

ことである。 これをもとに現任校での取組を考えた。まず，児童の実態把握（Resear

ch)を学級だけでなく全校の児童について全教職員で行い共有する。次に児童の実態だけ

でなく，めざす児童像を具体化することで，児童ができるようになってほしいこと（児

童の課題）が見えやすくなる。そして，

児童の課題へ向けて，なぜこのような児

童の実態なのか，今までの教育活動を振

り返り，改善すべきこと（教師がなすべ

きこと）を考える。これが，教師の課題

。 ，である 自分たちの教育活動を振り返り

自分たちで生成した課題は，必要感だけ

でなく，具体的な取組の内容や手順も考

えやすく，主体的に改善されると考えら

れる。そのために，この課題生成に重点

を置き，児童の実態把握とめざす児童像

の具体化と共有をしっかりしていくこと

が重要である。

（２）課題生成を通して良循環サイクルの成立をめざす

課題生成を通して主体的に教育活動に

取り組む状態を図式的に示したものが

「教育活動の良循環サイクル （図１）」

である。このプロセスを経て形成された

教師の課題を具体的場面で遂行（実践の

改善）し，実践の成果を再度児童の実態

把握によって検証し，次の課題につなげ

る。良循環サイクルの成立には次の３点

が重要である。図１の①のパスは 「子，

どもの問題から教育期待の形成を経て教

師自らが設定した課題をつくること」②

のパスは 「教師自らが児童の課題に対，

応したものとして選択した取組であると

いうこと」③のパスは 「教育活動の変，

革・改善を子どもの変容によって捉える

こと」で成立する。

それぞれの教員の中に良循環サイクル

， ， ，が成立しやすくすることと 実態 課題

実践等に関する情報や知識の共有が教師

集団の中に実現することをねらって，良循環サイクルを図２のように集団的に展開する
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ことを取り入れる。佐古（2011）の知見では，良循環サイクルが学校組織のレベルで成

立できれば個々の教員の教育活動への自律的な関わりを損なうことを抑制しつつ学校の

組織を活性化する可能性を有するとされている。

図２のように良循環サイクルが集団的に展開されるためには，集団への支援が必要に

なってくる。そこで，客観的な資料を集団で分析する等 「認識の共有」が行われやすい，

ようにする ワークショップ型の研修を行い 誰もが主体的に取り組めるようにする 認。 ， 。「

識の共有」や「協働的な意思形成と共有」をチームで支援できるよう組織を整える 「連。

携行動」が推進されるよう，お互いの取組が見えやすくするために，情報交換の場とし

ての研修を行う。先生方の取組や成果を見える化したもの（シート）を使う。取組が発

信できる場を設ける。このようにして，良循環サイクルの集団的展開をめざす。

Ⅲ．実践研究の方法と内容
（１）現任校における課題生成と良循環サイクル（１年次の取り組み）

として，ＮＲＴ学力テストや全国学力学習状況調査の現任校における児童の実態把握

， 。 ，分析を研修したり アンケートをしたりして児童の捉えの調査を行った そして各教員の

児童の実態の捉えと，めざす児童像の具体化から 「児童の課題」と「教師の課題」を生，

成することをねらって 「学校改善研修」の名目で２回の校内研修を行った。１回目は，，

「主体性が育った児童像について」のブレインストーミングを行った後，出てきた意見を

カテゴリー分けした（低学年と高学年のグループに分かれて活動 。低学年担任は「やら）

ないといけない事が言われなくても自分でできる児童 ，高学年担任は「自分で考え，工」

夫して行動できる児童 と 主体性 の捉え方に特徴が見られた ２回目は １回目の め」 「 」 。 ， 「

ざす児童像」の意見の中の「授業における主体性」に絞ってカテゴリー分けをし 「児童，

が授業中こんなことができるようになってほしい」といった「課題づくり」における「児

童の課題」を生成した。これらの研修では，図１の良循環サイクルの①のパス成立をねら

って，教師自らが設定した課題であることの自覚ができるよう，研修で教師が書いた付箋

を元に話し合いを行った。具体的には，学習規律を基盤として「意欲がある子 「学び合」

いができる子 「伝えることができる子 「自分で，集団で課題解決できる子」のめざす」 」

児童像ができてきた。その後，今までの教育活動を振り返りながら，図１の良循環サイク

ルの②のパス成立をねらって，各自で「授業で話形のモデルを示す 「人の考えと比べて」

書き込みをさせる 「教材研究をして，話し合いの場を仕組む」などの取組を決め 「教」 ，

師の課題」を生成した。９月に１ヶ月間，生成された「教師の課題 （教師がしていかな」

くてはいけないこと）を各自で取り組んだ。１０月に成果と課題を共有した後，１１月に

継続や改善された取組を再度１ヶ月間取り組んだ。その成果と課題を集約して，各担任の

取組をまとめて共有した。個々の教師が振り返りをしたため，成果が見えなかった担任も

いた。個々の教師の取組であったため，図１の良循環サイクルの③のパス 「教育活動の，

変革・改善を子どもの変容によって捉えること」の成立が困難であった。そして見えてき

た主体性の育った児童像に向けて取組を進めるには，日々の授業改善や校内研究の中で取

組を進めていくとよいことが見えてきた。

（２）良循環サイクルの集団的展開をめざす（２年次の取り組み）

， 。 ，本年度 人事異動で２名の教員が赴任して来た 全職員で昨年度の取組の振り返りと

今年度の取組について共通理解できるよう研修を行った。

また，昨年度より２年間の国語科の研究指定を受けた 「進んで言葉にかかわり，読み。

味わう子どもを育てる授業づくり」の研究が進み，徐々に，児童が主体的に学ぶ授業へ

の転換が始まった。

良循環サイクルが集団的に展開されながら，学校改善が進むことをねらって，本年度

の取組を次のように考えた。
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①全校児童の実態とめざす児童像の共有のために

・児童の実態把握（ＮＲＴ学力検査，全国学力学習状況調査の分析を共有 （継続））

・学力向上プランの作成と共通理解の研修（継続）

・校内研究の学力向上部で実態調査（取組の計画とアンケート調査 （２年次））

・全校の児童の実態と各担任の取り組みの共有（継続）

②主体的に学校改善していく教師集団の育成のために

・校内研究の学力向上部で児童の実態や実践，成果の共有推進（２年次）

・６年児童を活用した委員会活動や学校行事の改革（２年次）

・高学年の取組や，高学年の児童が変容した姿から発信（２年次）

（児童の変容認識から，教師の意識改革）

・児童の変容を日常で話題に（継続）

・校内研究の活性化と，小回りがきいて誰もが参加しやすくするための組織改革

（研究推進委員会の組織改革，研究推進のための人的配置の提案 （２年次））

Ⅳ．研究の経過
（１）個の良循環サイクルから集団の良循環サイクルへ向けて

ＮＲＴ学力検査，全国学力学習状況調査等の分析を行った。研究２年次の本年度も，

全国学力学習状況調査は，設問ごとに全職員で校内採点と分析の分担を決めて取組を

行った。自校が分析した結果を校内研修で共有し，学力向上プランを作成した。分析を

していく中で，国語や算数の単元や内容の具体的な課題も見えてきたが，児童が主体的

に学ぶ力の育成の必要性も見えた。そして，国語の研究指定を受け，授業の中で主体的

に学ぶ児童の育成も取り組むことになった。これを良循環サイクルの集団的展開の「認

識の共有」から「共同的な意思形成と共有」へ向かったものと位置づける。

また，取組を始めて４年目になる学習タイムについて見直しが必要なのではないかと

いう意見が聞かれるようになってきた。そこで，今年度２学期には，学力向上部で学習

タイムの教師の取組を共有し，振り返り改善していくこと（良循環サイクルの「実践の

（国語タイム，計算タイム，パワー改善 ）をねらって研修を行った。３つの学習タイム」

アップタイム）の取組内容をアンケートで調査し，その効果についての情報交換の研修を

行った。目的（何の力をつける取組なのか）がずれていたこと，より効果的な方法（評価

シールや記録表の使い方の工夫）が見えてきたこと，子ども達の変容が見えてきたことな

。 ， ， 。どの成果があった そして 児童の変容により 取組を改善していく必要性も見えてきた

全校児童の実態や取組の成果も話し合われ，改善に向かって集団の良循環サイクルが回

ったと考えられる。

（２）主体的に学校改善していく教師集団へ向けて

①組織改革

（従来の研究組織） （改善された研究組織）
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今まで，現任校の校内研究推進委員会は，校長，教頭，教務主任，研究主任で行われて

いた。そして研究主任は授業力向上部に属していた。本年度，校内研究の推進体制を変え

て，授業力向上部と学力向上部の統括として研究主任を配置して研究部を作った。また，

校内研究推進委員会は，今までのメンバーに加えて，授業力向上部長と学力向上部長も加

わるようになった。その結果，研究推進委員会とそれぞれの部会がつながり，活動の提案

が研究推進委員会でスムーズに話し合われたり，研究推進で決まったことが部会の取組に

。 ， ，反映しやすくなった また 研究主任を核として研究部として取組を共通理解しておくと

協力して全体会を運営することができ，組織として動くことができるようになった。

国語科の研究指定で授業公開をする教員について，みんなで研究が深められ今年度，

るように，町の国語部会の教員ではない方がよいのではないかと提案もした。授業者は

教材研究等で他の同僚に質問や疑問を投げかけ，他の教員との関わりも活性化できたよ

うに見られた。このことも組織を刺激する一因となったと考える。

②児童の変容から教員へのはたらきかけ

研究１年次は，現場に客観的に関わり，教員へのアンケートや実践の依頼をする取組で

あった。２年次は，６年生担任，児童会担当というの立場を利用して，他の教員への働き

かけを行ってみた。教員は仕事に追われ多忙な日々を過ごしている。その教職員に負担を

かけないよう，学校改善に向けて意識の改革ができないかと考えた。やはり，児童の実態

とめざす児童像，そして児童の変容の認識が，主体的な学校改善へ向けての原動力のよう

， ，に考えられた。現任校は学校行事や委員会活動等でも 言われたことは素直にできるが

自分たちで考えて行動することができにくい児童の実態がある。児童も，教職員も前年

度踏襲の雰囲気が強い。そこで今年度，６年生担任として，児童の主体性育成を授業に

とどめることなく，学校の教育活動全体に広げ，教師集団の教育活動の改善に向けた協

働的な取組にもっていけるよう児童会や６年生から発信することも行った。

運動会の取組（５月 ・・・スローガンの作成と応援合戦の練習○ ）

児童が主体的に活動するには，児童が「自分達の運動会」という意識をもつことが重

要であると考え，児童会の活動方針をもとに，運動会に向けて自分たちができることを

考えさせた。そして，全校児童に「運動会に向けてスローガンをつくってはどうか。ス

ローガンがあると，全校のみんなが一つの目標に向かっていける 」という取組に決まっ。

た。次に，自分たちが運動会を成功させるために必要なものは何かを考え，児童会でス

ローガンのキーワードを「全力 「笑顔 「勇気 「やる気」等と出して，アンケートを行」 」 」

う計画を立てた。今までになかった取組で，運動会に向けた職員会議への起案もなかっ

た。そこで，児童会からの提案として早速に起案書を作成して校長に起案した。児童会

が考えた新たな取組として校長への起案となったことを児童会に伝え，自分達が運動会

に大きく関わっている意識づけを行った。この取組を，児童会担当の５・６年生担任の

中で良循環サイクルの「課題づくり ，集団的展開の「協働的な意思形成と共有」が行わ」

れたと位置づける。スローガンは『 元気 「勇気 「やる気 「笑顔」出せ出せ！大和っ「 」 」 」

子』に決まり，運動会でも横断幕を作成して掲げ，児童の挨拶でも全校に呼びかけた。

運動会の新たな取組として教職員の行事反省で「スローガンに向かって児童が主体的に

練習に取り組んでいた 」等の意見が複数あった。今回の取組をきっかけとして次の活動。

へ生かすことと，全校児童の振り返りによって各担任に実践による成果の確認（図１良

循環サイクルの③のパス成立）をねらって，全校児童にも振り返りを促した。その中で

「スローガンをつくったことで，みんながそれに向かってがんばれた 「あきらめないで」

協力し合ってできた」等の意見が出た。児童の達成感から，児童の主体的な動きが確認

され良循環サイクルが成立したと考えられる。児童会役員は主体的に活動して，それが

全校児童へ波及する取組になったのではないかと考えた。

また，児童が主体的に活動するには，児童に任せて教師が見守ることも大切であると

考えた。運動会のスローガンのもとで，６年児童が紅白に分かれて応援合戦の計画を立
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てた。６年児童が下級生に自分達で応援の仕方を教えている様子を見て，教員も児童を

見守り，６年児童が主体的に指導できるよう，応援合戦に向けてできるようになったこ

とと残った課題を子ども達で話し合って下級生に伝えるよう支援した。これは６年担任

が依頼したことではなく，児童の様子を見て教師集団が子ども達の主体性育成を考えて

行ったことである。図２の良循環サイクルの集団的展開において，連携行動を通して児

童の変容の認識を共有したと考える。

の取組（１１月 ・・・児童が主体的に取り組んだ学習発表会の劇○ 学習発表会 ）

現任校の児童は，どの学年も学習発表会の劇や音楽発表は決まったものに一生懸命取

り組む。担任が励まし，評価していくことで，児童は演技を工夫し改善している。今ま

で以上に，児童が主体的に活動するためには，児童が「自分達の劇」であるいう意識を

もつことが重要であると考えた。例年教師が台本集の中から選んで劇を行っていたが，

学習発表会の劇作りに向けて，子ども達に企画の段階から意見を出させ，劇を考えさせ

た。大きな流れを子ども達と考え，それぞれの場面を子ども達がグループで考え，でき

た物を担任と台本にまとめていく。子ども達から出てきた意見をしっかり認め，自分達

で作り上げた意識がもてるように台本作りを支援した。その様子を，さりげなく職員室

で話題にしながら，途中経過を伝えた。時間がかかったが完成した。児童は，自分たち

で作り上げたという意識をもって主体的に練習したり小道具を準備したりして，本番堂

々と演技することができた。保護者にも「子ども達が自分達の力で作り上げた作品」と

して劇を見てもらい「主体性の育った子ども像」を発表する機会になった。

○ 日々の活動の中で・・・委員会の放送や児童朝礼

児童会の児童に放送や発表内容の原稿を任せ（趣旨を伝え，完成したものをチェック

する ，終わった後で評価を伝えていくと，徐々に子ども達は自分たちで発表内容を考え）

るようになってきた。

， 。これらの児童の変容から 委員会の担当教師の児童に対する関わり方が変わってきた

今までなら，放送原稿を渡していた教員も 「・・・のことを呼びかけて。放送原稿がで，

きたら見せてね 」等と言うようになった。。

６年児童の変容から教員へのはたらきかけを試みた結果，教員の児童への声かけなど少

しずつ変化は見られたが，行動が大きく変わることはないようであった。

Ⅴ．本研究の成果と課題
（１）先生方への聞き取り調査

本研究の取組を通して職員の意識に変容があったかを調べ，また今後も取組が継続して

いくことをねらって，職員に聞き取り調査を行った。他の教員に取組が伝わったり，全職

員で取組んでいる意識をもたせることをねらって，複数の教員がいる職員室で順に個別の

聞き取り調査を行った。

◎児童の主体性を育成するために取り組んだこととその成果（一部抜粋）

・給食委員会で子どもがやりたいことをさせてやりたいと思った。たくさん意見を出

させて，責任者と期限を決めて任せた。自分たちでやった観がもてるようにした。

そうすると担当が思っている以上に，児童が自主的に劇の練習などをやっていた。

また，子どもたちが，自分たちで聞きに来るようになった。今までは集会の劇の台

本を先生が作り練習日程を決めて提示していたが，変容してきた。

・できるだけ叱らないようにした。また，指示を少なくした。そのことで，自分達で

問題を解決しようとがんばるようになった。

・引き出しを増やすために，やって見せ，言って聞かせる，させてみる，できたこと

を評価するというサイクルをした。学習発表会でやったことを元に総合の発表会で

実践させた。７０点で合格，あと３０点をどうやるか考えさせ，その７割を目指さ

。 「 ， 」せるよう心がけた ハイパーＱＵの調査で まとまりがなく 個人が楽しんでいる
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学級集団が 「親和的に取り組む」集団に変容した。，

・健康委員会で子どもたちが自分たちで意見を出し合えるようになった。今までは，

自分が発表の原稿を作って与えていたが，子どもたちに発表の原稿を作らせるよう

になった。１学期，委員長中心に話し合いが回せなかったが，２学期から子どもが

できるようになったので任せるようになった。どうしたらよいか投げかけたら，２

学期からできるようになった。

◎児童をよりよく育てるために自分自身が変わったこと

・主体性の芽を見つけるように意識しだした。意識して声かけする様になった。

・どうやったら主体性を伸ばすことができるようになるか考えるようになった。体育

担当として，子どもたちが楽しんで体力づくりや豊かな心が育つように行事の在り

方やがんばりカードを工夫するようになった （今までは現状維持であった ）。 。

・失敗してもよい環境で，子どもたちは安心して育つ。大きな目で，大きな心で子ど

もたちを受け止めるようになった。

・今年度２年目で自分に余裕もできたので，子どもたちがどれだけできるか分からな

かったので，自分でやっていたが，子どもたちに任せた方がアイデアがよいので任

せるようになった。昨年度から「児童の主体性育成」をやっているので何かしない

といけないと思ったので，放送原稿を作っても，自分たちで考える場も残した。放

送では，子どもたちに「自分で考えるミッション」を与える様になった。

◎６年生を見て思ったこと，影響を受けたこと

・６年生ががんばっているから，無駄にならないように協力させようと児童へ働きか

けた。

・６年生によって５年生が開花され，図書委員の５年生が１人ずつコメントが言えた

り，本の選び方など相手のことを考えるようになった。

・６年生は自分の意志をもってよく動いている。学級の子ども達は６年生の言動（委

員会や行事の様子）を見て，敏感に感じ取っている （よく分かる，楽しい，すご。

いな）こういう風になれたらと思っている。

・場をわきまえて発言ができる（どういうことで育ってきたのか分からないが）主体

的に取り組ませるには時間がかかる。よくやってきたなあ。

・急に振られて（臨機応変に）できるようになったと思う。６年生が学校全体のこと

を考えて発言するので，全校児童のきらきらチェックなどの意識が高まった。

◎学習タイムで感じたこと

・成果は不明だが，ルーティンワークが身についていて，自分たちで準備や○付けが

できる。合格シールなどもやる気が出ている。

・準備が大変だが，子ども達のやりたがり観から，記録が伸びると児童は喜んでいる

のを見ると，やる価値はあると思う。

・色々な問題にあたれるので，伸びてきている。

・あいまいでなく足並みはそろっているが，準備が大変。

（２）見えてきた成果と課題

６年担任として，あるいは児童会担当として，児童の変容を伝えるようにしていくと，

職員も少なからず変容したり意識が変わったりしていくことが見えてきた。この研究は，

「児童の課題は何か」の課題生成から始まった１年次の取組の上に，２年次の取組を継続

してきた。２年次に転勤してこられた先生方に１年次の取組の経緯を説明した。しかし，

児童への取組を通して効力感を感じられている先生方と同じ取組をしても効力感より負担

感の方が大きいようであった。４月の新年度スタート時の共通認識の重要性を改めて実感

した。

研究組織の改革で，授業力向上部と学力向上部が活動しやすくなったが，責任も重く

なった。現場では，出来る人に任せれば安心という傾向が強いが 「誰かを育てる 「誰， 」
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かを中心にみんなで取り組む」ということで，実は周りも育つということを実感した。

これらの取組は，校長先生の大きな支援の下で行ったことで，良循環サイクルの集団

的展開のシステム構築には至っていない。強い指導力の中に，ボトムアップを大切にさ

れる校長先生であったことが研究の成果につながったと考えられる。

現任校の児童の課題は「児童の主体性の育成」で始まった研究実践。実践が進んでいく

中で「児童の主体性を伸ばすには教員が主体的にならないといけない 」と言う声が職員。

から何度も聞かれた 「子どもが変われば，先生も変わる 」言い換えれば「子どもが変。 。

わっていれば，先生も何かを変えたはず」裏を返せば 「先生がかわれば子ども達も変わ，

ってくる 。大きく変わるのは抵抗がある。まずは自分たちが行っている教育活動を見直」

してみる。その時に必要なのは児童の実態とめざす子ども像の具現化である。どこの学校

でも行われる教育課程の反省。この時に必要なのは，児童の実態とめざす子ども像である

ことが見えてきた。

Ⅵ．考察
研究をする前の教育活動を振り返ると，児童の実態把握は就学前の知能検査から始まり

ＮＲＴ学力検査，全国学力学習状況調査，ハイパーＱＵなど多くの客観的調査や分析によ

って行われている。そして，学校教育目標に沿って学級目標が立てられ，担任が色々な取

組を行い振り返りをしている。近年では，自己目標シートの作成，振り返りや面談なども

行われている。しかし，新たな取組を考えて行うので，負担感ややらされ感も大きい。

佐古（2011）の「課題生成」の知見と現任校の取組を照らしそこで，現任校で行った

合わせてみる。児童の現状からめざす児童像を具体的につくり，めざす児童像へ向けて

新たな取組を考えるのではなく，今までの教育活動を振り返り改善をしていくことで，

教育活動が改善される。研究１年目，現任校でも学校改善研修として振り返る活動をし

てみた。めざす児童像と児童の現状を明確にした振り返りができて自己始発的な課題が

生成できた。そして，個々の取組をして良循環サイクルを成立させた。教育課程の反省

を毎年行っているが，めざす児童像と児童の現状を明確にできていなかったことを改め

て実感した。研究２年目，校内研究を核として良循環サイクルを集団的に展開すること

を試みようとしたができなかった。何とか良循環サイクルを成立させようと，児童会や

行事を通して職員に働きかけた。十分な成果が得られなかったが，自己始発的な課題を

生成することで，児童も教師も主体的に取り組むことが見えた。また，良循環サイクル

を継続していくためには，成果が見えたり感じられたりすること（効力感の形成）が重

要であることも実感した。そして同じベクトルで進み，みんなで振り返ることで，効力

感も形成されやすくなったと考える。

【注】

１）佐古秀一，宮根修 「学校における内発的改善力を高めるための組織開発（学校組織開発）の展開と類型－価値的目標

生成型の学校組織開発の展開をふまえて－」 『鳴門教育大学研究紀要 第26巻』 2011年 p.129

【参考文献】

・佐古秀一，中川桂子 「教育課題の生成と共有を支援する学校組織開発プログラムの構築とその効果に関する研究－小

規模小学校を対象として－」 『日本教育経営学会紀要 第47号』 2005年

・佐古秀一，竹崎有紀子 「斬新的な学校組織開発の方法論の構築とその実践的有効性に関する事例研究」 『日本教育

経営学会紀要 第53号』 2011年
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「気になる児童」へ早期に対応するためのチーム支援と養護教諭の役割 

―見取りのチェックリストの活用を通して― 

学生番号 22427065 氏名 井上 典子 

概要 

本研究は，学級担任の気づきから作成した「見取りのチェックリスト」（以下，チェックリスト）の活

用を通して，学級担任が同じ規準で児童を見取り，集団に適応しづらい児童の状態の深刻化を

未然に防止することを目的としている。現任校では，登校しぶりや授業中の離席，学校行事への

不参加などの児童への対応が，主に学級担任の判断によって行われており，誰かに相談するタイ

ミングも様々であった。そこで，チェックリストから「気になる児童」を早期に発見し，チーム支援に

つなぐ校内相談システムを構築した。課題として，今後は経年的に児童の様子を把握している養

護教諭等，関係教員が年度を越えた対応や引継ぎを改善し，校内相談システムの周知徹底を図

り，子どもが楽しいと感じられる学校生活に取組む。 

キーワード：気になる児童  見取りのチェックリスト  校内相談システム  養護教諭の役割 
 

Ⅰ 研究の目的 

岡山県教育庁義務教育課生徒指導推進室（以下，「生徒指導推進室」という）の『平成27 年度

児童生徒の問題行動等に関する調査結果』（2016）によると，小学校における不登校児童の出現

率は，岡山県では H25 年度 0.43％（全国 0.36％），H26 年度 0.39％（全国 0.45％）， H27 年度

0.46％（全国 0.42％）であり，現任校では H25 年度 1.85％，H26 年度 0.26％，H27 年度 0.28％で

あった。 

先の生徒指導推進室の調査結果の「成果」に書かれているように，小学校の＊登校支援員配置

校においては，不登校児童数は減少している。現任校でも例外ではなく，登校支援員が配置され，

登校しぶりや不登校傾向の児童に担任と共に働きかけることで，不登校児の人数は減っている。

こうした中，ソフト面が整備されても，母子分離不安，学校への不安感，家庭教育力の低さ等，考

えられる要因が改善されたとは言い難い。 

現任校の H26 年度学校経営方針は「自己肯定感を育て，主体的に活動できるようにし，学力を

向上させる」であり，具体的な経営計画の中には，重点的な取組として「子どもが向上心をもって

主体的に学ぼうとする学校」「子どもが生活を主体的に改善していこうとする学校」が掲げられてい

た。したがって，学力を向上させるためには，主に主体的な学習の実践，主体的な生活改善をと

おして，児童の自己肯定感を高めて，主体的にたくましく活動できる児童を育成することが大切で

あると捉えられている。その実現に向かうための課題の一つに，不登校傾向の児童や自己肯定感

が低いと思われる児童が多かったことがあげられる。登校しぶり，授業中の離席，学校行事の練

習の不参加等，集団に適応しづらい児童が目立っていた。H25，26 年度の学校評価アンケート

（全児童対象 H25 年度ｎ＝377，H26 年度ｎ＝392）の結果，「学校へ行くのが楽しいですか」という

質問に対する否定的な回答はそれぞれ 5％，8％，「自分には，よいところがあると思いますか」と

いう質問に対する否定的な回答はそれぞれ 8％，12％であった。このことから，不安やストレスを感

じ不登校や集団不適応等につながる恐れのある児童が，各クラスに少なくとも 2，3 人ずついると

いう実態があった。 
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 本研究では「気になる児童」の定義を「不登校」「登校しぶり」「遅刻が多い」「集団不適応（教室

に入れない，離席が多い，朝会に行くことができない）」等の行動をとる児童とした。現任校の特徴

を踏まえた児童の見取りをするために，学級担任の日々の児童観察を通して学校独自のチェック

リストを作成し，教職員が同じ規準で児童を見取り，「気になる児童」の早期発見につなぎたいと考

えた。＊登校支援員…不登校傾向にある児童に対して登校を促し，集団への適応支援や，保護者等に対する相談支援をする者 

Ⅱ 教育実践研究の方法と内容 

1 課題分析と研究の方向性 （1 年次の取組） 

（1） 学級担任の「気になる児童」の見取りの傾向 

「気になる児童」への学級担任の見取りや対応，現任校の支援体制の傾向を掴むために，H27

年 8 月，現任校在勤中に学級担任の経験がある教師 18 名にアンケートを実施した。アンケートの

結果，いつもと違う「児童の様子の変化」で不安に感じた教師は 9 名だった。ここでいう「児童の様

子の変化」とは，「初期対応の基本は『子どもの変化(子どもの出すサイン)に気づく』ことである」と

生徒指導推進室の『不登校対策資料』（2014）に記されているため，「気になる児童」の前段階と

する。「児童の様子の変化とは，どのような様子だったか」の問いには，「離席」「授業妨害」「集中

力がない」等の「特徴的な行動」，「元気がない」「体調不良の訴え」等の「健康面」があった。 

また，アンケートを実施した時点で，現在「気になる児童」がいると回答した教師は 14 名であっ

た。「どのようなところが気になるか」の問いには，「欠席，遅刻が多い」等の「出席状況」，「授業中

の離席が多い，場の状況が読みにくい」等の「特徴的な行動」，「健康観察での体の異常の訴え，

保健室によく行く」等の「健康面」，「一人で過ごすことが多い，トラブルが多い」等の「人間関係」で

あった。これらは，教師の「気になる児童」を見取る場合の視点であると考える。 

（2） 学級担任と養護教諭の見取りの視点 

養護教諭と学級担任がかかわった児童をより深く知るために，（1）のアンケートでは，担任をし

た「気になる児童」を 1 名にしぼって回答してもらった。回答のあった「気になる児童」は 14 名だっ

た。この 14 名の中から，養護教諭が着任した H25 年度から 2 年間に対応した 8 名の児童に着目

した。この 8 名の児童を担任した教師 10 名にインタビューを実施した（H27 年 12 月～H28 年 1

月）。インタビューは，調査対象者の感覚や体験を語ってもらうために半構造化面接を行った。イ

ンタビュー内容は，「気になる児童」を担任している時の欠席・遅刻の背景や特徴，登校しぶりや

離席等の様子についてであり，気づいたことの回答を得た。その中には，「学習の様子」「学力」

「子どもの特徴的な行動」等の回答は多いが，健康面に関する回答が少ない。さらに，養護教諭

がもっている情報（健康観察時の訴え，保健室来室状況等）を基に尋ね直すことで，健康面に関

する回答が得られた。 

（3） 共通理解を図るチェックリストの作成 

生徒指導推進室は『不登校対策資料』（2014）で「『新たな不登校を生まない』ための取組を行う

ためには，『子どもたちの変化（サイン）』を見逃さず，早期に支援することが大切。」「不登校児童

生徒の対人関係の特徴の背景にある『過敏さ』や『堅さ』の要因を，特別支援教育の観点も踏まえ

て十分に見立てた上で，適切な支援を行うことが必要。」と述べている。児童を把握するためのチ

ェックリストは，文部科学省の『通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒

に関する全国実態調査』（2003）（以下，「全国実態調査」という）の質問項目や生徒指導推進室

の『不登校対策資料』（2014）の「不登校の状態像チェックリスト」があるが，別々のチェックリストを

使うとなると，学級担任の時間的負担が考えられる。小野・庄司 1）は，通常の学級に在籍する発達
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図１ 「気になる児童」の見取りのチェックリスト 

場面 チェック 変更日

低学年時のつまずきがある（あった）

学習についていけない

宿題忘れが多い

狭い所に入ったり，高い所に上がったりする

個別での学習は集中できる

学校行事の参加が不安，または参加できない

保護者から離れられない

行事が終わった後，生活リズムが崩れる

児童理解 個の力に応じた家庭学習の内容に悩むことがある

指示がとおりにくい（離席が頻回にある）

反抗的な態度を見せる

教師の反応を伺う

健康観察などでの訴えが多い

友だちと遊ばず，担任を求める

欠席・遅刻の多い曜日がある

病気等の欠席をきっかけに休みを引きずる

朝になると頻回に不調を訴える

人間関係のトラブルについて作り話をする

年度初めの緊張が強い

冬に遅刻が多い

２学期の行事が終わったころに遅刻が増える

自分の行動より人の行動が気になる

自分の非を認めにくい

納得できないことについて相手に攻撃的になる

納得しないと取り掛かれない

急な予定変更に怒る

学習へのこだわり（ノートの書き方，学習用具のそろい方など）

音に過敏である

他児が叱られているのが気になる

遊び時間へのこだわりがある

保健室に頻繁に立ち寄る

目を合わせない

原因が明らかでない頭痛・腹痛・倦怠感などを訴える

気温の変化に影響を受ける

持病（心臓病，ぜんそくなど）を気にしている

生活リズムが崩れている

夜遅くまでゲームをしている

自由に過ごせる家の方が好き

宿題をする習慣がない

時間割りができない

両親の間で子どもの話ができない

登校させるために物を与える

必要なときに叱ることができない

きょうだいが登校しぶり・不登校である

年の離れたきょうだいがおり，末っ子である

特定のきょうだいのペースに合わせなければならない生活である

この数年の間にきょうだいが誕生した

学
 
 
 
 
 
校

子
 
ど
 
も

子ども自身

一斉授業で不安定

家
 
 
 
 

庭

きょうだいの影響

登校しぶり

親のかかわり

しつけ

生活習慣の乱れ

学習習慣の欠如

両親の関係

健康状態 体の訴え

学習面

学習面の困難さ

項　　　　目

意思の疎通

注目欲求

学校行事の参加

友だち
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特徴的な行動

学校生活

欠席・遅刻の状況

登校前のようす

時期のようす

担任との関係性

初期対応 チーム対応① チーム対応② チーム対応③ 特記事項 

月   日 月   日 月   日 月   日  

図 2 学級担任と教育相談担当者が行う教育相談活動階層的 

援助システム（西山久子 2012） 

情報収集に
基づき教育
相談担当者
が統括し，
ケースを見
立て，どう支
援をするか
を決定する

担任が中心で教育
的な支援策を立て
て実施

チームで分担し
自分の役割を果
たす

チームで役割
分担し，外部
資源も有効に
活用して支援

子どもの変化
に応じて対応
を検討。状況
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チームに進捗状
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討。

各自が分担の役
割を果たしチー
ムへ報告

代表が全体調整
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日常観察で捉
えた課題に学
級担任等の直
接支援者が見
立て支援する

３次的援助
≒治療的

問題対応的
教育相談
（特別な子

ども）

２次的援助
≒予防的教育相談
（一部の子ども）

１次的援助
≒開発的教育相談
（全ての子ども）
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障害の疑いのある児童の困難さを見過ごさ

ずに捉えるために一次チェックリストを作成

する研究を行っており，一次チェックのため

に学校独自の「気づきのポイントシート」を

作成している。小野・庄司 1）は「簡便な一次

チェックを行い，陽性となった児童・生徒に

対して，さらに二次チェックを行う方法が実

際的ではないか」と述べており，二次チェッ

クに文部科学省（2003）の『全国実態調査』

の質問項目を利用している。 

このような考え方を「気になる児童」の早

期発見に役立て，さらに学級担任が，気軽

にチェックできるよう「見取りのチェックリスト」

（図 1）を作成することとした。チェックリストの

作成には，インタビューから得た学級担任

の語りから，「気になる児童」に関連するコ

ードを抽出し，カテゴリー化した。回答は

「学習の様子」「学力」「子どもの特徴的な行

動」等であった。これらに養護教諭が健康

観察の集計や保健室来室時の様子から得た情報を加えた。47 のコードを 18 の小カテゴリー，7 の

中カテゴリーにまとめ，これらを「学校」「子ども」「家庭」の大カテゴリーに分類した。 

チェックリストの目的は，①早期発見に役立たせる。②経験知に左右されないための規準とする。

③学級担任の児童理解につなぐ。④児童の傾向をつかみ，次へのスクリーニングを行う。⑤次年

度への引継ぎの資料にする。以上の５点をチェックリストの目的とし，二年次に実践をする。 

（4） 校内相談システムの可視化  

西山 2）は，「学級担任などの一般教師がす 

べての児童生徒の支援の『窓口』となる。（中

略）一般教師は，自らの力量で援助できる範

囲であるかどうかという点において，被援助者

をアセスメントすることが必要となる。」と述べて

いる。また「学級担任と教育相談担当者が行う

教育相談活動階層的援助システム」（図 2）に

は，「日常観察で捉えた課題に学級担任等の

直接支援者が見立て支援する」と記している。

このことは，チェックリストを基に，学級担任が

児童を日常的に観察することで，児童の課題

を捉え，1 次的援助としてすべての子どもを対象に学級づくりに活かすことができると考える。 

さらに，西山 2）は，一般教師の守備範囲を超えたと判断された事案は，教育相談担当者と連携

し，教育相談担当者の専門性の範囲を超えたものは，校内でチームを組むか，専門家を交えた

援助チームを形成する，と述べている。この 2 次的援助，3 次的援助を現任校の既存の相談の流
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れにあてはめ，校内相談システムのフローチ

ャート（図 3）を作成した。 

図 3 の「初期対応」で，学級担任がチェック

リストの項目から「気になる児童」に気づき，担

任を中心に関係教員（学年主任，生徒指導主

事，特別支援教育コーディネーター，いじめ

不登校担当）や養護教諭とで，児童の状態の

情報共有を行う。そして，見守りか，スクール

カウンセラー（以下，「SC」という）につなげるか

を判断し，チーム対応が必要な場合は，初期

対応のメンバーに加えて SC の専門的な知見

をもらう「チーム対応①」を行う。このチーム対

応①で支援計画や対応の方針を立て，管理

職がコンサルテーションをする。拡大支援が必

要な場合は「チーム対応②」で校内ケース会

を開いたり，緊急度によっては「チーム対応③」

で外部の専門機関を交えたケース会議を開

いたりする。 

この校内相談システムを可視化したねらいは，採用間もない教師や転勤してきた教師が，現任

校の相談システムが視覚的に捉えられることである。先述のアンケート結果から，児童の様子の変

化で不安に感じたことのある教師全員が校内の誰かに相談をしており，「気になる児童」に直接か

かわって対応したのは，「担任と担任以外の教師」という複数の教師の場合が多く，8 割であった。

しかし，誰にどのタイミングで相談するかは担任裁量によるものが大きく，学級担任によっては，抱

え込む時間が長く，対応が遅れるのではないかと考えた。 

養護教諭は，「職務の特質から，児童生徒の心身の健康問題を発見しやすい立場にある」。3）

ここでいう職務の特質とは「全校の子どもを対象としており，入学時から経年的に成長・発達を経

年的に見ることができる」「職務の多くは学級担任をはじめとする教職員や保護者との連携の下に

職務を遂行される」。3）これらを活かし，校内相談システムの中で考えられる養護教諭の役割は，

コーディネーター役として，情報提供を行ったり，同様に経年的に児童とかかわっている関係教員

と情報交換をしながら，支援計画を共に考えたりすることにある。 

2 実践研究（2 年次の取組） 

（1） チェックリストの活用と取組 

 H27 年度末にチェックリストの活用と校内相談システムの実施に向けた取組の概要を企画委員

会にかけ，理解と承認を得た。そして，H28 年度 4 月初めにチェックリストの具体的な活用方法と

チェック後の対応について教育相談部のいじめ不登校担当（教務主任）の教師と相談をした。 

その後，管理職，主幹教諭，教務主任，生徒指導主事，特別支援教育コーディネーターが参

加する特別支援教育委員会，生徒指導委員会でそれぞれチェックリストの説明を行った。学級担

任が行うチェックは年 3 回とし，１回目は 5 月の連休明け，2 回目は夏休み明け，3 回目は冬休み

明けの実施である。また，定期に開催する年 2 回の教育相談週間中や学級担任が気になる児童

がいた場合は，適宜児童を把握することも併せて示し，これらの活用計画と目的を 5 月の職員打

 
図 3 「気になる児童」の校内相談システム 
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ち合わせ会（晩会）で全教職員に周知した。チェック後の対応方法は,「気になる児童については

学年や関係教員で情報共有をし，対応を検討する」「前年度から引き続き対応が必要な児童につ

いては，担任を中心に対応策を立て，全教職員で情報共有をする。また，必要に応じてケース会

を開く」という内容であった。 

1 回目（5 月）にチェックした際には，64 名の児童が挙がった。2 回目（10 月）のチェックでは 87

名となり 5 月と比べて児童に変化が見られた。2 学期の運動会を終え，児童の心身に変化が現れ

たり，担任の児童理解が深まり始めたりした結果だと考える。 

（2） チェックリストの活用と校内相談システム 

①養護教諭の気づきから SC につないだ事例 

経験年数 2 年目の学級担任のクラスの女児（2 年生）の事例である。本児は 1 回目（5 月）のチ

ェックリストで挙がっており，チェックのあった項目は「学習についていけない」「健康観察の訴えが

多い」「原因が明らかでない，頭痛・腹痛・倦怠感などを訴える」等，不定愁訴や保健室来室の多

い児童であった。 

ア 校内相談システム「初期対応」（9 月） 

健康観察の主訴は「腹痛」「頭痛」が多く，保健室の来室は，1 学期は 7 月に 1 回，主訴は「気

持ちが悪い」，2 学期は 9 月に 3 回，主訴は「腹痛」。9 月に総合病院へ行き，検査の結果，異常

はなしであった。養護教諭は，器質的除外により，しばらく様子を見ることを学級担任へアドバイス

した。 

イ 校内相談システム「チーム対応①」（11 月） 

11 月に 2 回，保健室の来室があり，主訴は「腹痛」「胸のあたりの痛み」であった。養護教諭から

専門家（SC）への相談を提案し，学級担任から保護者に連絡し，了解を得た。月に2回のSCの面

談では，箱庭をしたり絵画療法をしたりして自分の内面を表出することをした。造形が好きなこの

女児は，SC の面談時間を楽しみにするようになり，学級担任の話によると，教室で笑顔が多く見ら

れるようになった。その後，面談で「病気以外で，しんどくなることはない」と SC に言っている。 

② チェックリストの多面的な活用 

チェックリストからチーム対応につないだ事例もあるが，全ての気づきがチェックリストから始まる

わけではない。H28 年度に新しく SC につないだ 14 事例のうち 6 事例は，学級担任が児童とのか

かわりで気づいたことから，学級担任・保護者・教育相談担当者（養護教諭：以下「担当者」という）

で相談したり，学級担任が行う懇談で保護者からの相談を受けて担当者が SC につないだりした。

こうした場合は，後から学級担任がチェックリストの記入を行い，児童の様子を見取るための振り返

りや次年度に引継ぐための資料として活かせると考える。チェックリストには，児童の対応をした日

付を記入する欄を設けて，状況をより把握しやすい工夫をした。 

③ 校内ケース会までの期間が長く，チーム対応が遅れた事例 

「チーム対応②」の校内ケース会を行った事例では，見守りの期間が長くなりチーム対応が遅

れたと考えられる事例があった。前年度の学級担任は保護者と連携を取りながら医療機関へつな

ぎ，児童との関係を築き，支援をしていた。新年度に学級担任が替わり，5 月にその児童をチェッ

クすると，いくつも該当する項目があったが，信頼関係構築の時期であること，学級担任が前担任

から支援方法を訊いてかかわっているという理由で，関係教員は見守りをすることとした。学級担

任からケース会の依頼があったのは，5 か月後の 10 月であった。この頃は，学習発表会の練習を

している時期で時間割変更が多く，合奏の練習の音が児童にとっては刺激となり，他の児童にも

影響が出るまでに児童の状態が深刻化していた。 
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（3） 汎用性を高めるためのチェックリストの項目検討 

チェックリストの項目は，養護教諭がかかわった児童 8 名の様子について教師 10 名のインタビ

ューの回答から得たワードをカテゴリー化したものである。さらに，汎用的なものにするために，校

内研修で教職員の意見を聞き，学級担任が書いた自由記述等をもとに，来年度に向けて項目の

検討を行った。 

① 校内研修における検討 

H28 年 7 月の校内研修では，学級担任が 1 回目のチェックをした後に項目検討を行うことで，

教師の日々の児童観察の視点が反映できると考え，経験年数に偏りがないように学級担任と担任

以外の教師を混ぜたグループ構成にし，「加除するもの，その理由」を話し合ってもらった。 

結果は，「学校」「子ども」「家庭」の大カテゴリーの中で，「学校」と「家庭」の項目に意見が多か

った。「家庭」については「担任が把握しきれない」という理由が挙がっており，児童の状態が深刻

化する前は，家庭の中の様子を保護者と話したり，把握したりする機会がないのではないかと考え

る。 

② チェックリストの自由記述からの検討 

児童の様子によっては，チェック項目にあてはまらないこともあるので，自由記述の欄を設けて

いる。学級担任がチェックした際に自由記述の欄に書かれたものは，54 項目あった。特に中カテ

ゴリーの「学習面の困難さ」「人・もの・ことなどへのこだわり」の欄への記述が多く，合わせて 38 項

目あった。その内容を文部科学省の『全国実態調査』（2003）の質問項目と照合すると，21 項目が

合致した。54 項目中 16 項目は，中カテゴリーの「しつけ」「健康状態」「学校生活」等であった。 

Ⅲ 分析と結果 

1 チェックリスト活用についての学級担任の評価 

チェックリストが学級担任にとって役に立ったのかどうかを訊ねるために，H28 年度の学級担任

15 名を対象に質問紙調査を 2 回実施した（H28 年 6 月，H29 年 1 月）。チェックリストがどのくらい

役に立ったのか0～100点で得点化してもらい，その理由を自由記述により回答を求めた。平均値

は，1 回目 67.7 点，2 回目 71 点であった。 

 

図 4 アンケート 1 回目の共起ネットワーク 

 

図 5 アンケート 2 回目の共起ネットワーク 

点数の理由の自由記述の分析には，KH Coder（Ver. 2）の「共起ネットワーク」のコマンドを用い

た（強い共起関係ほど太い線で，出現数の多い語ほど大きい円で描画されている。語の色分けは，

それぞれの語がネットワーク構造の中でどの程度中心的な役割を果たしているかを示しており，色
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の濃いものほど中心性が高くなることを示す）。1 回目の理由（図 4）では，「改めて」「認識」「様子」

の語のつながりがあり，「改めて子どもたちの様子を詳しくとらえようという気持ちになった」「注意し

ておきたい児童を改めて認識できた」の記述があった。また，「項目」「視点」「具体」の語のつなが

りでは，「項目があったので，さまざまな視点で気になる子をみることができた」「項目が具体的に

書かれていたので，見る視点がよくわかった」の記述があった。これらのことから，規準を設けること

で，児童の見取り方が経験知に左右されないということがわかる。また，2 回目の理由（図 5）では，

「変化」「気になる児童」の語のつながりがあり，「年度初めと比べて，子どもの変化があったりする

ことに気づけた」「チェックすることで，気になる児童の変化がわかった」の記述があった。また，近

い意味で「前と今を比較できる」という記述もあり，記録することで，学級担任の記憶ではなく小さ

な変化や違いでも振り返って確認できると言える。また，「次年度」の語は「次年度に引き継ぐには

有効だと思う」「次年度，担任へもつなげることができる」同じ意味で「学年の引継ぎでは生かすこ

とができるかもしれない」という記述があり，チェックリストの目的の一つである次年度への引継ぎ資

料として，学級担任も活用しようとしていることがわかる。 

2 チェックリストと校内相談システムの活用からわかる成果と課題 

H27 年 8 月のアンケートで「現在，気になる児童がいますか」の問いに「いいえ」と回答した教師

3 名にインタビューをした（H29 年１月）。この 3 名は，H28 年度に使用したチェックリストでは数名

の児童が挙がっているが，昨年度は「気になる児童」がいないと回答しており，その違いが何かを

把握するためにインタビューした。 

教師 A（20 代）は，アンケート実施時は初任であった。約 2 年間，研修や周りの教師からのアド

バイスから学び，「気になることが増えた」と回答している。また，チェックリストの項目を見て「体調

面，健康観察でも，毎回訴えてくるのは，何かあるかもしれないと思って見ないといけない，と思う

ようになった」と答えた。チェックリストの活用が，同僚との相談ツールになり，担任の児童の見取り

につながっている。 

教師 B（40 代）は，H27 年度のアンケートの質問，「気になる児童」には「あてはまる児童はいな

かった」と回答した。定義に当てはまらなかったが，「気になる児童」がいなかったわけではなく，

「校内教育支援委員会に挙げる児童について気になっていた」と答えた。担任が見取る児童の気

になるサインにはアンケートの定義に入らない状態があることがわかった。 

教師 C（50 代）は，「H27 年度は，低学年を担任し，小さなことでも保護者に連絡していたので，

深刻化する前に対応ができていたため『気になる児童』はいなかった」と答えた。経験知を活かし

た，早期対応に心掛けている教師像が伺えた。 

こうした教師らの声から，初任者教師へのサポートの仕方や教師の経験知を活かした多様な対

応が，教師の児童理解と対応力につながるという課題が明確になった。教師の見取りの向上には，

学級担任の見取りに加え，養護教諭がもっている保健室の来室状況や健康観察の主訴から気づ

いたことや，家庭環境の様子を関係教員と情報交換したもの等を学級担任に情報提供をしたり，

幅広い児童の見取りに役立てたりする必要性を強く感じた。そのため，校内研修で行ったチェック

リストの項目検討や，学級担任の気づきを基にし，今後は，教育相談部と特別支援教育コーディ

ネーターとで検討する作業部会をもち，来年度に向けて学級担任等の意見を取り入れながら目

的に向けた活用につながるチェックリストに改善したい。  

前述した「校内ケース会までの期間が長くチーム対応が遅れた事例」（Ⅱ-2-（2）-③）では，校

内ケース会を開く時期について「あまり児童理解ができていない 1 学期や担任の困っていない時

に開くよりは，10 月に開いてもらえて助かった」という声と，逆に「もう少し早い段階で開く方がよか

った」という声があった。校内相談システムの可視化は，採用間もない教師や転勤してきた教師で

も校内の相談するシステムを知り，いち早くチーム対応につなぐねらいがあった。そこで，校内相
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談システムのより一層の周知徹底と，養護教諭だけでなく，同様に経年的に児童の様子を把握し

ている特別支援教育コーディネーター等の関係教員が，年度を越えた対応や引継ぎを改善する

ことで，校内ケース会につなげる適切な時期の見極めができると考える。 

Ⅳ 考察 

チェックリストについて「年度初めと比べて，子どもの変化があることに気づいた」「感覚だけで子

どもの理解を追うのではなく，ものさしがある感じ」という意見を聞くことができた。チェックリストの目

的である「②経験知に左右されないための規準とする」「③学級担任の児童理解につなぐ」が達成

されたといえる。さらに，「手間がかからず，チェック・確認・推移がわかる」という意見を聞くことがで

きた。学級担任が負担感なくチェックできるからこそ，継続して利用できると考える。継続していくう

ちに次第に教師の児童理解が深まり，チーム支援の学校力が定着していくことを期待したい。 

現任校では，養護教諭の特質を活かし教育相談担当者としてコーディネーター役を担っている。

学校によっては，教育相談担当を教諭が担っている場合があるが，こうした場合も養護教諭は関

係教員として経年的に得ている児童や家庭環境等の情報提供を行う必要がある。しかし，どちら

の場合でも，コーディネーター役のファシリテーターとしての役割は重責である。コーディネーター

役の主観で，チーム対応につなぐ判断をすることが懸念される。チェックリストの目的に「④児童の

傾向をつかみ，次へのスクリーニングを行う」を挙げているが，今年度，十分なスクリーニングがで

きなかったのは，コーディネーター役の主観によるもので判断したからと言える。チェックリストに挙

がった児童を校内委員会のメンバーの関係教員とで，校内相談システムにのっとりスクリーニング

するためには，①ファシリテーターとしての力量向上に務めること。②校内相談システムが体系的

に行うことができること。③既存の校内委員会の活性化を図り，チーム対応を行う年間を見通した

校内相談システムの研修を含めた運営を目指すこと，以上３点の必要性がある。 

H28 年度，登校しぶりの児童は 1 人であり，集団に適応しづらい児童は何人かいるが学級担任

を始め関係教員によって個に合った適切な支援がなされている。H28 年度の学校評価アンケート

の「学校へ行くのが楽しいですか」に対する否定的な回答は 4％（H26 年度 8％），「自分には，よ

いところがあると思いますか」に対する否定的な回答は 7％（H26 年度 12％）であった。今回のチェ

ックリストが早期発見にどのくらい役立ったかを測ることはできないが，全教職員の児童把握をす

るための規準となり，学級経営の一助になったのではないかと考える。 

Ⅴ おわりに 

現任校に赴任して，保健室から見る児童の姿には，登校しぶりや集団不適応の児童が気にな

っていたが，対応が後手になり，児童も学級担任も保護者も疲弊しているように感じた。学級担任

の児童の見取りを踏まえて作成したチェックリストの活用は，担任が児童を観察するうえで理解を

得られた。学級担任がチェックリストという同じ規準で少なくとも年 3 回児童把握を行い，今後も継

続することで「気になる児童」を早期に発見し，児童の状態の深刻化を未然に防止することで，学

校評価アンケートの「学校に行くのが楽しいですか」の肯定的な回答が増えることに期待する。今

後は，養護教諭として教育相談担当としての力量アップに日々努力し，多くの学校の現状・取組

等の情報を得て，全教職員が感覚ではない児童理解につながる見取ができるようなチェックリスト

の開発と普及の研究を継続する。 
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同僚性を育み，道徳の教科化を円滑に推進する校内体制の構築 

～「考え，議論する」対話型授業とその意義の共有化を通して～ 

                  学生番号22426067 氏名 岩尾 友恵 

概要  
「いじめ問題の克服」を期待され平成30年に教科化される｢特別の教科 道徳｣は，移行が円滑に

進められ，道徳的実践に繋がる指導が行われることが求められている。本研究では，道徳教育推進

教師の役割を明確にし，教科化の意図を踏まえて組織的に道徳教育を推進する校内体制をどのよう

に作っていくかを探る。また，道徳授業の多様な指導法や「考え，議論する」対話型授業への質的

改善の意義が，教師集団に根ざすようにOJLを実施し，児童の姿の変容を見取る枠組をどう共有す

ることができたかを考察する。その結果，組織的に道徳教育を推進するには，道徳教育推進教師の

役割を明確化し，コーディネーターとして全教職員を巻き込み授業改善のサポートを中心に学び合

う風土を創ってRPDCAサイクルで道徳教育のマネジメントを行うことが有効であることが分かった。 
キーワード：道徳教育推進 OJL 分掌間協働 対話型授業 発達段階ルーブリック  

Ⅰ 研究の目的 

文部科学省の問題行動調査によると，平成27年度に起きた小学校の暴力行為が過去最多1万7137

件となり，「繰り返し暴力をふるう子や感情のコントロールがうまくできない子が増え，些細なこと

で暴力にいたる」と分析している。また，「貧困などの課題を抱える家庭が増え入学前に言葉で意思

を伝えさせるなどの家庭教育が十分でないケースが目立つ」という。 

このようないじめ，暴力行為，学級崩壊等の今日の教育的課題に対応するには，対症療法的な対

応だけでは解決しない。教師が価値を教えるもの，子どもは価値を学ぶものという教育システムで

は，今日の多様な問題に対応できない。そこで道徳教育の役割として「現実の困難な問題に主体的

に対処することのできる実効性ある力を育成する」（新学習指導要領）ためには「子ども自らが問題

状況を積極的に解決していこうとするシステム」に転換を図る必要がある。 

現任校の児童は全体的に明るく素直である。一方，QUの調査では集団になじめず非承認群の自己

肯定感の低い児童がいたり，規律が守りにくかったり，自分のよさを発揮できなかったり，学習意

欲が極端に低かったりするという学級集団の現状も見られる。 

現任校は，学校教育目標「明日を楽しみにできる学校」の指導の重点として「人を大切にする子」

と「いきいきと学ぶ子」の育成を掲げているが,その課題達成には，道徳教育や人権教育の充実と，

教科化に対応する授業改善による組織的アプローチが必要だと考えた。そこで本研究の目的は，次

の２点とする。 

（１）道徳教育推進教師の役割を明確化することで，教科化の意図を踏まえて道徳教育を円滑に推

進する校内体制を構築し，全職員で同じ方向を向いて，児童の道徳的実践力を育成すること 

道徳教育推進に関わる体制作りは学校間で格差がある。道徳

教育推進教師が具体的にどの課題でどの役割を果たしたらよい

か不明確であり，授業支援においても各教師でキャリアや能力

が違うためすべての教師に応じた働きかけが難しい面がある。

また現任校の課題としては，人権教育，生徒指導，道徳教育，

校内研究等それぞれが独立し，それぞれが全体計画を作成し取

組をしており，分掌間の協働がなされていない状況があった。

これらの改善には，道徳教育推進教師がその役割を明確にもち，

学校教育活動全体を見て計画的にＲＰＤＣＡサイクルで行う道
図１ 道徳教育のRPDCAサイクル 
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徳教育推進の校内体制を作ることが必要だと考えた。 

（２）「考え，議論する」対話型道徳授業への質的改善を図り，その有効性を明らかにすること 

教科化のきっかけになったいじめ問題の解消や 21 世紀型スキルともいうコンピテンシーの観点

から，道徳授業の質的改善を目指し「子ども自身の問題意識の生成から，問題の解決をめざして多

様な考えを出し合っていく」対話型授業の意義について共有化する。考慮に入れるべき案件として

は，若手教師の校内での学びの場の少なさや，授業研究をする上で，発達段階の連続性で子どもの

伸びを見取り実感できる評価規準の未共有，授業の評価を価値付け言語化する能力の向上等が挙げ

られる。そのため教師の授業意識の変革をめざし質的改善を図っていくことで，学級集団の高まり

（支持的風土の醸成），認め合いによる自己肯定感の向上，社会的視点取得能力の高まりによる人間

関係調整力の向上など児童の変容につなげたいと考えた。 

Ⅱ 道徳教育推進教師の現状と役割 

道徳教育推進教師は，「校長の方針の下に

校内道徳推進体制づくりの中心となり，全

教師の参画，分担，協力のもとに充実を図

っていく」という役割に位置づけられてい

るが，実際にはファシリテーターとしての

役割を十分に果たせてはいない。各教師が

進んで役割を果たすためにも機能的な協力

体制を整えていく必要がある。そこで教科

化を契機として，実効性のある校内体制を

構築していきたいと考え，推進教師の役割

を以下の4観点とした。 
（１） 推進  

学校全体の教育目標の構想を練り，めざす道徳的態度・指導の重点目標・教科化に向けて

できること等を明らかにし教職員全員が参画できるような企画，立案をすることで，組織

的な取組を促進する。（RPDCAサイクル） 

（２） 支援 
教科化に関する情報の提供と授業の質的改善に向けて学び合う場を提供する。（OJL年8回） 

授業づくりにおける個人相談を受け助言する。 
（３） 分掌間の協働 ～道徳のカリキュラムマネジメントの視点で～ 

人権教育担当，生徒指導主事，授業研究と絡む研究主任とは，めざす児童像を共有し，教

育活動全体を通じて指導の重点に沿った取り組みを協働で行う。いじめ問題，規範意識な

ど生徒指導や人権教育との連携を図り，年間を通して計画的な指導体制が取れるよう年度

初めや学期ごとに話し合い，改善を行いながら取り組む。 
（４） 保護者，地域との連携 

PTA総会や道徳通信発行による授業実践例や体験活動等道徳教育における情報を発信する。 

このうち「（2）支援」の具体的内容である「対話型授業と0JL」について以下の章で詳しく述べる。 

Ⅲ 対話型授業とOJL 

（１）「考え，議論する」道徳授業の理論 ―「教室という社会」に根ざす「討議による道徳授業」― 

 では，めざす授業はどのようなものか。これまで学校教育の中では，大人社会の価値・規範を

伝達という形で内面化することが多く，子ども自身がボトムアップ的に価値･規範を築いていこう

とする面が少なかった。しかし，児童主体の道徳的価値の学びが必要だと考える。つまり，子ど

もたちが過ごす学級の中で，子どもたち自身が，新しい場（トポス）を作り出していくことが課

図２ 道徳教育組織図 
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図３ 対話型授業活動展開の例 

図４ 対話型授業における発達段階に対応した 

指導方法の工夫例 

題といえる。そして教師は，主体的なコミュニケーション力を発揮できるようにファシリテート

し，道徳教育を通して子どもたちの社会的関係を発達段階に対応したものに組み替え，更新して

いくという役割を担う。渡邉は，「教室に根ざす道徳授業」「討議による道徳授業論」を提唱して

いる。その中で「人と人が日常生活の中でかかわり合っていて，そのかかわりのなかでいろいろ

な問題が起きそれをなんとかしようと一緒に解決に取り組む中で，自分のあり方を考え直し，そ

の結果自分の内側も変容が起きてくるのではないか」としている。つまり，道徳は「社会的側面」

と「一人一人の自立した自分という内側の部分としての側面」と両面をもっているが，今まで多

く行われてきた道徳授業では「社会的側面」への意識が薄かったという。 

  社会の変化を考える時，これからは，民族・言語・宗教等の多様性の中で，利害や文化の違い

を克服し答えがない問題の解決に向けて，自分の考えを述べ，相手や集団との討議を踏まえて，

より最適解の合意を目指すという能力が必要不可欠となる。したがって，道徳科の授業でも，課

題について議論する中で，判断の根拠について納得してもらうために苦心したり，合意をめざし

て質問したり，共通点を見つけたり折り合いをつけたりする等の経験をしていくことが大切であ

る。これは，文科省のいう「道徳の質的転換によるいじめ防止に向けて」の問題解決的な学習と

つながる。多様な指導法のうちの一つとして，問題解決的な学習を道徳科で取り組むことは，教

科化の特徴である。そして登場人物への自我関与が中心の学習においても「話し合いながら省察

する」対話型授業では，めあて（テーマ）に対する問題解決への取組を通じて児童自らが納得で

きる新たな価値を創造する。そこでの価値の見直しは，学級集団の場（トポス）の変容につなが

り，学びが実生活に生きてくると考えた。 

（２）道徳科の質的転換「対話型授業」 

このように今，質の高い多様な指導方法を展開す

ることが求められており，道徳科において育むべき

資質能力についての理解を広く共有することや，多

様な指導法を共有することが必要となる。文科省専

門家会議の資料によると，「特に問題解決的な学習で

は，他者と対話し問題解決を図っていく中で新たな

価値の創造の可能性や，問題解決の先に新たな問い

が生まれるといったプロセスが重要であり，そこで

起きる対話自体にも道徳的価値があることを共有す

る。単に話し合いに終わらず，多面的・多角的思考を

促す主題を設定し，道徳的問題を自分のこと

として捉え，議論・探究していくプロセスが

重要となる」という。この「考え，議論する」

授業は，道徳科のみならず全教科で求められ

る対話型授業の考え方につながっている。 

そういう授業を行うには，どの教科において

も支持的風土のもと，思考ツール等を活用し

ながら言語活動を工夫し，児童主体の問題解

決学習を志向する必要があるからだ。ここで

いう対話とは，「対象との対話」「他者との対

話」「交流による創造性対話」「自己内対話」

を指す。発達段階ごとのめざす児童の対話

の姿をルーブリックに表し，指導方法を工

夫し，評価の枠組とする。 
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 表１ 考え議論する対話型授業における児童のめざす姿の発達段階（ルーブリック） 
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（３）OJL（ミドルリーダー育成研修） 

しかし，研修なしにその考えを現場に広げていくことは難

しい。対話による授業における困難な問題点として，教師側

からは「教授法についての知識スキルの欠如」「授業の中での

柔軟性のある対応力の欠如」があげられ，子ども側の問題と

しては「自己表現のスキルの欠如」「意見表出に対する消極的

態度」があげられる。改善のためには，教師の子どもに対す

るかかわり方や関係性のとり方（発言のつなぎ方，切り返し）

等について，実践から省察する学びの場を確保し，長期的な実

践研修が必要と考えた。そこで，「対話型授業」

の意義と在り方を教師間で共有化するべき具体

とし，授業を見合い，教師同士の対話による授

業研究を通して，課題を改善していきたいと考

えた。各自が「試し，児童の変化を実感して初

めて新たな信念がうまれ活用されるようになる」

（秋田）という。したがって，行為レベルで試

みながら対話型授業の在り方について語り合い，

改善していくことができるように，若手教師を

対象にしたOJLの計画を立て，現任校での実践

に臨むこととした。 

組織の中で，若手を育てることが，多くの学校で喫緊の課題となっているが，現任校においては，

この OJL(ミドルリーダー育成研修：今年度は教科化される道徳)や特別支援教育のミニ研修を窓口

に，学年間や分掌間以外にも組織として若手教師の学びを支えている体制をとっている。OJL で授

業について対話する内容は「自分を振り返る視点」「子どもを見る視点」「自分と子どもの関係を見

る視点」での省察にする。この視点が，授業の評価を価値づけ言語化するものにつながると考えた。

また，「認知レベルから行為レベル」となるよう

実践的に教師の学びを進めることにし，1 学期

は，認知レベルでの学びを促し，教科化に向け

ての改訂の意図や対話による授業の重要性を認

識する。2 学期以降は「楽しい授業ができた」

という実感がもてるよう，実践を見合い創造

的・批判的な対話により省察を繰り返す中で，

児童との関係性が変容したり効果的な状況を実

感したりする体験を各教師が積む行為レベル

の学びに移る。このように，認知レベルと行

為レベルとの間を往還する省察的な学びを試

行錯誤的に繰り返し，１年という長期のスパ

ンで新たな実践知を協同構築していこうと考えた。 

Ⅳ 本年度の道徳教育推進の取組 

道徳教育全体計画のもとRPDCAサイクルで，推進

できるように道徳教育推進教師としての年間計画を

作成し，４観点（推進・支援・協働・連携）を意識

して取り組んだ。 

表２ 教師の対話と学び 

「授業の研究 教師の学習」キャサリンルイス 秋田喜代美編 

第５章「対話を通した教師の対話と学習」を参照 

図５ 校内での学びの場 

図６ 協同構成的な対話による授業研究におけ

る教師の成長モデル 

表３ 道徳教育推進内容 
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A推進 

職員会議で全教職員に指導の重点や授業の質的転換の話を毎学期す

るよう心がけ，意識づけができるようにした。教材の登場人物の共感

的な読みの話し合いに終始せず，早い時間帯に価値についての話し合

いに入り自己の生き方を問い考えさせるようにすることや，授業記録

になっている板書から脱却をすること，またいじめ問題に対応する問

題解決的な学習について説明する時間がもてたことは，授業改善の意

識の変化につながっている。 

B支援（OJL） 

月1回のOJLや個別のかかわりで多くの先生方と交流した。1学期

は20人弱の先生方が参加され，伝達中心の学びをし，2学期は授業実

践を公開しあおうとしたが，公開は負担と感じるようだった。２学期

のOJL参加人数はおよそ10人で，採用年数5年未満の先生方（５人）

を中心には，積極的に授業の案を考え質問をしに来てよいことを伝え，

個別に関わりをもつようにした。作った指導案は，質的転換というよ

り授業づくりの悩みが多く，価値項目の理解やめあてをどうするか，

振り返りはどうするか，何を考えさせ話し合わせたいのかということ

や，発問やワークシートの作り方について話題になることが多かった。授業をどういう順番で考え

ていくかということをノートに書き出しながら一緒に教材研究をすると，役に立つと喜ばれ，次回

からそのやり方で教材研究をしてきていた。また，推進教師自身がクラスを開き公開することで，

その授業について話し合ったり，同学年で交換授業をし，異クラスで児童の反応が様々であること

を話題にしたりして，児童の様子から省察をすることができた。OJL を勤務時間内に入れ込み体制

の枠組を作ってよかったことは，少しの時間でも学び合う場を提供できたということと，OJLでは，

異学年が集って話し合うため，OJL の時間以外にもミドルと若手，若手同士，管理職と若手等，学

年を超えて授業について話し合う様子が見られるようになったことである。 

授業についての学びは，同学年でするというイメージが崩れ，若 

手教師が積極的に様々な先生の所で授業について話すようになっ 

た。また，児童との関わり方の相談もミニ研修を企画されている 

特別支援の先生に相談するなど同僚間のコミュニケーションが増 

えた。教職員アンケートの結果では，「教員の間で授業方法等につ 

いて検討する機会を積極的に持っている」の項目が７５%（昨年）→９７．３%（今年）に大幅アッ

プしていることからも成果であるといえる。今年度は，教科化される道徳を窓口にOJLを実施した

が，若手教師にとっては，道徳を学ぶことで，日々の学級経営にいきる話し合いができたことや，

全国大会（家庭科 H30）に向けて校内研究で取り組んでいる言語活動の充実や問題解決学習を柱と

する「主体的・対話的・対話的・深い学び」の授業につながる「対話型授業」についての考え方を

学ぶことができたという点で有効であったと考える。  

 

 

 

この発達段階の児童はこう

いう考え方をするだろう。 

図７ 道徳授業対話内容レベル 

畿央大学 島先生の説明より 

図８ OJL の計画     図９ 授業の導入時のめあて生成  図１０ 道徳性発達段階分析表

（若手同士）    （若手と中堅）
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課題は，OJLの中で，児童の発達段階から対話の姿のイメージを共有し,ルーブリックと照らし合

わせて省察することが少なかったことである。まだ自分の担当している学年しか指導経験がない若

手教師にとっては，１年と６年の姿はかなりの開きがあり，その段階を踏まえることが難しい。そ

れは，道徳の指導法がいつも同じで学年が上がるにつれて児童の受けがよくない原因と言われてい

ることにも繋がっている。めあての作り方が話題になることが多かったが，これも発達段階と関わ

ってくるので，ルーブリックの左の道徳性発達段階を話題にする計画が必要だった。 

また，多忙で短時間しか枠組が取れず，個別のかかわりは時間外になってしまうことである。２

学期以降は，各学年の校内研公開授業や１人１回の授業公開等もあり，学年の仕事（行事や生徒指

導，保護者対応）にも追われ，授業を見合い省察する時間の確保が難しい。それはどこの学校でも

同じだろう。しかし，増加する若手教師にとって校外に出ていくのは負担感が多いと推察するため，

校内の学びを充実させる手立てを考えることは必須である。 

C分掌間の協働  

分掌間の協働とは，道徳教育に関わる生徒指導部会・人権部会・

各教科部会・各学年会等に働きかけ，取組を通して，学校全体の

道徳意識を高めていくことをねらうものである。現任校で改善す

べきことは，様々な分掌と，学校教育目標や共通の道徳的課題を

もとに，情報を共有し指導の一貫性を確認するコミュニケーショ

ンをこまめにもつことである。生徒指導部会とは，「あいさつ強化

月間」や「いじめアンケート」の内容，道徳的視点を取り入れた

「月目標の改善」について・各学年とは「学年集会での年間を

通しての計画的な話題」作成について・人権部会とは「人権週

間の取組」の具体について・道徳部には「別葉の見直し（新設内容項目の追加，いじめ対応の教材

や問題解決的な学習を行う教材のチェック等）」を行うよう働きかけた。また，研究主任とは，「話

し合いをつなぐ言葉」を教師自身が使うことができるようになることが，児童が豊かな言葉の担い

手になることにつながるという意味で，「児童の発言をつなぐ教師の言葉」を意識して授業づくりを

することを確認した。教科化を機に各学校の教育課題や特色を生かした，道徳科を要としたカリキ

ュラムマネジメントの視点も重視されている。道徳教育は学校教育全体で活性化を図る役割を担う

ため，各分掌と協働し道徳との関わりの中で指導の手だてを考えることで，全職員を巻き込み，そ

の中で指導観の共有化がはかられると考える。 

D保護者，地域連携 

学校全体で道徳教育を推進する校内体制にす

るために家庭，地域と連携して効果を高めたい。 

そこで学校で取り組む具体について情

報を発信していこうと考えた。ＰＴＡ総

会で，めざす児童の姿・道徳授業づくり・

指導の重点について説明したり，道徳通

信を発行し，各学年の授業や体験活動の

紹介・児童が頑張っている様子を「〇〇

図１１ 道徳クロスカリキュラム 

図１２ 道徳通信 
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っ子のきらり」として紹介し，「Do Talk」として家族で話し合える問いかけをする内容構成で配布

したりした。 

道徳通信の作成でも，各学年の授業紹介は輪番制にし，各学年の道徳部の教師に任せたり，人権

週 間のお知らせでは人権担当にコメントを任せたり，「〇〇っ子のきらり」では各学年にインタビ 

ューして内容を決めたりするなど，様々な学年や分掌を巻き込むことができるようにした。保護

者の声として，「様子が分かるので楽しみにしている」「昔と違って授業が変わってきていると思っ

た。授業で教えるというより子どもに考えさせたり話し合ったりすることが多いのですね」という

感想や，「『なぜあいさつしなきゃいけないの。恥ずかしいし，大人も言わない』『知らない人にしな

いといけない理由が分からない』」と，道徳的価値に対して，児童が抱く率直な疑問を伝えてくださ

る方もいた。また「Do Talk の内容を家族で考え，母子の意見を書いて提出した方もいた。今後，

道徳的課題について家庭や地域も一緒に考えていくという意味では発信内容を考えていく必要はあ

る。道徳教育については，学校で何をしているのか発信しなければ伝わりにくい面があるため，情

報を発信していくことは継続したい。 

Ⅴ 児童の道徳性の高まり・学級集団の高まり（学校アンケート，ＱＵより） 

学校アンケートによる教職員・児童の道徳に関

連する項目の意識変容を考察した。今年度は重点

とする道徳的態度を「明るいあいさつ・大きな返

事・温かい言葉遣い」とし，「人とのかかわりを大

切にし，共によりよく生きる児童」の姿を目指し

て取り組んだ。教職員の意識では，「思いやりの心，

人を大切にする子に育ってきている」と肯定的に

とらえる割合が増えている。しかし「責任ある行

動がとれるか，差別を許さない人権尊重の精神が

育っているか」との問いは下がっており，児童の

意識を見ても「嫌なことを言われたりされたりす

る」と捉えている子がまだ多い。１学期から人権

的な問題についてアンテナを高くし，問題場面に

ついて議論する中で「差別は許さない，いじめは許さない」雰囲気を学校全体に作っていく必要が

ある。今年度は12月が人権週間であることと，3学期にいじめ防止にかかわる問題解決的な学習で

の授業の実施を各学年によびかけているため，11月のアンケートには反映されていない。2学期ま

での若手の授業を見る限りでは，なかなか授業を変えることは難しいが,価値項目に関わる何をつか

ませるために話し合わせたいのかを考え，めあて作りができるようにはなってきた。成果はすぐに

でるものではないが，「考え，議論する」対話型授業を目指すと，教室の中に児童主体のルールを築

こうとすることはできる。QUで学級集団の様子を見取ると若手教師の学級は，6月と11月で1クラ

スのみ，かたさのある学級集団から親和的なまとまりのある学級集団に変わった。その他は，かた

さのある学級集団，満足できる子とそうでない子とに分離した学級集団，学習規律と人間関係が不

安定な学級集団が継続し，親和的なまとまりのある学級集団でも非承認群の人数が増加していた。

変化の見られたクラスは毎週道徳の授業について熱心に質問に来ていたクラスだ。道徳の要素だけ

ではないが，道徳の授業づくりは他教科にも反映する。そういう意味で役立つ面があったのではな

いかと推察する。 

Ⅵ 実践結果と考察 

（１）校内の道徳教育推進体制構築 

重点目標達成のためには，カリキュラムマネジメント的な視点で構想を考え，RPDCAサイクルで，

表４ 学校アンケートより抜粋 
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各学年会で見直しを進めながら行わないと，道徳授業単発では効果は表れにくい。道徳授業での

学びは，日々のくらしや各教科，特別活動等が実践の場として関連的に行われてこそ道徳的行為

につながっていくからだ。アンケートで「人を大切にする心，思いやりの心が育ってきている」

の項目が８割を超えたのは，教師の中に指導の意識付けができている成果と考える。また昨年度

「異学年の同僚とのコミュニケーションがとれている」３３%，「他クラスへの気軽な授業参観が

ある」４１％だったことの改善がなされ，校内研究や OJL がきっかけになり９７．３％が「積極

的に授業を検討する機会をもっている」と回答している点が一番の成果といえる。 

推進教師の役割を明確にして実践した結果，実感したのは，道徳教育推進の成否を決めるのは，

やはり教科化が求めている質的改善による道徳授業の充実が進められたかどうかだということで

ある。教科化を円滑に推進するうえでも，授業が変わらなければ何も変わらない。授業の質的改

善については，昨年のアンケートでも課題にあげている教師が多かった。OJLに取り組んでみて，

推進教師の授業の支援の在り方を考えることが，各教師の道徳授業力を高めることにつながり，

授業に関わる同僚との対話の中で，身につけさせたい力やめざす対話の姿等が共有化されていく

と感じた。しかし，それは一筋縄ではいかず時間もかかる。和井内（宇都宮大学）作成の道徳授業

力チェックシートを若手教師に実施したところ，一人一人の課題が違うことも明らかになった。

したがって「チェックシート→個人課題の明確化→授業づくり→授業実践→振り返り」のサイク

ルで個に応じたサポートをし，次の授業にどうつなげていくかを考えるようにした。2学期は個別

に若手教師から授業相談を受けたため，この流れがサポートに有効だった。 

（２） 教科化でねらう授業の質的転換（対話型授業）の意義の共有化 

 OJLの教師間対話の中で，共通する授業の悩みは，「１つの発問に対して発言が少ない，表面的な

意見しか出てこず話し合いが深まらない，分かりきったことを尋ね考えた展開例通りにゴールを作

って授業をしてしまう，最後は教師がまとめ価値を押し付けている，日々の道徳的行為につながっ

ていかない」等があがってきた。今までもよく言われてきたこの道徳授業の負のスパイラルを打開

するのが「考え，議論する」対話型授業ではないかということで学びへの動機付けをした。 

１学期のOJLでは，１つの教材でもねらいに応じて多様な授業展開ができること，改訂の意図と

授業改善の必要性を示したところ「考えを交流できる授業にしよう，子ども主体の授業にしよう」

と今までの授業を転換しようという思い（対話型授業の言語化）を抱いていた。また自分の授業を

見つめ，できていないこと，挑戦したいことを教師間で対話することで，めざす授業を共有してい

った。例えば「授業を見に行って初めて見る授業展開だった。導入でイメージマップを使っていた

ので自分もやってみると普段発言の少ない子も発表でき今日の授業で何を考えていくかが分かりや

すかった。こうやって授業の話し合いを，個へ返し実生活につなげていくのだと分かった」とか，

意見に固執して負かそうとする雰囲気になることに対して「子供の考えを変えさせるための授業で

はない（他者との話し合いを通して多様な考えに気づく）」というのを聞いて，対立する意見が出た

時どうしていいか分からず授業が停滞していたが，きまりが大事だと分かりきったことを言わせる

のではなく，なぜ必要かその理由とかどういう心が大切かということを話し合えばよかった」と，

OJLの話し合いを，次回からの自分の授業転換につなげて考えていた。 

また，６年の授業を見た後「児童は伝えたい気持ちがすごくあり話題からそれずに語ろうとして

いる。そうなるには学年の姿（低：思いをためて 中：発信し響き合い 高：考えを創り上げまと

めていく）のイメージを共有して発達段階を追っての指導を各学年で心がけていくことが大事だと

感じた」という声もあった。このようにOJLの教師間対話が「考え，議論する」対話型授業の在り

方や，発達段階でめざしていくものを共有し授業を価値づけていくことに役立っていると感じた。

２学期以降，個々の授業づくりや自分の実践を紹介し合う形式でOJLでの省察を行った。そこでは

自分で教材研究した授業について説明し，授業での児童の思考の流れとのギャップ，何が効果的で

問題だったか等を言語化することができていた。中堅からアドバイスをもらったり，うまくいった

と思っていてもねらいとする価値項目とずれていたことが指摘で分かったりなど対話が弾み「今度
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はこの教材で考えてみようと思っている」と次への意

欲をもつことができていた。OJL での教師間の対話の

姿が，児童のめざす対話の姿だとも感じた。こうした

取組を通じて，教科化でねらう「考え，議論する」対

話型授業の意義の共有化がどのように図られたか，人

により個人差はあるが，若手教師２人のインタビュー

から考察する。 

A 教諭は，１学期の「男子が…とか女子が…」と不

満を言ったり，話す人が固定していたりする状態から，

道徳だけでなく他教科でも対話型授業を心がけた結果，

教室内でトラブルが減ったとしている。QUの結果もか

たさのある集団から親和的なまとまりのある集団に変

わり，授業に話し合い活動を入れると「しゃべったこ

とがない」という人が出ず，学級集団の変化につなが

ったと考えていた。 

B 教諭は，初めての６年生担任で女子の対応に悩み

ながらの学級経営をしているが，その日々の中でも教

材研究を熱心に行う。道徳授業を変えたいと意欲的に

質問に来て共に教材研究をしたため，その教材で何

を考えさせたいか，対話型にするためにどんな授業

の組み立てにし，効果的な指導法は何を選択するか

という教材観や指導観の話をよくした。授業の実際は，学級経営との関連もあり対話型授業がうま

く展開できず「他教科にその考えを使う余裕がなかった」と言うが，共有した指導観を「４月から

展開していく」と意欲的である。 

２教諭の共通点として，中心発問を深く扱うようになったこと，対話の姿をイメージしているこ

と，発達段階から児童の姿を見取っていることがあげられ，４月当初からの変容が伺えた。 

Ⅶ 今後の課題 

どこの学校でも道徳の教科化を円滑に推進するためには，道徳教育推進教師の４つの役割のうち

道徳授業の質的転換を進める「支援」の役割の重要性が高い。その推進方策の一つとして，道徳性

と社会的視点取得能力の発達段階から，対話型授業での児童の姿をルーブリックに表し，イメージ

する対話の姿が共有化できればと考えていた。しかし２学期以降，授業案を考える時間はもてたが，

授業を見合う時間がとりにくく実際の子どもの姿をみて複数で見取ることが足りなかった。今後も

引き続き，実践的省察の中でこそ活用していきたい。また若手教師にとっては，担任したことのな

い学年の対話の姿がイメージしにくいため積極的な異学年の公開が必要だと考えている。その他「分

掌の協働」や「家庭・地域連携」の面では，道徳教育推進教師が多くを背負うのではなく，一人で

も多くの教師を取組に巻き込んでいくことで，重点目標の具現化にせまっていくという，コーディ

ネーターとしての役割を積極的に果たすことが必要になると考えている。  

【引用参考文献】 

・秋田喜代美『対話が生まれる教室～居場所感と夢中を保障する授業～』教育開発研究所，2015 

・秋田喜代美 キャサリン・ルイス 編著『授業の研究 教師の学習 レッスンスタディーへのいざない』明石書店，2008 

・文部科学省『「特別の教科 道徳」の指導方法・評価等について』〈道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議資料〉 

・渡邉満・山口圭介・山口意友『新教科「道徳」の理論と実践』玉川大学出版部2017，3月 

・渡邉満・押谷由夫・渡邊隆信・小川哲哉編『「特別の教科 道徳」が担うグローバル化時代の道徳教育』北大路書房，2016 

・渡邉 満『「いじめ問題」と道徳教育～学級の人間関係を育てる道徳授業～』ERP，2013 

図１３ インタビューによる若手教師の 

プロトコル 
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学校統廃合を契機とした地域の養護教諭の協働体制つくり 
学生番号 22427068  氏名 太田 泰子 

 
概要 

 学校統廃合といった直面する問題に町として対応する必要性から，コミュニテ

ィ・エンパワメントの技法を用いて，地域の養護教諭の協働体制を構築し，そこで

得られた専門的見知や成果を新しい学校・地域づくりに役立てていく取組を行った。 

近年の学校では，異なる立場の多様な意見を相互に聞き合い，検討することによ

って，合意形成していくといった優れたチームワークを通じて，学校としての業績・

成果を高めていかなければならない。協働体制の下で形づくられた養護教諭の立場

からの意見は，学校に適切なコンフリクトの発生とその戦略的・協調的な解消をも

たらすプロセスの起点となりうるものであり，優れたチーム学校の形成に有効であ

った。そうした学校の意見は，学校保健に関する高い専門性をもった地域の養護教

諭集団の協働性を高め，より学校の教育力の向上に貢献することができる体制づく

りに資する互恵的なものである。 

キーワード：コミュニティ・エンパワメント コンフリクト 学校統廃合 高い業績のチーム 

 

Ⅰ はじめに 

報告者の現任校のＡ小学校は，平成 29 年 4 月 1 日，近隣の４小学校と統合して新しい

学校になる。その際，「学校統廃合の負の影響」をできるだけ回避し子どもたちが健康で安

全に過ごせるように条件を整備するといった問題に直面した，当初この問題に専門的・協

働的に対処するための体制づくりをめざしたが，Ａ町の学校の教職員集団が，「『Ａ町の子

どもを育てる』という共通のビジョンをもち，主体的・協働的に学校改善・意識改革を追

究する」ことに寄与する必要性を強く意識するようになった。そのため，学校全体の教育

活動につながる課題について自覚し，学校全体を意識した学校改善・意識改革の必要性に

ついて追究する方が，遠回りに見えても子どもたちの健康・安全，ひいては地域の信頼の

実現に向けて大きな意味を持つとの考えに基づいている。よって，報告者は，養護教諭を

含む学校全体がチームとして取組むためのプロセスの中で変化する「コンフリクト（衝突，

葛藤，対立，緊張など）」に着目し，コミュニティ・エンパワメントの技法を用いて，地域・

学校として育みたい子どもの資質・能力を共有し，高い業績を生み出す教職員集団を形成

することに寄与する「学校組織マネジメント」のあり方を検討した。 

 

Ⅱ 目的 

Ａ町では，町内に 7 つある小学校を平成 29 年 4 月より 3 校に統合することが計画され

ている。これは，「子ども同士が個性をぶつけ合い，多種多様なものの考え方に触れる中で，

思考・判断・表現等の諸能力を身につける教育課程の編成・実施の条件となる適正な規模

の実現をめざした統合」であり，子ども，保護者及び地域住民に信頼される学校を再構築

する好機とも考えられる。そのためには，学校統廃合を契機として，「地域における養護教

諭の協働体制の構築」を進め，それを踏まえて「主体的・協働的に新しい学校・地域づく

りを進める教職員集団の形成」を促進することが必要である。 
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 Ａ町の養護教諭が他の教職員とともに，Ａ町ならびに学校としての目標達成能力を効果

的に育む組織を構成する（高い業績をあげるチームになる）ための実践を通じ，学校が教

育活動を継続的に改善していく上で必要な視座を見出すことを試みる。 

 

Ⅲ 教育実践研究の方法と内容 

本研究は，Ｐ．センゲの『学習する組織』の考え方を踏まえつつ，安梅の「コミュニテ

ィ・エンパワメントの技法」を用いて，Ａ町の養護教諭と各校の全教職員が，学校統廃合

に伴う諸課題に対応する当事者意識を強く持ちながら，「Ａ町の子どもを育てる」という目

的・目標を達成するための活動に，継続的・組織的に取組むための手立てを検討するもの

である。 

 そこで，研究内容を①Ａ町の養護教諭における協働体制の構築，②現任校における学校

統廃合の課題の理解と状況の理解から対応策を検討する教職員づくり，③地域の当該小学

校における「新しい学校・地域」つくりに向けた主体的・協働的取組の促進の 3点とした。 

 また，次のような活動を意図的に計画して，コミュニティメンバーの「主体的な関わり」

と「連帯感（組織性）」を実現するコミュニティ・エンパワメントの技法を用いて，学校・

地域づくりの課題解決とそのプロセスを探求することとした。 

(ア)養護教諭の意思をコミュニティ・エンパワメントの技法で引き出すとともに， 

当事者意識を高める。 

(イ)論争的に協議するコンフリクト（教職員の間に存在する考え方の相違から生じる 

衝突・葛藤・対立）の機会を設け，複数の職員を参加させる。 

(ウ)関わり合いの合意プロセスの中からより適切な対策案を立案・実施していく。 

課題提案 

1 年次の研究により,直面する問題について,教職員の意思を引き出すことにより,考

え方の相違から生じるコンフリクトを表出させ,その克服を協働して進めようとするプ

ロセスを通じて,学校が抱える課題を主体的に設定共有し,当事者意識を醸成させる。 

このことは,学校の統廃合に向けた準備を進めていく中で,自らの意思を互いに表明

し,生じたコンフリクトを克服,合意形成していくプロセスを意図的に作り出す必要性

を示唆している。統廃合をめぐる意見交換の中で,すべての教職員が当事者意識を高め,

否定的な意見であっても同僚教職員等に表明し関わり合うことで,教育活動に携わる集

団としての提案性のあるビジョンが共有されていく。その合意形成のプロセスをたどる

こと,その関わり合いの中から適切な対策案を立案・実施していくことが重要であろう。

2 年次には,報告者自身が養護教諭並びに現任校の教職員として,和気町の子どもをど

う育てるかについてのコミュニケーションを図りながら,「新しい学校・地域」つくり

の当事者性をもった教職員の協働体制を構築していく。  

（平成 28 年 3 月課題提案より）

 

Ⅳ 分析と結果 

 課題検証後も課題提案で提案した内容を実践しながら，つまり，自らの意思を互いに表

明し,生じたコンフリクトを克服,合意形成していくプロセスを意図的に作り出すという実

践をしながら行ったプロセスの記録をコミュニティ・エンパワメントの技法に載せて分析
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することにした。 

 

1. 「領域別にみた各段階のエンパワメント技術」に実践を当てはめ，コンフリクトとの

関係を価値づける 

コンフリクトの発生とその戦略的・協調的な

解消を図る中で実践を価値づけると，図１のよ

うにコンフリクトの質的な変化が認められた。 

 

2. エンパワメント技術モデルに基づく「養護

教諭の協働体制つくりコミュニティ・エン

パワメント目標・戦略設計：アセスメント，

インプット」に実践を跡づける 

コミュニティ・エンパワメントを用いた発展

のため有効な「発展エンパワメント戦略」を表

すこととする。コンフリクトを戦略的に発生さ

せることを「戦略」に位置づけると，関わる養

護教諭の意識や能力の向上，積極的な新しい学

図１「領域別にみた各段階のエンパワメント技術」 

 

 

図２「コミュニティ・エンパワメント目

的・戦略設計」 

段
階
・
機
能
別
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
技
術 

 
創造 

（創造・創発・ 

変革技術など） 

適応 
（適応・調整・協調・ 

伝達技術） 

維持 
（維持・実施・追求・ 

統制技術など） 

発展 
（展開・影響・ 

統合技術など） 
テ

ー

マ 

・共通する価値のあるテ

ーマ開発 
・参加根拠の提示 
・共有価値の提示 
・科学的根拠の明示 

・価値の確立 
・適宜価値の提供 

・拡大に向けた

再定義と合意 

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ 

・コアメンバーの信頼関

係構築 
・メンバーの連結 
・コミュニティ・コーディ

ネーターの設置 
 

・信頼関係の強化 
・高頻度の交流機会の設

定 

・境界の明確化 
・個と全体のバランス化

・価値評価 
・コミュニティ・コーデ

ィネーターの資格貸与 

・多重構造への

発展 
・新しいコミュ

ニティ・コーデ

ィネーターの養

成 
活

動 
・具体的な意味ある活動

探求 
・目に見える活動提示 

・具体的な活動設定 
・活動拠点の設置 
・秘訣の共有 

・活動の体系化 
・役割と責任明確化 
・刺激的な先端活動 
・鼓動的な活動 
・知恵の体系化と蓄積 

・新規活動と発

展への動機づけ 

「学校統廃合で危険だ」

子どもたちの心の健康問

題という明確な課題があ

る 
→「学校統廃合は新しい

学校を構築する機会と捉

え全教職員が当事者意識

を持って主体的に関わる

相互の大切さについて知

り、地域の養護教諭と協働

して共通のビジョンを制

作。 
→報告者は現任校にいる

養護教諭と共にビジョンを

持ち対話によって学校保健

を改善 

学校保健委員会のステー

クホルダーの変化があ

る。ビジョンを持つ必要

性に気づく。 
メンバーから、逆に「ビ

ジョンの大切さ」を指摘

される。 

各校で刻々と変わる現

状について、「実践しな

がら」討議し、「一般化

した状況」を合意し、必

要なことを提案してい

く。 

 

 

コンフリクト 
担当者が意図的に設定する

コンフリクト 
コミュニティの逆提案に

基づくコンフリクト 
担当者の想定を超える

コンフリクト 

 

④　影響要因 ①　問題・課題 ③　成果
生産物

学校統廃合 ・Ａ町の職員は全体で当事者意識を持つ。 ・養護教諭のスキル向上、協働体制
・学校規模の適正化の意味る。

・期待される学校・地域づくりが必要。 ・KGG,SRKなど、教育委員会との連携
・児童の実態把握

新しい学校の構築

「チームとしての学校」（答申H28．12）

②　背景 成果・変化
（短期で1～3年、長期で4～6年）

・新しい学校の教育課程
学習する学校が必要 ・子どもの姿
そのチームも高い業績であることが必要 ・実態を一般化して基準にする技術

・学校改善の風土
・幼稚園・小学校・中学校の連携
・地域の信頼

「次期学習指導要領」（答申H29．12）

影響（7～10年以内）

・和気町の子どもたちとして考え
その子どもたちがいずれ和気町を担う。

・新しい学習指導要領
・学校として求める健康で安全な子どもの姿

⑤　戦略 ⑥　根拠

コミュニティ・エンパワーメントの技法

学習する学校

高い業績のチーム
探求のプロセスを記録する

戦略的にコンフリクトを
発生させる

・新しい学校の学校教育目標を反映した学校保
健計画・安全計画

A町は人口が約1500であるが、中学校が2
校、小学校が7校ある。平成２９年４月学校規
模の適正化として、学校統廃合により、小学
校は3校になる。2校で統合するＢ小学校と統
合せずに残るＣ小学校と4校が統合するＡ小
学校が有り、「新設型」であり、Ａ小学校とＣ
小学校は新しい学校となる。報告者が勤務
するＡ小学校は、新しい小学校の校舎を改築
して開校する予定である。

Ａ町内の学校訪問によると９校小・中学校は
どこも、それぞれの学校教育目標に基づい
て、子どもたちの健康な成長を願い、校風を
築きあげている。中でも特別な教育的配慮
の必要な児童や保健室に居場所を求めて
やってくる児童について、それぞれの学校で
大切にされている姿がみられる。

地域の養護教諭は、「養護部会」という協同
して職務に計画的に関わる研修を実施して
いる。A町では中学校の養護教諭と小学校の
養護教諭で活動してる。

注

コミュニティ・エンパワメントの技

法の観点で、実践をしてみて、

その探求のプロセスをなるべく

記録した。その際。特に、戦略的

にコンフリクトを発生させ、して質

的変化を観察するよう心掛けた。

その後、それらを跡付けして、支

援計画書にまとめた。

共通のビジョンを持つ
↓

討議により改善する
↓

専門的な立場から改善
↓

合意形成
↓

試行する
↓

本格的に実施する
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校構築への参加を促し，養護教諭の教育活動に対する満足度の向上と，「執務はゆとりを持

って楽しみながらできる」状況をもたらすと考える。また，成果により学校から高い評価

を受けることによって，教育活動が向上し，「子どもの健やかな成長とその環境の保障」に

波及するものであると考える。Ａ町の養護教諭における協働体制の構築（①）における実

践は，具体的な「エンパワメント技術に基づく目的・戦略設計」として，図２のように示

すことができた。安梅は「このようなステップを踏むことで，妥当性の高い根拠に基づき

影響要因を体系的に押さえながら，コミュニティの背景要因を加味しつつ，確実に問題や

課題を解決し，成果を得る。コミュニティ・エンパワメントの目的・戦略設計が可能にな

る」(P38)と「エンパワメント技術に基づく目的・戦略設計」の妥当性を示している。今回

は実践の跡付けで戦略図を示し，戦略的コンフリクトの必要性を示すものとなった。 

 

 

3. エンパワメント技術モデルに基づく「評価設定（養護教諭の協働体制つくりコミュニ

ティ・エンパワメント）」でプロセスを評価する 

「エンパワメント技術モデル評価設計（当事者エンパワメント）」（図３）により，「コ

ミュニティ・エンパワメントが学校全体や地域・学校として育みたい子どもの資質・能力

を共有して行く手順として，『目標・戦略→過程・組織→成果』の基本的なサイクルに『背

景』となるコミュニティの状況や問題・過程を前提としてマトリックスの形で流れを整理

するものである。特に『成果』の部分を「アウトプット」「アウトカム」「インパクト」に

分けて記述することでプロジェクトの意義を体系的に把握する」（安梅 P40）ことができる。 

当事者を「地域の養護教諭」としてコミュニティ・エンパワメントの評価設計の形にま

とめた。Ａ町養護教諭における協働体制の構築（図３－①）の成果は，過程・組織活動に

より得られる結果について「アウトプット」「アウトカム」「インパクト」の順に並べて整

理した「成果」の部分に注目すれば，アウトカムとして，「各校への影響を期待したがうま

くいかなかった」「研修でのリーダーを申し出ることがあった」「教育計画の作成を急ぐ報

告者に『もう少し現状を把握したい』と逆提案」するなど，コンフリクトの発生とその解

消プロセスに質的な変化がみられたことが注目される。 

 

 次に，当事者を「Ａ小学校の教職員」とし，コミュニティ・エンパワメントの評価設計

（図３）にまとめた。現任校における学校統廃合の課題の理解と状況の理解から対応策を

検討する教職員づくり（図３－②）は，アウトカムとして「自由に発言できるようになっ

た。やり方についてさまざまな意見が出た。事前に練習する必要性を主幹教諭が気づき実

践する。」「例年と同じでなく改善して良いと知る。家庭の協力の大切さの確認。保護者か

らの逆提案が有り，内容を基本的な生活習慣も取り入れる。」「改善する校舎の施設設備の

合理的配慮に向けて意欲づけとなる。」「学校改善の芽をつくる。現状の把握と学校教育目

標の必要性を気づく。」「自分で適切な生活を選択できる。生活を改善する次の提案ができ

る。学校によってねらいが違うので，チャレンジカードの枠について統一はできないと意

見が出る。」など，学校教育目標と現状の捉え方の変化，教職員のステークホルダーの変化，

提案の変化などがみられた。 
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図３ 「エンパワメント技術モデルに基づく評価設計」 

 

図３―①Ａ町の養護教諭 

 

図３－② Ａ小学校 

 

 

図４ Ａ小学校と地域の養護教諭との「関わり合い」のプロセス 

エンパワメント技術モデルに基づく評価設計（当事者エンパワメント）

目標 戦略 過程 組織 アウトプット アウトカム インパクト

→ → → → →

→ → → → →

→ → → → →

背景
目的・戦略 過程・組織 成果

Ａ町養護教諭エンパワメント技術モデルに基づく評価設計（当事者（養護教諭）エンパワメント）

目標 戦略 過程 組織 アウトプット アウトカム インパクト

子
ど
も

養護教諭はそれ
ぞれの学校で、そ
れぞれ支援して
いる子どもたちが
いる。

→

養護教諭の協働
体制をつくること
で、パワレスな子
どもたちも引き上
げることができ
る。

「Ａ町の子どもを
育てる」を共通の
ビジョンにして養
護教諭により子ど
もたちの現状を引
き出す。

→
現状の把握を実
践に繋げる

対象となる学校
の養護教諭のみ
ならず、Ａ町全体
で検討する

→

新しい学校につ
いてＡ町全体で考
えることができ
る。
小さな意見も引き
出される

→

Ａ町全体で協働
体制をつくる。
小さな意見も引き
出され、認め会え
る

→
学校保健のみな
らず、地域全体に
影響を与える。

養護教諭には地
域の研修会があ
り、情報交換や新
しい技術の伝達
を主な活動内容
にしている。

→
養護教諭としての
満足を得る。

研修を利用したグ
ループインタ
ビュー

→
共通のビジョンを
持ち、討議により
合意形成を図る

Ａ町全体 →

エンパワメントに
より、コンフリクト
があっても発言す
る。

→

各校への影響を
期待したが、個別
な事例にとどまっ
た。

新しい学校には、
まだ、学校教育の
目標が決まってい
ない。

→
新しい学校の学
校保健の役割を
果たす

学校保健の開発
リスクマネジメント
の開発
カリキュラムマネ
ジメントの視点で

→
Ａ町全体を元に関
係4校で話し合
う。

4校の養護教諭 →
「だんだん良くな
る」「説明型」でし
めす。

他の地域の学校
も参考にする
作成を急ぐ報告
者に、「もう少し現
状を把握したい」
と逆提案があっ
た。

幼小中と連携を
図る

新しい学校の教
育活動について
構築する必要が
ある

→
社会からの高い
評価
安定の向上

科学的な内容の
研修
専門職への動機
づくり

→

新しい健康課題
について講演を
実施する。
それぞれを引き
出し多様さを認め
る

養護教諭と
関係小職員

→

健康課題につい
て、関わりの中で
「自分を大切にす
る」子どもを育て
る

→

リーダーを申し出
るものが現れ、
チームへの安心
感がある

→

養護教諭が交代
しても、また、ベテ
ランも経験が浅い
場合も、同じよう
に発言できる。

行
政

行政と養護教諭
は以前から連携
はとっていたが、
より開発的になっ
た。

→ 新しい集団づくり

就学時健康診断
の機会を利用す
る。地域とつなが
る

→

計画案を提案し、
教育委員会主導
で実施する。その
際、地域を意識す
る。

保健所を含めた
→

就学指導
初めての保護者
の集合そして安
心

→

保護者との関係
強化
地域の保健師・保
育所・幼稚園との
関係強化

→ 地域の安心

背景
目的・戦略 過程・組織 成果

養
護
教
諭

（
専
門
性

）

Ａ小学校の教職員のエンパワメント技術モデル評価設計（当事者（教職員）エンパワメント）

目標 戦略 過程 組織 アウトプット アウトカム インパクト

Ｋ
Ｇ
Ｇ

教育委員会が中
心となって家庭学
習がんばり、生活
リズム向上などに
ついて取り組んで
いる。

→

子どもたちの基本
的生活習慣のを
確立し、学力向上
をはかる。

学び合い
→ 校内研修により

Ａ小学校・Ａ幼稚
園・Ａ保育園の教
職員

→
基本的な生活習
慣が身につく

→

自分で適切な生活を選択でき
る
生活を改善する次の提案がで
きる
各校目指すところがちがうの
で、チャレンジカードの枠につ
いて統一はできないと意見が
出る

→
保護者との信頼
関係が深まる

合
理
的
配
慮

特別に配慮が必
要な児童への対
応が必要
法律が整備され
た

→
特別な教育的配
慮が必要な児童
に対する

ワールドカフェ → 校内研修により
Ａ小学校・Ａ幼稚
園・Ａ保育園の教
職員

→
合理的配慮に関
する基礎知識

→
改善する校舎の施設設備の
合理的配慮

→

学校が積極的に
対応していること
に対して家庭の
信頼
地域の信頼

校
内
研
修

→
統合後の学校の
教育計画の改善
を図る

ビジョンを共有
同じ場にいて活
躍する場を作る
コンフリクトを工夫
する。

→
提案
子どもたちの交流
の計画実施

各学年
各担当が中心

→
つけたい資質に
ついて合意形成
できた。

→

学校改善に向けて意欲づけと
なる
自由に発言できるようになっ
た。

→

校長が広報活動
することで、地域
の信頼が深まっ
た。

引
き
渡
し
訓
練

→
統合後の学校の
教育活動の改善
を図る

改善のプロセス
特にコンフリクトを
工夫する
事前訓練を実施

→
改善のプロセスを
利用し、コンフリク
トを利用する。

各担当が原案を
つくり、改善のポ
イントを提案す
る。

→
実際の安全訓練
施設設備の確認

→

やり方についてさまざまな意
見が出た。
事前に練習する必要性を主幹
教諭が気づき実践する。

→
地域の信頼
統合にむけた改
善

広
報

→
現状から、必要な
考え方を示す。

「三本足のイス」
でタイムリーな広
報活動をする
身近な実践と理
論とを結びつける

→

現状に必要な内
容を把握し、大学
院での既習内容
から

主幹教諭と共に
週2回、年間50部
をめざす。

→
それぞれの内容
理解

学校改善の芽をつくる
現状の把握と学校教育目標
の必要性を気づく。

次の新しい教育
課程の創造

学
校
保
健

学校統廃合に関
わる情報が少な
い。
特に、保護者とし
てどうすべきか分
からない。

→
地域の活動に発
展させる

学校保健委員会
を利用する
保護者のメンタル
モデルの克服を
利用する

→

ＰＴＡ保健・安全
部を利用して、Ａ
小学校全体に啓
蒙する

ＰＴＡ保健安全部
を利用する。
年3回の活動内容
がある。

→
子どもの生活改
善

例年と同じでなく改善して良い
と知る。
家庭の協力の大切さの確認
親からの逆提案が有り、内容
に基本的な生活習慣も取り入
れる。

→
家庭の信頼
地域の信頼

目的・戦略 過程・組織 成果
背景

学校統廃合
学校規模の適正
化を図ることに
なった。
学校統廃合自体
は、地域のアン
ケートを基に実施
されたものであ
る。

準備が一定程度進む
合意している集団

コミュニティ

Ａ小学校を
含む各校

養護教諭の
コミュニティ

新しい学校の教育
（当事者意識）

専門性に基づく共通の利害
関係

従来情報交換(事務的）

やり方の共通化

エンパワメント

コンフリクト

「答えがあると思ったがない」

合意による適切な

改善策の立案形成

養護教諭の
新しい協働体制

新しい学校

Ａ小学校

Ａ小学校

Ａ小学校他小学校

中心的な役割を
担う人材

当事者意識がない
「どう閉校するか」

利害関係

当事者意識なし

当事者意識なし

(受け入れ側）

新しい学校に対
するコンフリクト

合意

(意識改革）

報告者
（養護教諭）

町内小中
養護部会

次のＰＤＣＡサイクル

コミュニティ・
エンパワメントを

スタート
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4. Ａ小学校と地域の養護教諭の関わり合いのプロセス 

Ａ町の養護教諭における協働体制の構築（図３－①）と現任校における学校統廃合の課

題の理解と状況の理解から対応策を検討する教職員つくり（図３－②）のプロセスを価値

づけると次の表のようになる。「コミュニティ・エンパワメントのシステム構造において複

眼的な視点で課題解決する」（安梅 p22）とされるような，「関わり合いながら発展する」

プロセス（図４）がみられた。 

なお，今回の実践では，地域の当該小学校における「新しい学校・地域」つくりに向け

た主体的・協働的取組の促進（③）について，報告者の現任校は，校舎を改築して新しい

学校の設置場所となることから比較的当事者意識を持ちやすい状況であった。これに対し

て，他校の対象校では，校風を大切にし「いかにして閉校するか」に力点を置かれた取組

が志向される傾向が顕著であり当事者意識を持ちにくかったと考える。現任校を含めた対

象校の教職員の多くは新しい学校に異動する可能性を持った者であり，「新しい学校の教育

活動の充実に関する中核となる組織をおく」ことを提案する必要があったと考える。 

 

 

Ⅴ 考察 

 本研究で取り上げたＡ町における学校統廃合を契機とした取組から，次のような成果と

課題を見出すことができる。 

1. 地域における養護教諭の協働体制の構築 

統廃合の対象校に勤務する養護教諭は，統廃合に伴う児童生徒の「負の影響」に対する

必要性から，直面する問題を容易に共有することが可能であった一方で，その解決に向け

た方策を効率的に決定・実行しようとする傾向が顕著であった。これは，養護教諭の専門

性に基づく集団（コミュニティ）の同質性によるものであり，新しい学校の設置校に勤務

する養護教諭の業務として認識されることに結びついていた。しかし，誰が新しい学校の

養護教諭として任用されるかが不明な中，すべての養護教諭の当事者意識や納得性が高め

られなければならないことから，コミュニティ・エンパワメントの技法を用いて，育成し

たいＡ町の子どもの姿について意見交換し，そこで，発生したコンフリクトの解消を通じ

たビジョンの合意形成に取組んだ。発生したコンフリクトは，それぞれ勤務する学校の独

自性によるものであり，Ａ町の養護教諭の集団の多様性を引き出していったと指摘できる。

これにより統廃合によって表出される新しい学校・地域づくりという観点から，改善すべ

き課題が明確となり，その解決に向けた手立てに関するコンフリクトの発生と解決を図ろ

うとする合意形成プロセスが受け入れられるようになった。 

2. 主体的・協働的に新しい学校・地域づくりを進める教職員集団の形成促進 

報告者が勤務する A小学校では，新しい学校の設置場所ということもあり，早くから学

校統廃合の問題に対応する必要性が認識されていた。しかし，新しい学校のミッション，

ビジョン，重点目標が示されていない状況においては，その必要性を認識しつつも，それ

ぞれの分掌の中で具体的に対応することは不可能であった。そこで，報告者は，地域の養

護教諭との協働によって得られた情報や合意形成された内容を，校内研修等で提示し，新

しい学校が直面する問題を共有し，その問題に対するメンバー個々の多様な意見を顕在化

していく取組を促した。これによって，学校統廃合に関するメンバーの間の意見交換が徐々
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に活性化していくことになった。これは，養護教諭からの意見が，学校の教育活動全般を

推進している教務主任の業務に反映されることとなったことによって，所属するメンバー

教職員全体での取組が可能になったものと指摘できる。特に報告者と教務主任の間で意見

交換や連携，協力が活性化し，統廃合に向けた所属メンバーへの働きかけを協働で行って

いくことになった。これは統廃合の対象となる学校の教務主任同士の連絡調整・意見交換

の場・機会が設けられていたことから，他校の事情や特性を共有し，それを踏まえた協議・

協働が可能であったことが要因の一つとなっている。 

ただし，Ａ小学校以外の学校においては，必ずしも新しい学校・地域づくりに関する話

し合いが活発に行われたわけでない。むしろそこでは現在の学校を「いかに閉校するか」

という問題意識が共有され，統廃合に向けた短期的な対応に注意が向けられていたようで

ある。 

3. 協働体制になった組織と学校との互恵的な関係の創出 

新しい学校の設置場所となる現任校を中心とすれば，他校の養護教諭からの情報やそれ

を踏まえた合意形成を経て示された養護教諭からの提案等は，同質性の高い現任校の教職

員メンバーに，異なる視点・視野からの課題を提供するものであり，新しい学校づくりに

向けたイメージを共有し，課題を把握する上で有効であった。また，町内の養護教諭の集

団においても，刻々変わるそれぞれの学校の事情や課題について情報交換し意見交換する

ことは，新しい学校に対する養護教諭の当事者意識を高め，それぞれの意思を具体的な提

案に反映させようとする動きとなり先に述べたとおり発生するコンフリクトに質的な変容

をもたらすこととなった。 

これにより，町内の養護教諭の集団と現任校の互恵的な関係がサイクルとして成立する

ことになった。これは自分の強み・価値観を他者と相対化することによって明確化し，「自

らの実践を通じて得られた経験則（暗黙知）を同僚らと伝え合い，一般化しながら共有す

る」学び続ける教員集団（学習する組織）の形成に必要な条件であると考えられる。 

4. 管理職のリーダーシップの発揮 

 新しい学校つくりに向けた直接的な取組は，現任校並びに統廃合の対象校の管理職によ

って合意された学校経営計画（案）の提示によって加速して進められることとなった。こ

れは，学校が抱える課題の解決にはやはり管理職によるリーダーシップが不可欠であるこ

とを示している。その際管理職のリーダーシップが効果的に発揮され，適切に課題の解決

につなげるためには，管理職による指示の前に，解決すべき課題に関するイメージを共有

し，それを巡るコンフリクトの発生とコンフリクトの解消をメンバー同士の関わり合いの

中で行っていく教職員集団が形成されていることが望ましい。本研究の取組はこうした教

職員集団を形づくる準備として有効であったといえる。 

 

こうした成果と次年度に向けた課題は明らかになったが，一方で，新しい地域づくりへ

の関わりについては十分な実践ができたとは言えない。今後，学校と地域の互恵性のある

関係に向けて，今回実践研究したコミュニティ・エンパワメントの技法を用いて，学校と

地域が関わり合いの中でそれぞれの違いを認め合い戦略的にコンフリクトを利用して進め

ていく学校・地域づくりを提案していく必要がある。 

新しい学校は新しい地域の拠点としての役割を担っていかなければならないと考える。
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なぜならば，学校の統廃合は，従来の小学校学区を単位とした地域の事情や特性に応じた

コンフリクトの発生を助長しやすいからである。こうしたコンフリクトは必ずしも建設的

ではない場合が想定され，それを戦略的・協調的に解消できなければ，地域の学校として

の信頼を失うことになりかねない。養護教諭である報告者は，学校保健を中心とした子ど

もたちの「心とからだの健康」を地域と関わり合いながら実現していくことを手がかりに

して新しい地域づくりに貢献することが課題である。 

 

Ⅵ おわりに  

このたびのＡ町における学校統廃合は，当初より，「子ども同士が個性をぶつけ合い，

多種多様なものの考え方に触れる中で，思考・判断・表現等の諸能力を身につける教育課

程の編成・実施の条件となる適正な規模の実現」をめざし，提案・実施されたものである。

これは，学校統廃合が子ども，保護者及び地域住民に信頼される学校づくりを不可欠とし

て，教育を受ける側の論理に立った「親や子どもの求める質の高い教育の実現」に向けた

取組にならなければいけないことを意味している。従って，学校は，自らの取組を保護者

や地域住民に適切に説明する必要があり，子どもにつけさせたい資質・能力を明確にして，

それを実現にするために必要な条件を組織的に整備していくマネジメント（人づくり，地

域づくり，戦略づくり）を一体的に行っていくことが不可欠となる。 

こうしたマネジメントを適切に行うためには，かねてより学校の所属する教育委員会と

ビジョンを共有しその実現に向けて組織的に取組んでいくことが必要であるといわれてい

る。しかし，ビジョンの共有に向けて教育委員会や管理職がそれを提示するだけでは，教

職員に当事者意識や納得性が十分に得られず，管理職やメンバーの異動などにともなって

組織的な取組が行われなくなる危険性をはらむことになる。これは，組織としての学校が

個々のメンバーによって担当される業務を個別に執り行うワーキング・グループの状態に

とどまり，他のメンバーの成果に責任を負うことがないためであるといえる。 

実際，学校保健・保健室経営などを担当する養護教諭に対し，その専門性の高さを理由

として他の教職員から任せられるところが多く個業に陥りやすい。そのようなワーキン

グ・グループを脱するためには，教職員間の中に適切なコンフリクトが発生している状態

を意図的につくり出す必要性がある。これによりそのコンフリクトを適切に解消する中で，

共通の目的，達成すべき目標，そのためのアプローチを共有し，連帯責任を果たせる補完

的なスキルを備えた状態になると考える。管理職やメンバーの交代等があっても，共有可

能な目的を継続的に更新し，課題の解決を進めていくことができる「高い業績を生み出す

チームとしての学校づくり」が行われなければいけない。そのためには地域と学校の互恵

的な関係によって，さらに適切なコンフリクトを発生させることができるようになること

で，一層学校の教育力の向上に貢献できると考える。 
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専門性を生かして協働的に教育活動を展開できる学校組織づくり 

－「進化能力」を備えた「組織力」の向上をめざして－ 

学生番号 22427069  氏名 岡村 みちる 

概要 

 高等学校を取り巻く環境の変化はめまぐるしく，現任校でも早急な対応が求められてい

る。現任校の組織的な課題に着目し，水本(2006)の「学校の組織の三層構造の理論」を援

用して，学科の専門性を最大限に生かしつつ，協働的に教育活動を展開できる校内体制を

確立することで，環境の変化や危機に迅速かつ柔軟に対応できる進化能力を備えた組織力

の向上を図る。 

  学校の組織の三層構造  進化能力  組織力   

 

Ⅰ はじめに 

 近年，高等学校を取り巻く環境の変化はめまぐるしく，県南ののどかな田園風景の中に

位置する現任校でも，知識基盤社会やグローバル化，情報化をふまえた新しい学力観に基

づく新学習指導要領の実施や高等学校基礎学力テスト（仮称），大学入学希望者学力評価テ

スト（仮称）の実施に合わせた，カリキュラムの見直しに迫られている。また，特色ある

取り組みや魅力づくり，開かれた学校づくりなどに向けても，迅速かつ柔軟な対応が求め

られている。 

現任校には普通科，情報科，体育科という３つの学科があり，生徒は素直で明るく，元

気がよい。部活動が盛んなイメージがあるとよく言われるとおり，体育科はもちろん全員

が運動部に所属しているが，普通科，情報科でも８割を超える生徒が部活動に所属し，文

武両道をめざして日々努力している。本校で学ぶことに充実感や満足感を持っている生徒

の割合も高い。教職員も各学科の特徴に合わせた教科指導や進路指導をはじめ，さまざま

な分野で専門性を生かした指導に余念がない。特に学科指導おいては学校が３つあるよう

だと言われるほど，その専門性は高い。各専門学科で育てたい生徒像は具体的であるため，

目標や取り組みの共通理解もしやすいが，セクト主義や不干渉につながったり，前例主義

やマンネリズム，形骸化に陥ったりするなどの不都合の原因ともなりやすい。一方で，学

校全体の方向性は抽象的であり，短期的なスパンでの結果が現れにくいことから，目標や

取り組みについて共通理解しにくい部分もある。組織化傾向を探るアンケート調査からは，

表面的にはまとまっているものの，集団としての多様性が生かせていない「同調的な教師

集団」（淵上,2005）の傾向も見えてきた。そこで長期的な視点が必要ではあるが，キャリ

ア教育の見直しを通して，意図的に学校全体の方向性を明らかにし，専門性を生かして協

働的に教育活動が展開できる体制の確立を図ることとした。 

３つの学科があることは，現任校の独自にして最大の特徴である。学科や教科の枠を越

えてもっと意見を交わし合うことができれば，本校独自の魅力ある特色の創造へ，さらに

は周囲の環境の変化に振り回されない組織力の構築へつながると考える。  
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Ⅱ 目的 

本研究は，水本(2006)の「学校の組織の三層構造」の理論を援用し，学科の専門性を最

大限に生かしつつ，協働的に教育活動を展開できる校内体制を確立することで，環境の変

化や危機に柔軟に対応できる進化能力を備えた組織力の向上を図ることを目的とする。 

 

Ⅲ 教育実践研究の方法と内容 

１ 研究の枠組 

水本（2006）は，組織とは「装置，相互行

為，個人が相互に影響を及ぼしながら文化を

形成して成り立つものである」としている（図

１）。ここで示されている「装置」は，組織の

構造，権限関係，公式目標など，「相互行為」

は，コミュニケーション，直接的な協力，「個

人」は，モラール（意欲），力量・専門性，価

値観・教育観，個人の目標などである。経営

資源として，人，物，金，知識，時間，空間

などがあり，それらの資源を活用して，「個人，

相互行為，装置にはたらきかけ，目標達成と組織の維持・発展を図る行為」が経営である

とし，「組織力は装置，相互行為，個人，組織文化がうまくかみ合って展開するときに高ま

る」としている。「組織文化」は，一連の活動の中で成り立つ「ある種のルール」であり，

直接変えることはできないが，逆に「装置」や「相互行為」，「個人」の在り方に影響を与

えるとしている。 

次に，学校の組織力について，「教育力（学校

としての教科指導，生徒指導，進路指導などの

力量）」，「教育改善能力（学校として授業改善を

中心とする教育活動の改善を進める能力）」，「進

化能力（学校として改善能力を高める能力＝組

織自体を更新する能力）」の三層構造としている

（図２）。第一層「教育力」，第二層「教育改善

能力」の場合，「個人」「相互行為」「装置」が適

切にかみ合うことが重要になるが，第三層「進

化能力」では，組織そのものを作り変えること

が課題になる。例えば「第二層の改善能力が低

い場合や環境の変化に対応していない場合，そ

れ自体を改善する組織力が問われる」としてい

る。マネジメント・サイクル（図３）と照らし

合わせると，第一層，第二層では，評価の後「計

画」の見直しから改善を図るのに対し（フィー

ドバックループ１），第三層「進化能力」では，

ミッションや環境分析といった根本的な部分に
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までさかのぼって再検討を行い，学校のビジョンや目標を更新していく力が求められる（フ

ィードバックループ２）。 

この「学校の組織の三層構造」の理論を現任校のさまざまな活動に援用し，「個人」「装

置」「相互行為」をうまくかみあわせること，それぞれの活動同士を関連づけて全体の方向

性を明確にすることを特に意識して，組織力の向上を図る。 

 

２ 学校の組織力を高めるために 

 学校の組織力を高めるためには「個人」，「相互行為」，「装置」，それを支える「資源の開

発と配分の見直し」の４つをターゲットとしたストラテジーがある（水本，2006)。それら

は相互不可分な関係で，変革の影響は全体に及ばなければならず，結果的に「組織文化」

が更新されることが求められる。 

また水本は，組織力を高める要因として，学校改革における創発性を挙げている。創発

性とは「組織活動が個人にはない力を生み出したり，予期できない結果をもたらしたりす

る性質」である。偶然性が高く，常時期待できるものではないが，それまでの慣習や価値

観を見直す大きなきっかけになる。ただし「予期できない結果をもたらす」ため，危機管

理能力を高めることも必要となる。また北神（2010）は，創発は計画的にできるものでは

ないが，コミュニケーションや情報・知識の相互交流などにより，それが起きやすい状況

を意識的につくることは可能であるとする。多様な活動を積み重ねながらも，その内容や

方向性をこまめに示していくことにより，「教師が相互に情報を共有しながら共通理解を深

め，忌憚のない意見を交わし合いながら，開かれた学校づくりを目指して協力し合う」協

働的風土（淵上,2005）の醸成を図り，深層から教育改善能力，教育力を支えていく。 

上記をふまえて，組織力が高まるとは，次の３つのような状態を示すと考える。一つめ

は，さまざまな活動の方向性が統一されている状態である。一つひとつの活動の質がいく

ら高くても，方向性がばらついていては，セクト主義に陥りかねない。特に高等学校では

分掌制が取られているため，方向性の確認は欠かせない。二つめは，質の高い活動ができ

ている状態である。目に見える成果が出なくても，「個人」や組織全体に充実感があり，さ

らなるやる気が生まれたり，新たな課題が見つかったりすることで，次への主体的な活動

につながればよいと考える。三つめは，環境の変化に対して柔軟な対応が可能な状態であ

る。自由に意見が述べられるような雰囲気ではなかったり，変化を恐れたりする文化を持

つ組織では，柔軟な対応は難しい。更新する力，更新することを恐れない力，根本を問い

直す力を発揮することが，環境の変化に応じた対応を可能にする。この三つめの状態こそ

「学校の組織の三層構造」における第三層「進化能力」の段階に到達しているものと考え

る。 

 

Ⅳ 現任校の課題分析と実践研究（１年次） 

１ 現状分析 

組織化傾向に関するアンケート（H27.9 実施／マークシート方式／63 名回答） 

 佐古（2006），淵上・西村（2004）の知見をもとに，現任校の組織化傾向を知るために，

教職員へのアンケートを実施した。まず教科指導をはじめ，教育目標や学校課題の理解な

どにおいて，個業化傾向が顕著に見られた。これは自分の専門に関する内容について，責
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任感やこだわりを持って取り組もうとする意志や態度の表れである一方，それが閉鎖的に

作用している状況でもあると思われる。学級経営に関して個業化傾向が低いのは，高等学

校の特徴である教科担任制や分掌制の影響であり，担任だけの囲い込みの生徒指導にはな

りにくいことが考えられる。協働化傾向については，同僚に対して進んで援助・応援する，

協力できる職場の雰囲気づくりにも配慮されているなどの項目が高い。しかし，会議で意

見を述べたり，課題を指摘しあったりするなどの数値は低く，自分の範囲を超えると思わ

れる部分に関しては消極的な姿勢が見られることから，「同調的な教師集団」（淵上，2005）

であると思われる。統制化傾向はあまり強くない。 

 以上のことから，専門的な視点が生かせる意見交換の場の設定やコミュニケーションの

方法を工夫することが，表面的な同調傾向の改善を図るのに有効であると思われる。 

 

２ ビジョン検討委員会への参加 

 昨年度，校内組織の縦横の連携を図るために，ビジョン検討委員会が設置された。管理

職，ミドルリーダー（教務課長，進路指導課長，総務課長，生徒課長，厚生課長，図書資

料課長，普通科長，情報科長，体育科長，各年次主任）で構成される。 

まずＳＷＯＴ分析の手法を使い，課題の生成を行った。分掌の枠を超えて現状を認識し，

課題意識を共有することで，業務の分断化を抑制する効果をねらった。しかし会議では，

ＳＷＯＴの内容が拡散したまま，特に課題の生成はなされず，来年度の重点的な取り組み

の検討へ入ろうとした。これでは課題意識が共有できないため，出された意見から生徒に

関する内容を筆者が意図的に拾い上げ，強みと弱みを可視化した分析案を提示して，協議

のたたき台とした。課題が焦点化され始め，内容が具体的な方策の検討に及ぶと，専門性

をふまえた情報提供や意見交換が活発になった。ここで出された意見を，①卒業生・ＰＴ

Ａを社会人講師に迎えてのキャリア教育，②３科それぞれの活動・実績のＰＲ強化，③授

業力向上，④組織力向上の４つにまとめ，早速今年度重点目標の中へ組み入れた。 

これまで重点目標については，既に決定されたものが示されていたが，ミドルリーダー

が一堂に会して課題の生成を行ったことで，各分掌での取り組みについても検討段階で共

有することができた。方向性の統一につながると考える。しかし「学校の組織力の三層構

造」に照らし合わせると，まだ課題解決を中心とする第二層「教育改善能力」の段階であ

ったと考える。進化能力を高める「装置」として本委員会を強化するには，分掌間の連携

や取り組みの是非についてなど，これまでの枠組自体の見直しや，根本的なところに立ち

返って学校の在り方を再検討する視点を持つことが必要である。 

 

Ⅴ 現任校における教育実践研究（２年次） 

１ 研究の枠組みのとらえ直し 

昨年度は「装置」として，ビジョン検討委員会に特に注目していた。しかし，課題生成

を通して全体での方向性の確認は図れたものの，質の高い活動や柔軟な対応が可能な状態

になり得ていたかどうかは疑問である。 

学校全体の組織力を高めるためには，ミドルリーダーに働きかけるだけでは不十分であ

る。そこで，「学校の組織の三層構造」をもっと大きくとらえ，重点目標をふまえて具体化

され，より多くの教職員が関わることができる取り組みを「装置」ととらえることにした。
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「①卒業生・ＰＴＡを社会人講師に迎えてのキャリア教育」をふまえたキャリア教育推進

事業，「③授業力向上」をふまえたＯＪＴチーム研修や公開授業に関する研修などを中心と

する各種校内研修に特に注目する。また昨年度に引き続き，「④組織力向上」をふまえたビ

ジョン検討委員会にも注目する。 

 

２ 具体的な実践と内容の分析 

 (1)キャリア教育推進事業 

今年度，重点目標をふまえてキャリア教育推進事業をスタートさせた。チームとして，

年次主任，総合的な学習の時間担当者，進路指導担当者（いずれも１・２年次），普通科長

を招集した。進路指導課長と教務課長には，オブザーバーとして要所で参加してもらうこ

ととした。年度当初に会議を持ち，キャリア教育を通して普通科の特色を出すこと，特に

総合的な学習の時間の見直しを図ることを説明した。また，学校経営予算事業の重点枠で

予算を確保する際に現任校のキャリア教育の柱とした「生涯にわたって学び続ける意欲の

向上」，「自らの考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力の育成」，「自分と社会と

の関わりを意識した勤労観・職業観の確立」という方向性についても継続して協議してい

きたい旨を説明した。話し合いの中で，現任校においても普通科は進学指導が中心である

ため，キャリア教育を見直す必要は感じないとの意見も根強かった。しかし１年次主任や

普通科長から「生徒にいろんな経験をさせてやりたい」「どのように生きていきたいか考え

させたうえで，進学に結びつけたい」などの意見が出され，１年次の総合的な学習の時間

の見直しを中心に進めていくこととした。 

①キャリア教育推進事業アンケート（H28.6 実施／記述・マークシート方式／47 名回答） 

 学校全体でキャリア教育について考えるきっかけとするために，あらためて教職員アン

ケートを行った。現任校の魅力として，「３つの学科があること」「多様性あること」が多

く挙げられた。生徒に身につけさせたい力は「学力」「自ら考え行動する力」「チャレンジ

する力」など，教職員に必要なことについては，「専門性の向上」「授業力の向上」「生徒と

のコミュニケーション」「生徒の手本になる」などの回答が多かった。教職員が自分たち自

身に対しても，絶え間ない向上心と主体性を求めている様子がうかがえた。 

 また今回のアンケートでは，「普段は遠慮しているが，本当は言いたいことがたくさんあ

る」（購買職員），「授業とは違う生徒の姿を毎日見ていて，思うところがある」（事務職員），

「先生方と一緒に学校づくりに参加したいと思っていた。アンケートに参加させてくれて

うれしい」（司書）などといった意見が聞かれ，校内においてもまだまだ貴重な資源がある

ことがわかった。 

②１年次「総合的な学習の時間」のカリキュラム見直し 

当面のキャリア目標をふまえて，１年次総合的な学習の時間において，卒業生や地域で

活躍する社会人を講師に招いての講演会や，探究活動とその成果発表などを見直した。た

とえば例年実施している進路校外研修には，探究活動と成果発表の要素を色濃く盛り込ん

だ。各学科で研修先をいくつか指定し，知りたいことを事前にグループで話し合わせてか

ら研修に行かせた。成果としてポスターを作成させ，プレ発表と称して文化祭で展示した。

その後，１年次全学科が一堂に会して行ったポスターセッションでは，６０枚を超えるポ

スターが体育館の壁面いっぱいに貼られ，生徒同士のやりとりが活発に行われた。事後の
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生徒の感想からは，これまで知らなかった学部や学科の内容に触れたり，他学科の進路の

多様性を知ったりすることで，確実に視野が広がったようすをうかがうことができた。 

〈生徒の感想〉 

内容に関

するもの 

情報系に興味が無かったが面白いと思った。 

農学部は農業だけしかしないと思っていましたが，農業だけでなく林業，水産業，畜産も学べ

ることを知りました。 

発表の仕

方に関す

るもの 

ポスターがわかりやすかった。グラフがあってよかった。 

どこの部分を説明しているかを指さしていたのでわかりやすかった。グラフを一目見ただけで

就職率など重要なところがわかった。細かい説明と，見やすくまとめたポスターで内容が頭に

良く入った。 

自分の志

望に重ね

合わせて

考えたも

の 

文学部とはどんなことを学ぶのか知らなかったので知れてよかったです。教員は教育学部から

しかなれないと思っていたが，文学部からでもいけるのを知って，夢がない人でも入りやすい

と思いました。 

法学部に行くには英語が大切であることがわかった。 

ほかに気になっている学部も知れてよかった。 

この探究活動では，筆者が提案した案について，担当者が自分の学科や担当クラスに関

係なく意見交換をして，カリキュラムを作成した。活動が順調に行われ，事後の生徒の感

想には積極的な記述が多く見られたことから，教職員も充実感が得られた。現在は次の探

究活動に入っているが，司書の先生も一緒に取り組んでいる。教職員への資料の提示や探

究活動における図書館の関わり方について積極的な提案が得られ，大きな戦力になってい

る。また「相互行為」の工夫の一つとして，１年次団の分かりやすい場所に資料や関係書

籍を置き，いつでも意見交換ができるような環境も整えた。さらに今回は，授業を実際に

行う担任にも事前の協議に加わってもらい，生徒の実態をふまえつつ，現任校のキャリア

教育の方向性を確認しながら，カリキュラム作成を行っている。 

来年度からはＮＩＥを取り入れながら，普通科は総合的な学習の時間でのさらなる探究

活動へ，情報科は課題研究へ，体育科は学科で課している卒業論文へとつながるように系

統性のある内容や方法を検討していく予定である。 

③キャリア教育全体計画の作成 

現任校にはこれまで進路指導計画はあったが，キャリア教育全体計画はなかった。そこ

で筆者が原案を作成し，提案することとした。作成に当たっては，人権教育や道徳教育，

いじめ防止基本方針などを参考にし，現任校の方向性がばらつくことのないように心がけ

た。１年次の探究活動や来年度のＮＩＥについて協議するときに，キャリア教育全体計画

案を意識的に提案し，意見を求めている。来年度当初に職員会議などで正式に提案したい

と考えている。 

 

(2)各種校内研修 

今年度，現任校ではアクティブ・ラーニング研修やＩＣＴ活用研修，ＯＪＴチーム研修，

授業公開などを行い，重点目標の一つである教職員の授業力向上に努めてきた。今年初め

て取り入れられたものや急に実施せざるを得なくなったものもあり，貴重な時間が割かれ
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ることに対して，当然のことながら教職員の反発はあった。しかし研修を重ねるにつれて，

その反応に変化が見られた。軸になったのは，ＯＪＴチーム研修であった。 

４月にＯＪＴチームを立ち上げ，公開授業や他の研修とも連携して実施することとした。

５月の校内公開授業，ＩＣＴ活用研修，７月のＩＣＴ活用強化週間を経て，９～１１月に

ＯＪＴチーム研修（４回）を行った。ＯＪＴチーム研修１回目は「学校経営目標の実現に

資する授業づくり」とした。実は１年次総合的な学習の時間の方向性について話し合うき

っかけとしたいと考えて企画した研修だったが，授業づくりのヒントにもなるということ

で，ＯＪＴチーム研修と絡めて実施した。１回目の研修の内容を受けて，２回目は若手の

先生方から「授業をする上で大切にしていること」「教科，部活動を通して何を伝えるか」

「生徒にどう夢を語るか」などについて先輩の先生から学びたいという声が上がった。３

回目の研修は，１０月に「アクティブ・ラーニングを促すための授業と評価」という内容

で行った。１１月の公開授業（校外にも公開）に向けた授業づくりにもつながるというこ

とで，多くの教職員が参加した。４回目の研修は２回目で出てきた若手の質問にベテラン

が答える形で，グループワークを行った。日頃感じている思いや教育観などをぶつけあい，

盛況であった。 

また，インフォーマルな取り組みではあるが，毎週水曜の昼休みを利用して，参加自由

な意見交換会を企画・実施している。毎週５～１０名程度の参加がある。忌憚のない意見

を交わし合える協働的風土の基盤になりえる場であると考えている。気軽に疑問やアイデ

アを口にできる場であり，学校改善のきっかけになる可能性も秘めていると期待している。 

 

(3)ビジョン検討委員会 

今年度は本委員会も２年目を迎え，より具体的に学校の方向性について協議することが

期待された。新しい学力観を意識したカリキュラム・マネジメント全体構想図の作成や，

かねてから懸案事項であった広報活動や制服改訂などの諸課題について話し合った。さら

に昨年度同様，今年度の評価をふまえて来年度重点目標を協議している。内容は盛りだく

さんであるが，会議が週時程に組み込めないなど時間の調整が難しかったこともあり，踏

み込んだ「相互行為」になりにくかった。グループ協議などの手法も随時取り入れたが，

多忙なミドルリーダーにおいては，事前に協議題を示し，会議ではすぐに協議に入る方が

よかったと思われる。また会議の目的やゴール地点をもっとはっきり示しておけば，それ

に向けて有意義な協議ができたものもあると反省している。今後はミドルリーダーの知見

を生かした協議ができるように，協議題を精選して，会議の目的を明確にしなければなら

ないと考える。 

 

３ ２年次の教育実践研究の成果と課題 

 キャリア教育推進事業については，生徒からの前向きなフィードバックも得られたこと

から，教職員に充実感と来年度の取り組みへの課題意識が生まれた。方向性の共通理解も

しやすく，学科を越えた協働体制が築けたと考える。年次団という比較的コンパクトな組

織で動いたことと，直接生徒の反応が得られる取り組みであったことが大きかったと思わ

れる。教職員への事後の聞き取り調査からは，「例年に比べて，活動のねらいや目的がはっ

きりした活動だったと思います」「従来（のもの）よりかなり充実した取り組みになってい
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ると思います」などの方向性が明確になったことに対する評価があった一方，「年によって

内容ややり方が異なるのでなく，毎年同じことができるような校内の体制づくりが必要だ

と思う」「来年度，再来年度に引き継ぎ，本校のスタンダードになるようにしたい（改善を

加えながら）」など，体制づくりや継続性などの課題に目を向ける意見もあった。方向性の

統一，質の高い活動への意欲，自由かつ建設的な意見が述べられる雰囲気の醸成など，１

年次団の中で徐々に組織力が高まりつつあることが感じられる。 

一方，職員研修は，ＯＪＴチーム研修を軸にしたことで一貫性は得られたが，必要がな

ければ参加したくないとの意見も多く聞かれ，ある程度強制的なものにならざるを得ない

状況であった。ビジョン検討委員会は，目に見える成果が出にくいことや運営委員会とは

違って本委員会の位置づけがわかりにくいことなどから，充実感は得難かった。方向性の

確認はできるが，時間の制約などにより自由に意見が述べられる雰囲気づくりや，更新す

べきことを焦点化することができなかった。 

以上のことから，どの取り組みにおいても方向性の統一を図ることは比較的容易だが，

質の高い活動とするための意欲を喚起するような働きかけが難しいことがわかった。また

柔軟な対応へ向けて，自由な意見交換と根本を問い直すことに加え，組織を主管する者が

しっかりと意図を持って「相互行為」を行わなければ，第三層「進化能力」の段階まで及

ばない。現状は，校内に三層構造がいくつもできているイメージだが，今後はそれらを学

校全体の方向性にどのように価値づけ，連動させるか，また大きな三層構造へと統合して

いくかということが課題になると考える。 

 

Ⅵ 今後の展望 

 今年度は主幹教諭という立場で，校務に関わった。現任校において主幹教諭は校務分掌

や年次所属がないため，キャリア教育推進事業には特に集中して取り組むことができた。

しかしこの事業自体は主幹教諭本来の取り組みではないため，次年度は本事業を自立した

取り組みにしていくことが大きな課題となる。 

 現任校は開校３３年を迎え，今まさに方向性を再検討する時期にきている。環境の変化

に対する柔軟な対応は，進化能力を育むことから始まる。教職員一人ひとりの意見が肯定

的に受容される環境づくりを意図的に行い，更新する力，更新することを恐れない力，根

本を問い直す力をつけて組織力を上げていかなければならないと考える。 
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考え，議論する問題解決型道徳授業による学校課題の改善

学生番号 22427072 氏名 片山 健治

概要
現任校の生徒における問題行動が頻発している状況を改善するためには，未然防止効果

が期待される道徳教育の充実が不可欠である。そこで，生徒が生活している社会である教
室で行われる道徳の授業を，生徒の発達段階に応じ，答えが一つではない道徳的な課題に
ついて，根拠を論理的にみんなで追求していく「考え，議論する」道徳へと転換を図る。
具体的には，討議の論理構造モデルとしてトゥールミン・モデルを参照し，話し合いのル

， 。ールに基づく実践的討議を中心とした問題解決型道徳授業を構想し 導入・実践していく
さらに，各学年団の道徳担当教員を中心として構成する道徳教育推進チームと連携して授
業後の振り返りを行うこと等で，成果の確認と授業改善を進め，道徳教育の充実を図る。
キーワード：考え，議論する 問題解決型道徳授業 トゥールミン・モデル

話し合いのルール 道徳教育推進チーム

Ⅰ. はじめに
1 研究の背景

現任校は，岡山県南西部に位置する公立中学校であるが，小規模校にもかかわらず，こ
， ， 。 ，れまで 生徒による問題行動が頻発しており しかも多様化・複雑化している そのため

学校経営の方針の つとして 「信頼と思いやりに支えられた温かみのある学級・学校づ1 ，
くりに努める」ことを掲げており，教職員は一体となって取組を進めているが，問題行動
が発生した際の特定の場面での対応に終始することが多く，すべての子供たちに対する予
防的な取組にまでは至っていない。

また，生徒による問題行動が発生する背景として 「規範意識の希薄化 「家庭・学校， 」
・地域社会の一員としての役割と責任の自覚の欠如 「人間関係を築く力の育成が十分で」
ないこと」等の諸課題が存在すると考えられた。

， ， 「 」一方で 現任校においては 平成 ・ 年度には 魅力ある学校づくり調査研究事業24 25
として，集団づくりや授業づくり，環境づくり，小・中連携を推進し，平成 ・ 年度27 28
には「魅力ある授業づくり徹底事業」として，岡山型学習指導のスタンダードの活用をは
じめとする研究活動を推進している。このように，教職員全体で生徒の学力向上を目指し
て学習活動を中心とした教育活動の改善を図る体制づくりは進められている。しかし，学
校教育活動全体，特に道徳教育を通して，お互いを思いやり，尊重し，生命や人権を大切
にする態度を育成し，友情の尊さや信頼の醸成，生きることの素晴らしさや喜び等につい
て適切に指導することについては十分な取組ができているとは言いがたい状況であった。

ここで，学校を取り巻く社会情勢に目を向けると，道徳教育の充実やいじめ防止・問題
行動の未然防止効果への期待から，新学習指導要領では，従前の「道徳の時間」が新たに
「特別の教科 道徳」として位置づけられた。さらに，昨年 月に出された中央教育審議12
会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及
び必要な方策等について」においても 「子供たち一人一人が，予測できない変化に受け，
身で対処するのではなく，主体的に向き合って関わり合い，その過程を通して，自らの可
能性を発揮し，よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けられるようにする
ことが重要である」 と示されている。

2)

今後，新学習指導要領にも示されているように，これからの学校教育は，学校のすべて
の教科領域での学習が 「主体的･対話的で深い学び （アクティブ・ラーニング）へと転， 」
換していく。このことはすべての学習の課題になり，誰一人として教職員は避けて通れな
い。そして，道徳教育においても，これまで成果はあるものの課題も多かった「道徳の時
間」から脱却し，新教科となる「特別の教科 道徳」で「考え，議論する道徳」に転換し
ていくことが，学校の教育活動全体で行う全学習が「主体的･対話的で深い学び」に転換
する新学習指導要領推進の大きな力になると考えられる。
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2 研究の目的
現任校は中学校であり，教科担任制であることから，教科の研修を中心に据えると，学

校を挙げた研究推進体制にはなりにくいという現状がある。加えて，道徳の授業はやるべ
きだ，やらなければいけないという必要感・使命感があるにもかかわらず，自分の専門教
科ではないため，大多数の教員が弱みであると感じていた。

そのため，道徳の授業を研究の主たる内容に据えることで，学習指導，学級経営，生徒
指導も含めて道徳教育をどう展開していくべきか，というように報告者を含めた教職員全
体の意識改革を進めていくことができると考えた。

さらに，今回の学習指導要領の改訂の経緯の中でも 「発達の段階に応じ，答えが一つ，
， 『 』，ではない道徳的な課題を一人一人の生徒が自分自身の問題と捉え 向き合う 考える道徳

『議論する道徳』へと転換を図るものである」 と示されている。1)

本研究では，従来の道徳授業が，読み物教材における登場人物の心情理解中心の学習に
偏り，生徒の行為へとつながっていない現状への反省も踏まえて，これらの学校課題を改
善すべく，実践的討議を中心とした「考え，議論する問題解決型道徳授業」を構想し実践
する。この授業においては，討議を通じて，生徒に自分の考えを振り返らせ，見直しの必
要性に気づかせることで，自分の考えをより合理的なものに変えていく。これにより，子
供たちが生活している社会が理性的なものになっていき，それと並行して，子供自身のも
つ価値観もより普遍性をもった価値観に近づいていく。

， 「 ， 」そこで 本研究のテーマを 考え 議論する問題解決型道徳授業による学校課題の改善
と設定した。

Ⅱ．学校課題の改善を目指す「考え，議論する問題解決型道徳授業」の構想
現代における子供を取り巻く社会の変化によって生じている課題は，研究の背景や研究

の目的でもふれたように，本校においても顕著に表れている。そのため，後述する学校課
題分析アンケートや社会的視点取得検査等で浮かび上がった本校の学校課題を解決すべ
く，道徳教育の充実を図るため 「考え，議論する問題解決型道徳授業」を構想し，中学，

「 」 。校では平成 年度から本格実施となる 特別の教科 道徳 の先行実施を行うことにした31
なお，実践的討議を中心とした道徳授業を適切に展開するためには，討議の論理構造モ

デルと討議となるためのルールが必要であると考え，前者については「トゥールミン・モ
デル」 を参照し，後者については渡邉( )の「話し合いのルール」 を活用した。3 4) )2002

1 討議の論理構造モデルとしてのトゥールミン・モデル
トゥールミン・モデルは事実( )・論拠( )Data Warrant

・主張( )の つを議論の基本要素としている。さClaim 3
らに，主張をする際には，論拠が正しいことを支持す
る根拠( )が欠かせない( )。Backing 図1

今回，構想した「考え，議論する問題解決型道徳授
業」では，生徒は議論の中で 「根拠を明確にした判，
断」を行うのであるが，明確な根拠をグループで考え
合うことで全体での討議がしやすくなる。

2 討議となるためのルールとしての「話し合いのルール」
授業において，生徒が展開する学習活動は，授業の

中で設定されている問題を解決するために，生徒が取
るべき行為をその理由(論拠，根拠)を明確にしながら
追求する話し合い活動(討議)である。討議を通じて，
自分の考えをより合理的なものに変えていき，生徒が
生活している社会を理性的なものに変えていく。それ
と並行して，子供自身のもつ価値観もより普遍性をも
った価値観に近づけていく。

134



これらを達成する話し合いには，ルールに従った話し合いへの日常的な取組の積み重ね
。 ， 「 」 ， 。が必要である そのルールとして に示す 話し合いのルール を設定し 活用する表1

3 「考え，議論する問題解決型道徳授業」の授業展開
この授業においては，教師が一方的に伝えるだけではなく，生徒が主体的に考え，議論

し，道徳的価値を真正面から考える時間となるように工夫する。具体的には，登場人物の
気持ちを考える活動を行ったり，体験的な活動を取り入れたりするだけでなく，その行為
の意義や結果を考え合い，その考えの根拠についても追求させることが求められる。

ここで 「考え，議論する問題解決型道徳授業」における授業展開の一例を挙げる。，

①資料を提示・課題把握：主人公の直面している課題を把握する。
②解決の模索：一人一人が「どうすべきか」という葛藤課題に取り組む。
③根拠を明確にした判断：自分の判断とその根拠を決める。

，「 」 。④討議(話し合い)：すでに出ている数多くの理由を絞り込んでいき どうすべきか を決めていく
⑤合意・了解：みんなが納得するクラスの考えをつくる。

さらに，この問題解決型道徳授業をつくる上での主な留意点を以下に示す。

・意見の異なる他者の考えとその根拠について注目させるために，学習過程において，実践的討議を
中心にして授業を展開する。

・問題の解決策について，第三者の視点を与えて考えさせることで，社会全体(一般的他者)に至るま
で広い社会的視点からの役割取得を生徒に促す。

・登場人物のとった行為の結果，どういう状況になるか考えさせる。
(発問の例)「●●が○○したら （その結果は）どうなるだろうか 」， 。

・グループで話し合った結果を全体で発表させ，その考えの根拠についても追求させる。
(発問の例)「○○した（する）とき，●●はどうすべきか。また，なぜそう思うか 」。

Ⅲ．学校課題の分析
， ， （ ， ， ）研究 年次は まず 学校課題分析アンケート 教職員対象 平成 年 月実施1 27 5 n=21

1 27 11と 道徳意識アンケート及び中学生版社会的視点取得検査 (第 学年対象 平成 年， ，5)

月実施， )から，教職員意識や生徒の意識・実態把握を行い，課題を明らかにした。n=64
研究 年次においても，道徳意識アンケート及び社会的視点取得検査(第 学年対象，2 1

平成 年 月実施， ）を実施し，生徒の実態把握を行っており，分析結果をもとに28 5 n=63
教員間でその認識を共有している。

学校課題分析アンケートを分析した結果，生徒においては「規範意識 「家庭・学校・」
」「 」 ，地域社会の一員としての役割と責任の自覚 人間関係を築く力 の低下が顕著であると

教職員自身が実感していることが分かった。
一方，道徳意識アンケート結果を分析すると 「規範意識 「家庭・学校・地域社会の， 」

一員としての役割と責任の自覚 「人間関係を築く力」に関する調査項目では，いずれも」
否定的な回答が半数近くを占めていた。これにより，生徒も教職員同様 「規範意識 「家， 」

」「 」 ，庭・学校・地域社会の一員としての役割と責任の自覚 人間関係を築く力 については
自分自身に課題があると自覚していることが分かった。

次に，平成 年度 年生の発達段階の分布を確認するため，平成 年 月に社会的27 1 27 11
視点取得検査を実施し，結果を分析したところ，一般的な傾向と比較して， ， ， 段階0 1 2
の生徒が多かった。特に 段階の「双方の視点を考慮し，関係づけることができない」生2
徒が最も多く， 段階の「第三者の視点から自己と他者の思考や感情を調節できる」生徒3
は半分以下であった( )。これは，本年度の 年生についても，ほぼ同様の結果であっ図2 1
た( )。図3

すなわち，現任校の生徒全体において 「自他の観点の違いを意識し，お互いの観点を，
関係させ，協調させること」等に課題があるため，対人間に生じた葛藤の解決や，高いレ
ベルの道徳的判断を行う前提となる発達段階，特に他人の気持ちや立場を推測する能力を
全体として上昇させる必要性があるといえる。
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Ⅳ．研究実践の内容と方法
1 「考え，議論する問題解決型道徳授業」の授業実践

学校課題の分析結果を踏まえた上で 「考え，議論する問題解決型道徳授業」の授業展，
開及び授業づくりの留意点を念頭に置いて，授業実践を行った。

まず，研究 年次は教職大学院での現任校実習において，全学年全学級の生徒を対象と1
，「 ， 」 ， 。 ，して 考え 議論する問題解決型道徳授業 の先行実施を行い 成果を検証した なお

この授業は教職員に全て公開した。
ここで，授業の一例として第 学年で行った1

「正義ってなに？」を挙げる。 は，この授図4
業で用いた討議の論理構造モデルを，トゥール
ミン・モデルを用いて図式化したものである。
この授業では，クラスをまとめるため，代表と
していささか強引にクラスを引っ張るキャロル
と，それに反発してキャロルを無視するルーシ
ーたちとの対立点を明確にしながら，二つの正
義のそれぞれの主張内容を明らかにする討議が
行われる。この討議を通じて，キャロルのやり

， ，方に抗議するために 集団の一員を無視したり
排除してもよいという主張の正しさの根拠を問い，自
分の考えを振り返らせる。そして，自分の考えの見直
しの必要性に気づかせることで，自らの考えをより合
理的なものに変えていくことを授業のねらいとした。

この授業においては，第 時で，話し合いが途中で2
停滞してしまいそうになったとき，授業者が 君（普A
段は本をずっと読んでいるようなおとなしい子 に 前） 「
回の授業の後，どう思ってた？」と発言を促したとこ
ろ，彼は自分の考えや迷いを一生懸命みんなに伝えよ
うとした。すると，何人かの生徒が 君の考えに対すA
る自分の考えを述べ，それをきっかけにして生徒同士
で意見交流が活発に行われるようになった。そして，展開後段において 「よいクラスに，
するためには このクラスのみんなはどうすべきだろうか？ と発問を行ったところ ル， 」 ，「（
ーシーの）考えには賛成なんだけど，もう少し（キャロルを）無視したりとかせずに，話
し合いで解決する」といった発言が出始め，みんなが納得するような解決策をみんなで見
つけ，それを尊重しようとする態度が見られた。このように，討議を通じて生徒は他者の
意見に耳を傾け，その考えの妥当性について真剣に考え，自分の考えの妥当性についても
吟味することで，自らの考えを見直そうとしていた( )。図5

研究 年次は，検査により明らかとなった生徒の実態を踏まえつつ，教職大学院および2
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現任校実習での 年間の学びを生かして，研究 年次に実践を行った授業も各学年の道徳1 1
年間指導計画に組み込んでいる。報告者は道徳教育推進教師として，担当学級(特別支援
学級【知的障害 ）での授業実践を行うだけでなく，自身が率先して他学年・学級におい】
ても授業実践・公開を行っていくことにした。

，「 」 。 ，2 年次に実践した授業の一例として いじめに対する罰則は必要か を挙げる なお
この授業実践を行う以前に，研究 年次， 年生を対象に，同じ教材で授業実践を既に行1 1
っている。そのときは 「生徒の発言が出づらい 「 いじめの行為をした者に法に則して， 」『
きちんと罰するべきだ』と主張する小山さんを支持する生徒が多くなりがちである」とい

。 ， ， ，った課題が多く見られた そこで 研究 年次には 生徒の発達段階等の諸要素を鑑みて2
対象学年を 年生から 年生に変更して授業実践を行った。その際，双方の主張を明確化1 3
して読み取りやすくするために，教材を一部改変して使用した。

結果としては，前年度の授業と比較して，生徒の発言は積極的であり 「いじめの行為，
をした者に罰則を科すことには（いじめを無くすのに）実効性があるのか疑問であり，い
じめを起こさせないことの方が大切だ」と主張する原さんを支持する生徒が小山さんを支
持する生徒とほぼ同数となった。その要因としては，対象の生徒及び学年が変わったこと
もあるが，何より授業者である報告者が 年次よりもさらに発問を吟味したこと，そして1
自身の教材理解が深まったことが挙げられると考える。一例を挙げると，新聞記事に記さ
れた原さんの主張が中学生にはやや難解であったため，平易な表現に改変したり，主張を
明確化したりしたことで，生徒は 人の主張を比較しやすくなったと考えられる。2

この授業では，第三者のモデルを黒板に提示し，視点を与えて考えさせることで，周囲
の人々だけでなく，社会全体(一般的他者)に至るまで広い社会的視点からの役割取得を生
徒に促した。そして，小山さんと原さんのどちらの主張が正しいのかという一元的な思考
に留めるのではなく，双方の主張の正しさの根拠を問い，自分の考えを振り返らせた。そ
の上で，みんなが納得するクラスの考えをまとめることを目指したのであるが，時間的に
厳しく，その段階までは到達し得なかった。しかしながら，ワークシートに記入した生徒
の記述を見ると，自分と異なる他者の主張をもとに自らの考えが変容したという生徒が少
なからず見受けられた。この点については 「話し合い活動を通して自分の考えを見直す，
ことができる」という，この授業のねらいをある程度達成できたのではないかと考える。

2 道徳教育推進チームとしての取組
研究 年次は，道徳教育推進教師自身が率先して他学2

年・学級においても授業実践・公開を行っていくと同時
に，各学年団の道徳担当教員を中心として構成する道徳
教育推進チームと連携して授業後の振り返りを行うこと
で，成果の確認と授業改善を進めている。また，全教職
員で共有できるように道徳資料ファイル( )を作成し，図6
自由に閲覧できるように環境整備も行った。

ここで，現任校の道徳教育を抜本的に刷新するためには，教職員が「道徳科」として位
置づけられたことをポジティブに捉え，道徳科の特性を踏まえた指導について改善，充実
を図る必要がある。そのためには，道徳教育推進チームを構成する教職員の力量形成が不

。 ， ， ， ，可欠である ただし 教職員自身が 日々の授業実践での課題や学びに気づき 意識化し
次時に生かしていく実践的指導力がその前提となる。これを向上させるために，道徳教育
推進教師自身が率先して授業公開を行いつつ，推進教師の支援のもと，教職員が生徒と同
じ地平で生き方を考え，議論する問題解決型道徳授業を道徳教育推進チームで構想し，実

。 ， ， ， ，践していった その結果 教職員同士で 従来の心情理解中心であった道徳授業を 今後
どのように問題解決型道徳授業へとシフトしていくかということや，行為の意義を考えさ
せるための発問づくりについて話し合う機会が増えた。

一例を挙げると，報告者が公開授業を行った学級で，その学級の担任教師や他の教職員
が参観していたのであるが，授業後に生徒から「他人の立場に立って考えたことがなかっ
たので新鮮だった 「立場が違うと考え方も変わることに驚いた」等の発言があった。こ」
れらの発言をもとに，教職員間においても，授業の振り返りを行ったり，次時の授業での
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発問をどのように変えていくかということを話し合ったりすることがその後も継続して行
われるようになった。

さらに，公開授業だけでなく，道徳教育を
テーマにした校内研修においても，報告者自
身が道徳教材「二通の手紙」を用いて模擬授
業を行った。このとき，従来の心情理解中心
の道徳授業と問題解決型道徳授業での発問を
比較することで，意見の異なる他者の考えと
その根拠について注目させることの重要性な
どの認識を共有し，教職員同士が考え合う場
を設定した( )。図7

具体的には，問題の解決策について，第三
者の視点（元さん以外の従業員や動物園の入
園者など）を与えて考えさせることで，社会全体(一般的他者)に至るまで広い社会的視点
からの役割取得を生徒に促すことができることを示した。また 「姉弟から入園を頼まれ，
たとき，元さんはどうすべきか 」と発問することで，元さんのとった行為の結果，どう。
いう状況になるか考えさせることができることを提示した。加えて 「また，なぜそう思，
うか 」と追発問を行い，グループで話し合った結果を全体で発表させることで，その考。
えの根拠についても追求させ，意見の異なる他者の考えとその根拠について注目させるこ
とができることを確認した。

時間も限られた研修であったが，質疑応答や協議の場において，それぞれの発問によっ
て想定される生徒の発言の違いについて意見を述べたり，授業づくりについて質問したり
と，活発な話し合いがもたれた。

3 校種間連携で推進する道徳教育における取組
道徳教育推進チー

ムの活性化を図るた
め，これまでの研究
実践に加えて，井原
市内の小中学校にお
ける道徳教育推進教
師を対象とした，小
中合同道徳教育研修
（ ）で学び合い図8
を行った上で，井原
市内の小中学校の教
員に道徳授業「命の順番(第 時)」を公開し( )，授業後に現任校教職員及び市内の小2 図9
中学校の道徳担当教員らによる協議の場をつくった。そして，子供の実態や発達段階を踏
まえて授業を振り返り，改善につなげていくことにした。さらに，協議会での成果（小学
校での子供の実態など）を現任校の教職員同士で共有し，その後の授業づくり等で活用し
ていった。

これにより，現任校の教職員は学校外の教職
員から刺激を受け，共同で子供の課題に向き合
い，解決策について語り合うことで，自らの指
導観の妥当性を吟味し，これまでの道徳教育実
践の在り方・考え方を捉え直す必要があると実
感できるように変えていくことができると考え
た( )。図10

公開授業後の協議会では，校区内の小学校の教員から 「卒業した児童が中学校に入学，
， ， 。」 。しても 積極的に発言しているようすを見て うれしく感じた といったお話があった

ともすれば，どの学校においても，入学時の小中連絡会でしか子供の実態を共有すること
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ができてない状況であると思われる。今後，こういった公開授業や小中合同道徳教育研修
などで，実態把握と情報共有，手立ての工夫についての協議を行い，より効果的な実践へ
とつなげていくことができればと考えている。

また，公開授業後，市内の中学校の先生からは 「資料の詳細について教えてほしい」，
「本校での実践に使用する際に，留意すべき点があれば教えてほしい」といった相談があ
った。その後，関連する教材についての資料提供を行ったり，簡単な助言を行わせていた
だいたりした。本校だけでなく，他校の教職員における道徳教育についての指導力向上に
寄与できたのではないかと考える。

さらに，現任校においても，日々の授業づくり・授業実践の中で，目の前にいる生徒を
主観的に捉えるだけでなく，過去の生徒（児童）の実態を踏まえた上で，どのような生徒
に育てていくかということや，子供の発達段階や授業の中で示すべき視点について教職員
同士で協議する機会が増えている。

加えて，学力の向上や生徒指導面について協議する，現任校中学校区小中合同研修会に
おいても，小中学校の教員が相互に子供の課題や特性を共通理解する機会があった。その
際，子供の発達段階に応じた道徳教育を実践することが重要であり，子供たちが自らの可
能性を発揮し，自らの手で未来を切り拓くことができる力を身に付けさせる必要があると
いう認識が見られるようになってきた。

Ⅴ．結果と考察
， ， ，以上の取組を行い 回目となる学校課題分析アンケート(教職員対象 平成 年 月2 29 1

)と社会的視点取得検査・道徳意識アンケート(生徒対象，平成 年 ・ 月， 年生n=19 29 1 2 2
・ 年生 )を実施した。これにより，教職員意識と生徒意識・実態の変容をみとn=58 1 n=57

ることにした。

1 学校課題分析アンケートから見る教職員意識の変容
学校課題分析アンケート(第 回)を分析した結果，第 回と比較して 教職員は生徒の2 1 ,

「家庭・学校・地域社会の一員としての役割と責任の自覚」や「人間関係を築く力」につ
いてはある程度身についていると捉えているものの 「規範意識」を身につけさせること，
については十分ではないと実感していることが分かった。

2 道徳意識アンケート・社会的視点取得検査から見る生徒意識・実態の変容
一方，道徳意識アンケート(第 回・ 年生)結果を分析すると，第 回と比較して 「規2 2 1 ,

範意識」と「人間関係を築く力」に関する調査項目において肯定的な回答の割合が上昇し
た。ただし 「家庭・学校・地域社会の一員としての役割と責任の自覚」に関する項目に，
ついては，否定的な回答が増加した項目があった。これにより，生徒自身は「規範意識」
「人間関係を築く力」については，身につきつつあると自覚しているものの 「家庭・学，
校・地域社会の一員としての役割と責任」については，あまり自覚していないことが分か
った。また， 年生については，ほとんどの項目において肯定的な回答の割合は 年生よ1 2
り高かったが，第 回からその割合が減少した項目も多かった。1

次に，社会的視点取得検査(第 回)結果を分析したところ， 年生全体では，第 回結2 2 1
果( 年次）と比べると， 段階の生徒が３分の１ほどになり， 段階の生徒が約 ％ほ1 1 3 17
ど増加している。しかしながら，一般的な傾向 年と比較すると， ～ 段階の生徒が多2 0 2
く， 及び 段階の生徒がそれぞれ約 ，約 少なかった( )。また， 年生全体3 4 25% 10% 1図11
では，第 回結果と比べて， 段階の生徒が大幅に減り， 段階の生徒が倍増している。1 1 3
ただし，一般的な傾向 年と比較すると，第 段階の生徒は ％程度多く， 段階の生徒1 2 8 3
も ％ほど少ない( )。9 図12

すなわち 「他者の思考や感情を主観的に判断してしまい，他者の視点に立って考える，
ことができにくい」という課題が， 年生においては若干解決されつつあるが，十分なレ2
ベルにまでは上昇させることができていないといえる（特に 段階以上 。 年生におい3 1）
てはある程度解決されつつあるが，一般的な傾向のレベルにまでは達していない。これに
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より，今後も引き続き，現任校の生徒全体において，他人の気持ちや立場を推測させる能
力を全体として上昇させるような指導・支援を行う必要があるといえる。

Ⅵ．おわりに
本研究では，現任校の生徒における問題行動が頻発している状況の改善を目指し，未然

防止効果が期待される道徳教育の充実が不可欠であると考え，心情理解中心であった道徳
の授業を，生徒の発達段階に応じ，答えが一つではない道徳的な課題について，根拠を論
理的にみんなで追求していく「考え，議論する」道徳へと転換を図った。さらに，各学年
団の道徳担当教員を中心として構成する道徳教育推進チームと連携して授業後の振り返り
を行うことで，成果の確認と授業改善を進め，道徳教育を推進していった。

振り返ってみるに，現任校の生徒課題の多くは，生徒の自己中心性が高いことが遠因と
なっていると考えられる。現任校の教職員も検査結果等により現状を再認識することで道

， 。徳教育の必要性を実感し 道徳授業をはじめとした教育実践を着実に進めるに至っている
また，これまで行ってきた授業実践の結果，生徒の多くは徐々にではあるが自分のことば
で語ることができるようになっており，他者の意見を聞き，そのやりとりをクラスみんな
で真剣に捉えることができるようになってきている。さらに，現任校の生徒における問題
行動が頻発している状況は以前と比較して改善してきており，微々たるものではあるが，
これまでに実践してきた道徳教育がそれに寄与してきたのではないかと考えている。

しかしながら，現任校の学校課題の多くは改善の余地を残しており，これまで行ってき
た研究実践はようやくスタートラインについた段階であるといえる。研究自体が推進教師
主導であるがゆえに，研究の取組を根付かせることにも課題があり，学校全体で道徳教育
を推進する体制づくりへの移行が急務である。教職員も，生徒の実態や学校を取り巻く社
会情勢に目を向け，自らの専門教科の強みを生かしつつ，日々改善を行う必要に迫られて
いる。さらに，教育活動全体を通じて行う道徳教育の実践を通じて，これからの社会を担
う彼ら一人ひとりが課題に向き合い，それらに主体的に取り組み，自ら判断する力をもつ
ことできるようにすることが求められている。今後は，研究の取組を定着させる手立てに
ついても考えていくと同時に，教職員が生徒と同じ地平で生き方を考え，議論する問題解
決型道徳授業を核とした教育活動を一歩ずつ，そして，着実に実践していきたい。
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特別支援学校における組織としての教育力向上に関する研究 

～キャリア教育の推進を軸として～ 

 

学生番号 22427075   氏名 小寺 展代 
 

概要 

 本研究は，特別支援学校における教職員の多様性（経歴，経験等）に着目し，組織とし

ての教育力を向上しようとするものである。そのため，「組織的知識創造のプロセス」（野

中・竹内, 1996）を援用し，個々の教職員に内在している知識を組織の知識として共有す

る場としてキャリア教育を取り上げ，その在り方を検討・改善することとした。提案授業

と授業研究を実践研究の柱とし，各プロセスにおいて果たした役割を検証した。組織的知

識創造のプロセスに援用したことで，現任校の課題が明確となり，プロセスの中の内面化

を促進する手立ての必要性が示唆された。 

 

キーワード：特別支援学校 組織的知識創造 キャリア教育 

 

 

Ⅰ 研究の目的 
近年，現任校では，知的障害部門高等部の生徒数が増加傾向にあるとともに，その実態

も多様化しており，組織としての教育力の向上を図ることが課題となっている。また，知

的障害部門高等部の教職員のうち，現任校勤務３年以内の者が 58.6%，特別支援学校での

勤務が初めての者は 48.2%，他校種での勤務を経験している者が 69%であり，教職員として

の経歴や経験が様々で，特別支援教育に対する考え方は多様である。 

特別支援学校では，複数の教職員によってチームが組まれ授業が行われている。チーム

で授業を行うには，より細やかな個に応じた指導ができるよう的確な実態把握，適切な課

題や目標の設定を行い，チームで共有しておくことが重要である。多様な考え方，知識を

もった教職員が，それぞれの考え方や知識を共有することは，より効果的な授業を行う要

素に成り得ると考える。しかし，現任校では，多様な教職員がいる良さを生かし切れず，

単に複数の教職員の集まりとしてのチームになっている現状も見られる。 

一方，現任校の卒業生を見ると，職場の人間関係に悩んだり，生活習慣が乱れたりする

ことで，退職あるいは転職する者が見られる。また，産業現場等における実習においても

指導者や同僚とのコミュニケーションを上手くとることが難しいことが課題として指摘さ

れることもある。 

生徒が，将来の願いをもち，自分らしい生き方を実現するために，キャリア教育は重要

な役割を担っている。しかし，現任校では，これまでキャリア教育に関わる取り組みは，

必ずしも十分に進んでいるとは言えない。特別支援学校におけるキャリア教育において，

本人の「願い」はその中核をなすものである。尾崎・菊地(2013)は，「本人の願いを重視す
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る『キャリア発達を支援する教育』は支援する側の見方にも変化をもたらし，教職員自身

が自己の在り方や『教える』ことの意味についての問い直しにもつながっていく。そのこ

とによって指導の有り様，児童生徒との関係性が変わっていくということを示唆している。」

としており，キャリア教育の推進は，児童生徒のキャリア発達を促すだけでなく，教職員

自らのキャリア発達をも促すものとも言える。また，キャリア教育の意義は「一人一人の

キャリア発達や個としての自立を促すという視点から，従来の教育の在り方を幅広く見直

し，改革していくための理念と方向性を示すもの」（国立特別支援教育総合研究所，2011）

であり，キャリア教育を推進することで，「児童生徒のキャリア発達を支援する」という共

通の視点をもつことができ，指導のねらいを共有しやすくなると言える。キャリア教育の

視点を持つことは，授業をチームで行う際に，より効果的な授業を行う要素になり得ると

考えられる。 

これらのことから，本研究では，キャリア教育の推進を軸として，個々の教職員の知識

を活かし，組織としての教育力を向上するための方策を見出すことを目的とした。 

 

 

Ⅱ 教育実践研究の方法と内容 

１ 現任校の実態から見えてきた課題 

知的障害部門高等部の特色ある学習として「生活学習」が挙げられる。「生活学習」とは，

教科・領域を合わせた指導の形態をとっており，地域生活，家庭生活，職業生活，余暇生

活に必要な力やそれらの基盤となる力を育てる学習である。この学習では，生活学習は，

社会への移行期である高等部の時期に学んでおくべき内容を題材として選定し，3 学年を

見通して計画的，段階的に学習することができるようにされている。しかし，実際は，1 年

間に行う学習内容の選定は各学年に委ねられており，その学年に所属する教師の持ってい

る知識や経験により学習内容を定めることも多く見られていた。1 年ごとに学習内容を考

えるため，3 学年を見通して計画的，段階的に学習することが難しくなっていた。教務主

任もこのことを問題と捉えており，「生活学習のカリキュラム作りをして欲しい。」という

要望が出されていた。そこで，本研究開始当初，研究のテーマを「生活学習のカリキュラ

作り」としていた。しかし，今まで行われた生活学習の内容分析や授業観察を行っていく

うちに，カリキュラムが整っていないことが問題ではなく，「どのような生徒を育てたいの

か」というビジョンや生徒の実態，授業についての具体的イメージの共有ができていない

ことが根本的な問題であると考えるに至った。また，卒業生の中に職場の人間関係や生活

習慣の乱れなどにより退職や転職する者がいたり，在校生に対して産業現場等の実習にお

いてコミュニケーション上の課題を指摘されることがあったりした。そこで，本研究は「生

活学習のカリキュラム作り」ではなく，キャリア教育の推進に目的を見出すこととした。 

キャリア教育の推進においては，校内推進体制の整備はもちろんのこと，全教職員がキ

ャリア教育の理念や意義を共通理解し，学校の特色や生徒の実態に合わせた取り組みを，

教育活動全体を通じ，計画的，組織的に行うことが重要である。しかし，昨年度，現任校

教職員を対象として行ったキャリア教育に関するアンケート調査では，回答に共通する語

彙や概念は見られず，教職員間の意識のばらつきの大きいことが推測された。 

平成 27 年度に，キャリア教育推進委員会が発足し，所属校独自の「社会的・職業的自立

と社会参加に向けて育てたい力一覧表」（以下，育てたい力一覧表）が作成された。しかし，

その作成に携わったのはキャリア教育推進委員会の一部の教職員のみであり，その意図や

活用方法などは十分に説明されておらず，ただ配布をされたのみとなっていた。 

また，現任校は，平成 26 年度より校内研究として，「よりよい授業をめざして」という

研究テーマのもと，授業研究を行い，授業改善に取り組んでいる。しかし，授業観察では，
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チームでの対話・実践・振り返りが行われ，生徒の実態に即した学習内容・方法で，目標

が明確な授業も見られたが，主指導者と副指導者が授業における生徒の実態や授業の構成

等について十分な話し合いができておらず，生徒の実態に即した目標，内容かどうかを判

別することが難しいものも見られた。 

以上のことより，現任校の教育力の向上には，授業改善が重要な役割を果たすと考え，

本研究では，キャリア教育の視点を踏まえた授業研究を中心に取り上げることとした。 

 

２ 研究の枠組み 

本研究を進めるにあたり，多様な教
職員の存在を現任校の強みと捉え，
個々の教職員に内在している知識を
組織の知識に高め，組織としての教育
力を向上するための手段として，図１
に示した組織的知識創造のプロセス
「SECI モデル」を援用する。「SECI モ
デル」には，個人の暗黙知からグルー
プの暗黙知を創造する「共同化」，暗黙
知から形式知を創造する「表出化」，個
別の形式知から体系的な形式知を創
造する「連結化」，形式知から暗黙知を
創造する「内面化」の四つの知識変換
モードがあるとされている。 

現任校における教職員の多様性は

個人の知の多様性も示している。多様

な個人知（暗黙知）が教職員間で共有

され，組織全体の知となることは組織としての教育力の向上につながるものであると考え

る。野中・竹中(1996)によると，組織的知識創造において，「知識を創造するのは個人だけ」

であり，「組織は個人を抜きにして知識を創り出すことはできない。」とされ，「組織的知識

創造は，個人によって創り出される知識を組織的
・ ・ ・

に
・

増幅し，組織の知識ネットワークに

結晶化
クリスタライズ

するプロセス」であり，「このような現象は相互に作用し合う人びとの集団の中で起

こる。」とされている。また，知識は「暗黙知（特定状況に関する個人的な知識，形式化し

たり他人に伝えたりするのが難しい）」と「形式知（形式的・論理的言語によって伝達でき

る知識）」に区別され，「暗黙知が形式知へ」「また，逆に暗黙知へ変換されるときにこそ，

組織の『知』が創られる」とされている。知的障害部門高等部では，チームでの授業，ま

た縦割りの授業が多い。そのため，主指導者が授業のねらい（個人の暗黙知）をチームに

話すことをきっかけに，副指導者の考え（個人の暗黙知）が引き出され，ねらいを共有し

て授業を行い，授業後に再びチームで次時の授業に向けてその成果と課題を話し合い，改

善をしながら授業を行っていくことで組織的知識創造のプロセスを回すことが可能である。 
以上の事より，授業研究の一連の流れを，組織的知識創造のプロセスによって進めるこ

とで，授業改善を促し，組織としての教育力の向上を目指すこととした。 

 

３ １年次の教育実践研究の取り組み 

（１）知的障害高等部職員に対するアンケートの実施 

育てたい生徒像に関する記述式のアンケート，育てたい力に関する選択式アンケートを

実施した。卒業生の様子や進路先からの情報を踏まえると，ライフキャリアの観点でのキ

図１ SECI モデル 組織的知識創造の一般原理（出典 野中・

勝見 2015，44 頁） 
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ャリア教育の重要性が挙げられるが，アンケートの回答を見ると，育てたい生徒像をワー

クキャリアの観点でのみ記述した教職員は約 4 分の一を占めていた。また，回答に教職員

に共通した語彙やイメージは見られず，教職員間の意識のばらつきが表れていた。これら

のことより，キャリア教育に対する暗黙知の共同化→表出化→連結化→内面化の必要性が

考えられた。 

（２）授業観察 

生徒朝礼，委員会活動，作業学習，生活学習，課題別学習の授業観察を行った。生徒の

様子とともに，授業の内容を知ることができた。チームでの対話→実践→振り返りが行わ

れており，生徒の実態に即した学習内容・方法で，狙いが明確な授業も多く見られたが，

主指導者と副指導者による授業における生徒の実態や授業の構成等について十分な話し合

いができておらず，生徒の実態に即した目標，内容かどうかを判別することが難しいもの

もあった。これらのことより，授業を組織的知識創造の一連の流れを促す場として機能さ

せるために，授業づくりのプロセスを全体で共有する必要があると考えた。 

 

（３）高等部会・学年会への参加 

高等部会に参加し，部会で話されている内容の分析を行った。また，学年主任へのイン

タビューを行い，学年会で話されている内容を把握した。高等部会の内容は，一方的な情

報伝達が主であった。また，発言する教職員はある程度限られていた。学年会は，どの学

年も定期的な開催はしておらず，行事の前に集中して開催していることがわかった。また，

その内容や回数は学年間で大きなばらつきがあり，そのことに不安を感じている教職員も

いた。これらのことより高等部会・学年会ともに，共同化→表出化を促進する場として十

分に機能していないことが確かめられた。 

 

４ ２年次の教育実践研究の取り組み 

まず，キャリア教育の推進に関わる４つの分掌（キャリア教育推進委員会，研究，研修，

自立活動）の主任が集まり，それぞれの分掌がキャリア教育の推進のために果たす役割を

確認した。次に，校内研究の一つとして，1 学期にキャリア教育の視点から筆者が提案授

業を行った。2 学期には，知的障害部門高等部として授業研究を 2 回行った。提案授業と

授業研究が組織としての教育力の向上につながるよう，図２に示した知識創造のコンテン

ツ（野中，2015）を基に，現任校の教職員の活動を図 3 のように分類した。これらの中か

ら共同化，表出化，連結化，内面化に最も影響を及ぼしたと考えられる，提案授業，授業

研究，自立活動シート作成研修，提案授業事後検討会（全体），授業研究事後検討会（部内），

研究通信配布について報告する。 

図 2 知識創造のコンテンツ（出典 野中・勝見 2015，44 頁） 
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（１）提案授業（共同化） 

提案授業で扱う題材や授業の進め方等について，生徒の実態に基づき学年や学級で事前

検討会を行った。さらに，学校全体での事前検討会も行い，授業のねらいやキャリア教育

とのつながりを教職員間で共有した。その際，授業研究に使用する「授業改善シート」を

提案し，「育てたい力一覧表」とのつながりや提案授業を参観する際の視点が明確になるよ

うにした。提案授業事前検討会を学校全体で行った際に，教職員の中から，「育てたい力一

覧表について何の説明もない。どういうものなのか教えてほしい。」という意見がでた。こ

れをきっかけに，「育てたい力一覧表」ができた経緯，ねらいについて話をすることができ，

「育てたい力一覧表は授業のねらいをより明確にするために使用するものである。」「完成

したものではなく，使用しながら，教職員みんなで検討し改善していく。」「提案授業や授

業研究がその場となることを期待している。」ということを，確認することができた。この

ことにより，「育てたい力一覧表」への教職員の理解を進めることができた。 

全ての教職員が内容を把握し，提案授業後の検討会で自分の考えや意見が語れるように，

参観できなかった教職員に対し，提案授業後の一週間，提案授業を録画した VTR を視聴で

きる場を設定した。全ての教職員が知的障害部門高等部の授業を観察したことにより，自

分の所属学部で行われている授業のつながりを考える機会になった。 

（２）授業研究（共同化） 

 10 月に採用 2 年目の若手教職員が高等部 2 年生を対象に「2 学期現場実習の準備をしよ

う」という題材で，12 月には 40 代後半のベテラン教職員が高等部 3 年生を対象に「より

良い人間関係を築くために必要なことを知ろう」という題材で，授業研究を行った。各学

年とも，授業で扱う題材や進め方などを生徒の実態に照らし合わせ，学級・学年で事前検

討会を行った。その際，高等部研究係も会に参加するようにし，広い視点で授業について

考えられるようにした。その後，学部での事前検討会を開き，授業者の考えやねらいを学

部全体で共有した。事前検討会には他学部の教職員も参加し，他学部の考えを聞くと同時

に，知的障害部門高等部の授業を他学部の教職員に知ってもらう機会とした。授業研究に

おいても，授業の様子を撮影した VTR を視聴できる場を設定し，全ての教職員が授業を観

察できるようにした。筆者が 1 年生を対象に行った提案授業を受け，それぞれの学年で授

業研究を行ったことにより，学習の縦のつながりを意識するきっかけとなった。また，教

職経験の違う教職員が授業研究を行ったことで，授業の構成や授業の流し方など，それぞ

れの年代の良さを知ることができた。 

図 3 知識創造のコンテンツを基とした教師の活動の分類 
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（３）自立活動シート作成研修（表出化） 

 知的障害部門高等部の研修として行った。各学級で対象生徒１名を選定し，学級単位で

対象生徒の学習上又は生活上の困難さについて話し合い，自立活動シートを作成した。こ

の取り組みを通して，生徒の捉え方，指導方針，指導の際に大切にすべきことなど，個々

の教職員の考えを語り合い，指導の方向性をすり合わせることができ，一人の生徒の指導

をチームとして行う機会が増えた。また，キャリア教育に必要である，個々の実態を把握

するための視点を教職員間で共有するきっかけともなった。 

（４）提案授業事後検討会（表出化→連結化） 

 提案授業事後の検討会を，他学部とのつながりや卒業後の生徒の生活へのつながりを考

慮した授業づくりを考えるチャンスと捉え，部門や学部に関係なく，管理職も含めた教職

員を縦割りのグループ（1 グループ，10～12 名程度）にして検討会を行った。その中で，

さらに 3～4 名程度の小グループを作り，全ての教職員が自分の考えを語れるようにし

た。その際，各自の考えが整理され，話し合いが深まるよう，個々に記入した「授業改善

シート」を基に，「気付きを共有するシート」を各自で記入しながら話し合いを進めるこ

ととした。また，グループのメンバー編成を，学部や年代，特別支援教育経験年数を考慮

して行うことで，多様な考えがグループ内で共有されるよう配慮した。実際の話し合いで

は，具体的な高等部の指導内容を挙げ，小・中学部の指導とのつながりを話し合う姿が見

られた。また，「気付きを共有するシート」の中の「今後の授業改善の具体的な取り組

み」の記入欄には，「卒業後の姿をイメージして授業を行う」「生徒の実態を細かく把握

し，教職員間で共有する」「教材，教具，指導法の工夫」などが書かれていた。一方で，

「子どもをしっかりほめる」「3 年生になった時にどのように生かされているかが楽し

み」などの記述にとどまっているものも見られた。 

（５）授業研究事後検討会（表出化→連結化） 

 提案授業と同様に，個々に記入した「授業改善シート」を基に，「気付きを共有するシ

ート」を各自で記入しながら話し合いを進めることとした。授業研究事前検討会に参加し

た他学部の教職員にも参加してもらい，小グループ（3～4 人）のグループを編成した。

グループのメンバー編成には所属学年や年代，特別支援教育経験年数を考慮することで，

話し合いの中で学年間の学びのつながりに気付いたり，多様な考えがグループ内で共有さ

れたりするよう配慮した。また，他学部の教職員にも話し合いに参加してもらうことで，

小学部・中学部からの学びのつながりや高等部では思いつかない授業の視点などが出て

き，話し合いを深める一因となった。途中で話し合いのグループを組み換え，前のグルー

プの考えを自分の言葉で他グループのメンバーに話すようにすることで，より多くの考え

を共有することができた。 

（６）研究通信の配布（内面化） 

 高等部研究係に依頼し，4 月に各部門・学部で行ったキャリア教育の捉えに関するアン

ケートの結果を研究通信の中に記載し，全部門・学部の教職員に配布した。各部門・学部

の研究担当教職員が学部会等で，全教職員がアンケート結果を確かめる時間を設け，学部

間のつながりを意識できるようにした。また，提案授業や授業研究を日々の教育実践につ

なげるため，それぞれの事後検討会で出された意見を記入して配布し，他グループの話し

合いの内容が全体で共有できるようにした。しかし，その内容が教職員間の話題にあがり
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日々の教育実践に反映されるまでには至っていない。 

 

 

Ⅲ 研究の成果と今後の課題 
１ 研究の成果 

 組織的知識創造の各プロセス

における教職員個々，あるいは知

的障害部門高等部全体に共同

化，表出化，連結化，内面化が

起こったかを把握するための観点

を図 4 に示す。これらの観点に沿

って，教育実践研究への取り組

み結果について検討する。 

（１）共同化 

 「授業改善シート」に授業観

察の３つの視点（目標の達成に

向けて効果的だった点・改善

点，自分が普段行っている授業

とのつながり，生活へのつなが

り）を明確に示したことで，多くの教職員から「授業を見る視点が分かりやすかった。」と

の感想が出ており，視点を明確に示しておくことの重要性が確かめられた。このことが授

業観察での気付きに影響を及ぼすものと考えられる。今まで，授業研究事前検討会は，実

施する学級や学年で行うことが多く，校内研究のテーマに沿ったものばかりではない現状

にあった。しかし，学級や学年で行う事前検討会に高等部研究係が関わることで，校内研

究テーマを意識した話し合いができるだけでなく，高等部研究係が話し合いのファシリテ

ーターとなって話し合いの質を高め，授業のねらいの共有につながったと考える。 

（２）表出化 

表出化において，今年度，取り入れた「授業改善シート」と「気付きを共有するシート」

の果たした役割は大きかったと考える。提案授業事後検討会，研究授業事後検討会ともに，

個々に記入した「授業改善シート」を基に，「気付きを共有するシート」に沿って小グルー

プ（3～4 人）で話し合いを進めたことにより，グループ内のすべての人が発言をする機会

を得られ，話し合いが活発になったことは，大きな成果として挙げられる。また，ここ数

年間は行われていなかった研究授業事前検討会を実施したことは，話し合いを活発にした

要因の 1 つと考えている。実際の話し合いの様子を見て，教務主任が，「授業について，み

んなでこんなに話しができたのは，僕がここへ来て以来（13 年間）始めてだ。」と，言って

いたことからも，各教職員が自らの気付きを発言できていたことが分かる。しかし，単に

授業の感想を言う教員や，メモを取らずにただ漠然と話を聞き自分と関連付けることがで

きておらず，話した内容が具体的にイメージできていない様子の教職員が見られた。この

ように，話し合いは活発に行われるようになったが，その質を上げる工夫が必要であると

考える。 

（３）連結化 

  授業研究事後検討会で，「児童生徒が働く喜びを感じられるためにはどうすればいいか。」とい

う話になりあるグループでは，小学部の係活動（役割）がその原点であり，他者が喜んだり，他者

から感謝されたりする喜びから出発し，中学部・高等部の作業学習で自分がやりがいを感じるよう

にしていけばよいのではないかと，小学具・中学部・高等部のつながりを意識した話し合いがなさ

れていた。 

また，生徒の姿を具体的にイメージする「高等部卒業時にはどのようになっていて欲しい」という

図４ 評価指標
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質問に対して，４月には「誰からも可愛がられる子。」や「主体的に発言できる。」など，漠然とした

答えが多く，教職員間で共通した概念は見られなかった。１２月には，約 56％の教職員が，「ほか

の人とうまく関わることができる。」や「社会のルールやマナーを守ることができる。」など社会生活

技能に関する内容を具体的に挙げていた。 

このように，キャリア教育についての理解と，「どのような生徒を育てたいか」というビジョンの共有

が進んだと考える。 

（４）内面化 

 研究通信は，高等部研究係が作成し，1 年間に 3 回，全教職員に配布された。その内容

は，アンケート結果や授業研究事後検討会で話された内容をまとめたものであった。しか

し，研究通信の配布が内面化として十分機能したとは言えず，その理由は次のように考え

る。第一は，内容であり，話された内容をまとめただけで，そこに新たな情報はほとんど

無く，多くの教職員に必要性を感じさせることができなかった。第二に，配布の時期であ

り，事後検討会の直後ではなく，行われた一か月以上後に配布されることもあり，教職員

の意識や関心が薄れていたことが考えられる。第三に，配布の回数で，年間 3 回という少

ない回数であったため，イベント的な配布となり，教職員にとって「教育活動のヒントに

なるもの」という存在になれなかったと考える。したがって，研究通信の内容については，

今後，授業研究事後検討会で話された内容だけでなく，それが日々の教育活動にどのよう

につながっているかを明確に示すなど，教職員にとって有益な情報となるようにすること

が必要と考える。さらに，その情報を教職員が得たいと思っているタイミングで発行した

り，2 週間に一回行われている部会で，研究通信の内容について話をする機会を設けたり

するなど，研究通信が教職員の教育活動のヒントとなるものにしていくことが必要と考え

る。 

 

２ 今後の課題 

 本研究において，組織的知識創造のプロセス「SECI モデル」を援用したことにより，所

属校の取り組みの中でどのプロセスに課題があるのかを整理することができ，特に内面化

を促進する手立てが必要であることが分かった。「連結化→内面化→共同化」を進めるため

には，得た体系的な形式知を個人の暗黙知へ昇華させる必要がある。今後，連結化で生ま

れた形式知が自分にとって必要な知識であり，有益な知識だと考えられるように「共同化

→表出化→連結化」のそれぞれのプロセスの質を上げることも重要である。 

しかし，実践研究を進めていくうちに，図 3 に示したように，教職員の活動が組織的知

識創造のプロセスに明確に位置付けられない活動があることに気付いた。それぞれの活動

が，いくつかのプロセスをまたぐ形で存在しており，切れ目なくつながって組織的知識創

造のプロセスが回っていると考えられる。教職員の様々な活動を組織的知識創造の４つの

プロセスの視点で捉えなおすことによって，活動を通して教職員が得る知識の質が変わっ

てくると考える。 

今回，「教育力」を構成する要素の 1 つである「授業力」に注目して実践研究を行った。

「授業力」には，「授業に関する実態把握力」「授業構成力」「授業実施力」「評価力」が含

まれているが，本研究では児童生徒への「評価力」に対する視点がなかった。特別支援教

育においても，この視点は大きな課題となっており，その在り方が議論されているところ

である。今後，「評価力」についての検討が必要であると考える。 
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「社会に開かれた教育課程」の実現を目指したカリキュラム開発 
― 総合的な学習の時間を中心とした「ふるさと新庄学」の創造を通して ― 

学生番号 22427076 氏名 坂  孝博 

概 要 

本校は，「総合的な学習の時間」を中心に，カリキュラム・マネジメントを意識した実践によっ

て，「社会に開かれた教育課程」の実現を目指している。そこで本研究では，総合的な学習の

時間を体験的な学習から，「サービス・ラーニングの手法」「小中・地域・学校間連携」を取り入

れた，継続的で探究的な学習への転換に取り組んでいる。そこでの，郷土愛や学びを社会に

生かそうと主体的に課題を見付け，解決していこうとする態度を育てるための学習活動全体を

「ふるさと新庄学」と位置づけ，その実践化を試みると共に，この活動全体が教師の学びや成

長を促し，学校改善に資することの考察も行う。 

キーワード：社会に開かれた教育課程 カリキュラム・マネジメント ポートフォリオ評価 

サービス・ラーニング 小中連携･地域連携･学校間連携 

Ⅰ 問題の所在 

１．カリキュラム・マネジメントが求められる背景 

カリキュラム・マネジメントは，1998（平成 10）年の中教審答申「今後の地方教育行政の在り方に

ついて」で各学校に自律的学校経営が求められ，同年告示された学習指導要領において総合的

な学習の時間の導入を核とした教育課程の基準の大綱化・弾力化が示されたことから始まる。その

後，学習指導要領に示していない内容を加えて指導できること，総合的な学習の時間の目標と内

容を各学校が定め，全体計画を作成することや，新たな教育課題への対応などが求められた。

2008（平成 20）年の中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善について」では，「各学校においては，このような諸条件を適切に活用して，教

育課程や指導方法等を不断に見直すことにより効果的な教育活動を充実させるといったカリキュラ

ム・マネジメントを確立することが求められる」(p.144)と，改めてその必要性を明記している。そして，

2016（平成 28）年の中教審答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等について」では，「今回の改訂は，各学校が学習指導要領

等を手掛かりに，この「カリキュラム・マネジメント」を実現し，学校教育の改善・充実の好循環を生み

出していくことを目指すものである。」（p.23）と，さらに一段と重要性を強調している。 

このように，カリキュラム・マネジメントは，学校の裁量権拡大の動きの中，学校課題の解決を目

指し，教科等横断的な視点から教育活動を見直し，学校全体としての取組を通じて，学校改善の

中核として機能し，子どもたちにとってより充実した教育を提供するものとして重要視されている。 

２．「社会に開かれた教育課程」の実現を目指したカリキュラム・マネジメント 

1998（平成 10）年の答申で「開かれた学校づくり」という方向性が示されてから 20 年近く経てい

る。その間，学校と保護者，学校と地域との関係は段階的に見直されてきた。相次いで学校を地域

社会に開いていくべきだという方向性が出されてきた背景として，昔は無条件で信頼・信用されて

いた「学校」が，そうではなくなってきているという面がある。学校が抱える問題が，多様化・複雑化

しているという現状，子どもの学力低下・社会的自立の困難という現状，学校関係者・教員の不祥

事の増加や指導力の低下という現状などが，信頼・信用されなくなった理由であろう。また，目まぐ

るしく移る社会情勢や，個人主義の度を高めた地域・家庭環境の変化，そして人工知能に代表さ

れる技術革新にともない，今日の学校に求められる役割が，以前とは少し違ってきている。こうした

状況の変化のなかで，学校が抱える問題を解決するとともに，閉鎖的になってしまった学校からの

脱却として，学校はどうあればいいのか。それは，「開かれた学校づくり」が目指した，家庭や社会と

連携・協力する学校づくりを一歩すすめて，これからの時代を生きていくために必要な力とは何か
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図 1 

を学校と社会とが共有し，共に育んでいくことを目指した，いわゆる「社会に開かれた教育課程」を

実現させることである。そのためには，保護者や地域のニーズに応じた学校教育を展開しようとす

ることから始めなければならない。そして，子どもたちの実態や地域の実情等を踏まえ，目指す子

どもの姿を共に描き設定した，学校教育目標を実現するために，学習指導要領等に基づき教育課

程を編成し，それを実施し，評価し，改善していく「カリキュラム・マネジメント」を確立することが必要

であり，強く求められている。 

３．本校を取り巻く現状 
本校は，県北に位置する全校生徒 24 名のへき地小規模校である。その長所として，自然環境

に恵まれのびのびと育ち，地域の人々との触れ合いの中で一人ひとりが大切に育てられている。

子ども一人ひとりを把握しやすく，生活指導や学習指導などがきめ細やかに行え，思いやりの心や

基礎基本が身につきやすい。が挙げられる。しかしながら，へき地性ゆえの短所として，①限られ

た社会の中で，限られた人と係わることが多く，積極的に対人関係を深め合う機会がほぼない。②

情報が不足し，幅広く思考し判断しにくい。③乳幼児期から多くの時間を一緒に過ごしているため，

きちんと話さなくても単語だけで伝わることに伴う，語彙力・表現力・発表力の不足が起こりやすい。

小規模性ゆえの短所として，①人間関係の固定化に伴い，社会性や向上心が育ちにくい。②授業

の中で多様な考えが出たり，討議や論証が活発化したりすることが少ない。また，家庭的な雰囲気

の中での学校生活を反映し，依頼心が強く，積極性，計画性が乏しい。などが挙げられる。 

Ⅱ 経過 

 1 年目の研究当初，卒業後と在学中の生徒の実態を基に職員会議を重ね，学校課題は，コミュ

ニケーション能力の伸長であるとの認識に立っていた。そして，小中連携を中心に「コミュニケーシ

ョン能力」を伸長させることで課題の解決を図ろうと考えた。しかし，検討を進めるうちに，小中連携

で交流や体験活動を行うだけでそこに学びが生まれ，力が付いていくものではなく，これだけでは

不十分であることに気が付いた。そもそもいくらコミュニケーション

能力を伸ばしても，物事が他人まかせであったり，すぐにあきらめ

たり，人とつながろうとする意欲のない状態では，効果が望めない

からである。だから，様々な人（異世代・異年齢・異集団）とつなが

り創造する学習を通して，壁に当たっても助け合うことで乗り越えら

れることを経験させたり，未知なことや困難なことに出くわしたとき，

どうすればいいか考え判断し，よりよく問題を解決しようとする態度

を養ったりすることで，少々のことではへこたれない，いわゆるたく

ましさを育てる必要があるとの考えに至った。これは，学校教育目

標および小中連携で掲げている目指す子ども像ともつながってい

る。この目標を達成するために，子どもたちの「社会力」を伸ばす必要があると考えた。この「社会

力」とは，「人が人とつながり社会をつくる力のことであり，さらにはよりよい社会をつくろうという意欲

のことであり，よりよい社会を思い描く構想力であり，構想したことを実際に実現する実行力である」

（門脇 2006,p.18）としている。そこで，9 年間を見通した小中連携，異世代からの学びを得る地域

連携，異年齢・異集団から学び合う学校間連携を構築し，この連携を 3 本の軸で立体的に捉え，

学習を進めることが必要であり，効果があると考えた。（図 1）しかしながら，研究を進める中で「社会

力」は，まだまだ研究途中の力の概念であると思われた。なぜならば，この門脇の「社会力」という

概念の意義は，現在の社会に合った社会性を身につけることに焦点があてられていたのではなく，

社会に積極的に関わり，変革していく人間主体の側面に焦点をあてた点にあった。にもかかわらず，

木村，青木（2015）が指摘しているように，「社会力」はその意義にふさわしいかたちで概念化され

ているとは言い難いからである。そこで，「社会力」だけに依拠していた研究を見直し，学校課題で
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ある卒業後の新しい社会での変化に受け身で対処するのではなく，主体的に向き合って関わるた

めの，体験を通した探究的な学習のできるカリキュラムの開発を行うこととした。そして，そこに地域

の方と共に学校の教育活動全体で取り組むための仕組みを創り，実施し，評価し，改善するため

の研究を改めて目指すこととした。 

Ⅲ 研究の目的 

本研究の目的は，総合的な学習の時間を中心とした「ふるさと新庄学」の創造を通して，「社会

に開かれた教育課程」の実現を目指したカリキュラムを開発することである。と同時に，教師が上記

の学びの場を具現化するための活動を通して，教師自身の学びや成長を促すことを，もう一つの

大きな目的としている。さらに，それらのことが学校改善に資することの考察も行う。 

Ⅳ 主題設定の理由 

本校卒業後の適応に関する問題は，その程度の差はあるにしても昔から存在し，特に最近では，

喫緊の課題となっている。その原因は，中学校と高等学校との間に大きな壁が存在するのではなく，

それを段差として捉え乗り越えるための十分な力を，中学校卒業時までに育めていなかったからだ

と考えた。しかしながら，従来のように学校だけでその解決を図ることは，不可能であると現状が証

明している。だからこそ，この問題の解決を図るためには，学校単独で取り組むのではなく，地域を

パートナーとして目指す子ども像を共有し，連携・協働するためのカリキュラムを開発することが，求

められているとの考えに至った。 

Ⅴ 教育実践研究 

１．カリキュラム・マネジメントモデル 

カリキュラム・マネジメントについて，田村

（2010）は，「学校の教育目標を具現化するため

に，評価から始まるカリキュラムのマネジメントサ

イクルに，組織文化を含めた学校内外の諸条

件のマネジメントを対応させ，これを組織的に動

態化させる課題解決的な営み」と定義している。 

右の図 2 は，全体像や要素間の関連を捉え

るために提示した，田村（2016,p.37）のカリキュ

ラム・マネジメントモデルである。この図を参考に

し，本校での研究を進めることとした。 

２．子どもの育みたい力 

答申によると，「社会に開かれた教育課程」は，次の 3 点にまとめられている。 

①社会や世界の状況を幅広く視野に入れ，よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという

目標を持ち，教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと。 

②これからの社会を創り出していく子供たちが，社会や世界に向き合い関わり合い，自分の人生

を切り拓いていくために求められる資質・能力とは何かを，教育課程において明確化し育んで

いくこと。 

③教育課程の実施に当たって，地域の人的・物的資源を活用したり，放課後や土曜日等を活用

した社会教育との連携を図ったりし，学校教育を学校内に閉じずに，その目指すところを社会

と共有・連携しながら実現させること。である。 

カリキュラムを開発するにあたって，上記①～③の理念を達成するために，以下の 5 つのことを

考慮した。（ⅰ）自分の生まれ育った村を題材にし，地域の人々をパートナーとした学習活動を取り

図 2 
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入れることで，村や地域に対する誇りを，学びながら育てていくことができるようになること。（ⅱ）自

分自身の活動によって何かを変えたり，社会をよりよくしたりできることを，実感できる体験を積み重

ねられること。（ⅲ）これらのことを通して社会の形成者としての自覚と自尊心と自信を獲得し，自分

なりの意見や考えをもち，社会参加に向けてそれらを表現していく機会を設定すること。（ⅳ）実社

会の課題の解決を図るために，教科での学びを活用しようと試行錯誤し，その体験を通して学びと

体験がつながるだけでなく往還すること。（ⅴ）地域の「ヒト」・「モノ」・「コト」といった資源を一方的に

利活用するのではなく，パートナーとして一緒に活動すること。である。 

これらのことを踏まえつつ，教育目標

をよりよく実現するために，隣接する小

学校との小中連携事業を活かし，児

童・生徒の実態を探ることで，昨年度ま

でのカリキュラムを評価することから始

めた。そして，保護者や地域の願い・

社会が求めるこれからの力を基に会議

を重ね，学校課題の解決に資する，子

どもの育みたい力を 4 領域・10 の観点

とした。その力と校内定義を設定したも

のが，右表 1 に示したものである。そし

て，これらの力を育むためには，学校

教育全体で取り組むのはもちろんだ

が，その中でも特に総合的な学習の時間を体験的な学習から，人とのかかわりを重視し，その中で

自己の考えを変容または深化させ，他者との協働を図ろうとする必要のある，探究的な学習に転換

することが有効であるという仮説に立ち，研究に着手した。つまり，地域（村全体）を題材にし，サー

ビス・ラーニングの手法を用いた問題解決的な学習が，発展的に繰り返されていく学習を構想した。 

３．サービス・ラーニング 

 サービス・ラーニングとは，奉仕活動（Service）と教科で学んだ学習（Learning）とを組み合わせた

体験的な教育方法をさす。学校で学んだ知識を，地域のニーズに合わせてどう活用すべきか考え，

自分たち自身で奉仕的活動を実行し，それをふりかえることでさらに学習を深めるとともに意欲を

上げ，このことを通じて様々な力を伸ばそうとするものである。この教育方法により，学校と地域との

連携が取りやすくなり，目指す子ども像を学校と地域とで共有し，共に協働して子どもの育成を図

ることがより可能になる。つまり，「社会に開かれた教育課程」を実現しうる有効な教育方法の一つと

して，「サービス・ラーニング」が十分にその役割を果たし，機能するのである。このサービス・ラーニ

ングではふり返りがとても重要であり，欠かすことができない。なぜならば，このふり返りによって，

「サービス」と「ラーニング」を結び，教科と総合的な学習の時間をつなげる効果があるからである。

この教育方法を導入するにあたり，生徒だけでなく教師への周知が必要になる。だからこそ，岡山

大学大学院教授に依頼し全校生徒と教職員を対象に講義を行うことで，その概要や大切なポイン

トを学ぶと同時に，ルーブリックという評価方法についても知る機会とした。 

４．「ふるさと新庄学」 

連携している小学校では，児童の発達段階に合わせて，村内を実際に見学したり調べたり地域

の方と触れ合ったりすることで興味を湧かせ，よさや特色や歴史・伝統・文化を知るきっかけとして

いる。これらの体験を通した学習により，心を揺さぶることで心に残りやすくなり，郷土に対する誇り

や愛着や自信の核となり得ると考え，ふるさと学習が行われている。また，学年が上がるにつれ，

「地域素材」そのものを学ぶ段階から徐々に物の見方や考え方，生き方を学ぶ部分が多くなり，最

領域 観点 校内定義

情報活用する力
情報活用力

目的に応じて必要な情報を収集し，それを処理・判断

し，そこから創造し発信・伝達できる力

ＩＣＴ活用力
情報機器を課題発見・解決・表現のための道具として

効果的に役立てることのできる力

他者と協働する力
人間関係形成力

他者と不足を補い合い，よさを伸ばし合いつつ，課題
を解決していく力

地域理解力
地域のことを深く知るためにまわりの人と積極的に関

わろうとする力

自己実現・
自己表現する力

自己理解力
自分の現状・立場，感情，思考パターンを知り，行動

指針を形成する力

自律的活動力
依存や受け身的な言動から脱却し，主体的に自ら考

え行動に移す力

論理的表現力
自分の考察や意見, 判断を筋道立てて思考し，その

内容を言語を用いて正確に伝える力

課題発見・
課題解決する力

批判的思考力
自分の思い込みを入れず，複数の視点から客観的に

考えを進められる力。

課題発見力
目指す姿と現状とのギャップから課題を発見し，課題

の原因を突き詰めようとする力。

創造力
過去の経験や知識を組み合わせて新しい考えを作り
出す力

表 1 
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終的には，それを表現し発信できる児童の育成を目指している。そして，この小学校での学びや体

験を通して培われた郷土愛や知識を基盤とし，中学校では将来において地域を創造していけるよ

うな，自己の生き方の確立を目指している。 

そこでの郷土を大切にする心や，主体的に課題を見付け，解決していこうとする態度を育てるた

めの一連の学習活動全体を「ふるさと新庄学」と位置づけ，その創造とカリキュラムの開発・実践を

行うこととした。この郷土を素材とした「ふるさと新庄学」という教材の開発にあたって，これまでの体

験的な活動をできるだけ生かすとともに，特別活

動や地域・学校行事や教科とも関連させ，総合的

な学習の時間を核としたクロスカリキュラムで行うこ

とにした。そして，課題設定－情報の収集・整理・

分析－課題解決－まとめ・表現－省察という一連

のプロセスを含む活動が，3 年間かけてスパイラ

ルに繰り返され（図 3），質的に発展していくような

学習活動としての「探究的な学習」になることを意

識した。また，今年度だけのイベントとならず毎年

修正しつつ発展していくために，現行の指導要領

だけでなく次期学習指導要領にもつなげられるように配慮した。 

そのために，解き方があらかじめ定まった問題を効率的に解いたり，定められた手続きを効率的

にこなしたりすることにとどまらず，感性を豊かに働かせながら，どのような未来を創っていくのか，

どのように社会や人生をよりよいものにしていくかを考え，自分なりに試行錯誤し新たな価値を生み

出せるようなテーマを設定することにした。今年度は，少子高齢化がどんどん進む村の現状を明ら

かにし，生徒それぞれがこれから目指すべき村の姿と現状との差を村の課題として位置づけさせた。

その課題解決にあたって，膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し，他者と協働しながら自

ら問いを立てて解決を図ることを計画した。そこに，サービス・ラーニングの手法を用いて，様々な

角度からその解決方法を縦割り班で考え実行させることで，他者との協働や上級生が下級生を導

く縦や横のつながりを持てるようにした。さらに，課題解決を目指して地域とつながることで異世代と

の交流を持ち，岡山大学や高等学校，他県の中学校との連携した学習で，異年齢，異集団との豊

かな関わりのなかでつながりを体験するとともに，視野を広げられるようにカリキュラムを構成した。 

この「ふるさと新庄学」は，単に地域のことを学ぶ「知識・理解」の習得や，郷土を好きになり誇り

に思うことだけを目指す単純な意味でのふるさと学習ではない。表 1 に示した力の育成を図り，こ

れらを手段として自己の生き方を考え，新しい時代を主体的に拓くことができる資質や態度である，

「生きる力」を育てることもねらいとしている。そして，その集大成として学習発表会での発表結果を

基に選ばれた班が，村の委員会（村長から各課の課長まで，全村議会議員で構成）で提言活動を

することにした。この提言を受けて，村行政が実際に行動を起こすという一連のことにより，「社会に

開かれた教育課程」の理念の具現化を図った。さらに，「ふるさと新庄学」を小中連携の柱の一つと

して位置づけ，9 年間を見通した指導を行うこととした。 

５．学校組織と学校組織文化 

小中連携については，これまでも教科や道徳の学習において行ってきている。しかしながら，小

学校と中学校の交流・連携が児童生徒だけでなく，教職員にとっても十分ではなかったため，指導

方針や指導方法にもずれがあり，児童生徒が小中の 9 年間を成長の段階に応じて学習していける

環境は，十分ではなかったといえる。そこで，今年度より小中の両校長が中心となり構想した，小中

連携組織を立ち上げ（図 4），毎月行われる企画会議によって機能的な運営することで，切れ目の

ない子どもへの指導にとどまらず，教師の職能成長を促す役目をも果たすようにしている。またそ

図 3  参考文献：川本友彦 
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れだけにとどまらず，校内の校務分掌を見直し，

それぞれの担当で行うことを精査し文章化する

ことで明確化し，業務のつながりや位置付けが

捉えやすくなるように，改善を図っている。この

様に，今年度から改編した組織で取り組むこと

で，「社会に開かれた教育課程」の実現へと向

かう，新しい学校組織文化が形成されるように，

年 30 回を超える校内研修を計画した。そして，

この学校組織文化が中学校だけでなく小中で

共有する必要性もあるとの考えから，小中合同で行う研修も 10 回以上行うこととした。さらに，岡山

大学大学院准教授を助言者として年 3 回依頼し，中学校の全科目，小学校では各教員の国語で

研究授業を行い，実践知と研究知を結び，授業改善を図るきっかけとした。この取り組みを来年度

以降も行うことで，経年で生徒だけでなく教師の変容に対しても助言をもらい，継続的に授業改善

をしようとする教員の成長に資することをねらっている。また，研究授業の授業構成・指導案作りを

小中連携組織の学力向上班と研究主任が一緒に行うこととした。これにより，教員同士の小中の教

材を通じた交流学習が行える場とし，小中連携組織文化を形成していく中心となるように図った。 

６．家庭・地域社会づくり 

村の課題を発見し主体的に解決することを題材にした学習には，その質の充実のために，地域

での体験を中心とした様々な学習活動が必要である。そこで，岡山大学大学院の教授に，地域づ

くりは学校づくりであるとの視点で，「ソーシャル・キャピタル」をキーワードにして，教員はもちろん

地域の方や保護者を対象としたＰＴＡ主催による講演を依頼することにした。 

Ⅵ 評価 

１．子どもの育みたい力の評価 

 子どもの育みたい力である 4 領域・10 観点については，取り組み前である 4 月から提言活動を行

った 11 月末までで，調査することにした。調査方法は，自己評価と担当教員（生徒 4 人に 1 人の

教員）による評価スタイルとした。地域貢献活動を行うにあたっては，ルーブリック評価の方法を参

考に，各班で基準を決めてその達成を評価している。これと，毎時間のふり返りをその資料として，

ポートフォリオ評価で行った。その結果が下の表 2 である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．教員による評価 

（１）教員自身の変容（アンケート記述より） 

・生徒にどんどん指示を出すのではなく，自ら考え，動くように仕向けられるようになった。・複数の

視点から見る重要性を改めて感じ，教科に生かすことを考えるようになった。・批判的思考という考

え方を授業中にも取り入れて,生徒に考えさせるようになった。・思考ツールを活用して生徒の考え

を深めたり，比較したりという授業が作れた。・教科指導や特別活動の中で，「ふるさと新庄学」との

図 4 
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つながりを意識するなど，教科横断的な発想で考えられるようになった。・班の指導のなかで，班員

一人ひとりタイプが違うので，あえて班長に言わせる部分や，班長に伝えさせて後から自分が言う，

最初から自分が言うなど，どのように伝えればいいのか，より深くより慎重に考えるようになった。 

（２）生徒の学校生活における変容（評価会議より） 

・自分の考えを場合分けや分類して書いたり，キーワードを使って説明したりするなど，記述式問

題に答える生徒が増えた。・授業で指示をしなくても，判断の根拠や理由を示しながら自分の考え

を述べたり，理科の実験結果や数学・社会の図やグラフを読み取り，自分なりの解釈や考察を説明

したりするようになった。・「私の主張」作文では，半数以上が「ふるさと新庄学」にまつわることを書

き，その中で学んだことをどう生かしていくか，将来を見据えた内容や，来年度どんなことに取り組

みたいかなど，自己を向上させようとした前向きな主張になっていた。・相手に伝わりやすくまた，よ

り分かりやすくするために話し方を意識したり，演繹的な表現をしたりする者が増えた。・高校受験

対策の面接練習では，発言に対して「どうしてですか？」という質問を繰り返すと，従来ならばしどろ

もどろになっていたが，そういったことがほとんどなく，自分の言葉でその理由や根拠を返せるよう

になった。・学校生活全般で，困ったときにすぐ人に頼っていた者達が，自分で考えてみようとしだ

した。・委員会活動や部活動で，完全な前例踏襲ではなく，いろいろなことに挑戦しようと前向きに

取り組むようになった。英語の書き取り宿題でも，英語で日記を書こうと挑戦する者が増え着実にレ

ベルも上がっている。・美術の鑑賞では，初見の作品に対しても感じたことや，自分なりの分析など

をたくさん書けるようになっている。また，他者の作品と比べてみたり，自分の作品を俯瞰して分析

したりするなど，以前よりも視野が広がっている。・理科では，従来に比べて倍の生徒が，実験前の

予想を自分で考えて書けるようになっている。・数学では，特に図形の分野であきらめずに自力で

解決しようとする者が多くなった。また，補助線の引き方では帰納的ではなく，演繹的に考えて引け

るようになっている。・3 年生が班を引っ張っていた姿からあこがれや刺激を受けた 2 年生が，来年

度のことを考え始めている。・3 年生が「ふるさと新庄学」の班長になってから，良い意味で後輩に

厳しくなったと感じられた。例えば，頼んだ役割や仕事をやっていなかったり，課題に対して試行錯

誤しているときに怠けたり，遊んでいたりする班員に，しっかりと注意をし，きちんとやるように促すな

ど，上手な叱り方や諭し方を学んでいた。・ふり返り時には，以前のような感想ではなく，活動前に

自分たちで評価基準を設定し，その達成のためにどうすればよいかを自ら考えて行動出来たり，客

観的に自分を評価できたりするようになった。 

３．地域による評価（保護.者アンケート・学校づくり評議委員・村議会議員など） 

保護者のアンケートによると，「ふるさと新庄学」の取り組みに対してほとんど全員が，高い評価を

している。評議委員，行政及び議会議員の方々からの評価もとても高い。・若い世代からの視点で

いろいろと考えていることが，自分たちとは違っている面もあり，とても新鮮でよい刺激となってい

る。・新庄村の良さを再発見することができ，この良さをどう活用できるか考えたくなった。・生徒たち

の提案は，突拍子もない夢物語ではなく，実現できる可能性のある具体的な内容であり，実効性も

期待できるなどの評価を得ている。また，村おこしを行っている方々からも，この子たちが将来村に

帰って来たくなるだけでなく，帰ってきたときにこんな村にしたいと考えたことが，実際にチャレンジ

できる土壌を作っておきたくなった。など他にもたくさんあり，そのどれもがかなりの高い評価を得た。 

Ⅶ 考察 

１．本研究の意義 

カリキュラム・マネジメントは，前述したように次期学習指導要領でもますます重要性が強調され，

その中心となるカリキュラムの開発を目的とした研究は，年々蓄積されてきている。しかしながら，こ

れらの先行研究には，「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し・推進する「カリキュラムの開発」

という視点に立ったものが，ほとんど見当たらないという現状がある。つまり，「社会に開かれた教育
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課程」の実現を目指したカリキュラム開発の研究は，これからのものであるといえる。本研究では，

「社会に開かれた教育課程」とカリキュラム開発，さらにはそこに地域連携・小中連携・学校間連携

とを結びつけて行う。だからこそ，そこに研究の意義があり，独自性が生まれてくると考えている。 

２．カリキュラムモデルの改善 

「社会に開かれた教育課程」には，急激に変化する予測不能な社会に柔軟に対応するために，

教育課程もまた社会とのつながりを大切にし，「育みたい資質・能力の在り方」，「よりよい社会を創

るための目標」，を学校と社会とが共有し，「連携・協働」する教育課程という意味がある。つまり，学

ぶことと社会のつながりを意識したカリキュラムをつくり，それを学校内だけで行う閉じた運営から，

地域とビジョン（目指す子ども像）の「共有」を土台に，お互いに「連携・協働」をしながら運営すると

いった，開かれたものにしていくべきだとの理念が込められている。しかしながら，従来のカリキュラ

ム開発の視点は，学校のために地域を活用して行うというものであり，地域人材・ボランティアから

積極的に協力を得るというものが大半であった。言い換えれば，地域から学校への「支援」が中心

であり，その意味で地域とつながる必要性を説いていると解釈するからこそ，カリキュラム開発でも

学校が地域素材を必要な時にだけ，一方的に「活用」するともとれる構想が行われていたと考えら

れる。これでは，地域と学校がパートナーとして，共に子どもを育て，共に地域を創ろうとすることで，

地域の教育力が向上し，持続可能な地域社会をつくるということにつながらない。子どもにとって大

切な学習の場である教育資源や学習環境である地域社会が，本来持っていた教育機能を発揮し，

地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動が必要なのである。 

そこで，「ふるさと新庄学」のカリキュラム開発を，田村（2016）のカリキュラム・マネジメントモデル

を用いて，「社会に開かれた教育課程」の実現を図るには，地域社会とビジョンやマネジメントを

「共有」するといった視点を田村のカリキュラム・マネジメントモデルに付け加え，「支援」から「連携・

協働」への転換を図る必要があると結論付けた。そのために，熊谷（2017）を参考に，地域から学校

への一方向の取り組み（支援）に偏りがちだったものを，子どもたちがその学びの過程で，地域に

積極的にかかわり地域に貢献することを通して，学校から地域への方向を生み出し，この双方向性

のある取り組みが，さらなる協働をすすめ，両者が互いに必要とする存在となり得るのだと考えられ

る。さらに，子どもたちが地域と地域，学校と地域とを結ぶ架け橋となるだけでなく，地域からも必要

とされ「あて」にされる存在となり得，「市民性」が育まれるのと同時に，自己有用感や自己肯定感の

向上も望めるのである。また，ビジョンの共有をより根付かせるためにも，「情報発信」も付け加える

必要があると考えている。子どもがその学習成果を保護者・地域に発信することで，ビジョンの共有

が地域で進み，その成果を保護者・地域の人たちから認められることで，学習活動について達成

感をもつとともに，地域にとっても地域活性化に向けての一つの起爆剤となり得るのである。このよ

うにして，地域と学校がビジョンを共有することで歩み寄り，互いに信頼し合い，支え合う「連携・協

働」の関係がつくられると考えたからである。さらにもう少し付け加えるなら，学校が核となり地域を

つなぎ，その方々が学校のパートナーとなりえるような，地域づくりの視点も必要であると考えた。 

３．評価結果の分析 

総合的な学習の時間で，地域を素材とし自分の興味や関心のある事柄について，探究していく

スタイルのカリキュラムの先行研究はたくさんある。その視点で本研究を捉えると，子どもにつけた

い力が身に付くのは当然であると言えなくもない。しかしながら，自己評価と教師による評価がこの

様に大きく伸びを示すだけでなく，生徒自身が主体的に学びに向かい，学習したことを活用して，

地域課題の解決に生かそうとしていた要因を探ることにした。 

（１）地域ニーズとの合致による規模の拡大 

ふるさと学習や探究的学習の先行研究では，学校という閉じた世界だけで完結している例が多

く，また，規模を広げても中学校区内での学習にとどまり，実社会に直接的な影響を与えるまでに
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至った例が少なかった。本研究では，中学校区内での活動ではあるが，1 つの行政単位である村

がそのまま学区である環境を生かし，学校教育で目指す生徒像を，村行政を窓口とした社会や地

域そして保護者と共有し，連携しながら実現させようとしたところに強みがある。これにより，生徒に

とっての現実性が生まれるとともに，自身が属する地域社会のニーズ（地域課題）に応えよう（課題

解決）とることで，他の誰でもない自分自身の物語として主体的になれ，より学習効果が高まり様々

な力を育むことができたと考えられる。言い換えるなら，自分たちの活動によって何かを変えられた

り，社会をよりよくできたりすることを実感できる体験として，地域での体験学習を基にした村への提

言活動を取り入れ，それを行政が可能な部分で実行しようとする，この一連の流れが育成の効果を

高めたと考えられる。つまり，何を知っているかにとどまらず，実社会で知っていることを使って，豊

かな関わりのなかで何ができるようになるか試行錯誤させ，実社会を実際に変えようとすることが必

要であり有効だったと考えられる。 

（２）小中連携･地域連携･学校間連携 

前項で述べた学校と地域と保護者のつながりを横軸として捉えると，その広がりは村内にとどま

らず，隣市や他県との連携へとつながりを広げることとなる。これにより，2・3 年生は隣市での職場

体験学習を通じて，ふるさとを離れ村民以外から見た新庄村を知ることができ，別の視点で考える

よい機会となる。また，各学年で実施している校外学習には学校間連携を取り入れ，１年生が岡山

大学，2 年生が広島県の宮島中学校，3 年生が沖縄県の多良間中学校と交流し，そのねらいを共

有することで連携を図り，「ふるさと新庄学」にまた別の視点からのアプローチをもたらすことができ

た。これに加えて，子どもの発達を踏まえた縦軸としての 3 つの連携で，異学年・異年齢・異世代間

での学びあいの場をつくることで，幅広い視野に立って地域の未来だけでなく，自らのキャリア形

成を考えるよい機会となった。これらの連携により様々な角度から生徒たちに刺激を与えることで，

より意欲が高められたと考えられる。 

（３）教師にとっての学びの場 

今年度の取り組みを実施する中で，私を含めて全教員が地域について，学習手法について，評

価方法について，これからの学校の在りようについて，など多くのことを学ぶことができた。この知識

ベースの学びをどのように活用して授業を改善し，生徒に還元していくかを試行錯誤するなかで，

教師が教師を育てるといった同僚性や,自分自身がこれまでに経てきたもの・深めてきた事を身近

な存在に伝承（指導したり・関心を占めす）することによって，親密な存在を自分たち自身でつくり

出していきたいという世代性が育まれ，校長をリーダーとし，チームとして取り組もうとするようになっ

た。そこには，教務主任のミドルリーダーとしての力（職能成長）が大きく関与していることが挙げら

れる。例えば，教員それぞれの思いや価値観は様々であるが，研究主任の示すカリキュラムに対し

て，子どものためになることであれば，「まずはやってみよう」という意識が高く，その視点で他に働

きかけることで，新たなことにも挑戦する「組織文化」の定着に意を用いていたからである。この挑戦

しようとする教師達の姿が，生徒の挑戦しようという意欲に少なからず影響を与え，生徒が前述した

ような変容を遂げることで，さらに教師のやる気につながりお互いが成長するといった，良い循環が

生み出されていったのだと考えられる。 

（４）外部講師との協働 

教諭の半数以上が 50 歳代である本校では，その豊富なキャリアからそれぞれがたくさんの経験

知をもっている。しかしながら，すべてにおいて万能ではない。そこで，大事なところではその都度

地域の熟練者や専門家に，地域コーディネーターを通じて依頼することで，適任者とつながること

ができ，地域理解や伝統文化の継承などで，その効果は顕著であった。この様に，内容によって

は外部の方に依頼することで，従来から実証されている様に，教師だけで行ったとき以上の効果を

期待することができる。しかし，そのためには一方的にお願いするのではなく，地域コーディネータ
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ーと教育目標を共有することが必要であり大切である。今年度はそれができていたからこそ，外部

講師とベクトルを合わせやすくなり，それを基にそれぞれの立場でできることを考え，共に協働して

生徒に関わることができ，生徒の意欲がより高まったのだと考えられる。 

４．ミドルリーダー 

学校の組織文化とは，その学校の教職員に暗黙のうちに共有されているものの見方や考え方，

行動様式のことである。これに代々地域や保護者と築いてきた関係と，卒業生たちから脈々と受け

継がれてきた校風を加えたものが「学校文化」である。この「学校文化」が本事業に消極的・否定的

であると教育課程をどのように改訂しても，全く良い効果は望めない。そして，「学校文化」の中心

をなす学校の組織文化を常に改善させないと，新たなカリキュラムを開発しても，すぐに形骸化して

しまう恐れがある。したがって，教員の意識改革を図りつつ，新しい学力観にも対応した授業が創

造できるなど，教員自体の継続的な職能成長が必要である。つまり，学校課題を解決するために

立てた教育目標を実現するためには，カリキュラムを改訂するだけでなく，その効果を上げるため

に組織を改編し，教職員の意識改革や成長を促す研修や実践，それを実施していく文化を創造

できるかが大切になる。しかしながら，これらが黒船的な「外圧」のように導入されたのでは，既存の

文化との衝突を起こしかねない。また，流行の追随のように表面上の形だけを，先行研究から真似

ているようではいけない。したがって，自身のリーダーシップ能力の向上に努めつつ，今年度から

の取り組みで芽生えてきた「教師文化」「地域との関係」「校風」を，新たな「学校文化」として，定着

させることに意を用いなければならない。そのためには，ミドルリーダーが管理職のビジョンと教員

の思いをつなぎ，縦の調整をするだけでなく，若手からベテラン教職員の横のつながりを調整する

ことで，組織を一体化させていくことが必要である。そのためにミドルリーダーには，自分自身で対

人関係能力をマネジメントすることが不可欠であり，重要になってくる。 

５．学校改善とのつながり 

 今年度の一連の取り組みによって生徒の成長はもちろんだが，教員の意識の変化がとても大き

かった。そのため，将来を見据えた学校改善が，カリキュラム・マネジメントを通してこれからも発展

していくきっかけとなり得たと考えられる。 

Ⅷ 課ｓｓｓ題 

「ふるさと新庄学」の大半を班単位で行った結果，各班を指導するそれぞれの教員の指導力に

よる差が顕著に表れた。他にも出張などでその班の担当教員がいない状況があった。その対策と

して，研究主任が中心となって管理職の力を借り，様々な点でフォローしていく中で，教員間の同

僚性が高まることにはなった。しかし，その班の生徒にとって十分な学びを確保できていたのかは，

心配なところである。このことを踏まえ来年度は，職員研修を改善し教員の力量を高めるとともに，

誰もがフォローできるだけでなくより高め合えるように，各班の進捗状況を中心とした情報を共有す

る場をより増やし，細かく PDCA サイクルを回していけるかが課題である。 

自己評価やふり返りをするときに，評価をつけた理由や根拠を一つひとつ書かせ，それらを全て

生徒本人と学校とで保管している。来年度は，これらを参考指標として用いることで，ルーブリック

評価の評価基準を子どもたちと一緒に設定し，よりよくしていけるかが課題である。 
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 教師集団の学びを支える校内研修マネジメント 

               学生番号  22427081 氏名 福永 陽子 

概要 

 本研究では，組織的に校内研修をマネジメントすることを通して，教師個人の職能成長

と教師集団の成熟を促し，校内研修の質の向上を図ることを試みた。学校組織開発理論（佐

古，2011）を援用し，教師個人の良循環サイクルや研究推進委員会や学年団などの組織の

良循環サイクルを効果的に回すことを促して自己始発性を高めた。併せて，校内研修の組

織の再編成を行ったり，校内研究会の成果と課題の明確化を図ったり，教師集団の協働的

な教育活動を取り入れたりすることで，同じ視点で授業を見て協議したり，児童の姿から

みた評価・検証を行ったりする校内研修へと改善された。 

キーワード：校内研修 良循環サイクル 自己始発性 協働   

 

Ⅰ 課題設定 

近年，児童を取り巻く環境はめまぐるしく変化し，それに伴い児童に求められる能力が

変化している。それと同時に教師に求められる資質能力も変わり，教師は教えの専門家か

ら学びの専門家へと転換を迫られている。 

現任校は，倉敷市南西部に位置する大規模校で，明るく素直な児童が多く，生徒児童上

の問題も比較的少ない。学習規律は整い，落ち着いて学習に臨める環境にあるが，児童の

学習に対する意欲は低く，進んで学ぶ姿勢に欠けるところがある。全国学力・学習状況調

査において，教科，基礎・活用問題に関わらず，ここ数年全国平均正答率を下回っている

状況である。また，現任校の教職員数は 60 数名を超えるが，ミドル層がかなり薄く，若

手・ベテラン教師が 40％前後を占める典型的なワイングラス型の教職経験年数で構成され

ている。教師は，まじめで穏やかであり，仕事熱心であるが，落ち着いた学習環境にある

ためか，教師自身が学力低下に対する危機感や授業改善の必要感をもちにくい状況がある。

そこで，自己の授業実践を振り返り授業改善のきっかけとなり得る最も中核となる校内研

修の場で，課題解決を試みることを考えた。 

校内研修は，教師の自己修養の中核をなす営みとして，教師個人の職能成長と教師集団

の成熟に大きな成果を挙げることが期待できる場と考える。本来，「校内研修は，『教育研

究』と『自己修養』の２つの機能を果たす」（岸本 1986）とされている。現任校の校内研

修では，「指導案検討会→公開授業→事後協議会」という一連の過程を校内研究会と呼び，

重要な教育課程として位置づけているが，校内研究会は「公開授業をする」という認識が

強く，仮説を立てて検証を行うという研究の認識は弱い。校内研修で得た成果や課題が，

日々の授業実践へとつながりにくい現状がある。そのため，研究授業で労力をかけるわり

に児童の学力向上へと結びつきにくく，そのことが教師の校内研修に対する義務感や負担

感につながっているのではないかと考える。また，岸本（1986）は，校内研修の効果を①

教師一人ひとりの職能成長，②集団としての成長を伸長させる，③学校の経営，組織革新

へと結びつく，と指摘している。現任校では教師個人の職能成長には力を注がれているが，

教師集団の成熟が図られているとは言い難い。以上のことから，現任校の課題を教育研究

の視点からの検証の薄さ，教師集団の成熟と捉え，これらを解決する上で，佐古（2011）
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の学校組織開発理論を援用しようと考えた。これは，学校の組織的な教育活動改善の要件

として「教員の自律性」と「協働化」の 2 点から成ることを指摘していること，さらに，

「今，現存する組織を機能させ，活性化させる」という点に重きが置かれていたことが魅

力的であった。個人と教師集団の両者がどちらも伸長することによって，学校の組織的教

育力が推進されるとしている。個においては，教職における内発的動機付けに焦点が当て

られ，その源泉は，行動の統制が自己にあることを指摘している。児童の変容（成果）の

確認により，教師の効力感が生み出され，さらなる源泉につながるとされている。その実

践による成果の確認や残された問題の確認を明確に行うことが次への児童の実態把握にも

つながるとしている。公開授業の実践にとどまらず，日常の授業のサイクルを回し続けて

いくためにも，検証を強化していくことは重要であると考えた。 

以上のことから，本研究は，佐古の学校組織開発理論を援用し，教育研究の視点を包含

した組織的な校内研修のマネジメントを通して，教師集団の学びの質を向上させることを

目的としている。 

 

Ⅱ 研究の枠組み 

佐古は，学校の組織的な教育活動改善の要件として，「教員の自律的な教育活動の遂行と改

善」，「協働性に基づく学校の組織化（協働化）」

の２つを位置づけている。校内研修を教育研究と

して機能させ，教師集団の質の向上を図る上で，

自律性と協働化は，組織的な学校改善につなが

る重要な視点であると捉えた。 

１ 教育活動における教員の自律性モデル 

 自律的な教育活動改善を遂行し，組織化を可

能にするために，「教員レベルの内発的な改善サ

イクル」（良循環サイクル）が必要である（図１）。ま

ず，教師が子どもの実態を捉え，その必要性に応

えうる教育活動を自ら構成・実践するという認識

にたち（「行動の自己始発性」），その教育活動を通して，児童の成長・変容を実感したときに「効

力感」が形成される。つまり，この行動統制の主体が他者

ではなく自分であることが重要だと考えられている。 

２ 学校組織における協働の基本モデル 

個々の教師の良循環サイクルを教師間で共有する（図

２）。これは，教育活動が良循環サイクルを集団的・組織

的に成立させ，改善に向けた協働が成立した状態を示

す。教師は，日常的に良循環サイクルを回していても，

個々では教材研究や解釈に限界を感じたり，自己完結

的になったりすることがあり得る。学校教育目標や学

校の課題，学年の課題からずれが生じても見落としがちで

もある。複数の目で，児童の実態を見つめ，児童と教師の

課題を形成し，実践をしていく，その教師同士の共有が，
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新たな気づきを与えたり，より深い思考へと促したりすることへとつながると考える。そこで，このモ

デルを学年団や研究推進委員会（以下，研推）に適用し，協働化を図る。 

３ 学校の組織マネジメントの全体的デザイン 

良循環サイクルを時間的・段

階的に学校全体として進展さ

せ，学校の教育活動の組織化を

実現させていく展開過程を示し

たものが図３である。これを校

内研修に適用し，年間数回ある

校内研究会の成果と課題を連続

させて積み上げ，さらに 1 年の

成果と課題から翌年へつなげ，

長期的なスパンで成果を築き上

げていくことができるようにす

る。 

４ 協働化を推進するための組織体制に関する基本モデル 

 さらに，佐古は，「図３の協働の段階を順次成立させるためには，学校において既に存在

している組織や活動を活用していくか，もしくはその体制や運営を修正していくことが必

要」としている。ただし，次の２つの条件を充足することを指摘している。その 1 つ目が，

学校の児童生徒の実態と課題，実践とその成果に関する情報の交換と共有を行う場・機会

を学校の「コア・システム」として位置付け，組織的に機能するよう，時間の確保，教職

員の配置などの資源の投入を行うこと。2 つ目は，協働プロセスの支援機能（ファシリテ

ート機能「ＰＦ機能」）を整えることである。コア・システムにおいて交換され検討された

結果を整理し集約して，教員にフィードバックする

ことを基本としている。（図４）佐古の提唱するフ

ァシリテートチームとして，既に現任校に存在する

研推を位置付ける。現任校の各学年団から挙がって

くる研推メンバーは，学年主任以外のミドルリーダ

ーであることが多い。管理職と学年主任等で組織づ

けられた学校の最も核となる組織「中島会」との連

携を密に行うことで，より多くの人材への理解と共

有を図ることが可能であると考える。 

 

Ⅲ 1 年次の取組 

現任校では，昨年度から校内研修の中心教科を算数科に変え，研究主題を「学び方を身につ

け，自ら学ぼうとする児童の育成」として校内研修に取り組んでいる。児童の学習意欲の向上に

焦点をあて，その向上のための必要な要素として「学び方を身に付けること」に着目し，

研究主題を設定した。 

1 年次は，現任校の課題分析と 2 年次に実践と検証を行うための「種まき」を行った。

研究主任や学年団へ働きかけて裏支えをすると共に，教職大学院の講義やシンポジウム，
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他校の研究会で得た知識や情報の発信を行った。最近の教育事情や新たな指導方法，岡山

県の動向など伝えることで，共通の話題となって２年次に引き継ぐことができるのではな

いかという目的もあった。 

１ 課題分析 

（１） 校内研究・授業改善に関するアンケート（H27.8 実施／4 件法／37 人回答） 

 校内研究や授業改善について，どのような意識をもっているのかを調べるために，授業

を行っている教師を中心にアンケートを行った。39 項目のうち，以下のように 6 つのカテ

ゴリーに分類している。教員の自律性を問う項目として A，D，E を，協働化を問う項目と

して C を，コア・システムの在り方を問う項目として B を取り上げた。 

A 校内研究に対する個人の姿勢に関すること 

  B 校内研究体制に関すること 

  C 協働性に関すること 

  D 自己始発性に関すること 

  E 効力感に関すること 

  F 協働的効力感に関すること 

アンケート結果から，80％以上の教師が意欲的な校内研究や授業改善への取り組みができて

いるとしている。しかし，自ら研修する機会をもつ教師は 50％以下，校内研究への義務感を感じ

ている教師は 67％であり，ここにずれが生じている。また，全体会で自分の考えを語ったり，質問

や疑問を出したり，人とは違う意見を述べたりするという項目には，いずれも 3 分の１の教師しか肯

定的に受けとめていない。他者から与えられた知識等の学びを受け取るという学びのスタイルはあ

るが，他者との議論を深める中で，新たな気付きを得たり，共に課題を追求したりするという学びの

スタイルができていないのではないかと考えた。 

（２）校内研修診断表を活用した実態調査 

（H27.10 実施／2 件法／管理職及び教務主任，研究主任など 6 人回答） 

岡山県総合教育センターより作成された校内研修診断表を活用し，現任校の校内研修の

状態を８つの項目から診断した。（図５）その結

果，「Ⅱ研究主題の設定と追求」「Ⅳ研修計画の

策定」においては，県平均より著しく低い値を

示していた。個々の教師のテーマの設定や省察

の場の確保をしたり，研究主題の設定での先進

校の先行研究の成果を共有する場を設けたりす

る必要性があると感じた。また，組織の在り方

を見直し，研推を十分に活用しながら，各組織

を機能させる必要があると考えた。「Ⅷ研修効

果・有用性の検証」においても，県平均より低

い値を示している。校内研修で得た知見が明確になっておらず，研修効果が日常の実践に

生かされていないことが考えられる。成果と課題を明らかにし，次回の研究授業に課題を

改善する工夫を取り入れることで，連続性のある校内研究の実践が実現でき，めざす児童

像へ近づくことができると考える。 

（３）実態把握・課題設定のための参与観察 

図５ 校内研修診断レーダーチャート 

図５ 校内研修診断レーダーチャート 
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研推や校内研究全体会，指導案検討会，学年会などへ参加し，意見交流をしながら，実

情を明確に見極めるよう努めた。その中で，研究主題にまつわる議論が停滞したり，持論

を強くもつ教師が主張する一方向な議論が展開されたりするなど，協働的な活動になり得

ていないなど事後協議会のあり方に課題があることが分かってきた。1 年目は，研究主任

の工夫により，該当学年から出された協議題を事前に視点として提示し協議するスタイル

やグループ構成メンバーを毎回組み替えて対話・交流するなど，協議会の在り方は変遷を

遂げてきた。その結果，グループ協議は活性化してきたが，協議内容は児童の姿から見た

検証になり得てはいない状況であった。 

以上のことから，現任校の課題を教師個人の受け身的な姿勢と校内研修の検証の薄さと

捉え，改善を図ることにした。 

２ 実践 

（１）「行動の自己始発性」を促す面談（図１） 

自律的な良循環サイクル（図１）の促進のために，筆者が校内研究全体会授業者を対象

に自己課題に基づく実践を見つめ直す面談を行った。その中で，授業の見方が分かったり，

算数的な良さをどう捉えるかを認識したりして授業力向上のヒントを見出した若手教師が

いた。授業者の思いを学年団へも伝え，彼らの自己課題を共有するとともに自己の教育改

善の在り方を問い直すきっかけとした。 

（２）「実態の確認□R 」のための児童の学力の実態分析と原因分析  

（H27.7.24 第 2 回校内研究全体会）（図３） 

佐古の学校組織開発理論の全体的デザイン（図３）を見たとき，まず，現任校において

学校課題の認識が不十分であると考えた。そこで，「実態の確認□R 」に当たる教師集団によ

る児童の学力の実態の確認と共有が必要であると考え，「学力調査結果からみる本校の児

童の実態とその分析」という校内研修を行った。その結果，基礎・基本の定着率の低さ，

考えをもつことの困難さ，主体的な授業構成（体験活動や思考する時間）の必要性，学習

意欲の不足などの日常の授業に関する原因の他，学力テスト形式からくる問題や家庭学習

のあり方に関する問題まで多岐に渡った原因が挙げられた。また，多くの教師が学力の実

態を認識するとともに，全体の約 60％の教師が授業づくりの改善の必要性を感じていた。 

 

Ⅳ ２年次の取組 

 1 年次の取組を受け，現任校の課題の捉え直しを行った。1 年次での課題として挙げてい

た「教師個人の受け身的な姿勢」というより，児童の姿を捉え方が曖昧であることによる

児童の実態の不十分な認識ではないかと考えるようになった。とりわけ，公開授業後の検

証□Ｓ （図２）の押さえの弱さである。つまり，成果の確認を児童の実態という根拠に基づ

き，検証するということである。その課題の検証を主軸に置きながら，2 年次は研究主任

として，以下のような実践を行った。 

１ 取組の全体像 

 ここで，検証を強化するにあたり，取組の全体像を示す。まず，コア・システムである

研推の FT 機能を（１）～（３）によって始動させ，校内研修の基盤を整える。次に，良循

環サイクルを確実に回すために，（４）を実施する。さらに，良循環サイクルの集団的展開

を確立するために，（５）（６）を行い，それを時間的・段階的に進展させるために，（７）
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（８）を行うという戦略を立てた。 

２ 実践 

（１）研究推進委員会と全職員との意識のつなぎ（4 月～） 

4 月上旬に 2 回の研推をもち昨年度の反省と課題を元に，研究の方向性（主題や副主題，めざ

す児童像）や体制についての協議を行った。しかし，原案として筆者が提示したものは，前年の内

容からの変更事項（組織の再編成や校内研究会の回数の変更など）が多く，かなり異質に映った

ようだった。それは，全職員への提示したときも同様であった。学年団との行き戻しをしながら，研

推での協議を進めているつもりであったが，新たなことを取り入れることへの抵抗感が感じられた。

前年度から実践研究の話を進めつつ，研推の中でも意見を出しながら，研究の「種まき」をしてい

たつもりであったが，それは，児童の課題と校内研修の在り方との関連が捉えられていなかったの

だと思われた。校長先生のバックアップのおかげで，何とか軌

道にのせ，新年度の校内研修がスタートすることとなった。そ

の後の毎月の研推では，研推と学年団メンバーとの意思疎通

をスムースにするために，焦点を絞った協議事項を挙げ，学年

の意見をもって会に臨むようにお願いした。「研究推進委員会

までに」を発行し，明確な協議内容を打ち出しておくことで，研

推でのタイムマネジメントと可能な限りの教師の思いの集約が

図れるように努めた。そうすることで，学年会での協議が促進さ

れるとともに，全職員の意識が反映されたことが自覚できると

考えた。これは，学校全体の協働化を進めるための研推の FT

機能の強化であると考える。また，研推後の「校内研究だより」

へは，決定事項を載せるだけでなく，協議の議論の流れ（プロ

セス）を載せ説明を加えることで，全職員への共有と納得感を

高めるようにした。 

（２）研推と学年団とを連動させる組織の再編成（4 月） 

現任校の各学年団から挙がってくる研推メ

ンバーは，学年主任以外のミドルリーダーであ

ることが多い。しかし，研推のメンバーに，校内

研修の中心組織であるという自覚が薄かったり，

公開授業の授業者と担当学年団に対する尊重が

遠慮となって表れるためか，議論が十分ではなか

ったりすることを以前より感じていた。また，朝学

習，家庭学習，環境整備という 3 つの研究の柱が

あったが，実際にはなかなか機能していなかっ

た。学習規律に対する教師個人の考え方も様々

で，作りかけては立ち消えする「中島小の学習スタンダード」の実情もあった。また，県の施策を受

け，今年度から新たに学力向上部が立ち上げられている。これらのことから，組織の再編成と役割

の確認を行った。まず，学力向上部と研究部の連動と相乗効果を図るために，研推の中に２つの

部を設置した。そして，校内研究が，朝学習や家庭学習，学習環境づくりなどの授業基盤の上に

成立しているという認識をもたせることができるように，各学年団に３つの担当者がいるように全教
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師を配置した。さらにその 3 つの担当をより活性化させるために，研推メンバーそれぞれを担当ト

ップとして組織立てた（図６）。研推メンバー以外の教師もそれぞれの担当に所属することで，学年

団と研推がより密接に，役割担当の立場としても結びつくことができると考えた。これらの結果，各

担当者を中心に縦と横が連動しながら動きつつある状態が見られ始めた。 

（３）インフォーマルな学習の場への支援（4～12 月） 

若手教師発信の若手教師を中心とした学習会の場が数年前に立ち上げられている。しかし，イ

ンフォーマルな場は，推進的リーダーの転勤と共に衰退する可能性は大きい。そこで，この学習

会も組織の中に組み込み（図６），活動の啓蒙や報告などをして，支えるよう努めた。不定期だが，

常時十数人の参加は見られ，若手教師の「自己始発性」が強く表れていた場であると言える。 

（４）算数科アンケートの見直し 

（良循環サイクルの「児童の実態□R 」，「成果の確認□S 」の明確化）（５月と 1 月） 

児童の実態から見た授業の分析・確認をより的確に行うために，算数科アンケートの見直しを図っ

た。原案を練っていくうちに，学年ごと，低・中・高学年ごとに問いたい部分，知りたい実態が異な

り，単元に即した内容の質問項目を作成していくこととなった。自らの学級・学年をイメージし，教

科・領域に即した項目を練るなど，「行動の自己始発性」が働いているものと思われた。また，「成

果の確認□Ｓ 」を正しく認識し，児童の変容を捉えるために，年度初めにアンケートをとるだけでなく，

年度終わりにもアンケートを実施するように計画をした。 

（５）試行錯誤と変遷を遂げた学習指導案の形 

（良循環サイクルの集団的展開の「課題づくり□P 」の明確化）（8～11 月） 

 校内研究会で事後検討会を重ねていくうちに，何のために（目的）この授業をし，何を（内容）達

成させたいのかは明確になったが，どこまで（達成状況）達成させたいのかが，指導案上にも明記

されず，事前説明会でも伝えられることがなかった。見る視点は定まったものの，研究授業で見ら

れた児童の状態は，達成されたといえるのかが不明で，議論が停滞することがあった。指導の講

師の先生のご助言も頂き，評価基準を打ち出した指導案に形式を更新していくこととなった。必要

感を感じ納得した事項について，受け入れることは十分に可能であった。原案をもとに，研推を中

心に議論を進め，一定の質を保障しつつ，柔軟性を帯びた学習指導案へと進化を遂げていった。 

（６）良循環サイクルの集団的展開の「成果確認□S 」の明確化（7～11 月） 

PF 機能の一つとして，校内研究会が連続性をもち成果を積み上げることができるように， 

それぞれの成果と課題を明確にした。全体協議

の中での板書や校内研究会後の「校内研究だよ

り」の中での「研究授業から見えたもの」など，

成果と課題は視覚化し，次回の研究授業への連

結を意識していくことで，個人や学年を超えた

現任校の研究の知が向上していくと考える。 

（７）「課題づくり□P 」のためのめざす児童像の具体化（H28.6.18 第１回校内研修会） 

佐古（2011）は，学校組織における協働概念を広範囲の活動に拡大して位置付け，「共通

の目的を前提とするというよりも，共通の目的を形成しようとする集団的な活動をも，協

働の範囲の中に組み入れ，それに至るプロセスを重視する」としている。つまり，協働を

「教育の事実のすりあわせを重視し，そこから学校における教育活動の課題（目標）の明

確化を図るプロセスを学校における協働の主要な側面」（出典 佐古 2011，144 頁）として位置づ
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けている。4 月に研究主題やめざす児童像を，学校全体の共有で定め，それに向けて実践

を進めている。佐古の示す協働概念に照らし合わせると，スローガンとして掲げるだけに

ならないよう，その言葉のもつイメージの違いをすり合わせたり，納得度を高めたりする

必要があり，協働的な活動の中で繰り返し形成されなくてはならない。図３のそれぞれの

場において，より具体的に深化を図ることができるように実践と共有を行うこと必要があ

る。これらのことから，「課題づくり□Ｐ 」を捉えるためのめざす児童像の具体化と共有化を

行った。昨年度の現任校の学力調査の結果と原因分析（「実態の確認□R 」）を取り上げ，そ

れを受けて，めざす児童像の具体的な姿とはどういう姿なのか，研究授業をする教材の中

ではどういう姿になるのか，全職員が授業場面をイメージしながら考えていった。その結

果，評価基準の元となるものを作成した学年団も表れた。 

（８）良循環サイクルの段階的展開の「評価□S 」の強化（2 月） 

1 年間の校内研究の成果と課題をまとめる際には，算数科アンケートの結果からの検証を必ず

行うと共に，実際の授業場面での児童の姿と絡めて分析することを強く求めた。成果としては，学

び方が身についてきた，伝え合いの姿が見られることが多くなったなどが挙げられた。学年により

ばらつきはあるものの，算数科アンケート結果からそれらが数値で表れていた。その反面，アンケ

ートは児童の自己評価であるということや現在，算数科で行っている単元によって結果が変動す

るなど，正確な評価となっているかの判断は難しい。アンケートが検証方法として，ふさわしくない

という意見も見られた。これは，「評価□S 」のさらなる強化につながる有効な考え方であると思う。 

 

Ⅴ 結果と分析 

１ 教師個人の自律的な授業改善サイクルを促す取組から見た成果と課題 

 前述の「校内研究・授業改善に関するアンケート」を 2 年次の 7 月と 12 月にも同様に実

施した。ここでは，「A 校内研究に対する個人の姿勢」「D 自己始発性」「E 効力感」が

大きく関わっている。全体会で，自分の考えを語ったり，質問したり，人と違う意見でも

述べたりするという項目において，わずかではあるが徐々に数字を上げている。また，研

究主題やめざす児童像の理解と納得の項目でも，徐々に数字を上げている。これは，「研究

授業では主題に関わる話題や視点をもって授業を見る」という項目も上がっていることか

ら，研究主題やめざす児童像が自分の意識の中に入り，それを意識した上で同じ授業を見

て協議し合うことで，深い理解と納得を促し，それが個々の授業実践につながっているの

ではないかと考える。さらに，1 年次に低かった「他の先生方の授業を参観する機会をも

つ」という項目については，27％から 83％と飛躍的に数字を伸ばした。他にも，「自ら研

修する機会を積極的にもつ」教師も徐々に増えつつある。「教務主任からの学力テスト問題

を解」いた教師が 75％，「算数科主任から出されている『算数メモ』を読み，教材研究に役

立てた」教師は 88％，研究主任（筆者）からの「『研究だより』を読み，自分の課題や学校

全体の研究の方向性を理解し，それに向けて日々授業実践をしている」教師は，88％であ

った。インフォーマルな教師の学習の場であるが，「中島学習会に参加している」教師は

54％であり，そのうち 10 年以下の若手教師が 79％を占めていた。ベテラン層，ミドル層，

若手層に関わらず，どの年代でも自己始発性が働き，自らの立場と状況の中でできること

を探り，授業改善の実践へと動き出していることが分かる。一方で，「校内研究に義務感」

を感じている教師は，67％から少し増えている。公開授業が特別であるという認識が抜け
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にくい実態や組織体制の再編成による負担感を感じている実態が伺えた。 

面談においては，顕著な成果を上げることはできなかった。まず，筆者も面談対象者も

互いに多忙のあまり，面談をする時間を生み出せないでいた。しかし，短い時間に 3 人の

若手教師（4 年目，5 年目，7 年目教師）と面談する中で，年数が上がってくるにつれて，

自己の授業技術を上げることだけでなく，周囲（現任校においてはまず学年団）を見て，

その中での自分の立ち位置を見出し，若手教師に受け継がなければという意識が育ってい

ることが伺えた。 

『自分より年上の先生とかと話してたら，よく物事を知ってらっしゃるし，「ああ，そういう考え方があ

るんじゃ。」と自分が新たに気づくこともたくさんあるんで。自分も年齢が真ん中になってきて，これか

ら，どんどん上の方になっていくにつれて，多分，後輩，自分より下の人にいろいろ教えてあげれるよう

な力はつけたいというのは，あります。自分が上の人から教えてもらったことを下の人にも引き継ぐじゃ

ないですけど，なんか伝えていって。』              （７年目男性教師 研究授業後） 

２ 教師集団の協働を促す取組から見た成果と課題 

同様に前述の校内研修診断表のアンケートを 7 月と 1 月に実施した。７つの項目で，県

平均を上回る結果となった。とりわけ，課題となっていた「Ⅱ研究主題の設定と追求」「Ⅵ

意欲の喚起」においては，県平均を大きく上

回る結果となった（図 7）。事前事後協議会

において，常に研究主題との関連や提案事

項を焦点化させ，協議を拡散させないよう

に努めた結果といえよう。さらに事後協議

会では，提案事項や教師の支援に対し「～を

していた児童がいた。」など，児童の姿を明

確に示した上での発言が聞かれるようにな

ってきた。これは，教師が児童の成果（達成

度）を意識し，それを踏まえた上で，研究授

業の提案性の有無を見出そうとしているこ

とが考えられる。つまり，児童の姿の検証をすることで，「教育研究」の視点をもちつつあ

るのではないかと考えた。より細やかな児童の評価指標を作成し，それに基づいた指導と

評価を一体化させて行うことで，同じ視点で授業をみる見方を形成していくことができる

と考える。また，一方向になりがちだった協議が，提案にさらに上乗せした意見に対し，

担当学年の児童の実態やそれまでの実践など研究経緯を踏まえた上で返答することで，よ

りレベルの高い協議となっていった。 

３ 組織的な学校改善から見た成果と課題 

 校内研修を軸として学校改善を行ってきたが，様々な立場からの成果が感じられた。教

務主任による教師の学力テスト問題実施への啓蒙や算数科主任による学年の系統性を踏まえた

教材や指導法の工夫の発信など，教師の授業改善に役立つ情報の提供と共通理解を図る取組

が実践されていった。キーパーソンとなるベテラン教師からペアトークの目的やあり方，指標の必

要性を示唆する助言もあり，組織としての取組を促す働きかけが見られた。また，放課後等には，

ベテラン教師同士で児童の学習成果を喜び合ったり，学力向上に向けて児童や家庭にどのよう

な働きかけが必要なのかを問い直したりする姿も見られた。音楽専科からは，図を使って「音」を表

図７ 校内研修診断レーダーチャート 
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現しているという児童の成果を報告する声，他にも「学力」そのもの自体の捉え方を疑問視する声

も聞くことができた。学力と生徒指導の在り方などの関連についての疑問を筆者に投げかけてくる

教師もいた。個々の自己始発性が働き，自分の立場と役割を認識した上で，手立てをうったり学

力向上につながる問題提起を発信したりしていることが分かった。今後は，学校課題をより明確に

して，校内研修にとどまらず，カリキュラムの編成も見据えて，各校務分掌とつなげて課題解決に

努めていく必要があるのだと思う。 

 

Ⅵ 今後の課題と展望 

新しく組織を立ち上げたり取組を増やしたりすることは，多忙な学校において負担感が

大きい。佐古の学校組織開発理論の「今，現存する組織を機能させ，活性化させる」とい

う点に着目すると同時に，教師の意識に新たな「変革」も起こす必要があった。そのため

に，枠組みの援用しながら，研推と学年団，研推と担当，研推と中島会，研推と中島学習

会など，組織同士を連動させ，そこに存在する多くの教師同士を連動させ，教師自身に授

業改善の意識をもつように発信し働きかけ，取組を進めた。全職員の理解と納得を求める

ことは困難であるが，その中で学校としての最大公約数的価値を見出していくよう働きか

けることがマネジメントであると実践しながら，実感した。研究主題やめざす児童像の共

有など言葉でいうと簡単だが，そのイメージする児童の姿は教師間により異なってくる。

だからこそ，協働的な活動を取り入れながら，個々の教師の思いを表出させ，共有し合う

時間と場が必要なのだ。幸い，現任校には，先進的な教育知識や技術を身に付けた教師が

それぞれの層に数多くいた。メンバーの知を結集するとともに，彼らを中心として引き上

げることで，より質の高い校内研修が作り上げられていったのだと思う。 

図３に示したように，校内研究の成果と課題を明確に示し，焦点化・視覚化された成果

と課題を活用することで，年間の評価へとつなげ，個人や各学年それぞれではなく学校と

しての校内研究の成果となったと思う。そして，それを継続して次年度へつなげ更新して

いくことで，より学校組織としての成果が積み上がっていくものと思われる。 

 3 月には，今年度の成果と課題を踏まえ，来年度の研究の方向性を探っていく予定であ

る。個人や学年を超えた校内研修の知を大切にするとともに，今後の教育界における変動

（英語・道徳の教科化など）も視野に入れながら，検討していきたいと思う。 

 児童の学力向上に成果が表れるのには，ある程度の時間を要すると思われる。しかし，

今年度築き上げた「中島小の学習スタンダード」をはじめ，成果を引き継ぎさらに更新し

ていく中で，環境や児童の変化に耐えうる校内研修の知が確立されていくものと思われる。 
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